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第１編 総則 

第１章 計画の目的・性格等 

第１節 目的 

この計画は、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第40条の規

定に基づき、福岡県の地域に係る防災（災害予防、災害応急対策及び

災害復旧・復興）のうち震災対策に関し、福岡県・市町村・指定地方

行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関等が処理すべき事務及び

業務について、総合的かつ計画的な大綱として福岡県防災会議が定

めたものであり、県民の生命、身体及び財産を地震災害から保護し、

被害の軽減を図り、もって社会秩序の維持と県民福祉の確保に万全

を期することを目的とする。 

    計画の実施に当たっては、災害の発生を完全に防ぐことは不可能

であることから、災害時の被害を最小化し、被害からの迅速な回復を

図る「減災」の考え方を防災の基本理念とし、たとえ被災したとして

も人命が失われないことを最重視し、また経済的被害ができるだけ

少なくなるよう、衆知を集めて効果的な災害対策を講じるとともに、

県民一人一人の自覚及び努力を促すことによって、できるだけその

被害を軽減していくべく、住民が自らを災害から守る「自助」、地域

社会がお互いを守る「共助」、そして国や地方行政団体等の施策とし

ての「公助」の適切な役割分担に基づく防災協働社会の実現を目指し

た県民運動の展開が必要である。 

計画に基づく災害対策は、以下の事項を基本理念として行うもの

とする。 

 

    一～六 （略） 

 

 

 

 第２節～第４節 （略） 

 

第２章 地震防災面からみた福岡県の特性 

 第１節 自然的条件 

  第１～第２ （略） 

  第３ 活断層 

県内の活断層としては「地震調査研究推進本部の長期評価（平成 

25年２月１日発表）」の結果等によると、主なものとしては以下の 

７断層(系)をあげることができる。 

①小倉東断層、②福智山断層、③西山断層系、④警固断層、⑤ 

水縄断層系、⑥宇美断層、⑦日向峠－小笠木峠断層 

これらの断層はいずれも④⑤を除き歴史時代には活動していな

いが、ほぼ確実に活断層であると推定されている。 

 第２節 （略） 

第１編 総則 

第１章 計画の目的・性格等 

 第１節 目的 

    この計画は、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第40条の規

定に基づき、福岡県の地域に係る防災（災害予防、災害応急対策及び

災害復旧・復興）のうち風水害対策等に関し、福岡県・市町村・指定

地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関等が処理すべき事務

及び業務について、総合的かつ計画的な大綱として福岡県防災会議

が定めたものであり、県民の生命、身体及び財産を災害から保護し、

被害の軽減を図り、もって社会秩序の維持と県民福祉の確保に万全

を期することを目的とする。 

計画の実施に当たっては、災害の発生を完全に防ぐことは不可能

であることから、災害時の被害を最小化し、被害からの迅速な回復を

図る「減災」の考え方を防災の基本理念とする。たとえ被災したとし

ても人命が失われないことを最重視し、また経済的被害ができるだ

け少なくなるよう、衆知を集めて効果的な災害対策を講ずるととも

に、県民一人一人の自覚及び努力を促すことによって、できるだけそ

の被害を軽減していくべく、住民が自らを災害から守る「自助」、地

域社会がお互いを守る「共助」、そして国や地方行政団体等の施策と

しての「公助」の適切な役割分担に基づく防災協働社会の実現を目指

した県民運動の展開が必要である。 

計画に基づく災害対策は、以下の事項を基本理念として行うもの

とする。 

 

一～六 （略） 

七 災害復旧や災害からの復興に必要な事前準備をするものとす

る。 

 

 第２節～第４節 （略） 

 

第２章 地震防災面からみた福岡県の特性 

 第１節 自然的条件 

  第１～第２ （略） 

  第３ 活断層 

県内の活断層としては令和８年１月14日に発表された地震調査

研究推進本部の長期評価の結果等によると、主なものとしては以

下の７断層(帯)をあげることができる。 

①小倉東断層、②福智山断層帯、③西山断層帯、④警固断層帯、

⑤水縄断層帯、⑥宇美断層、⑦日向峠－小笠木峠断層帯 

これらの断層はいずれも④⑤を除き歴史時代には活動していな

いが、ほぼ確実に活断層であると推定されている。 

 第２節 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

字句の修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画（R7.7修正）

に基づく修正 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 
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 第３節 本県の地震災害の特色 

第１ 地震災害履歴 

１ 地震動による被害 

1904年に近代的地震観測が開始されて以降2005年までの間、福 

岡管区気象台での有感地震記録によると震度５以上を観測したこ

とは一度もなく、福岡県は、他の地域と比べると地震によって被害

を受けた経験が少ないといわれてきたが、2005年３月20日に福岡

市の北西約30㎞の福岡県北西沖（当時の震央地名は福岡県西方沖）

を震源とする最大震度６弱の地震（深さ９㎞、マグニチュード7.0）が

発生し、一ヵ月後の４月20日には最大震度５強の地震（深さ14km、

マグニチュード5.8）が発生した。 

また、「平成28年（2016年）熊本地震」（以下「熊本地震」という。）の

一連の活動の中で、平成2016年４月16日１時25分に熊本県熊本地

方で発生した地震（深さ12km、マグニチュード7.3）により最大震

度５強を観測した。 

歴史時代の被害地震を調べると、福岡県庁の位置での地表加速

度は最大でも100gal強程度であり、そのほとんどは、博多湾付近で

発生した局所地震である。1898年8月に発生した糸島半島の地震で

は糸島半島の付け根付近で負傷者３名、家屋破損58件の被害があ

ったが、これが2005年に福岡県西方沖の地震が発生するまでの本

県における近年の最大規模の地震災害であった。遡って、679年に

は県の南部でマグニチュード７クラスの地震が発生し、家屋倒壊

や地割れが発生したことが記録されている。この地震は、水縄断層

で発生したものともいわれている。 

   ２～３（略） 

第３章 災害の想定 

    県及び市町村は、地震災害対策の検討に当たり、科学的知見を踏ま

え、あらゆる可能性を考慮した最大クラスの地震を含め、様々な地震

を想定し、その想定結果や切迫性等に基づき対策を推進するものと

する。 

なお、この計画の策定に当たっては、地震に関する防災アセスメン

ト調査（平成24年３月 福岡県）、津波に関する防災アセスメント調査

（平成24年３月 福岡県）及び福岡県津波浸水想定（平成28年２月 

福岡県）の結果を基礎とした。なお、上記アセスメント調査は地震防

災対策特別措置法（平成７年７月18日施行）及び津波対策推進法（平

成23年６月24日施行）に基づき、福岡県津波浸水想定は、津波防災地

域づくりに関する法律（平成23年12月27日施行）に基づくものである。 

調査結果の概要は以下のとおりである。 

第１節 地震想定の見直しに当たっての基本的な考え方 

  １ 地震の想定計算の概要 

    県内に存在する活断層についての国等の評価を踏まえ、過去に

発生した地震に着目して、想定地震モデルを設定し、破壊の開始点

第３節 本県の地震災害の特色 

第１ 地震災害履歴 

１ 地震動による被害 

1904年に近代的地震観測が開始されて以降2005年までの間、福 

岡管区気象台での有感地震記録によると震度５以上を観測したこ

とは一度もなく、福岡県は、他の地域と比べると地震によって被害

を受けた経験が少ないといわれてきたが、2005年３月20日に福岡

市の北西約30㎞の福岡県北西沖（当時の震央地名は福岡県西方沖）

を震源とする最大震度６弱の地震（深さ９㎞、マグニチュード7.0）が

発生し、一ヵ月後の４月20日には最大震度５強の地震（深さ14km、

マグニチュード5.8）が発生した。 

また、「平成28年（2016年）熊本地震」（以下「熊本地震」という。）の

一連の活動の中で、平成2016年４月16日１時25分に熊本県熊本地

方で発生した地震（深さ12km、マグニチュード7.3）により最大震

度５強を観測した。 

歴史時代の被害地震を調べると、福岡県庁の位置での地表加速

度は最大でも100gal強程度であり、そのほとんどは、博多湾付近で

発生した局所地震である。1898年8月に発生した糸島半島の地震で

は糸島半島の付け根付近で負傷者３名、家屋破損58件の被害があ

ったが、これが2005年に福岡県西方沖の地震が発生するまでの本

県における近年の最大規模の地震災害であった。遡って、679年に

は県の南部でマグニチュード７クラスの地震が発生し、家屋倒壊

や地割れが発生したことが記録されている。この地震は、水縄断層

帯で発生したものともいわれている。 

   ２～３（略） 

第３章 災害の想定 

    県及び市町村は、地震災害対策の検討に当たり、科学的知見を踏ま

え、あらゆる可能性を考慮した最大クラスの地震を含め、様々な地震

を想定し、その想定結果や切迫性等に基づき対策を推進するものと

する。 

なお、この計画の策定に当たっては、地震に関する防災アセスメン

ト調査（令和７年９月 福岡県）、津波に関する防災アセスメント調査

（平成24年３月 福岡県）及び福岡県津波浸水想定（平成28年２月 

福岡県）の結果を基礎とした。なお、上記アセスメント調査は地震防

災対策特別措置法（平成７年７月18日施行）及び津波対策推進法（平

成23年６月24日施行）に基づき、福岡県津波浸水想定は、津波防災地

域づくりに関する法律（平成23年12月27日施行）に基づくものである。 

調査結果の概要は以下のとおりである。 

第１節 地震想定の見直しに当たっての基本的な考え方 

１ 地震の想定計算の概要 

    県内に存在する活断層についての国等の評価を踏まえ、過去に

発生した地震に着目して、想定地震モデルを設定し、破壊の開始点
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を両端及び中央部の３箇所から行い震度を算出した。 

また、もし活動すれば県内４地域の拠点都市である福岡市、北九

州市、飯塚市、久留米市に最も大きな影響を及ぼすと考えられる活

断層が活動した場合の想定被害を算出した（当該被害については、

「第２節 県内活断層の位置及び評価 第３ 想定地震による被

害等の概要」のとおり）。 

その活断層は、福岡市に影響を及ぼすと考えられる警固断層帯（

南東部）、北九州市に影響を及ぼすと考えられる小倉東断層、飯塚

市に影響を及ぼすと考えられる西山断層、久留米市に影響を及ぼ

すと考えられる水縄断層の４つである。 

また、活断層の存在が確認されていない地域においても、地震が

発生する可能性があることから、全市町村について直下型地震を

想定し、震度及び被害を算出した。 

更に、発生確率は不確定であるが活断層で起きる最大クラスの

地震として西山断層が海上部に延長しているとの見解があること

からマグニチュード８の地震を想定し、地震動と液状化のシミュ

レーションを実施した。 

なお、警固断層帯（北西部）、福智山断層、宇美断層、糸島半島

の地震についても地震動と液状化のシミュレーションを実施した。 

当該被害については、「地震に関する防災アセスメント調査報告

書」（平成24年３月 福岡県）に掲載をしている。 

各市町村においては、上記の４つの活断層が活動した場合に想

定される被害と、直下型地震が発生した場合に想定される被害と

を比較して、より被害の大きい方を基礎として防災対策をたてる

必要がある。 

地震被害想定の予測の条件について、季節及び時刻は冬の夕刻（

午後５時～６時）とし、風の条件は４ｍ／秒とした。 

また、震度や被害の分布図は250メートルメッシュによるものと

し、地震動の推定方法は、基盤地震動は「翠川・小林の方法」、地

表地震動は地盤構造を考慮した応答計算を採用した。 

 

   ※「翠川・小林の方法」 

    震源断層の広がりや断層の破壊方向を判断するために、震源断

層を小領域に分割して、断層の破壊の進行状況を考慮し、各々の小

領域から地震波が観測点に移動するものとして時間差を考慮して

重ね合わせ、基盤での地震動を求める方法。 

第２節 県内活断層の位置及び評価 

 第１ （略） 

第２ 想定地震 

   想定地震については、県内に存在する６つの活断層及び既往の

地震に着目して設定するとともに、被害の算出については、人口が

集中している県内４地域の主要都市（福岡市、北九州市、飯塚市、

を原則両端及び中央部の３箇所から行い震度を算出し、被害を想

定した（当該被害については、「第２節 県内活断層の位置及び評

価 第３ 想定地震による被害等の概要」のとおり）。 

 

 

 

 

 

 

 

また、活断層の存在が確認されていない地域においても、地震が

発生する可能性があることから、全市町村について直下型地震を

想定し、震度及び被害を算出した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

各市町村においては、活断層が活動した場合に想定される被害

と、直下型地震が発生した場合に想定される被害とを比較して、よ

り被害の大きい方を基礎として防災対策をたてる必要がある。 

 

地震被害想定の予測の条件について、季節及び時刻は３ケース（

冬５時、夏１２時、冬１８時）を想定し、それぞれ平均風速（４ｍ

／ｓ）の場合と強風（８ｍ／ｓ）の場合で被害を算出した。 

また、震度や被害の分布図は250メートルメッシュによるものと

した。 

 

 

 

 

 

 

第２節 県内活断層の位置及び評価 

第１ （略） 

第２ 想定地震 

想定地震については、県内に存在する７つの活断層及び既往の

地震に着目して設定した。 
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久留米市）を中心とする地域の被害を算出することとした。 

このため、もし活動すれば、これらの地域に重大な被害を及ぼす

と考えられる警固断層帯南東部、小倉東断層、西山断層、水縄断層

に関する被害を算出した。 

想定地震の震源断層のパラメーターは表１のとおりである。 

 

 

【表１ 想定地震の震源断層ﾊﾟﾗﾒｰﾀｰ一覧 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、地表に活断層が現れていない地域においても、地中に未知

の活断層が存在している可能性は否定できず、県内のあらゆる地

域において地震が発生する可能性は存在する。このため、各市町村

の直下10ｋｍにおいて、マグニチュード6.9の地震が発生したと想

定し、各市町村の被害を算出した。当該被害については、「地震に

関する防災アセスメント調査報告書」（平成24年３月 福岡県）に掲

載をしている。 

第３ 想定地震による被害等の概要 

１ 被害等総括表 

表１に示した想定地震の震源断層のうち、活動した場合には県

内４地域の主要都市（福岡市、北九州市、飯塚市、久留米市）に重

大な被害を及ぼすと想定される４つの想定震源断層について、予

測被害を算出し、下記の「表２ 被害等総括表」にまとめた。 

    算定条件は、冬季の夕刻（午後５時～６時）、風速４ｍ／秒であ

る。 

 

 

 

 

 

想定地震の震源断層のパラメーターは「地震に関する防災アセ

スメント調査報告書」（令和７年９月 福岡県）に掲載をしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、地表に活断層が現れていない地域においても、地中に未知

の活断層が存在している可能性は否定できず、県内のあらゆる地

域において地震が発生する可能性は存在する。このため、各市町村

の直下10ｋｍにおいて、マグニチュード6.8の地震が発生したと想

定し、各市町村の被害を算出した。当該被害については、「地震に

関する防災アセスメント調査報告書」（令和７年９月 福岡県）に掲

載をしている。 

第３ 想定地震による被害等の概要 

１ 被害等総括表 

想定地震の震源断層の予測被害を算出し、２地震動から10人的

被害の被害概要を下記の「表１ 被害等総括表」にまとめた。 

 

 

    なお、季節、時刻及び風速の算定条件は、２地震動から10人的被

害の被害概要に示している。 
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【表２ 被害等総括表】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*1 高速道路はインターチェンジ間などで不通箇所を生じる可能性

が予測された場合、当該区間延長の合計を示している。 

* 各活断層の被害想定については、両端及び中央部から破壊を開始

した３パターンの被害を算出したが、この表には建物被害が一番

多い破壊開始点から算出被害を掲示した。なお、掲示した破壊開始

点は震源断層の欄に括弧書きで示している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【表１ 被害等総括表】 
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２ 地震動 

いずれの想定断層においても、断層周辺で強い地震動が予測さ

れ、その強さは断層から離れるに従って減衰する傾向にある。最大

震度は、水縄断層の想定で、一部の地域に震度７が予測されたほか、

その他の断層においても震度６強を示す地域が存在する。これら

の地域は、表層の軟弱な地盤であるため、特に強い地震動が予測さ

れたものと考えられる。 

各断層別には、小倉東断層の想定では、北九州市と苅田町の一部

で震度６強が予測されるほか、北九州市の東部を中心に広い範囲

にわたって震度６弱が予測される。 

西山断層の想定では、宮若市、宗像市、福津市の一部で震度６強

の地域が予測されるほか、周辺の地域でも震度６弱が予測される。 

水縄断層の想定では、久留米市の一部や朝倉市、筑前町で震度７

の地域が予測されるほか、周辺の地域でも震度６強が予測される。 

警固断層帯南東部の想定でも、筑前町の一部などで震度７が予

測され、震度６強の地域も福岡地方から筑後地方にわたる広い範

囲に及んでいる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 地震動 

  各想定地震について、最大震度７と予測される市区町村を以下

に示す。 
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の反映 
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旧 新 改正理由 

３ 液状化 

液状化危険度も地震動と同様に断層周辺に危険度の高い地域が

多く認められる。さらにそれらの地域でも特に、河川沿い、海岸部、

埋立地などに液状化危険度が高い地域が分布しており、これらは

軟弱な砂質地盤や盛土の存在が影響しているものと予測される。 

各断層別には、小倉東断層の想定では、北九州市や行橋市付近の

やや広い範囲で液状化危険度が高いと予測される。 

西山断層の想定では、福津市、宗像市などの沿岸部で高いほか、

内陸部では宮若市や小竹町などで液状化危険度が高いと予測され

る。 

水縄断層の想定では、久留米市、大刀洗町をはじめとして、筑後

川沿岸地域及び有明海沿岸地域で液状化危険度が高いと予測され

る。 

警固断層帯南東部の想定では福岡市の海岸部と福岡市近郊で危

険性が高い地域が存在するほか、久留米市の筑後川沿いや有明海

沿岸部、飯塚市、小竹町、宮若市の遠賀川沿い、北九州市や福津市

の一部など広い範囲に液状化危険度の高い地域が予測される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 液状化 

    各想定地震について、液状化危険度が「極めて高い」と予測され

る地域がある市区町村を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アセスメント調査（R7.9）

の反映 
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旧 新 改正理由 

４ 斜面崩壊危険  

想定断層に近い急傾斜地において崩壊の可能性が高い。特に、警

固断層帯南東部の想定では、被害の範囲が大きく、福岡市などで崩

壊の危険度が高いと想定される斜面が134箇所あり、斜面崩壊に伴

う建物被害は207棟と予測される。 

また、その他の各断層別では、小倉東断層の想定では、北九州市

などで崩壊の危険度が高いと想定される斜面が26箇所あり、斜面

崩壊に伴う建物被害は18棟と予測される。 

西山断層の想定では、飯塚市などで崩壊の危険度が高いと想定

される斜面が157箇所あり、斜面崩壊に伴う建物被害は153棟と予

測される。 

水縄断層の想定では、八女市などで崩壊の危険度が高いと想定

される斜面が89箇所あり、斜面崩壊に伴う建物被害は54棟と予測

される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 斜面崩壊危険 

    各想定地震について、急傾斜地崩壊危険度が「崩壊の危険性が高

い」と予測される地域がある市区町村を以下に示す。 
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旧 新 改正理由 

５ （略） 

６ 建物被害 

建物被害は、建物棟数が多く、かつ地震動等が大きい水縄断層の

想定で、最も大きい被害が予測されており、久留米市や八女市を中

心に木造建物が全壊23,951棟、半壊10,251棟、非木造建物が全壊

1,621棟、半壊1,304棟と予測される。 

その他の断層では、小倉東断層の想定では、北九州市内を中心に

木造建物が全壊6,504棟、半壊5,458棟、非木造建物が全壊603棟、

半壊795棟と予測される。 

また西山断層の想定では、筑豊地方などを中心に木造建物が全

壊12,526棟、半壊12,655棟、非木造建物が全壊855棟、半壊1,169棟

と予測される。 

警固断層帯南東部の想定では、福岡市などを中心に木造建物が

全壊16,291棟、半壊12,864棟、非木造建物が全壊1,676棟、半壊

2,157棟と予測される。 

７ 地震火災被害 

最も影響が大きいと想定された断層は水縄断層の想定で、想定

震源に近く、建物被害が多い久留米市、八女市、うきは市、朝倉市、

みやま市、筑前町、広川町を中心に県南西部に集中している。 

その他の断層では、小倉東断層の想定では、北九州市内を中心に

26件の炎上出火が予測され、消火能力が及ばず焼失すると予測さ

れる焼失棟数は5棟と予測される。 

また西山断層の想定では、筑豊地方を中心に広範囲で53件の炎

上出火が予測され、消火能力が及ばず焼失すると予測される焼失

棟数は6棟と予測される。 

警固断層帯南東部の想定では、福岡市などを中心に74件の炎上

出火が予測され、消火能力が及ばず焼失すると予測される焼失棟

数は10棟と予測される。 

８ ライフライン施設被害 

ライフラインについては、警固断層帯南東部の想定で最も被害

が大きく、福岡市を中心として被害が発生すると予測される。特に

市民生活に重大な影響が及ぶ水道、電気、ガスについて、上水道被

害は3,368箇所、電柱被害は143箇所、都市ガス被害は236箇所で発

生すると予測される。 

その他の断層においては、上水道被害について、小倉東断層の想

定では北九州市を中心に1,079箇所、西山断層の想定では筑豊地方

を中心に3,787箇所、また水縄断層の想定では久留米市を中心に

2,327箇所の被害が予測される。 

 

 

 

 

５ （略） 

６ 建物被害 

    各想定地震について、液状化・揺れ・急傾斜地の崩壊による建物

の被害予測を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 地震火災被害 

    各想定地震について、火災による建物の被害予測は「６ 建物被

害」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ ライフライン施設被害 

各想定地震について、ライフライン施設（電力、上下水道、ガス）

の被害予測を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アセスメント調査（R7.9）

の反映 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アセスメント調査（R7.9）

の反映 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アセスメント調査（R7.9）

の反映 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



福岡県地域防災計画（地震・津波対策編）修正素案新旧対照表                       

 14 / 117 

旧 新 改正理由 
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旧 新 改正理由 

９ 交通施設被害  

（１）道路・鉄道被害 

交通被害は、西山断層の想定で最も大きく、国県道で176箇所、

都市高速道路や九州自動車道で52km程度(ただし不通区間とな

るインターチェンジ間延長の合計)となっている。その他の断層

では、小倉東断層の想定で78箇所、警固断層帯南東部の想定で

155箇所、水縄断層の想定で152箇所の被害が予測される。 

なお、鉄道被害については、警固断層帯南東部の想定で346箇

所の被害が予測されているほか、小倉東断層の想定で163箇所、

西山断層の想定で378箇所、水縄断層の想定264箇所の被害が予

測される。 

（２）港湾・漁港施設被害  

港湾、漁港の施設被害は、小倉東断層の想定、並びに警固断層

帯南東部の想定において、港湾部の液状化危険性が高く出るこ

とから、北九州港・博多港・苅田港といった国際拠点港湾や重要

港湾も被害を受けると予測される。 

小倉東断層の想定では、港湾係留施設の被害は66km程度、また

警固断層帯南東部の想定では同じく62km程度の被害が予測され

る。 

また、想定地震が見直された場合は、その他の港湾を含めて港

湾への影響について、改めて検討を行うものとする。 

 

10 人的被害 

建物の倒壊や斜面崩壊により、人的被害の発生が予測されてい

る。警固断層帯南東部の想定では建物被害が大きいことから、それ

に伴う人的被害は福岡市を中心に、死者数が1,183名、負傷者数が

22,508名発生すると予測される。 

その他の断層に関する被害は、小倉東断層の想定では、北九州市

を中心に死者数が501名、負傷者数が4,409名発生すると予測され

る。 

西山断層の想定では、筑豊地方を中心に、死者数が844名、負傷

者数が21,678名発生すると予測される。 

水縄断層の想定では、久留米市を中心に、死者数が1,482名、負

傷者数が23,254名発生すると予測される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ 交通施設被害 

各想定地震について、交通施設被害（道路、鉄道、港湾、漁港、

空港）の被害予測を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 人的被害 

    各想定地震について、人的被害の被害予測を以下に示す。 
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旧 新 改正理由 

第３節 津波災害想定 

 第１～第２ （略） 

 第３ 波源毎の想定 

   １～５ （略） 

第４章 （略） 

 

第５章 防災関係機関等の業務大綱 

 （略） 

第１節 （略） 

第２節 処理すべき事務又は業務の大綱 

  第１ （略） 

第２ 市町村 

（災害予防） 

・防災会議に係る事務に関すること 

・市町村災害対策本部等防災対策組織の整備に関すること 

・防災施設の整備に関すること 

・防災に係る教育、訓練に関すること 

・県及び防災関係機関との連絡調整に関すること 

・他の市町村との相互応援及び広域避難、広域一時滞在についての協

定の締結に関すること 

・防災に必要な資機材等の整備、備蓄に関すること 

・生活必需品、応急食料等の備蓄に関すること 

・給水体制の整備に関すること 

・管内における公共的団体及び自主防災組織の充実、育成及び指導に

関すること 

・住民の自発的な防災活動の促進に関すること 

・災害危険区域の把握に関すること 

・各種災害予防事業の推進に関すること 

・防災知識の普及に関すること 

・要配慮者の安全確保に関すること 

・企業等の防災対策の促進に関すること 

・企業等の協力の確保についての協定の締結に関すること 

・災害ボランティアの受入れ体制の整備に関すること 

・帰宅困難者対策の推進に関すること 

（災害応急対策） 

・水防・消防等応急対策に関すること 

・災害に関する情報の収集、伝達及び被害調査に関すること 

・避難の準備・指示及び避難者の誘導並びに避難所の開設に関するこ   

 と 

・災害時における文教、保健衛生に関すること 

・災害広報及び被災者からの相談に関すること 

・被災者の救難、救助その他の保護に関すること 

第３節 津波災害想定 

 第１～第２ （略） 

 第３ 波源ごとの想定 

   １～５ （略） 

第４章 （略） 

 

第５章 防災関係機関等の業務大綱 

（略） 

第１節 （略） 

第２節 処理すべき事務又は業務の大綱 

  第１ （略） 

第２ 市町村 

（災害予防） 

・防災会議に係る事務に関すること 

・市町村災害対策本部等防災対策組織の整備に関すること 

・防災施設の整備に関すること 

・防災に係る教育、訓練に関すること 

・県及び防災関係機関との連絡調整に関すること 

・他の市町村との相互応援及び広域避難、広域一時滞在についての協

定の締結に関すること 

・防災に必要な資機材等の整備、備蓄に関すること 

・生活必需品、応急食料等の備蓄に関すること 

・給水体制の整備に関すること 

・管内における公共的団体及び自主防災組織の充実、育成及び指導に

関すること 

・住民の自発的な防災活動の促進に関すること 

・災害危険区域の把握に関すること 

・各種災害予防事業の推進に関すること 

・防災知識の普及に関すること 

・要配慮者の安全確保に関すること 

・企業等の防災対策の促進に関すること 

・企業等の協力の確保についての協定の締結に関すること 

・災害ボランティアの受入れ体制の整備に関すること 

・帰宅困難者対策の推進に関すること 

（災害応急対策） 

・水防・消防等応急対策に関すること 

・災害に関する情報の収集、伝達及び被害調査に関すること 

・避難の準備・指示及び避難者の誘導並びに指定避難所の開設に関す

ること 

・災害時における文教、保健衛生に関すること 

・災害広報及び被災者からの相談に関すること 

・被災者の救難、救助その他の保護に関すること 

 

 

字句の修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 
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・被災者の心身の健康の確保、居住の場所の確保その他被災者の保護 

に関すること 

・復旧資機材の確保に関すること 

・災害対策要員の確保・動員に関すること 

・災害時における交通、輸送の確保に関すること 

・被災建築物の応急危険度判定の実施に関すること 

・関係防災機関が実施する災害対策の調整に関すること 

・災害ボランティアの活動支援に関すること 

・市町村所管施設の被災状況調査に関すること 

・救助実施市は、当該市の区域において災害救助法に基づく被災者の 

救助に関すること 

（災害復旧） 

・公共土木施設、農地及び農林水産用施設等の災害復旧及び改良に関 

すること 

・災害弔慰金の至急及び災害援護資金の貸付け等災害融資等に関す 

ること 

・市町村民税等公的徴収金の猶予、減免措置に関すること 

   ・義援金品の受領、配分に関すること 

  第３～第５ （略） 

  第６ 指定公共機関 

   １ （略） 

   ２ 西日本電信電話株式会社（九州支店）、ＮＴＴコミュニケーショ

ンズ株式会社、ＫＤＤＩ株式会社、株式会社ＮＴＴドコモ（九州支

社）、ソフトバンク株式会社、楽天モバイル株式会社 

    （略） 

   ３～10 （略） 

  第７ （略） 

 第３節 県民及び企業等の基本的責務 

第１ 県民の基本的責務 

県民は、自らの身の安全は自らが守るとの観点に立って、平常時

から、地域における災害の危険性を把握し、避難等の行動を確認す

るほか、食料・飲料水等の備蓄、非常持出品の準備、自動車へのこ

まめな満タン給油や家具等の転倒防止対策等家庭での予防・安全

対策を講ずるとともに、地域の防災訓練等に積極的に参加し、自主

防災組織の結成・活動を進めるなど、日ごろから自主的に地震災害

に備えるものとする。 

また、地震災害時には自主的な相互救済活動を行うとともに、行

政機関が行う防災活動と連携・協力するものとし、内閣総理大臣か

ら、社会的・経済的混乱を抑制するため、生活必需品等国民生活と

の関連性が高い物資又は燃料等国民経済上重要な物資をみだりに

購入しない等の必要な協力を求められた場合は、これに応じるよ

う努めるものとする。 

・被災者の心身の健康の確保、居住の場所の確保その他被災者の保護 

に関すること 

・復旧資機材の確保に関すること 

・災害対策要員の確保・動員に関すること 

・災害時における交通、輸送の確保に関すること 

・被災建築物の応急危険度判定の実施に関すること 

・関係防災機関が実施する災害対策の調整に関すること 

・災害ボランティアの活動支援に関すること 

・市町村所管施設の被災状況調査に関すること 

・救助実施市は、当該市の区域において災害救助法に基づく被災者の 

救助に関すること 

（災害復旧） 

・公共土木施設、農地及び農林水産用施設等の災害復旧及び改良に関 

すること 

・災害弔慰金の至急及び災害援護資金の貸付け等災害融資等に関す 

ること 

・市町村民税等公的徴収金の猶予、減免措置に関すること 

   ・義援金品の受領、配分に関すること 

第３～第５ （略） 

第６ 指定公共機関 

 １ （略） 

 ２ ＮＴＴ西日本株式会社（九州支店）、ＮＴＴコミュニケーション

ズ株式会社、ＫＤＤＩ株式会社、株式会社ＮＴＴドコモ（九州支社

）、ソフトバンク株式会社、楽天モバイル株式会社 

   （略） 

 ３～10 （略） 

第７ （略） 

第３節 県民及び企業等の基本的責務 

第１ 県民の基本的責務 

県民は、自らの身の安全は自らが守るとの観点に立って、平時か

ら、地域における災害の危険性を把握し、避難等の行動を確認する

ほか、食料・飲料水等の備蓄、非常持出品の準備、自動車へのこま

めな満タン給油や家具等の転倒防止対策等家庭での予防・安全対

策を講ずるとともに、地域の防災訓練等に積極的に参加し、自主防

災組織の結成・活動を進めるなど、日ごろから自主的に地震災害に

備えるものとする。 

また、地震災害時には自主的な相互救済活動を行うとともに、行

政機関が行う防災活動と連携・協力するものとし、内閣総理大臣か

ら、社会的・経済的混乱を抑制するため、生活必需品等国民生活と

の関連性が高い物資又は燃料等国民経済上重要な物資をみだりに

購入しない等の必要な協力を求められた場合は、これに応じるよ

う努めるものとする。 
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字句の修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



福岡県地域防災計画（地震・津波対策編）修正素案新旧対照表                       

 18 / 117 

旧 新 改正理由 

  第２ （略） 

第６章 計画の運用等 

第１節 平常時の運用 

  第１～第６ （略） 

 第２節～第３節 （略） 

第７章 災害に関する調査研究の推進 

  第１～第２ 

第３ 災害教訓の伝承 

県及び市町村は、過去に起こった大災害の教訓や災害文化を確

実に後世に伝えていくため、大災害に関する調査分析結果や映像

を含めた各種資料を広く収集・整理し、適切に保存するとともに、

広く一般に閲覧・情報発信・共有できるよう公開に努めるものとす

る。また、災害に関する石碑やモニュメント等の持つ意味を正しく

後世に伝えていくよう努めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ （略） 

第６章 計画の運用等 

第１節 平時の運用 

第１～第６ （略） 

 第２節～第３節 （略） 

第７章 災害に関する調査研究の推進 

  第１～第２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

字句の修正 

 

 

 

 

記載を集約（第2編災害予防

計画 第3章県民等の防災

力の向上 第4節防災知識

の普及 第8災害教訓の伝

承へ集約） 
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旧 新 改正理由 

第２編 災害予防計画 

第１章 基本方針 

  （略） 

  第１～第２ （略） 

  第３ 防災的な土地利用の推進 

   （略） 

   １ （略） 

２ 災害の危険性の高い地域については、情報提供や現行法に基づ

く規制制度等を活用して安全な土地利用を指導・誘導する。なお、

市町村においては将来の都市計画等においても、地震に強い都市

構造の形成に努めるものとする。 

第４～第５ （略） 

第６ 効果的な応急対策のための事前対策の推進 

地震災害時に効果的に応急対策活動を実施するため、平常時か

ら必要な事前対策を推進するものとする。 

 

第２章 防災基盤の強化 

第１節 都市構造の防災化 

 県及び市町村は、建築物の耐震・不燃化、都市空間の確保と整備

、市街地再開発事業等により過密化した都市環境の整備、防災対策

の改善を図るとともに、その中から事業の緊急性等を勘案し、広域

避難地、避難路等の整備に係るものを中核とした防災対策緊急事

業計画を策定し、都市の防災化対策を推進する。 

〈主な実施機関〉 

県（建築都市部・県土整備部）、市町村 

  第１ （略） 

  第２ 建築物不燃化の推進（建築都市部、市町村） 

   １ （略） 

   ２ 対策 

   （１）防火・準防火地域の指定（都市計画課） 

商業地域及び近隣商業地域等については、防火地域又は準防

火地域を定めるものとし、容積率500％以上の商業地域について

は原則として防火地域を定める。 

※ 防火・準防火地域の指定状況（平成29年３月31日現在） 

防火地域：  ３都市計画（ ３市）      428ha 

準防火地域： 13都市計画（  26市17町）   7,777ha 

（２） （略） 

   （３）公営住宅の不燃化推進 （県営住宅課、住宅計画課、市町村） 

既存の木造及び簡易耐火構造の住宅は、地域性、老朽度等を考

慮し、県営住宅については、５年毎に計画を見直しながら、逐次

耐火構造に建替えを推進する。県営住宅建替状況としては、昭和

55年度から平成29年度末まで127団地、11,381戸を建替え済みで

第２編 災害予防計画 

第１章 基本方針 

  （略） 

  第１～第２ （略） 

  第３ 安全な土地利用の推進 

   （略） 

   １ （略） 

２ 災害の危険性の高い地域については、情報提供や現行法に基づ

く規制制度等を活用して安全な土地利用を指導・誘導するなど、住

民と行政が協力して地震に強い都市づくりに努めるものとする。 

 

第４～第５ （略） 

第６ 効果的な応急対策のための事前対策の推進 

地震災害時に効果的に応急対策活動を実施するため、平時から

必要な事前対策を推進するものとする。 

 

第２章 防災基盤の強化 

第１節 都市構造の防災化 

 県及び市町村は、建築物の耐震・不燃化、都市空間の確保と整備

、市街地開発事業等により過密化した都市環境の整備、防災対策の

改善を図るとともに、その中から事業の緊急性等を勘案し、広域避

難地、避難路等の整備に係るものを中核とした防災対策緊急事業

計画を策定し、都市の防災化対策を推進する。 

〈主な実施機関〉 

県（建築都市部・県土整備部）、市町村 

  第１ （略） 

  第２ 建築物不燃化の推進（建築都市部、市町村） 

   １ （略） 

   ２ 対策 

   （１）防火・準防火地域の指定（都市計画課・市町村） 

市町村は、市街地における火災の危険を防除するため、防火地

域又は準防火地域を定めるものとする。 

 

※ 防火・準防火地域の指定状況（令和７年３月31日現在） 

防火地域：  ３都市計画（ ３市）      440ha 

準防火地域： 14都市計画（  27市16町）  7,859.2ha 

（２） （略） 

   （３）公営住宅の不燃化推進 （県営住宅課、住宅計画課、市町村） 

既存の木造及び簡易耐火構造の住宅は、地域性、老朽度等を考

慮し、県営住宅については、５年ごとに計画を見直しながら、逐

次耐火構造に建替えを推進する。県営住宅建替状況としては、昭

和55年度から平成29年度末まで127団地、11,381戸を建替え済み
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旧 新 改正理由 

ある。また、２方向避難の困難な既設住宅については、防災改修

等の改善を進めるとともに、新築住宅についても、不燃建築物と

オープンスペースの一体的整備により防災空間の創出に努める。 

 

老朽化した市町村営木造及び簡易耐火構造の住宅については、

防火及び避難性能を向上させるため、建替事業の推進について、

市町村の意識向上を図る。 

   （４） （略） 

  第３ （略） 

  第４ 市街地再開発事業の推進（都市計画課） 

１ 計画方針 

近年における都市化の進展に伴い、都市部及びその周辺地域に

おいて、環境の悪化、災害の危険の増大、住宅の不足等の事態が深

刻化している。 

これらの事態に対処するため、市街地再開発事業を推進し、建築

物の不燃化、構造強化、共同化等を行うとともに、道路、公園、広

場等のオープンスペースを整備することにより、市街地の土地の

合理的かつ健全な高度利用、都市機能の更新をすすめ、併せて都市

の防災構造化を図る。 

   ２～３ （略） 

  第５ 無電柱化事業の推進（道路維持課・公園街路課等） 

   １ （略） 

   ２ 対策 

緊急輸送道路など防災上重要な道路について、必要に応じて、国

〔経済産業省、総務省〕が促進する一般送配電事業者、電気通信事

業者における無電柱化の取組と連携しつつ、無電柱化の整備を進

めることで、電柱・架線等の防災活動に支障を及ぼす物件を排除し

、道路の防災機能向上を図る。 

 

 

 

 

 

 

第６ （略） 

第７ 造成地の災害予防対策（開発・盛土指導課、市町村） 

１ 計画方針 

   （１）～（２） （略） 

   （３）市町村は、滑動崩落の恐れが大きい大規模盛土造成地において、

宅地の安全性の把握及び耐震化を実施するよう努めることとす

る。 

   ２ （略） 

である。また、２方向避難の困難な既設住宅については、防災改

修等の改善を進めるとともに、新築住宅についても、不燃建築物

とオープンスペースの一体的整備により防災空間の創出に努め

る。 

老朽化した市町村営木造及び簡易耐火構造の住宅については、

防火及び避難性能を向上させるため、建替事業の推進について、

市町村の意識向上を図る。 

（４） （略） 

  第３ （略） 

  第４ 市街地再開発事業の推進（都市計画課） 

１ 計画方針 

近年における都市化の進展に伴い、都市部及びその周辺地域に

おいて、環境の悪化、災害の危険の増大、住宅の不足等の事態が深

刻化している。 

これらの事態に対処するため、市街地再開発事業を推進し、建築

物の不燃化、構造強化、共同化等を行うとともに、道路、公園、広

場等のオープンスペースを整備することにより、市街地の土地の

合理的かつ健全な高度利用、都市機能の更新をすすめ、あわせて都

市の防災構造化を図る。 

   ２～３ （略） 

第５ 無電柱化事業の推進（道路維持課・公園街路課・都市計画課・開

発・盛土指導課等） 

   １ （略） 

   ２ 対策 

緊急輸送道路など防災上重要な道路について、必要に応じて、国

〔経済産業省、総務省〕が促進する一般送配電事業者、電気通信事

業者における無電柱化の取組と連携しつつ、無電柱化の整備を進

めることで、電柱・架線等の防災活動に支障を及ぼす物件を排除し

、道路の防災機能向上を図る。 

市街地開発事業、大規模な開発許可等について、事業認可や開発

許可の事前相談時などあらゆる機会を捉え、施行者及び開発事業

者に対して新たに電柱を設置しないようにする等、無電柱化の推

進に関する法律第12 条の趣旨を周知し、無電柱化のための検討が

なされるよう徹底する。 

第６ （略） 

第７ 造成地の災害予防対策（開発・盛土指導課、市町村） 

１ 計画方針 

   （１）～（２） （略） 

   （３）市町村は、滑動崩落のおそれが大きい大規模盛土造成地におい

て、宅地の安全性の把握及び耐震化を実施するよう努めること

とする。 

２ （略） 
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旧 新 改正理由 

第８ 避難地等の整備（市町村） 

   （略） 

   １～３ （略） 

   ４ 避難路の安全確保（市町村、関係機関） 

    （略） 

   （１）～（２） （略） 

   （３）危険物施設等に係る防災措置 

     ア～イ （略） 

     ウ 電力施設 

避難路の安全を確保するため次の措置を講じる。 

     （ア）～（イ） （略） 

   （４）～（５） （略） 

 第２節 （略） 

第３節 建築物等の安全化 

  （略） 

  第１ 建築物等の耐震性の確保（建築指導課・関係各課、市町村） 

   １ 公共建築物の耐震性の確保 

   （１） （略） 

   （２）既存県有施設等の耐震性確保に関する取組 

     ア～ウ （略） 

     エ 社会福祉施設（介護保険課・福祉総務課・子育て支援課・児

童家庭課・障がい福祉課・保護・援護課） 

（略） 

   （３） （略） 

２ （略） 

   ３ その他の安全対策 

   （１）～（３） （略） 

   （４）ブロック塀等の倒壊防止対策 

県及び市町村は、ブロック塀等の倒壊防止のため、業界団体等

の連携によるブロック塀等安全対策推進協議会と連携し、ブロ

ック塀の安全点検及び耐震性の確保の必要性について広く県民

に対し啓発を図るとともに、ブロック塀の造り方、点検方法及び

補強方法等の普及啓発やブロック塀等の巡回指導等を行う。 

   （５）～（８） （略） 

  第２ 高層建築物及び地下街等の安全化 

   （略） 

   １ （略） 

   ２ 災害予防対策（建築指導課・防災危機管理局、警察、消防機関、 

西部ガス株式会社、所有者等） 

   （１）関係機関等の対策 

     ア～エ （略） 

     オ 西部ガス株式会社 

第８ 避難地等の整備（市町村） 

   （略） 

   １～３ （略） 

   ４ 避難路の安全確保（市町村、関係機関） 

    （略） 

   （１）～（２） （略） 

   （３）危険物施設等に係る防災措置 

     ア～イ （略） 

     ウ 電力施設 

避難路の安全を確保するため次の措置を講ずる。 

     （ア）～（イ） （略） 

   （４）～（５） （略） 

 第２節 （略） 

第３節 建築物等の安全化 

  （略） 

  第１ 建築物等の耐震性の確保（建築指導課・関係各課、市町村） 

   １ 公共建築物の耐震性の確保 

   （１） （略） 

   （２）既存県有施設等の耐震性確保に関する取組 

     ア～ウ （略） 

     エ 社会福祉施設（介護保険課・福祉総務課・子育て支援課・こ

ども福祉課・障がい福祉課・保護・援護課） 

（略） 

   （３） （略） 

２ （略） 

   ３ その他の安全対策 

   （１）～（３） （略） 

   （４）ブロック塀等の倒壊防止対策 

県及び市町村は、ブロック塀等の倒壊防止のため、業界団体等

と連携し、ブロック塀の安全点検及び耐震性の確保の必要性に

ついて広く県民に対し啓発を図るとともに、ブロック塀の造り

方、点検方法及び補強方法等の普及啓発やブロック塀等の巡回

指導等を行う。 

   （５）～（８） （略） 

  第２ 高層建築物及び地下街等の安全化 

   （略） 

   １ （略） 

   ２ 災害予防対策（建築指導課・防災危機管理局、警察、消防機関、 

西部ガス株式会社、所有者等） 

   （１）関係機関等の対策 

     ア～エ （略） 

     オ 西部ガス株式会社 
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       （略） 

（ア）～（エ） （略） 

（オ）ガスによる事故を想定し、管理者、消防機関、警察機関等 

の協力を得て、事業所毎に年1箇所以上防災訓練を実施する。 

 

     カ （略） 

   （２） （略） 

  第３ （略） 

第４節 土木防災施設･社会資本施設等の安全化 

  （略） 

  第１～第２ （略） 

第３ 交通施設の安全対策 

道路、鉄道、港湾、空港等の管理者は、災害を防止するため所

管する施設等の実態を把握し、災害時においても常に健全な状

態が維持できるよう諸施設の整備等を行うものとする。 

 

 

 

 

 

〈主な実施機関〉 

道路・鉄道・港湾・空港管理者等、県（農林水産部・県土整備部）

、警察（公安委員会）、市町村 

１ 道路施設 

（１）緊急交通路、緊急輸送道路ネットワーク、啓開道路（警察（公

安委員会）、道路維持課、九州地方整備局、政令市、西日本高速

道路(株)、福岡県道路公社、福岡北九州高速道路公社、警察） 

ア 緊急交通路（警察（公安委員会）） 

あらかじめ震災等大規模災害発生時における緊急通行車両

等の通行を確保すべき道路（以下「緊急交通路」という。）を

選定して、重点的に道路、施設等の安全性を強化し、災害発生

時における被害の軽減及び的確かつ円滑な災害応急対策に資

する。 

なお、緊急交通路は、高規格幹線道路として整備された高速

自動車国道、都市  高速道路及びその他の自動車専用道路の

ほか、地域別の災害対策本部と陸上輸送、海上輸送及び航空輸

送に対応する路線について、次の基準に基づき１～３路線を選

定する。 

○ 陸上輸送を確保するために隣接県又は隣接地域と接続

する幹線道路 

○ 海上輸送及び航空輸送を確保するために必要な道路 

○ 原則として、片側２車線以上の広幅員道路 

       （略） 

（ア）～（エ） （略） 

（オ）ガスによる事故を想定し、管理者、消防機関、警察機関等 

の協力を得て、事業所ごとに年1箇所以上防災訓練を実施す

る。 

カ （略） 

（２） （略） 

  第３ （略） 

第４節 土木防災施設･社会資本施設等の安全化 

  （略） 

  第１～第２ （略） 

第３ 交通施設の安全対策 

道路、鉄道、港湾、空港の管理者は、災害を防止するため所管

する施設等の実態を把握し、災害時においても常に健全な状態

が維持できるよう諸施設の整備等を行う。 

特に、主要な道路、鉄道、港湾、空港の基幹的な交通施設につ

いては、代替路を確保するための道路ネットワークの整備、海上

・航空交通ネットワークの機能強化、施設・機能の代替性の確保

、各交通施設間の連携の強化等により、大規模災害発生時の輸送

手段の確保に努める。 

〈主な実施機関〉 

道路・鉄道・港湾・空港管理者等、県（農林水産部・県土整備部）

、警察（公安委員会）、市町村 

１ 道路施設 

道路管理者は、迅速かつ円滑な災害応急対策および災害復旧・復

興に資するため、空港、港湾等の主要な拠点と高規格道路等のアク

セス強化、ネットワーク機能の向上、道路防災対策等を通じて、強

靭で信頼性の高い道路網の整備を図る。 

（１）激甚化、頻発化する災害から速やかに復旧・復興するためには

、道路ネットワークの機能強化が必要であることから、高規格道

路の未整備区間の整備および４車線化、高規格道路と直轄国道

のダブルネットワーク化等による道路ネットワークの機能強化

対策を進める。 

（２）災害の発生時でも、地域が孤立することなく、日常生活機能を

確保できるようにするため、地域の拠点（行政機関、交通・物流

拠点、医療福祉施設等）間を結ぶ主要な道路や代替路がない道路

等についての安全性・信頼性を高めるととともに、空港・港湾等

の主要な拠点と高規格道路等のアクセス強化、簡易なICの増設

等による地域との連携強化などにより、道路ネットワーク機能

の向上を図る。 

（３）道路施設等の点検を実施し、道路施設の現況の把握に努めると

ともに、点検結果に基づき、必要な対策を実施する。特に緊急輸
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○ 高架部が少なく、道路損壊時に早急な復旧が期待できる

道路 

○ 交通信号機、地域制御機等の交通安全施設が整備され、

大量の人員、物資の輸送等緊急通行車両の通行が可能な道

路 

資料編  交通施設－緊急交通路指定予定路線一覧表 参照 

イ 緊急輸送道路ネットワーク（道路維持課、道路建設課） 

緊急交通路等を十分踏まえ、幹線的な道路並びにこれらの

道路と防災拠点とを連絡する道路、又は防災拠点を相互に連

絡する道路を選定し、その耐震性、安全性の強化に努めるもの

とする。大規模災害発生後の道路ネットワークを確保するた

め、緊急輸送道路などの基幹的道路ネットワークの整備を推

進、代替機能を確保する。 

資料編  交通施設－緊急輸送ネットワーク図 参照 

ウ 啓開道路（道路維持課、九州地方整備局、政令市、西日本高

速道路(株)、福岡県道路公社、福岡北九州高速道路公社、警察

） 

緊急交通路に加え、大規模災害発生時の速やかな救援・救護

活動や人員・物資輸送及び道路の啓開作業に必要な災害対応

拠点をつなぐための、最優先で啓開すべき必要最低限度の緊

急輸送道路であり、これを県内各道路管理者が共有すること

により効率的な啓開作業を行う。 

エ 災害における交通マネジメント 

（ア）九州地方整備局は、災害時に、渋滞緩和や交通量抑制によ

り、復旧活動、経済活動及び日常生活への交通混乱の影響を

最小限に留めることを目的に、必要に応じて「災害時交通マ

ネジメント検討会（以下、「検討会」という。）」を組織する

。 

（イ）県は、市町村の要請があったとき又は自ら必要と認めたと

きは、九州地方整備局に検討会の開催を要請することがで

きる。 

（２）国・県（道路維持課、道路建設課）・市町村・警察（公安委員

会） 

ア 道路の整備 

震災時における道路機能の確保のため、所管道路について、

法面等危険箇所調査を実施し、対策工事の必要な箇所を指定

して、道路の整備を推進する。 

（ア）道路防災点検 

道路法面の崩落が予想される箇所及び路体崩壊が予想さ

れる箇所等を把握するため、「道路防災点検」を実施する。 

（イ）道路の防災工事 

(ア)の調査に基づき、道路の防災工事が必要な箇所につ

送道路について、緊急輸送道路ネットワーク計画に基づき、福岡

県緊急輸送道路ネットワーク計画等策定協議会により、関係機

関と連携を図りつつ、震災時においても必要な輸送機能を確保

できるよう、重点的かつ計画的な耐震補強対策を推進する。 

（４）道路の通行が危険であると認められる場合における道路通行

規制に関する基準等を定め、関係機関への連絡、通行規制の実施

その他必要な措置を講ずる。 

（５）緊急輸送道路や避難路など防災上重要な経路を構成する道路

について、災害時の交通の確保を図るため、必要に応じて、区域

を指定して道路の占用の禁止または制限を行うとともに、国が

促進する一般送配電事業者、電気通信事業者における無電柱化

の取組と連携しつつ、無電柱化の推進に関する法律に基づく、道

路事業等に合わせた電柱等の新設抑制および既設撤去の推進等

により、無電柱化の推進を図る。 
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いて、工法決定のための測量、地質調査、設計等を行いその

対策工事を実施する。特に、緊急輸送道路の法面未対策箇所

の整備について、計画的に推進する。 

イ 橋梁の整備 

震災時における橋梁機能の確保のため、所管橋梁について、

耐震点検調査を実施し、橋梁の耐震対策を行う。 

また、緊急輸送道路ネットワーク上の橋梁については、地震

時の被害を限定的な損傷に留めるための耐震対策を実施する。

それ以外の橋梁についても順次耐震対策を実施する。 

ウ 拠点の整備 

 大規模震災時における道路の早期啓開の拠点となり得る「

道の駅」を選定し、必要な機能の整備を実施する。 

エ 横断歩道橋の整備 

震災時における歩道橋が、落下等により交通障害物となる

ことを防止するため、所管歩道橋について、耐震点検調査を実

施し、補修等対策が必要なものの整備を推進する。 

（ア）横断歩道橋の耐震点検調査 

横断歩道橋は、横断歩道橋設計指針に基づき建設されて

いるが、建設後の維持管理、気象条件等により構造細目に変

化が生じていることも考えられるので、本体と階段の取付

部を中心とした横断歩道橋の耐震点検調査を実施する。 

（イ）横断歩道橋の落下防止補強工事の実施 

(ア)の調査に基づき、補強等の対策が必要とされた横断

歩道橋について落下防止補強工事を実施する。 

オ 道路啓開用資機材の整備 

事故車両、倒壊物、落下物等を排除して、震災時の緊急輸送

路としての機能を確保できるよう、レッカー車、クレーン車、

工作車等の道路啓開用資機材の分散配備、増強に努めると共

に、あらかじめ建設業者、団体との間で協定等を締結し、道路

啓開用資機材を整備しておくものとする。 

カ 交通安全施設の防災機能強化（公安委員会） 

緊急交通路として確保すべき道路を重点に交通信号機、交

通管制システム等の交通安全施設の停電対策、耐震対策及び

復旧対策等の防災機能の強化を図る。 

（３）西日本高速道路株式会社 

ア 橋梁の落橋防止対策として、「支承の移動制限装置」「支承か

らの縁端距離確保」「桁間連結装置」等の措置を計画的に講ず

る。 

イ 橋脚、盛土部、平面部などの道路のき裂、土留擁壁の部分的

損傷があり得るので、必要な予防措置を講ずる。 

ウ 震災時に備え、常時、次の各号を骨子とする広報活動、その

他の周知措置を講ずる。 
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（ア）運転者は、地震発生に際しても冷静に行動し、事故防止の

ため早急に減速停止するなど安全確保の措置をとること。 

（イ）状況把握点検、応急復旧点検を実施する。以後の運行につ

いては、道路管理者が施設の安全を確認した後に出す指示

に従うこと。 

エ 道路啓開用資機材の整備 

事故車両、倒壊物、落下物等を排除して、震災時の緊急輸送

路としての機能を確保できるよう、レッカー車、クレーン車、

工作車等の道路啓開用資機材等の応援協力体制を整備してお

く。 

（４）福岡北九州高速道路公社 

ア 高架橋については、桁落下防止装置により、桁を連結して安

全性を高める。 

イ 床版、橋脚、添加電信機の部分的損傷があり得るので必要な

予防措置をとる。 

ウ 震災時に備え、常時次の各号を骨子とする広報活動その他

の周知を講ずる。 

（ア）運転者は、地震発生に際しても冷静に行動し、事故防止の

ため早急に減速停止するなど安全確保の措置を講ずること

。 

（イ）震災時、高速道路は直ちに一般車の通行が禁止され、消防

、救急、救護、その他の公共的緊急活動の輸送路として利用

されることになるので、緊急自動車の優先通行を確保する

ため、運転者は車を左側の路線に寄せ、右側車線をあけて停

車させなければならないこと。 

この場合、できる限り車間距離をとって停車するよう努

めること。 

（ウ）以後の運行については、道路管理者が施設の安全を確認し

た後に出す指示に従うこと。 

（エ）周辺市街地の火災等により、運転者等が高速道路上にとど

まることが危険な状況となったときは、エンジンを停止さ

せドアはロックせず、キーはつけたままとする。 

エ 道路啓開資機材の整備 

事故車両、倒壊物、落下物等を排除して、震災時の緊急輸送

路としての機能を確保できるよう、レッカー車、工作車等の道

路啓開用資機材の分散配備、増強に努める。 

なお、あらかじめ(社)日本土木工業協会等の関係団体との

間で「災害応急支援業務に関する協定」等を締結しており、災

害時に対応することとしている。 

２ （略） 

   ３ 港湾施設等 

   （１） （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ （略） 

   ３ 港湾施設等 

   （１） （略） 
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   （２） 現況 

     ア （略） 

     イ 福岡市管理港湾 

福岡市が管理する港湾である博多港（国際拠点港湾）の現有

及び計画中の係留施設は、資料編に掲載しているとおりであ

る。 

幹線貨物輸送対応の耐震強化岸壁（水深15ｍ）をアイランド

シティに２バース計画しており、うち１バースは、平成20年10

月に一部供用を開始している。 

また、緊急物資輸送対応の耐震強化岸壁については、中央ふ

頭地区に計画しており、当該地区については都心に近いこと

から災害時における物資・人員の輸送や避難地として活用で

きるよう防災拠点としてのあり方について検討を行う。 

※バース…船舶が接岸、係留し、積み荷を卸す作業をする場所

のこと。 

     ウ～エ （略） 

   （３） （略） 

   ４ （略） 

  第４ ライフライン施設の安全対策 

    （略） 

   １ （略） 

   ２ ガス施設の安全対策（西部ガス株式会社） 

   （略） 

   （１） （略） 

   （２） 予防に関する事項 

     ア （略） 

     イ ガス供給設備 

（ア）導管及び付属設備の設置及び維持管理 

新設設備はガス工作物の技術上の基準、ガス導管耐震設

計指針等に基づき耐震性を考慮した設計・施工を行う。また、

既設設備はその重要度を考慮し、計画的に取り替えまたは

補強等の必要に応じた対策を講じる。 

     （イ） （略） 

     （ウ）地震計の設置 

供給区域内の地震動を即座に把握し、供給停止の判断を

可能な限り速やかに行うため、単位ブロック毎にＳＩ地震

計を設置する。 

     （エ）～（オ） 

ウ その他の設備（コンピューター設備） 

     （ア） （略） 

（イ）コンピューター設備 

災害に備えコンピューターシステム、データーベースの

   （２） 現況 

     ア （略） 

     イ 福岡市管理港湾 

福岡市が管理する港湾である博多港（国際拠点港湾）の現有

及び計画中の係留施設は、資料編に掲載しているとおりであ

る。 

幹線貨物輸送対応の耐震強化岸壁（水深15ｍ）をアイランド

シティに２バース計画しており、うち１バースは、平成20年10

月に一部供用を開始している。 

また、緊急物資輸送対応の耐震強化岸壁については、中央ふ

頭地区に計画しており、当該地区については都心に近いこと

から災害時における物資・人員の輸送や避難地として活用で

きるよう防災拠点としての在り方について検討を行う。 

※バース…船舶が接岸、係留し、積み荷を卸す作業をする場所

のこと。 

ウ～エ （略） 

（３） （略） 

４ （略） 

第４ ライフライン施設の安全対策 

    （略） 

   １ （略） 

   ２ ガス施設の安全対策（西部ガス株式会社） 

   （略） 

   （１） （略） 

   （２） 予防に関する事項 

     ア （略） 

     イ ガス供給設備 

（ア）導管及び付属設備の設置及び維持管理 

新設設備はガス工作物の技術上の基準、ガス導管耐震設

計指針等に基づき耐震性を考慮した設計・施工を行う。また、

既設設備はその重要度を考慮し、計画的に取り替えまたは

補強等の必要に応じた対策を講ずる。 

（イ） （略） 

     （ウ）地震計の設置 

供給区域内の地震動を即座に把握し、供給停止の判断を

可能な限り速やかに行うため、単位ブロックごとにＳＩ地

震計を設置する。 

     （エ）～（オ） 

ウ その他の設備（コンピューター設備） 

     （ア） （略） 

（イ）コンピューター設備 

災害に備えコンピューターシステム、データーベースの

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

字句の修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

字句の修正 

 

 

 

字句の修正 
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旧 新 改正理由 

耐震措置を講じる。 

     （ウ）～（エ） （略） 

（オ）資機材等 

製造設備、供給設備の配管材料、工具等の資機材等は平常

時からその確保に努めると共に、定期的に保管状況を点検

整備する。 

     エ （略） 

   （３） （略） 

   ３ 国内通信施設の安全対策（西日本電信電話株式会社） 

西日本電信電話株式会社九州支店は、防災業務計画、災害等対策

規定に基づき具体的な措置を定めて、災害等異常時の電気通信サ

ービスの確保を図るため、電気通信設備について耐震化・耐浪性等

の予防措置を講じ万全を期するものとする。 

（１）～（２） （略） 

   ４ 放送施設の安全対策（日本放送協会） 

    （略） 

（１）対策 ―― 平常時の措置 

     （略） 

   （２） （略） 

５ 上水道施設の安全対策（水資源対策課水道整備室、水道事業者（

水道用水供給事業者を含む。以下同じ。）、市町村） 

（１）～（２） 

（３）対策 

各水道事業者における水道施設の整備については、「水道施設

の技術的基準を定める省令」に沿って、｢水道施設設計指針」、「

水道施設耐震工法指針」(日本水道協会刊)等により、施設の耐震

化を推進する。 

また、水道ごとに、施設の耐震性及び供給体制などについて、

施設等の総合的な点検検討を行い、その結果に基づいて、近隣水

道事業者との緊急時用連絡管や給水用資機材の確保などを含め

必要な施設の整備増強を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ６ 下水道施設の安全対策（下水道課・流域下水道事務所・県土整備

事務所・下水道管理センター・市町村） 

耐震措置を講ずる。 

（ウ）～（エ） （略） 

（オ）資機材等 

製造設備、供給設備の配管材料、工具等の資機材等は平時

からその確保に努めると共に、定期的に保管状況を点検整

備する。 

     エ （略） 

（３） （略） 

   ３ 国内通信施設の安全対策（ＮＴＴ西日本株式会社） 

ＮＴＴ西日本株式会社九州支店は、防災業務計画、災害等対策規

定に基づき具体的な措置を定めて、災害等異常時の電気通信サー

ビスの確保を図るため、電気通信設備について耐震化・耐浪性等の

予防措置を講じ万全を期するものとする。 

（１）～（２） （略） 

   ４ 放送施設の安全対策（日本放送協会） 

    （略） 

（１）対策 ―― 平時の措置 

     （略） 

   （２） （略） 

５ 上水道施設の安全対策（上下水道課上水道整備室、水道事業者（

水道用水供給事業者を含む。以下同じ。）、市町村） 

（１）～（２） 

（３）対策 

各水道事業者における水道施設の整備については、「水道施設

の技術的基準を定める省令」に沿って、｢水道施設設計指針」、「

水道施設耐震工法指針」(日本水道協会刊)等により、施設の耐震

化を推進する。 

また、水道ごとに、施設の耐震性及び供給体制などについて、

施設等の総合的な点検検討を行い、その結果に基づいて、近隣水

道事業者との緊急時用連絡管や給水用資機材の確保などを含め

必要な施設の整備増強を図る。 

水道事業者は、民間事業者等との協定締結などにより発災後

における水道施設の維持又は修繕に努めるとともに、災害の発

生時においても水道の機能を維持するため、必要な資機材の整

備等に努めるものとする。また、発災後に迅速に復旧できるよう、

浄水場や下水処理場等の急所施設や、避難所等の重要施設に接

続する上下水道管路等の最優先で復旧すべき箇所をあらかじめ

定めておくなど、上下水道一体となった対応に努めるものとする

。さらに、宅内配管についても迅速に復旧できるよう、あらかじめ

体制の構築に努めるものとする。 

   ６ 下水道施設の安全対策（上下水道課・流域下水道事務所・県土整

備事務所・下水道管理センター・市町村） 

字句の修正 

 

 

字句の修正 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

字句の修正 

 

 

組織再編のため 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画（R7.7修正）

に基づく修正 

 

 

 

 

 

 

 

組織再編のため 
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旧 新 改正理由 

   （１） （略） 

   （２） 対策 

     ア～ウ （略） 

     エ 施設機能の維持 

       下水道管理者は、民間事業者等との協定締結などにより発

災後における下水道施設の維持又は修繕に努めるとともに、

災害の発生時においても下水道の機能を維持するため、可搬

式排水ポンプその他の必要な資機材の整備等に努めるものと

する。併せて、浸水により機能が停止することがないように、

下水道施設の耐水化計画を作成し、下水道施設の整備に努め

るものとする。 

 

 

 

 

 

オ 機動性のある支援･受援体制の確立 

平常時から、下水道関係の経験を有する技術者や支援に必

要な資機材を把握するとともに、下水道の専門的技術を有す

る団体と協定を結ぶなど、機動性のある支援、受援体制の充実

を図るものとする。 

   ７ 工業用水道施設の安全対策（工業用水道事業者） 

   （１） （略） 

（２）対策 

各工業用水道事業者における工業用水道施設の整備について

は、施設の耐震化・耐浪化を推進する。 

また、各工業用水道毎に、施設の耐震性及び供給体制などにつ

いて、施設等の総合的な点検検討を行ない、その結果に基づいて、

必要な施設等の整備増強を図る。 

  第５ （略） 

 

第３章 県民等の防災力の向上 

第１節 県民が行う防災対策 

県民は、一人ひとりが｢自らの身の安全は自ら守る｣という防災

の基本に基づき、自ら各種手段を講じるとともに、地域の防災活動

に参加する等平常時から災害に対する備えを進める。 

県及び市町村は、県民に対する防災意識の高揚を図る。 

〈主な実施機関〉 

県民、県（防災危機管理局、生活衛生課）、市町村等 

第１ 県民が行う主な防災対策 

１ 防災に関する知識の修得 

（１）～（３） （略） 

   （１） （略） 

   （２） 対策 

     ア～ウ （略） 

     エ 施設機能の維持 

       下水道管理者は、民間事業者等との協定締結などにより発

災後における下水道施設の維持又は修繕に努めるとともに、

災害の発生時においても下水道の機能を維持するため、必要

な資機材の整備等に努めるものとする。また、発災後に迅速に

復旧できるよう、浄水場や下水処理場等の急所施設や、避難所

等の重要施設に接続する上下水道管路等の最優先で復旧すべ

き箇所をあらかじめ定めておくなど、上下水道一体となった

対応に努めるものとする。さらに、宅内配管についても迅速に

復旧できるよう、あらかじめ体制の構築に努めるものとする。

あわせて、浸水により機能が停止することがないように、下水

道施設の耐水化計画を作成し、下水道施設の整備に努めるも

のとする。 

オ 機動性のある支援･受援体制の確立 

平時から、下水道関係の経験を有する技術者や支援に必要

な資機材を把握するとともに、下水道の専門的技術を有する

団体と協定を結ぶなど、機動性のある支援、受援体制の充実を

図るものとする。 

   ７ 工業用水道施設の安全対策（工業用水道事業者） 

   （１） （略） 

（２）対策 

各工業用水道事業者における工業用水道施設の整備について

は、施設の耐震化・耐浪化を推進する。 

また、各工業用水道ごとに、施設の耐震性及び供給体制などに

ついて、施設等の総合的な点検検討を行ない、その結果に基づい

て、必要な施設等の整備増強を図る。 

  第５ （略） 

 

第３章 県民等の防災力の向上 

第１節 県民が行う防災対策 

県民は、一人ひとりが｢自らの身の安全は自ら守る｣という防災

の基本に基づき、自ら各種手段を講ずるとともに、地域の防災活動

に参加する等平時から災害に対する備えを進める。 

県及び市町村は、県民に対する防災意識の高揚を図る。 

〈主な実施機関〉 

県民、県（防災危機管理局、生活衛生課）、市町村等 

第１ 県民が行う主な防災対策 

１ 防災に関する知識の修得 

（１）～（３） （略） 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画（R7.7修正）

に基づく修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

字句の修正 
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旧 新 改正理由 

（４）災害時にとるべき行動（初期消火、警報・注意報発表時や避難

指示等発表時の行動、避難方法、指定避難所での行動、的確な情

報収集等） 

（５） （略） 

   ２ 防災に関する家族会議の開催 

（１）～（２） （略） 

（３）家族の安否確認・連絡方法（スマートフォンを活用した防災情

報提供アプリ「ふくおか防災ナビ・まもるくん」、福岡県防災情

報等メール配信システム「防災メール・まもるくん」、ＮＴＴの

災害用伝言ダイヤル｢１７１｣や携帯電話の災害用伝言板の活用

等） 

（４） （略） 

３ 非常用品等の準備、点検 

（１） （略） 

（２）３日分相当の食料、飲料水・生活必需品、毛布等の非常備蓄品 

 

（３） （略） 

４ （略） 

  第２ （略） 

第２節 自主防災体制の整備 

   （略） 

第１ 自主防災体制の整備方針 

１ 住民等は、大規模災害時に防災行政機関の活動が遅滞するよう

な事態に対し、被害の防止・軽減を図るため、「自分の命は自分で

守る」、「自分たちの地域は自分たちで守る」をスローガンに、個人・

家庭、地域、自主防災組織が平常時及び災害発生時のそれぞれの役

割を自覚し、備えを図るものとする。 

２ 県、市町村は、地域ごとの自主防災組織の設置及び育成に努め、 

地域住民が一致団結して、初期消火活動や救出・救護活動の実施、

指定避難所･避難ルート等の周知・安全確認、避難行動要支援者の

避難の誘導・安否確認等の防災活動が効果的に行われるよう協力

体制の確立を図るなど、住民等の自主防災意識の向上と自主防災

体制の整備の促進に努めるものとする。 

  第２ 自主防災体制の整備 

   １ （略） 

   ２ 活動内容 

   （略） 

（１）平常時の活動内容 

     ア （略） 

     イ 防災知識の普及 

正しい防災知識を一人ひとりが持つよう映画会、講演会、研

究会、訓練その他あらゆる機会を活用し、啓発を行う。 

（４）災害時にとるべき行動（初期消火、警報・注意報発表時や避難

指示等発表時の行動、避難方法、避難所等での行動、的確な情報

収集等） 

（５） （略） 

   ２ 防災に関する家族会議の開催 

（１）～（２） （略） 

（３）家族の安否確認・連絡方法（スマートフォンを活用した防災情

報提供アプリ「ふくおか防災ナビ・まもるくん」、ＮＴＴの災害

用伝言ダイヤル｢１７１｣や携帯電話の災害用伝言板の活用等） 

 

 

（４） （略） 

３ 非常用品等の準備、点検 

（１） （略） 

（２）３日分（推奨１週間分）相当の食料、飲料水・生活必需品、毛

布等の非常備蓄品 

（３） （略） 

４ （略） 

  第２ （略） 

第２節 自主防災体制の整備 

   （略） 

第１ 自主防災体制の整備方針 

１ 住民等は、大規模災害時に防災行政機関の活動が遅滞するよう

な事態に対し、被害の防止・軽減を図るため、「自分の命は自分で

守る」、「自分たちの地域は自分たちで守る」をスローガンに、個人・

家庭、地域、自主防災組織が平時及び災害発生時のそれぞれの役割

を自覚し、備えを図るものとする。 

２ 県、市町村は、地域ごとの自主防災組織の設置及び育成に努め、 

地域住民が一致団結して、初期消火活動や救出・救護活動の実施、

指定避難所等･避難ルート等の周知・安全確認、避難行動要支援者

の避難の誘導・安否確認等の防災活動が効果的に行われるよう協

力体制の確立を図るなど、住民等の自主防災意識の向上と自主防

災体制の整備の促進に努めるものとする。 

  第２ 自主防災体制の整備 

   １ （略） 

   ２ 活動内容 

   （略） 

（１）平時の活動内容 

     ア （略） 

     イ 防災知識の普及 

正しい防災知識を一人ひとりが持つよう映画会、講演会、研

究会、訓練その他あらゆる機会を活用し、啓発を行う。 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

メールまもるくんの廃止の

ため 

 

 

 

 

 

福岡県備蓄基本計画との整

合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

字句の修正 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

字句の修正 
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旧 新 改正理由 

       主な啓発事項は、地震等の知識及び平常時における防災対

策、災害時の心得、自主防災組織が活動すべき内容、自主防災

組織の構成員の役割等である。 

     ウ～カ （略） 

   （２）災害発生時の活動内容 

ア 初期消火の実施 

家庭に対しては、火の元の始末など出火防止のための措置

を講ずるように呼びかけるとともに、火災が発生した場合、消

火器、水バケツ、小型動力ポンプ等を活用し、隣近所が相互に

協力して初期消火に努める。 

     イ～オ （略） 

   ３ 自主防災組織の育成・指導 

   （１） （略） 

   （２）市町村の役割 

     （略） 

     ア～ウ （略） 

エ 市町村は、災害時において、自主防災組織の活動が的確に行

えるよう、災害に関する情報の伝達、協力要請、活動指導等に

ついて必要な措置を講じる。 

     オ～キ （略） 

４ 自主防災組織活動の促進と消防団との連携 

市町村は、自主防災組織に対して適切な指導を行うとともに、消

防団と自主防災組織との連携を通じて、自主防災組織の訓練その

他の活動の充実が図られるよう努めるとともに、消防団が自主防

災組識の訓練に参加して資機材の取扱いの指導を行ったり、消防

団経験者が自主防災組識の役員に就任したりするなど、組識同士

の連携や人的な交流等を積極的に図るように努める。 

 

また、市町村は、自主防災組織の教育訓練において消防団が指導

的役割を担うための措置を講ずるよう努めるものとする。 

   ５～６ （略） 

第３節 企業等防災対策の促進 

   （略） 

  第１～第２ （略） 

第３ 県、市町村の役割 

 １ 防災訓練(防災危機管理局・商工政策課、市町村) 

県及び市町村は、企業を地域コミュニティの一員として、防災訓

練等の機会をとらえ、企業等に対し、訓練への参加等を呼びかける。 

   ２～４ （略） 

５ 金融的支援(中小企業振興課) 

（略） 

 ６ 商工会・商工会議所等との連携（中小企業振興課） 

       主な啓発事項は、地震等の知識及び平時における防災対策、

災害時の心得、自主防災組織が活動すべき内容、自主防災組織

の構成員の役割等である。 

     ウ～カ （略） 

   （２）災害発生時の活動内容 

ア 初期消火の実施 

家庭に対しては、火の元の始末など出火防止のための措置

を講ずるように呼び掛けるとともに、火災が発生した場合、消

火器、水バケツ、小型動力ポンプ等を活用し、隣近所が相互に

協力して初期消火に努める。 

     イ～オ （略） 

   ３ 自主防災組織の育成・指導 

   （１） （略） 

   （２）市町村の役割 

     （略） 

     ア～ウ （略） 

エ 市町村は、災害時において、自主防災組織の活動が的確に行

えるよう、災害に関する情報の伝達、協力要請、活動指導等に

ついて必要な措置を講ずる。 

     オ～キ （略） 

４ 自主防災組織活動の促進と消防団との連携 

市町村は、自主防災組織に対して適切な指導を行うとともに、消

防団と自主防災組織や防災士等の多様な主体との連携を通じて、

自主防災組織の訓練その他の活動の充実が図られるよう努めると

ともに、消防団が自主防災組識の訓練に参加して資機材の取扱い

の指導を行ったり、消防団経験者が自主防災組識の役員に就任し

たりするなど、組識同士の連携や人的な交流等を積極的に図るよ

うに努める。 

また、市町村は、自主防災組織の教育訓練において消防団が指導

的役割を担うための措置を講ずるよう努めるものとする。 

   ５～６ （略） 

第３節 企業等防災対策の促進 

   （略） 

  第１～第２ （略） 

第３ 県、市町村の役割 

 １ 防災訓練(防災危機管理局・商工政策課、市町村) 

県及び市町村は、企業を地域コミュニティの一員として、防災訓

練等の機会をとらえ、企業等に対し、訓練への参加等を呼び掛ける。 

   ２～４ （略） 

５ 金融的支援（中小企業経営支援課） 

（略） 

 ６ 商工会・商工会議所等との連携（中小企業経営支援課） 
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旧 新 改正理由 

（略） 

第４節 防災知識の普及 

   （略） 

第１ 県民等に対する防災知識の普及 

県、市町村、自主防災組織及び防災関係機関は、県民に対し、災

害時の被害想定結果などを示しながらその危険性を周知させると

ともに、地震発生時に県民が的確な判断に基づき行動できるよう、

地震及び防災に関する知識の普及啓発を図るものとし、県、市町村

及び防災関係機関は、県民等の防災意識の向上及び防災対策に係

る地域の合意形成の促進のため、自然災害によるリスク情報の基

礎となる防災地理情報を整備するとともに、防災に関する様々な

動向や各種データを分かりやすく発信する。 

また、災害による人的被害を軽減する方策は、県民等の避難行動

が基本となることを踏まえ、警報等や避難指示等の意味と内容の

説明など、啓発活動を県民等に対して行うものとする。 

その際には、要配慮者への対応や被災時の男女のニーズの違い

等にも留意することに加え、家庭動物の飼養の有無による被災時

のニーズの違いに配慮するよう努める。 

県及び市町村は、災害発生後に、指定避難所や仮設住宅、ボラン

ティアの活動場所等において、被災者や支援者の中から性暴力・Ｄ

Ｖの被害者も加害者も出さないよう、「暴力は許されない」意識の

普及、徹底を図るものとする。 

また、教育機関、民間団体等との密接な連携の下、防災に関する

テキストやマニュアルの配布、消防団員等の有識者による体験的・

実践的な研修や講演会、実地研修の開催等により、防災教育を推進

するものとする。 

１ 一般啓発（防災危機管理局・関係各課、市町村、関係機関） 

（１）啓発の内容 

     ア～ウ （略） 

エ 住宅等における防災対策に関する知識 

（ア） （略） 

（イ）負傷の防止や避難路の確保の観点からの家屋内のタンス、

食器棚、本棚、テレビ、冷蔵庫等の転倒防止、棚上の物の落

下やブロック塀の転倒による事故の防止、ガラスの飛散防

止、火災予防等の家庭における防災対策に関する知識 

 

オ 飼い主による家庭動物との同行避難や指定避難所での飼養

についての準備 

     カ～コ （略） 

     サ 指定緊急場所や指定避難所での行動、避難路、その他避難対

策に関する知識 

     シ～ノ （略） 

（略） 

第４節 防災知識の普及 

   （略） 

第１ 県民等に対する防災知識の普及 

県、市町村、自主防災組織及び防災関係機関は、県民に対し、災

害時の被害想定結果などを示しながらその危険性を周知させると

ともに、地震発生時に県民が的確な判断に基づき行動できるよう、

地震及び防災に関する知識の普及啓発を図るものとし、県、市町村

及び防災関係機関は、県民等の防災意識の向上及び防災対策に係

る地域の合意形成の促進のため、自然災害によるリスク情報の基

礎となる防災地理情報を整備するとともに、防災に関する様々な

動向や各種データを分かりやすく発信する。 

また、災害による人的被害を軽減する方策は、県民等の避難行動

が基本となることを踏まえ、警報等や避難指示等の意味と内容の

説明など、啓発活動を県民等に対して行うものとする。 

その際には、要配慮者への対応や被災時における多様な性のニ

ーズにも留意することに加え、家庭動物の飼養の有無による被災

時のニーズの違いに配慮するよう努める。 

県及び市町村は、災害発生後に、指定避難所等や仮設住宅、ボラ

ンティアの活動場所等において、被災者や支援者の中から性暴力・

ＤＶの被害者も加害者も出さないよう、「暴力は許されない」意識

の普及、徹底を図るものとする。 

また、教育機関、民間団体等との密接な連携の下、防災に関する

テキストやマニュアルの配布、消防団員等の有識者による体験的・

実践的な研修や講演会、実地研修の開催等により、防災教育を推進

するものとする。 

１ 一般啓発（防災危機管理局・関係各課、市町村、関係機関） 

（１）啓発の内容 

     ア～ウ （略） 

エ 住宅等における防災対策に関する知識 

（ア） （略） 

（イ）負傷の防止・出火防止・避難路の確保の観点からの家屋内

のタンス、食器棚、本棚、テレビ、冷蔵庫等の転倒防止、棚

上の物の落下やブロック塀の転倒による事故の防止、感震

ブレーカーの設置、ガラスの飛散防止、火災予防等の家庭に

おける防災対策に関する知識 

オ 飼い主による家庭動物との同行避難や指定避難所等での飼

養についての準備 

     カ～コ （略） 

     サ 指定緊急場所や指定避難所等での行動、避難路、その他避難

対策に関する知識 

     シ～ノ （略） 
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旧 新 改正理由 

   （２） （略） 

   ２～３ （略） 

  第２ （略） 

  第３ 職員に対する防災教育（防災危機管理局、市町村、防災関係機関 

    ） 

県、市町村及び防災関係機関は、平常時の的確な地震防災対策の推

進と災害時における適正な判断力を養い、各機関における防災活動

の円滑な実施を期すため、次により防災教育の普及徹底を図る。 

また、国、県、市町村及び防災関係機関は、応急対策全般への対応

力を高めるため、国の研修機関等及び地方公共団体の研修制度の充

実、大学の防災に関する講座等との連携、専門家の知見の活用等によ

り、人材育成を体系的に図る仕組みを構築するとともに、緊急時に外

部の専門家等の意見・支援を活用できるような仕組みを平常時から

構築することに努めるものとする。 

   １～２ （略） 

  第４ （略） 

第５ 海事関係者等の教育 

１ 船舶、漁船の従事者等に対し、避泊港の所在地その他の状況を周

知徹底させ、併せて安全運航を指導する。（漁業管理課、第七管区

海上保安本部） 

   ２～３ （略） 

  第６ 防災知識の普及に際しての留意点等（防災危機管理局・関係各課、

市町村） 

県及び市町村は、防災週間、津波防災の日、水防月間、土砂災害

防止月間、山地災害防止キャンペーン等を通じ、各種講習会、イベ

ント等を開催し、水防、土砂災害、二次災害防止・大規模広域避難

に関する総合的な防災知識の普及を実施するものとする。 

防災知識の普及の際には、要配慮者や子育て中の親子等にも十

分配慮し、地域において要配慮者を支援する体制が整備されるよ

う努めるとともに、被災時の男女のニーズの違い等男女双方に十

分配慮するよう努めるものとする。 

第７ （略） 

第８ 災害教訓の伝承（防災危機管理局、市町村） 

県及び市町村は、過去に起こった大災害の教訓や災害文化を確

実に後世に伝えていくため，大災害に関する調査分析結果や映像

を含めた各種資料をアーカイブとして広く収集・整理し，適切に保

存するとともに，広く一般の人々が閲覧・情報発信・共有できるよ

う地図情報その他の方法により公開に努めるものとする。また，災

害に関する石碑やモニュメント等の自然災害伝承碑が持つ意味を

正しく後世に伝えていくよう努めるものとする。 

また、住民は、自ら災害教訓の伝承に努めるものとする。県及び

市町村は、災害教訓の伝承の重要性について啓発を行うほか、大規

   （２） （略） 

   ２～３ （略） 

  第２ （略） 

  第３ 職員に対する防災教育（防災危機管理局、市町村、防災関係機関 

    ） 

県、市町村及び防災関係機関は、平時の的確な地震防災対策の推進

と災害時における適正な判断力を養い、各機関における防災活動の

円滑な実施を期すため、次により防災教育の普及徹底を図る。 

また、国、県、市町村及び防災関係機関は、応急対策全般への対応

力を高めるため、国の研修機関等及び地方公共団体の研修制度の充

実、大学の防災に関する講座等との連携、専門家の知見の活用等によ

り、人材育成を体系的に図る仕組みを構築するとともに、緊急時に外

部の専門家等の意見・支援を活用できるような仕組みを平時から構

築することに努めるものとする。 

   １～２ （略） 

  第４ （略） 

第５ 海事関係者等の教育 

１ 船舶、漁船の従事者等に対し、避泊港の所在地その他の状況を周

知徹底させ、あわせて安全運航を指導する。（漁業管理課、第七管

区海上保安本部） 

   ２～３ （略） 

  第６ 防災知識の普及に際しての留意点等（防災危機管理局・関係各課、

市町村） 

県及び市町村は、防災週間、津波防災の日、水防月間、土砂災害

防止月間、山地災害防止キャンペーン等を通じ、各種講習会、イベ

ント等を開催し、水防、土砂災害、二次災害防止・大規模広域避難

に関する総合的な防災知識の普及を実施するものとする。 

防災知識の普及の際には、要配慮者や子育て中の親子等にも十

分配慮し、地域において要配慮者を支援する体制が整備されるよ

う努めるとともに、被災時における多様な性のニーズに十分配慮

するよう努めるものとする。 

第７ （略） 

第８ 災害教訓の伝承（防災危機管理局、市町村） 

県及び市町村は、過去に起こった大災害の教訓や災害文化を確

実に後世に伝えていくため，大災害に関する調査分析結果や映像

を含めた各種資料をアーカイブとして広く収集・整理し，適切に保

存するとともに，広く一般の人々が閲覧・情報発信・共有できるよ

う地図情報その他の方法により公開に努めるものとする。また，災

害に関する石碑やモニュメント等の自然災害伝承碑が持つ意味を

正しく後世に伝えていくよう努めるものとする。 

また、住民は、自ら災害教訓の伝承に努めるものとする。県及び

市町村は、災害教訓の伝承の重要性について啓発を行うほか、大規
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旧 新 改正理由 

模災害に関する調査分析結果や映像を含めた各種資料の収集・保

存・公開等により、住民が災害教訓を伝承する取組を支援するもの

とする。 

 

 

 

 

 

 

 第５節 防災訓練の充実 

   （略） 

  第１ 総合防災訓練（防災危機管理局、市町村等） 

１ 県及び市町村等は、災害時の防災体制の万全を期するため、自衛

隊をはじめ防災関係機関及び住民の協力を得て地震、大雨等によ

る災害を想定し、情報の収集・伝達、災害対策本部設置、被災地偵

察、避難誘導、救出救助、医療救護、火災消火、交通規制、救援物

資の輸送、給水給食等の各訓練を総合的に実施する。 

また、実施に当たっては、学校、水防協力団体、自主防災組織、

非常通信協議会、民間企業、ＮＰＯ・ボランティア等及び地域住民

等の地域に関係する多様な主体と連携を図るとともに、高齢者、障

がいのある人、外国人、乳幼児、妊産婦等要配慮者に十分配慮する

ものとする。 

   ２ （略） 

  第２ 各種訓練 

   １～８ （略） 

９ その他の訓練 

防災関係機関は、単独又は共同で、避難誘導、救出救助、災害情報

の収集・伝達及び災害装備資機材習熟訓練等災害活動に必要な訓練

を実施する。 

 

 

  第３～第５ （略） 

第６節 県民の心得 

阪神・淡路大震災及び東日本大震災の経験を踏まえ、県民は、「

自らの身の安全は自らが守る」ことが基本であるとの自覚を持ち、

平常時より災害に対する備えを心がけるとともに、災害時には自

らの身の安全を守るよう行動することが重要である。 

地震（津波）発生時に、県民は、家庭または職場等において、個

人または共同で、人命の安全を第一として混乱の防止に留意しつ

つ、地震（津波）災害による被害の発生を最小限にとどめるために

必要な措置をとるものとする。 

〈主な実施機関〉 

模災害に関する調査分析結果や映像を含めた各種資料の収集・保

存・公開等により、住民が災害教訓を伝承する取組を支援するもの

とする。 

また、住民は、語り部活動や家庭・地域内での語り継ぎ、防災教

育、慰霊祭等の開催、伝承碑の保存その他の方法により、自ら災害

教訓の伝承に努めるものとする。県及び町村は、災害教訓の伝承の

重要性について啓発を行うほか、大規模災害に関する調査分析結

果や映像を含めた各種資料の収集・保存・公開等により、住民が災

害教訓を伝承する取組を支援するものとする。 

 第５節 防災訓練の充実 

   （略） 

  第１ 総合防災訓練（防災危機管理局、市町村等） 

１ 県及び市町村等は、災害時の防災体制の万全を期するため、自衛

隊をはじめ防災関係機関及び住民の協力を得て地震、大雨等によ

る災害を想定し、情報の収集・伝達、災害対策本部設置、被災地偵

察、避難誘導、救出救助、医療救護、火災消火、交通規制、救援物

資の輸送、給水給食、燃料供給等の各訓練を総合的に実施する。 

また、実施に当たっては、学校、水防協力団体、自主防災組織、

非常通信協議会、民間企業、ＮＰＯ・ボランティア等及び地域住民

等の地域に関係する多様な主体と連携を図るとともに、高齢者、障

がいのある人、外国人、乳幼児、妊産婦等要配慮者に十分配慮する

ものとする。 

   ２ （略） 

  第２ 各種訓練 

   １～８ （略） 

９ その他の訓練 

防災関係機関は、単独又は共同で、避難誘導、救出救助、燃料供給

、災害情報の収集・伝達及び災害装備資機材習熟訓練等災害活動に必

要な訓練を実施する。 

また、県は災害対応力の更なる強化を図るため、大規模地震を想定

した訓練を実施する。 

  第３～第５ （略） 

第６節 県民の心得 

阪神・淡路大震災及び東日本大震災の経験を踏まえ、県民は、「

自らの身の安全は自らが守る」ことが基本であるとの自覚を持ち、

平時より災害に対する備えを心がけるとともに、災害時には自ら

の身の安全を守るよう行動することが重要である。 

地震（津波）発生時に、県民は、家庭または職場等において、個

人または共同で、人命の安全を第一として混乱の防止に留意しつ

つ、地震（津波）災害による被害の発生を最小限にとどめるために

必要な措置をとるものとする。 

〈主な実施機関〉 
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旧 新 改正理由 

    県、市町村、防災関係機関 

  第１ 家庭における心得 

   １ 平常時の心得 

   （１）～（８） 

２～３ （略） 

第２ 職場における心得 

 １ 平常時の心得 

（１）～（５） （略） 

２ （略） 

  第３ （略） 

 

第４章 効果的な応急活動のための事前対策 

第１節 広域応援・受援体制の整備 

大規模災害時における応急対策をより迅速・的確に実施するた

めには、広域的な支援・協力体制が不可欠であることから、各関係

機関において相互応援の協定を締結する等、連携強化を進めるこ

とにより、平常時より体制を整備し、災害が発生し、又は発生する

おそれがある場合に各主体が迅速かつ効果的な災害応急対策が行

えるように努めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

県は、災害応急対策を行うために必要な場合、指定行政機関、関

係指定地方行政機関又は関係指定公共機関に対し、職員の派遣を

要請するものとする。同様に市町村は、必要な場合、関係指定地方

行政機関又は関係指定公共機関に対し、職員の派遣を要請するも

のとする。県及び市町村は職員を派遣する場合、地域や災害の特性

等を考慮した職員の選定に努めるとともに、職員が現地において

自活できるような資機材や装備品等を携帯させるよう留意するも

のとする。また、被災市町村に赴いた際には、災害対応の進捗状況

等を的確に把握するとともに、その状況に応じて、被災市町村から

積極的に人的支援ニーズを把握し、関係省庁及び都道府県との情

報共有を図り、必要な職員の応援が迅速に行われるよう努めるも

のとする。 

県は、国又は他の都道府県への応援要請が迅速に行えるよう、あ

らかじめ国又は他の都道府県と要請の手順、連絡調整窓口、連絡の

方法を取り決めておくとともに、連絡先の共有を徹底しておくな

    県、市町村、防災関係機関 

  第１ 家庭における心得 

   １ 平時の心得 

   （１）～（８） 

２～３ （略） 

第２ 職場における心得 

 １ 平時の心得 

（１）～（５） （略） 

２ （略） 

  第３ （略） 

 

第４章 効果的な応急活動のための事前対策 

第１節 広域応援・受援体制の整備 

大規模災害時における応急対策をより迅速・的確に実施するた

めには、広域的な支援・協力体制が不可欠であることから、各関係

機関において相互応援の協定を締結する等、連携強化を進めるこ

とにより、平時より体制を整備し、災害が発生し、又は発生するお

それがある場合に各主体が迅速かつ効果的な災害応急対策が行え

るように努めるものとする。 

特に、地方公共団体においては、災害時に公共的団体又は民間の

団体との連携を迅速に行うことができるよう、地方防災会議を構

成する関係者等との間で、当該団体が災害時等に担うべき役割、当

該団体との連携体制の構築や役割分担についての認識を共有し、

このような連携関する基本的な方針を地域防災計画に反映させた

上で、当該方針を踏まえて個々の協定の締結など、連携強化を進め

るよう努めるものとする。県は、市町村に対して協定を締結すべき

相手方などについて適切に助言するよう努めるものとする。 

県は、災害応急対策を行うために必要な場合、指定行政機関、関

係指定地方行政機関又は関係指定公共機関に対し、職員の派遣を

要請するものとする。同様に市町村は、必要な場合、関係指定地方

行政機関又は関係指定公共機関に対し、職員の派遣を要請するも

のとする。県及び市町村は職員を派遣する場合、地域や災害の特性

等を考慮した職員の選定に努めるとともに、職員が現地において

自活できるような資機材や装備品等を携帯させるよう留意するも

のとする。また、被災市町村に赴いた際には、災害対応の進捗状況

等を的確に把握するとともに、その状況に応じて、被災市町村から

積極的に人的支援ニーズを把握し、関係省庁及び都道府県との情

報共有を図り、必要な職員の応援が迅速に行われるよう努めるも

のとする。 

県は、国又は他の都道府県への応援要請が迅速に行えるよう、あ

らかじめ国又は他の都道府県と要請の手順、連絡調整窓口、連絡の

方法を取り決めておくとともに、連絡先の共有を徹底しておくな
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ど、実効性の確保に努め、必要な準備を整えておくものとする。 

県及び市町村は、市町村の消防の広域化を推進するなど、消防の

対応力の強化を図るよう努めるとともに、災害時に自らのみでは

迅速かつ十分な対応が困難な場合に、他の地方公共団体からの物

資の提供、人員の派遣、廃棄物処理等、相互に連携・協力し速やか

に災害対応を実施できるよう、相互応援協定の締結に努めるもの

とする。その際、近隣の地方公共団体に加えて、大規模な災害等に

よる同時被災を避ける観点から、遠方に所在する地方公共団体と

の協定締結も考慮するものとする。 

市町村は、県への応援要請が迅速に行えるよう、あらかじめ都道

府県と要請の手順、連絡調整窓口、連絡の方法を取り決めておくと

ともに、連絡先の共有を徹底しておくなど、実効性の確保に努め、

必要な準備を整えておくものとする。 

県及び市町村等は、食料、飲料水、生活必需品、医薬品、血液製

剤、燃料及び所要の資機材の調達並びに広域的な避難に必要とな

る施設等の相互利用等に関する応援体制の充実に努めるものとす

る。 

 

 

 

 

〈主な実施機関〉 

    国、県（関係各課）、警察、市町村、消防機関、防災関係機関 

第１ 他都道府県等との相互協力体制の整備 

１ 県は、九州・山口９県災害時応援協定、関西広域連合と九州地方

知事会との災害時の相互応援に関する協定及び全国都道府県にお

ける災害時の広域応援に関する協定に基づき、平常時から関係各

県と連携を図り、広域合同訓練など、実体的な訓練の実施等を通じ

て、大規模災害発生時において円滑な相互応援が行われるよう体

制整備を推進するものとする。 

２ 北九州市及び福岡市は、21大都市災害時相互応援に関する協定

に基づき平常時から関係都市等と連携を図り、大規模災害発生時

において円滑な相互応援が行われるよう体制整備を推進するもの

とする。 

第２ 市町村間の相互協力体制の整備 

市町村は、必要に応じて、被災時に周辺市町村が後方支援を担え

る体制となるよう、平常時から福岡県消防相互応援協定に基づく

消防相互応援の体制整備を推進するとともに、近隣の市町村と大

規模災害時に備えた相互応援協定を締結し、それぞれにおいて、後

方支援基地として位置付けるなど、必要な準備を整えるよう努め

るものとする。 

県は、市町村と調整の上、市町村の相互応援が円滑に進むよう、

ど、実効性の確保に努め、必要な準備を整えておくものとする。 

県及び市町村は、市町村の消防の広域化を推進するなど、消防の

対応力の強化を図るよう努めるとともに、災害時に自らのみでは

迅速かつ十分な対応が困難な場合に、他の地方公共団体からの物

資の提供、人員の派遣、廃棄物処理等、相互に連携・協力し速やか

に災害対応を実施できるよう、相互応援協定の締結に努めるもの

とする。その際、近隣の地方公共団体に加えて、大規模な災害等に

よる同時被災を避ける観点から、遠方に所在する地方公共団体と

の協定締結も考慮するものとする。 

市町村は、県への応援要請が迅速に行えるよう、あらかじめ都道

府県と要請の手順、連絡調整窓口、連絡の方法を取り決めておくと

ともに、連絡先の共有を徹底しておくなど、実効性の確保に努め、

必要な準備を整えておくものとする。 

県及び市町村等は、食料、飲料水、生活必需品、医薬品、血液製

剤、燃料及び所要の資機材の調達並びに広域的な避難に必要とな

る施設等の相互利用等に関する応援体制の充実に努めるものとす

る。 

県及び市町村は、国（内閣府等）と連携して、避難生活に必要な

物資の備蓄、避難所環境の整備、地域のボランティア人材の確保・

育成や災害発生時における官民連携の強化など、地域防災力の向

上に努めるものとする。 

〈主な実施機関〉 

    国、県（関係各課）、警察、市町村、消防機関、防災関係機関 

第１ 他都道府県等との相互協力体制の整備 

１ 県は、九州・山口９県災害時応援協定、関西広域連合と九州地方

知事会との災害時の相互応援に関する協定及び全国都道府県にお

ける災害時の広域応援に関する協定に基づき、平時から関係各県

と連携を図り、広域合同訓練など、実体的な訓練の実施等を通じて、

大規模災害発生時において円滑な相互応援が行われるよう体制整

備を推進するものとする。 

２ 北九州市及び福岡市は、21大都市災害時相互応援に関する協定

に基づき平時から関係都市等と連携を図り、大規模災害発生時に

おいて円滑な相互応援が行われるよう体制整備を推進するものと

する。 

第２ 市町村間の相互協力体制の整備 

市町村は、必要に応じて、被災時に周辺市町村が後方支援を担え

る体制となるよう、平時から福岡県消防相互応援協定に基づく消

防相互応援の体制整備を推進するとともに、近隣の市町村と大規

模災害時に備えた相互応援協定を締結し、それぞれにおいて、後方

支援基地として位置付けるなど、必要な準備を整えるよう努める

ものとする。 

県は、市町村と調整の上、市町村の相互応援が円滑に進むよう、
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旧 新 改正理由 

配慮するものとする。特に、大規模災害が発生した場合に円滑な対

応が可能となるよう、市町村職員の派遣要請スキームを明確化す

るものとする。また、県及び市町村は、土木・建築職などの技術職

員が不足している市町村への中長期派遣等による支援を行うため、

技術職員の確保及び災害時の派遣体制の整備に努めるものとする。 

第３ 県、市町村と自衛隊との連携体制の整備 

県、市町村と自衛隊は、「福岡県大規模災害対策連絡協議会」に

おける協議や防災訓練の実施等を通じ、平常時から連携体制を構

築し、その強化を図り、あらかじめ自衛隊の災害派遣活動が円滑に

行えるよう必要な事項を取り決め、自衛隊に書面にて連絡してお

くとともに、相互の情報連絡体制の充実に努めるものとする。 

第４ 関係機関の広域応援体制の整備 

１ 県（防災危機管理局、医療指導課、健康増進課こころの健康づく

り推進室、関係各課） 

   （１）～（２） （略） 

（３）防災関係機関との連携体制 

県は、消防組織法に基づき、緊急消防援助隊が被災地において

効果的に活動できる体制を確保するため、緊急消防援助隊受援

計画を定めるとともに、必要に応じ修正を行うものとする。 

県は、医療の応援について近隣都道府県間における協定の締

結を促進する等医療活動相互応援体制の整備に努めるとともに、

災害医療コーディネーター、災害時小児周産期リエゾン、災害派

遣医療チーム（ＤＭＡＴ）、災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）、

災害薬事コーディネーター、災害支援ナースの充実強化や実践

的な訓練、ドクターヘリの災害時の運用要領の策定や複数機の

ドクターヘリ等が離着陸可能な参集拠点等の確保の運用体制の

構築等を通じて、救急医療活動等の支援体制の整備に努めるも

のとする。 

県は、日本災害リハビリテーション支援協会（ＪＲＡＴ）、日

本栄養士会災害支援チーム（ＪＤＡ－ＤＡＴ）等との連携等に努

めるものとする。 

県は、災害時健康危機管理支援チーム（ＤＨＥＡＴ）の構成員

の人材育成を図るとともに、資質の維持向上を図るための継続

的な研修・訓練を実施するものとする。 

      県は、災害時の福祉支援体制の整備のため、災害派遣福祉チー

ム（ＤＷＡＴ）等の整備に努めるものとする。 

県は、広域行政主体として、地域社会の迅速な復旧を図るため、

多様なライフライン事業者を一堂に会して災害時の連携体制の

確認等を行うなど相互協力体制を構築しておくよう努めるもの

とする。 

   ２～４ （略） 

  第５ 受援計画（防災危機管理局、市町村、防災関係機関） 

配慮するものとする。特に、大規模災害が発生した場合に円滑な対

応が可能となるよう、市町村職員の派遣要請スキームを明確化す

るものとする。また、県及び市町村は、土木・建築職などの技術職

員が不足している市町村への中長期派遣等による支援を行うため、

技術職員の確保及び災害時の派遣体制の整備に努めるものとする。 

第３ 県、市町村と自衛隊との連携体制の整備 

県、市町村と自衛隊は、「福岡県大規模災害対策連絡協議会」に

おける協議や防災訓練の実施等を通じ、平時から連携体制を構築

し、その強化を図り、あらかじめ自衛隊の災害派遣活動が円滑に行

えるよう必要な事項を取り決め、自衛隊に書面にて連絡しておく

とともに、相互の情報連絡体制の充実に努めるものとする。 

第４ 関係機関の広域応援体制の整備 

１ 県（防災危機管理局、医療指導課、健康増進課こころの健康づく

り推進室、関係各課） 

   （１）～（２） （略） 

（３）防災関係機関との連携体制 

県は、消防組織法に基づき、緊急消防援助隊が被災地において

効果的に活動できる体制を確保するため、緊急消防援助隊受援

計画を定めるとともに、必要に応じ修正を行うものとする。 

県は、医療の応援について近隣都道府県間における協定の締

結を促進する等医療活動相互応援体制の整備に努めるとともに、

災害医療コーディネーター、災害時小児周産期リエゾン、災害派

遣医療チーム（ＤＭＡＴ）、災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）、

災害薬事コーディネーター、災害支援ナースの充実強化や実践

的な訓練、ドクターヘリの災害時の運用要領の策定や複数機の

ドクターヘリ等が離着陸可能な参集拠点等の確保の運用体制の

構築等を通じて、救急医療活動等の支援体制の整備に努めるも

のとする。 

県は、日本災害リハビリテーション支援協会（ＪＲＡＴ）、日

本栄養士会災害支援チーム（ＪＤＡ－ＤＡＴ）等との連携等に努

めるものとする。 

県は、災害時健康危機管理支援チーム（ＤＨＥＡＴ）や保健師

等チームの構成員の人材育成を図るとともに、資質の維持向上

を図るための継続的な研修・訓練を実施するものとする。 

      県は、災害時の福祉支援体制の整備のため、災害派遣福祉チー

ム（ＤＷＡＴ）等の整備に努めるものとする。 

県は、広域行政主体として、地域社会の迅速な復旧を図るため、

多様なライフライン事業者を一堂に会して災害時の連携体制の

確認等を行うなど相互協力体制を構築しておくよう努めるもの

とする。 

   ２～４ （略） 

  第５ 受援計画（防災危機管理局、市町村、防災関係機関） 
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旧 新 改正理由 

県、市町村及び防災関係機関は、災害の規模や被災地のニーズに

応じて円滑に他の地方公共団体及び防災関係機関から応援を受け

ることができるよう、受援計画を定めるものとする。 

 

 

また、受援計画に基づく応援の受入れを想定した訓練等の実施

を通じて、計画の継続的な見直しを行うなど、災害対応業務の実効

性確保に努めるものとする。 

県及び市町村は、国や他の地方公共団体からの応援職員等を迅

速・的確に受け入れて情報共有や各種調整等を行うための受援体

制の整備に努めるものとする。特に、庁内全体及び各業務担当部署

における受援担当者の選定や応援職員等の執務スペースの確保を

行うものとする。その際、感染症対策のため、適切な空間の確保に

配慮するものとする。また、応援職員等の宿泊場所の確保が困難と

なる場合も想定して、応援職員等に対して紹介できる、ホテル・旅

館、公共施設の空きスペース、仮設の拠点や車両を設置できる空き

地など宿泊場所として活用可能な施設等のリスト化に努めるもの

とする。 

 

 

  第６ （略） 

第２節 防災体制・施設・資機材等の整備 

   （略） 

  第１ （略） 

  第２ 防災中枢機能等の確保充実（関係各課、市町村、防災関係機関） 

県、市町村、防災関係機関及び災害拠点病院等災害応急対策に係

る機関は、それぞれの機関の防災中枢機能を果たす施設、設備の充

実及び災害に対する安全性の確保、総合的な防災機能を有する拠

点・街区の整備、推進に努める。また、保有する施設・設備につい

て、代替エネルギーシステムや電動車の活用も含めた自家発電設

備、燃料貯蔵設備等の整備を図り、燃料供給開始が想定復旧期間を

超える場合などを想定し、それを超える十分な期間（想定復旧期間

が明らかでない場合は、例えば１週間）の発電が可能となるような

燃料の備蓄等を行い、平常時から点検、訓練等にも努めるものとす

る。その際、停電対策並びに物資の供給が相当困難な場合を想定し

た食料、飲料水等の適切な備蓄・調達・輸送体制の整備や、通信途

絶時に備えた衛星通信等の整備等、非常用通信手段の確保を図る

ものとする。県及び市町村は、特に、災害時に孤立するおそれのあ

る市町村で停電が発生した場合に備え、衛星通信などにより、当該

地域の住民と当該市町村との双方向の情報連絡体制を確保するよ

う留意するものとする。 

なお、県及び市町村等は、燃料に関して、あらかじめ、石油販売

県、市町村及び防災関係機関は、災害の規模や被災地のニーズに

応じて円滑に他の地方公共団体及び防災関係機関から応援を受け

ることができるよう、受援計画を定めるものとする。 

県は、市町村の受援計画の作成や実効性の確保に向けて、適切な

助言を行うなどの支援に努めるものとする。 

また、受援計画に基づく応援の受入れを想定した訓練等の実施

を通じて、計画の継続的な見直しを行うなど、災害対応業務の実効

性確保に努めるものとする。 

県及び市町村は、国や他の地方公共団体からの応援職員等を迅

速・的確に受け入れて情報共有や各種調整等を行うための受援体

制の整備に努めるものとする。特に、庁内全体及び各業務担当部署

における受援担当者の選定や応援職員等の執務スペースの確保を

行うものとする。その際、感染症対策のため、適切な空間の確保に

配慮するものとする。また、応援職員等の宿泊場所の確保が困難と

なる場合も想定して、応援職員等に対して紹介できる、ホテル・旅

館、公共施設の空きスペース、仮設の拠点や車両を設置できる空き

地など宿泊場所として活用可能な施設等のリスト化に努めるもの

とする。 

地方公共団体は、自ら派遣する応援職員が円滑に活動できるよ

う、資機材や装備品等の整備に努めるものとする。 

  第６ （略） 

第２節 防災体制・施設・資機材等の整備 

   （略） 

  第１ （略） 

  第２ 防災中枢機能等の確保充実（関係各課、市町村、防災関係機関） 

県、市町村、防災関係機関及び災害拠点病院等災害応急対策に係

る機関は、それぞれの機関の防災中枢機能を果たす施設、設備の充

実及び災害に対する安全性の確保、総合的な防災機能を有する拠

点・街区の整備、推進に努める。また、保有する施設・設備につい

て、代替エネルギーシステムや電動車の活用も含めた自家発電設

備、燃料貯蔵設備等の整備を図り、燃料供給開始が想定復旧期間を

超える場合などを想定し、それを超える十分な期間（想定復旧期間

が明らかでない場合は、例えば１週間）の発電が可能となるような

燃料の備蓄等を行い、平時から点検、訓練等にも努めるものとする。

その際、停電対策並びに物資の供給が相当困難な場合を想定した

食料、飲料水等の適切な備蓄・調達・輸送体制の整備や、通信途絶

時に備えた衛星通信等の整備等、非常用通信手段の確保を図るも

のとする。県及び市町村は、特に、災害時に孤立するおそれのある

市町村で地上回線が途絶した場合に備え、衛星通信などにより、当

該地域の住民と当該市町村との双方向の情報連絡体制の確保を推

進するものとする。 

なお、県及び市町村等は、燃料に関して、あらかじめ、石油販売
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旧 新 改正理由 

業者と、燃料の優先供給について協定の締結を推進するものとす

る。 

また、県は、大規模停電発生時に電源車の配備等、関係省庁、電

気事業者等から円滑な支援を受けられるよう、あらかじめ、病院、

要配慮者に関わる社会福祉施設等の人命に関わる重要施設及び災

害応急対策に係る機関が保有する施設の非常用電源の設置状況、

最大燃料備蓄量、燃料確保先、給油口規格等を収集・整理し、リス

ト化を行うよう努めるものとする。さらに、災害時において情報を

迅速かつ的確に把握し的確な防災対策が実施できるよう、自ら管

理する情報システムについても災害時の各種安全対策方針に基づ

き、引き続きシステムの多重化・高度化、自治体間クラウドサービ

スの導入の検討、施設の耐震化など所要の対策にも配慮するもの

とする。 

※クラウドサービスの利用 

自治体が自ら情報システムを所有せず、民間事業者のデータセ

ンター等の提供する情報システムの機能をネットワーク経由で利

用する仕組み。これにより、耐震化・電源対策が施された施設を利

用できるとともに、庁舎流失等の場合にも、庁舎から離れているデ

ータセンターに情報が保存されていることから、早期に行政機能

の回復を図ることができる。 

第３ 防災拠点施設の確保・充実（関係各課、建築指導課、総合政策課、

道路維持課、市町村、消防機関、九州地方整備局、西日本高速道路

株式会社、福岡県道路公社、福岡北九州高速道路公社） 

県、市町村及び消防機関は、災害時に地域における災害対策活動

の拠点となる施設の整備に努めるものとする。その際、施設の耐震・

耐火対策並びに災害時に必要となる物資等の備蓄に配慮するもの

とする。 

県は、福岡県建築物耐震改修促進計画に、防災拠点となる市町村

庁舎を位置付け、市町村の耐震化への取組みの促進に努めるもの

とする。市町村の耐震化の進捗状況については、定期的に報告を求

め、適宜必要な情報提供、助言を行うこととする。併せて、市町村

に対し、指定避難所の耐震化について取組みを要請するものとす

る。 

また、災害発生時には停電が予想されることから、県及び市町村

は、再生可能エネルギー等災害に強いエネルギーを防災拠点とな

る公共施設等へ導入することにより、災害時でも最大限機能を維

持できるよう努める。当該施設については、平常時、自主防災組織

等の防災等の防災教育・訓練等に活用できる防災教育施設を兼ね

備えたものが望ましい。 

     国・県・市町村は、上記拠点のひとつとして、県下の防災機能を

有する「道の駅」を地域の防災拠点（指定避難所、物資輸送拠点、

災害復旧拠点、情報発信拠点、防災関係機関の活動拠点（防災拠点

業者と、燃料の優先供給について協定の締結を推進するものとす

る。 

また、県は、大規模停電発生時に電源車の配備等、関係省庁、電

気事業者等から円滑な支援を受けられるよう、あらかじめ、病院、

要配慮者に関わる社会福祉施設等の人命に関わる重要施設及び災

害応急対策に係る機関が保有する施設の非常用電源の設置状況、

最大燃料備蓄量、燃料確保先、給油口規格等を収集・整理し、リス

ト化を行うよう努めるものとする。さらに、災害時において情報を

迅速かつ的確に把握し的確な防災対策が実施できるよう、自ら管

理する情報システムについても災害時の各種安全対策方針に基づ

き、引き続きシステムの多重化・高度化、自治体間クラウドサービ

スの導入の検討、施設の耐震化など所要の対策にも配慮するもの

とする。 

※クラウドサービスの利用 

自治体が自ら情報システムを所有せず、民間事業者のデータセ

ンター等の提供する情報システムの機能をネットワーク経由で利

用する仕組み。これにより、耐震化・電源対策が施された施設を利

用できるとともに、庁舎流失等の場合にも、庁舎から離れているデ

ータセンターに情報が保存されていることから、早期に行政機能

の回復を図ることができる。 

第３ 防災拠点施設の確保・充実（関係各課、建築指導課、脱炭素社会推

進課、道路維持課、市町村、消防機関、九州地方整備局、西日本高

速道路株式会社、福岡県道路公社、福岡北九州高速道路公社） 

県、市町村及び消防機関は、災害時に地域における災害対策活動

の拠点となる施設の整備に努めるものとする。その際、施設の耐震・

耐火対策並びに災害時に必要となる物資等の備蓄に配慮するもの

とする。 

県は、福岡県建築物耐震改修促進計画に、防災拠点となる市町村

庁舎を位置付け、市町村の耐震化への取組みの促進に努めるもの

とする。市町村の耐震化の進捗状況については、定期的に報告を求

め、適宜必要な情報提供、助言を行うこととする。あわせて、市町

村に対し、指定避難所の耐震化について取組みを要請するものと

する。 

また、災害発生時には停電が予想されることから、県及び市町村

は、再生可能エネルギー等災害に強いエネルギーを防災拠点とな

る公共施設等へ導入することにより、災害時でも最大限機能を維

持できるよう努める。当該施設については、平時、自主防災組織等

の防災等の防災教育・訓練等に活用できる防災教育施設を兼ね備

えたものが望ましい。 

     国・県・市町村は、上記拠点のひとつとして、県下の防災機能を

有する「道の駅」を地域の防災拠点（指定避難所、物資輸送拠点、

災害復旧拠点、情報発信拠点、防災関係機関の活動拠点（防災拠点
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旧 新 改正理由 

自動車駐車場）等）として位置づけ、相互に活用するものとし、「

道の駅」の各管理者は、その機能維持・強化に努めるものとする。 

九州地方整備局及び西日本高速道路株式会社、福岡県道路公社、

福岡北九州高速道路公社は、高速道路のサービスエリア等を警察

機関、消防機関及び自衛隊の部隊の展開、宿営、物資搬送設備、防

災拠点自動車駐車場等の拠点として使用させるなど、救助・救命活

動への支援を行うものとする。 

  第４～第６ （略） 

第７ 被害情報等の収集体制の整備（関係各課、市町村） 

県及び市町村は、機動的な情報収集活動を行うため、必要に応じ

航空機、無人航空機、巡視船、車両、ＳＡＲ衛星を含む人工衛星等

の多様な情報収集手段を活用できる体制を整備するとともに、ヘ

リコプターテレビシステム、ヘリコプター衛星通信システム（ヘリ

サット）、航空機運用総合調整システム（ＦＯＣＳ）、固定カメラ等

による画像情報の収集・連絡システムの整備を推進するものとす

る。 

また、情報の収集等の迅速正確を期すため収集及び伝達に関す

る報告用紙、調査要領、連絡方法、写真撮影等について、あらかじ

め整備するものとする。 

  第８～第９ （略） 

 第３節 （略） 

第４節 津波災害予防体制の整備 

   （略） 

第１ 津波災害予防対策のための基本的な考え方 

   １ （略） 

   ２ 津波災害予防対策の基本的な考え方 

最大クラスの津波に対しては、住民等の生命を守ることを最優

先として、住民等の避難を軸に、そのための住民の防災意識の向上、

浸水を防止する機能を有する交通インフラなどの活用、土地のか

さ上げ、指定緊急避難場所・津波避難ビル等や避難路・避難階段の

整備・確保などの警戒避難体制の整備、津波浸水想定を踏まえた土

地利用・建築規制などを組み合わせるとともに、臨海部の産業・物

流機能への被害軽減など、地域の状況に応じた総合的な対策を講

じるよう努めるものとする。 

比較的発生頻度の高い一定程度の津波に対しては、人命保護に

加え、住民財産の保護、地域の経済活動の安定化、効率的な生産拠

点の確保の観点から、海岸保全施設等の整備を進めるよう努める

ものとする。 

津波に関する防災教育、訓練、津波からの避難の確保等を効果的

に実施するため、津波対策にデジタル技術を活用するよう努める

ものとする。 

  第２ （略） 

自動車駐車場）等）として位置づけ、相互に活用するものとし、「

道の駅」の各管理者は、その機能維持・強化に努めるものとする。 

九州地方整備局及び西日本高速道路株式会社、福岡県道路公社、

福岡北九州高速道路公社は、高速道路のサービスエリア等を警察

機関、消防機関及び自衛隊の部隊の展開、宿営、物資搬送設備、防

災拠点自動車駐車場等の拠点として使用させるなど、救助・救命活

動への支援を行うものとする。 

  第４～第６ （略） 

第７ 被害情報等の収集体制の整備（関係各課、市町村） 

県及び市町村は、機動的な情報収集活動を行うため、必要に応じ

航空機、無人航空機、船舶、車両、ＳＡＲ衛星を含む人工衛星等の

多様な情報収集手段を活用できる体制を整備するとともに、ヘリ

コプターテレビシステム、ヘリコプター衛星通信システム（ヘリサ

ット）、航空機運用総合調整システム（ＦＯＣＳ）、固定カメラ等に

よる画像情報の収集・連絡システムの整備を推進するものとする。 

 

また、情報の収集等の迅速正確を期すため収集及び伝達に関す

る報告用紙、調査要領、連絡方法、写真撮影等について、あらかじ

め整備するものとする。 

  第８～第９ （略） 

 第３節 （略） 

第４節 津波災害予防体制の整備 

   （略） 

第１ 津波災害予防対策のための基本的な考え方 

   １ （略） 

   ２ 津波災害予防対策の基本的な考え方 

最大クラスの津波に対しては、住民等の生命を守ることを最優

先として、住民等の避難を軸に、そのための住民の防災意識の向上、

浸水を防止する機能を有する交通インフラなどの活用、土地のか

さ上げ、指定緊急避難場所・津波避難ビル等や避難路・避難階段の

整備・確保などの警戒避難体制の整備、津波浸水想定を踏まえた土

地利用・建築規制などを組み合わせるとともに、臨海部の産業・物

流機能への被害軽減など、地域の状況に応じた総合的な対策を講

ずるよう努めるものとする。 

比較的発生頻度の高い一定程度の津波に対しては、人命保護に

加え、住民財産の保護、地域の経済活動の安定化、効率的な生産拠

点の確保の観点から、海岸保全施設等の整備を進めるよう努める

ものとする。 

津波に関する防災教育、訓練、津波からの避難の確保等を効果的

に実施するため、津波対策にデジタル技術を活用するよう努める

ものとする。 

  第２ （略） 
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旧 新 改正理由 

  第３ 避難体制の整備（防災危機管理局、道路維持課、保健医療介護部・

福祉労働部、警察本部、関係各課、市町村） 

   １～２ （略） 

   ３ 指定緊急避難場所 

県及び市町村は、都市公園、公民館、学校等公共的施設等を対象 

に、できるだけ津波による浸水の危険性の低い場所に、地域の人口、

誘致圏域、地形、災害に対する安全性等及び想定される津波地震の

諸元に応じ必要な数、規模の指定緊急避難場所をその管理者の同

意を得た上で、あらかじめ指定し、住民への周知徹底に努めるもの

とする。 

また、民間等の建築物について、津波避難ビルの指定を進めるな

ど、いざという時に確実に避難できるような体制構築に努めるも

のとする。 

指定緊急避難場所については、市町村は、地震に伴う津波や火災

に対応するため、災害に対して安全な構造を有する施設又は周辺

等に災害が発生した場合に人の生命及び身体に危険を及ぼすおそ

れのある物がない場所であって、災害発生時に迅速に避難場所の

開放を行うことが可能な管理体制等を有するものを指定し、必要

に応じ、換気、照明等避難生活の環境を良好に保つための設備の整

備に努めるものとする。 

また、市町村は、指定緊急避難場所となる都市公園等のオープン

スペースについては、必要に応じ、大規模な火事の輻射熱に対して

安全な空間とすることを努めるものとする。 

市町村は、やむを得ず津波による被害のおそれのある場所を指

定緊急避難場所に指定する場合は、建築物の耐浪化及び非常用発

電機の設置場所の工夫、情報通信施設の整備や必要な物資の備蓄

など防災拠点化を図るものとする。 

指定緊急避難場所においては、女性の意見を反映し、女性専用の

物干し場、更衣室、授乳室の設置や生理用品、女性用下着の女性に

よる配布、指定緊急避難場所における安全性の確保など、女性や子

育て家庭のニーズに配慮するよう努めるものとする。 

 

 

 

 

 

   ４ 津波避難計画等の策定 

（１）津波避難計画の策定（津波避難計画策定指針） 

     （略） 

     ア～ク （略） 

     ケ 平常時の津波防災教育・啓発 

       津波発生時に円滑な避難を実施するために、津波の恐ろし

  第３ 避難体制の整備（防災危機管理局、道路維持課、保健医療介護部・

福祉こども政策部、警察本部、関係各課、市町村） 

   １～２ （略） 

３ 指定緊急避難場所 

県及び市町村は、都市公園、公民館、学校等公共的施設等を対象 

に、できるだけ津波による浸水の危険性の低い場所に、地域の人口、

誘致圏域、地形、災害に対する安全性等及び想定される津波地震の

諸元に応じ必要な数、規模の指定緊急避難場所をその管理者の同

意を得た上で、あらかじめ指定し、住民への周知徹底に努めるもの

とする。 

また、民間等の建築物について、津波避難ビルの指定を進めるな

ど、いざという時に確実に避難できるような体制構築に努めるも

のとする。 

指定緊急避難場所については、市町村は、地震に伴う津波や火災

に対応するため、災害に対して安全な構造を有する施設又は周辺

等に災害が発生した場合に人の生命及び身体に危険を及ぼすおそ

れのある物がない場所であって、災害発生時に迅速に避難場所の

開放を行うことが可能な管理体制等を有するものを指定し、必要

に応じ、換気、照明等避難生活の環境を良好に保つための設備の整

備に努めるものとする。 

また、市町村は、指定緊急避難場所となる都市公園等のオープン

スペースについては、必要に応じ、大規模な火事の輻射熱に対して

安全な空間とすることを努めるものとする。 

市町村は、やむを得ず津波による被害のおそれのある場所を指

定緊急避難場所に指定する場合は、建築物の耐浪化及び非常用発

電機の設置場所の工夫、情報通信施設の整備や必要な物資の備蓄

など防災拠点化を図るものとする。 

指定緊急避難場所においては、女性や子育て家庭、性的少数者等

の意見を反映できるよう、運営においてこれらの者の意見を反映

できる者の参画を推進するとともに、女性専用の物干し場、更衣室

、授乳室の設置や生理用品、女性用下着の女性による配布、性的少

数者に配慮した多目的トイレの設置、男女ペアによる巡回警備や

防犯ブザーの配布等、指定避難所等における安全性の確保、キッズ

スペースや学習スペースの設置など、女性や性的少数者、子育て家

庭、こども・若者のニーズに配慮した運営管理に努めるものとする

。 

   ４ 津波避難計画等の策定 

（１）津波避難計画の策定（津波避難計画策定指針） 

     （略） 

     ア～ク （略） 

     ケ 平時の津波防災教育・啓発 

       津波発生時に円滑な避難を実施するために、津波の恐ろし
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旧 新 改正理由 

さや海岸付近の地域の津波の危険性、津波避難計画等につい

て、地域の実情に応じた教育、啓発を継続的かつ計画的に実施

する。また、家庭内で家族の安否確認方法を共有するとともに、

地震発生後、速やかに避難できるように建物の耐震化、家具の

耐震固定などの地震対策について啓発することが重要である。 

     コ～サ （略） 

（２）避難行動要支援者の避難誘導体制の整備（総務部・保健医療介

護部・福祉労働部、関係機関） 

市町村は、高齢者や障がいのある人などの避難行動要支援者

を適切に避難誘導し、安否確認を行うため、地域住民、自主防災

組織等の協力を得ながら、平常時より、避難行動要支援者に関す

る情報の把握及び関係者との共有に努めるとともに、上記の行

動ルールを踏まえつつ、これらの者に係る避難誘導体制の整備

を図るものとする。 

市町村は、避難行動要支援者等が津波からの避難後に命の危

険にさらされる事態を防ぐため、防災、医療、保健、福祉等の各

専門分野が連携した支援方策の検討に努めるものとする。 

県は、市町村や自主防災組織と協働で「避難行動要支援者避難

支援計画」の策定を進め、災害時に地域全体で避難支援できる避

難行動要支援者の避難支援体制を構築するものとする。 

また、高齢者福祉施設等を利用した広域避難体制の整備を図

るため、大規模災害に伴う施設の一時避難等について、関係団体

等と協議しながら県内施設間の協力体制を整備するよう努める。さ

らに、施設機能維持のための備蓄（水、医薬品、非常用電源等）

について、啓発・指導を行うことにより推進を図るものとする。 

   （３） （略） 

   ５ （略） 

   ６ 市町村における津波避難対策 

     県は、市町村と連携して、地域防災体制の中心となる自主防災組

織の整備や防災に関する優れた知識や経験、技能を持った人材の

育成、災害ボランティアコーディネーターの育成に取り組み、市町

村における避難体制の充実化を図るものとする。 

     また、市町村は、避難場所のあり方に関し、女性等の意見を反映

し、女性や子育て家庭等多様な生活者のニーズに配慮するよう努

める。 

   ７ （略） 

  第４ 津波警報等、避難指示等の伝達体制の整備 

   １ （略） 

   ２ 伝達手段の確保 

沿岸市町村は、住民、走行中の車両、運行中の列車、船舶、海水

浴客、釣り人、観光客等に対する津波警報等の伝達手段として、市

町村防災行政無線の整備を推進するとともに、海浜地での迅速か

さや海岸付近の地域の津波の危険性、津波避難計画等につい

て、地域の実情に応じた教育、啓発を継続的かつ計画的に実施

する。また、家庭内で家族の安否確認方法を共有するとともに、

地震発生後、速やかに避難できるように建物の耐震化、家具の

耐震固定などの地震対策について啓発することが重要である。 

     コ～サ （略） 

（２）避難行動要支援者の避難誘導体制の整備（総務部・保健医療介

護部・福祉こども政策部、関係機関） 

市町村は、高齢者や障がいのある人などの避難行動要支援者

を適切に避難誘導し、安否確認を行うため、地域住民、自主防災

組織等の協力を得ながら、平時より、避難行動要支援者に関する

情報の把握及び関係者との共有に努めるとともに、上記の行動

ルールを踏まえつつ、これらの者に係る避難誘導体制の整備を

図るものとする。 

市町村は、避難行動要支援者等が津波からの避難後に命の危

険にさらされる事態を防ぐため、防災、医療、保健、福祉等の各

専門分野が連携した支援方策の検討に努めるものとする。 

県は、市町村や自主防災組織と協働で「避難行動要支援者避難

支援計画」の策定を進め、災害時に地域全体で避難支援できる避

難行動要支援者の避難支援体制を構築するものとする。 

また、高齢者福祉施設等を利用した広域避難体制の整備を図

るため、大規模災害に伴う施設の一時避難等について、関係団体

等と協議しながら県内施設間の協力体制を整備するよう努める。さ

らに、施設機能維持のための備蓄（水、医薬品、非常用電源等）

について、啓発・指導を行うことにより推進を図るものとする。 

   （３） （略） 

   ５ （略） 

   ６ 市町村における津波避難対策 

     県は、市町村と連携して、地域防災体制の中心となる自主防災組

織の整備や防災に関する優れた知識や経験、技能を持った人材の

育成、災害ボランティアコーディネーターの育成に取り組み、市町

村における避難体制の充実化を図るものとする。 

     また、市町村は、避難場所の在り方に関し、女性等の意見を反映

し、女性や子育て家庭等多様な生活者のニーズに配慮するよう努

める。 

   ７ （略） 

  第４ 津波警報等、避難指示等の伝達体制の整備 

   １ （略） 

   ２ 伝達手段の確保 

沿岸市町村は、住民、走行中の車両、運行中の列車、船舶、海水

浴客、釣り人、観光客等に対する津波警報等の伝達手段として、市

町村防災行政無線の整備を推進するとともに、海浜地での迅速か
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旧 新 改正理由 

つ確実な伝達を確保するため、サイレン、広報車、旗などその他視

覚的伝達方法等多様な手段を整備する。また、スマートフォンを活

用した防災情報提供アプリ「ふくおか防災ナビまもるくん」、福岡

県防災情報等メール配信システム「防災メール・まもるくん」、全

国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）、テレビ、ラジオ（コミュ

ニティＦＭ放送を含む。）、携帯電話（緊急速報メール機能を含む。

）、ソーシャルメディア、ワンセグ放送、Ｌアラート（災害情報共

有システム）等の活用や戸別受信機の配備強化に努めるなど情報

伝達手段の更なる多重化、多様化を図るものとする。 

なお、船舶については、特に小型漁船を重点として無線機の設置

を促進する。 

県は、市町村が上記情報伝達措置が行うことができるよう指導・

助言を行うものとする。 

   ３～６ （略） 

  第５ 交通対策（道路維持課、道路管理者、港湾課、水産振興課、警察

本部、第七管区海上保安本部、大阪航空局、鉄道事業者） 

   １～２ （略） 

   ３ 海上交通 

     第七管区海上保安本部及び港湾・漁港管理者は、海上交通の安全

を確保するため、必要に応じ船舶交通の制限及び津波による危険

が予想される地域から安全な海域や施設へ船舶を退避させる等の

措置を講じるよう努めるものとする。 

 ４ 航空 

     空港管理者は、津波の来襲するおそれがある場合、速やかに飛行

場の閉鎖を行うとともに、利用者に対し、津波の来襲のおそれがあ

る旨を周知する方策を講じるよう努めるものとする。 

   ５ 鉄道 

     鉄道事業者は、走行路線に津波の発生により危険度が高いと予

想される区間がある場合等における運行の停止その他運行上の措

置を講じるよう努めるものとする。 

   ６ （略） 

  第６ 防災知識の普及、訓練の実施 

１ 防災知識の普及 

県、市町村は、津波による人的被害を軽減する方策は、住民等の

避難行動が基本となることを踏まえ、津波警報等や避難指示等の

意味と内容の説明など、啓発活動を住民等に対して行うものとす

る。 

また、住民等の防災意識の向上及び防災対策に係る地域の合意

形成の促進のため、自然災害によるリスク情報の基礎となる防災

地理情報を整備するとともに、専門家の知見も活用しながら、防災

に関する様々な動向や各種データを分かりやすく発信するものと

する。さらに、防災知識の普及の際には、高齢者、障がいのある人、

つ確実な伝達を確保するため、サイレン、広報車、旗などその他視

覚的伝達方法等多様な手段を整備する。また、スマートフォンを活

用した防災情報提供アプリ「ふくおか防災ナビまもるくん」、全国

瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）、テレビ、ラジオ（コミュニ

ティＦＭ放送を含む。）、携帯電話（緊急速報メール機能を含む。）

、ソーシャルメディア、ワンセグ放送、Ｌアラート（災害情報共有

システム）等の活用や戸別受信機の配備強化に努めるなど情報伝

達手段の更なる多重化、多様化を図るものとする。 

なお、船舶については、特に小型漁船を重点として無線機の設置

を促進する。 

県は、市町村が上記情報伝達措置が行うことができるよう指導・

助言を行うものとする。 

 

   ３～６ （略） 

  第５ 交通対策（道路維持課、道路管理者、港湾課、水産振興課、警察

本部、第七管区海上保安本部、大阪航空局、鉄道事業者） 

   １～２ （略） 

   ３ 海上交通 

     第七管区海上保安本部及び港湾・漁港管理者は、海上交通の安全

を確保するため、必要に応じ船舶交通の制限及び津波による危険

が予想される地域から安全な海域や施設へ船舶を退避させる等の

措置を講ずるよう努めるものとする。 

 ４ 航空 

     空港管理者は、津波の来襲するおそれがある場合、速やかに飛行

場の閉鎖を行うとともに、利用者に対し、津波の来襲のおそれがあ

る旨を周知する方策を講ずるよう努めるものとする。 

   ５ 鉄道 

     鉄道事業者は、走行路線に津波の発生により危険度が高いと予

想される区間がある場合等における運行の停止その他運行上の措

置を講ずるよう努めるものとする。 

   ６ （略） 

  第６ 防災知識の普及、訓練の実施 

１ 防災知識の普及 

県、市町村は、津波による人的被害を軽減する方策は、住民等の

避難行動が基本となることを踏まえ、津波警報等や避難指示等の

意味と内容の説明など、啓発活動を住民等に対して行うものとす

る。 

また、住民等の防災意識の向上及び防災対策に係る地域の合意

形成の促進のため、自然災害によるリスク情報の基礎となる防災

地理情報を整備するとともに、専門家の知見も活用しながら、防災

に関する様々な動向や各種データを分かりやすく発信するものと

する。さらに、防災知識の普及の際には、高齢者、障がいのある人、
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外国人、乳幼児、妊産婦等要配慮者や子育て中の親子等にも十分配

慮し、地域において要配慮者を支援する体制が整備されるよう努

めるとともに、被災時の男女のニーズの違い等男女双方に十分配

慮するよう努めるものとする。 

県、市町村は、防災週間、津波防災の日及び防災関連行事等を通

じ、住民に対し、地震・津波災害時のシミュレーション結果などを

示しながらその危険性を周知させるとともに、以下の事項につい

て普及・啓発を図るものとする。 

・我が国の沿岸はどこでも津波が襲来する可能性があり、強い地

震（震度４程度）を感じたとき又は弱い地震であっても長い時

間ゆっくりとした揺れを感じたときは、迷うことなく迅速か

つ自主的にできるだけ高い場所に避難すること、避難に当た

っては徒歩によることを原則とすること、自ら率先して避難

行動を取ることが他の地域住民の避難を促すことなど、避難

行動に関する知識 

・地震による揺れを感じにくい場合でも、大津波警報を見聞きし

たら速やかに避難すること、標高の低い場所や沿岸部にいる

場合など、自らの置かれた状況によっては、津波警報でも避難

する必要があること、海岸保全施設等よりも海側にいる人は、

津波注意報でも避難する必要があることなど、大津波警報・津

波警報・津波注意報発表時にとるべき行動 

・津波の第一波は引き波だけでなく押し波から始まることもあ

ること、第二波、第三波などの後続波の方が大きくなる可能性

や数時間から場合によっては一日以上にわたり継続する可能

性があること、さらには、強い揺れを伴わず、危険を体感しな

いままに押し寄せる、いわゆる津波地震や遠地地震、火山噴火

等による津波の発生の可能性など、津波の特性に関する情報 

・地震・津波は自然現象であり、想定を超える可能性があること

、特に地震発生直後に発表される津波警報等の精度には一定

の限界があること、津波浸水想定の対象地域外でも浸水する

可能性があること、指定緊急避難場所、指定避難所として指定

された施設の孤立や被災も有り得ることなど、津波に関する

想定・予測の不確実性 

・警報等発表時や避難指示の発令時にとるべき行動、指定緊急避

難場所・指定避難所での行動 

・３日分の食料、飲料水等の備蓄、非常持出品（救急箱、懐中電灯

、ラジオ、乾電池等）の準備、負傷の防止や避難路の確保の観

点からの家具・ブロック塀等の転倒防止対策等家庭での予防・

安全対策 

・災害時の家族内の連絡体制の確保 

第７ 津波避難訓練をする際の留意点等 

津波時における避難は迅速性を要するため、県及び市町村は、津

外国人、乳幼児、妊産婦等要配慮者や子育て中の親子等にも十分配

慮し、地域において要配慮者を支援する体制が整備されるよう努

めるとともに、被災時における多様な性のニーズに十分配慮する

よう努めるものとする。 

県、市町村は、防災週間、津波防災の日及び防災関連行事等を通

じ、住民に対し、地震・津波災害時のシミュレーション結果などを

示しながらその危険性を周知させるとともに、以下の事項につい

て普及・啓発を図るものとする。 

・我が国の沿岸はどこでも津波が襲来する可能性があり、強い揺

れ（震度４程度）を感じたとき又は弱い地震であっても長い時

間ゆっくりとした揺れを感じたときは、迷うことなく迅速か

つ自主的にできるだけ高い場所に避難すること、避難に当た

っては徒歩によることを原則とすること、自ら率先して避難

行動を取ることが他の地域住民の避難を促すことなど、避難

行動に関する知識 

・地震による揺れを感じにくい場合でも、大津波警報を見聞きし

たら速やかに避難すること、標高の低い場所や沿岸部にいる

場合など、自らの置かれた状況によっては、津波警報でも避難

する必要があること、海岸保全施設等よりも海側にいる人は、

津波注意報でも避難する必要があることなど、大津波警報・津

波警報・津波注意報発表時にとるべき行動 

・津波の第一波は引き波だけでなく押し波から始まることもあ

ること、第二波、第三波などの後続波の方が大きくなる可能性

や数時間から場合によっては一日以上にわたり継続する可能

性があること、さらには、強い揺れを伴わず、危険を体感しな

いままに押し寄せる、いわゆる津波地震や遠地地震、火山噴火

等による津波の発生の可能性など、津波の特性に関する情報 

・地震・津波は自然現象であり、想定を超える可能性があること

、特に地震発生直後に発表される津波警報等の精度には一定

の限界があること、津波浸水想定の対象地域外でも浸水する

可能性があること、指定緊急避難場所、指定避難所として指定

された施設の孤立や被災も有り得ることなど、津波に関する

想定・予測の不確実性 

・警報等発表時や避難指示の発令時にとるべき行動、指定緊急避

難場所・指定避難所での行動 

・最低３日分（推奨１週間分）の食料、飲料水等の備蓄、非常持出

品（救急箱、懐中電灯、ラジオ、乾電池等）の準備、負傷の防

止や避難路の確保の観点からの家具・ブロック塀等の転倒防

止対策等家庭での予防・安全対策 

・災害時の家族内の連絡体制の確保 

第７ 津波避難訓練をする際の留意点等 

津波時における避難は迅速性を要するため、県及び市町村は、津
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旧 新 改正理由 

波避難訓練を行う場合には、できる限り災害遭遇時の社会心理学

上の人間の心理、すなわち、災害に対峙した場合に人間は避難する

ことを躊躇することが多いという人間の心理特性も意識するよう

に努め、避難を率先して行う者をあらかじめ指名するなど、避難行

動を早期に開始し住民も後に続くような方策を考慮するよう努め

るものとする。 

また、その心理特性を意識したうえで、避難行動を開始するには、

その心理特性を理性的に取り払って避難を開始する必要性がある

ことを住民に理解させ、避難指示などの情報は実際の被害につな

がらない場合もあるが、それを無視し続けることは、いつしか大き

な被害を直接受けることにつながることを住民に十分に理解させ

るように努めるものとする。 

なお、災害時に働く社会心理学上の人間の心理には以下のもの

が挙げられる。 

※正常化の偏見（Normalcy bias） 

軽微な異変にまで反応すると心の安定が保てなくなるため、人

々は心の安定を保つために、軽微な異変は正常範囲内の出来事と

して処理する心的メカニズム。 

例えば、避難指示が発表されても避難しない行動がある。確かに、

避難指示が出ていることは、危険な状態にあり、避難するべきであ

ることはわかっているが人々は避難しない。人々はこの行動を正

当化するため、危険であることはわかるが、今まで避難指示を無視

しても被害に遭遇しなかったので避難しないと考える心的メカニ

ズムである。 

例：建物内で非常ベルが鳴っても、従業員の訓練などと思い、すぐ

に逃げ出そうとする人がいない。 

※多数派同調バイアス（Majority synching bias） 

今まで迷ったときは周囲の人と同じ行動を取ることで乗り越え

てきた経験を活かし、迷ったときは周囲の人の動きを探りながら

同じ行動をとることが安全と考える心理状態。 

例えば、避難指示が発表されても避難しない行動がある。確かに、

避難指示が出ていることは、危険な状態にあり、避難するべきであ

ることはわかっているが、周辺住民が避難しないため、自分は何か

思い違いをしているかもしれないと考えて、周囲の人々に同調し

て避難しない心理状態。 

例：建物内で煙が発生しても、周囲の者が逃げようとしない場合、

危険が生じそうでも自分も逃げない心理状態。 

※援助行動（Helping behavior） 

目前に生命の危険に曝されている人がおり、 自分しかその人を

救えない場合に、他の人の利益になるように自分の身の危険を冒

してでも助けようとの衝動が自発的に生まれ人を助けるような行

動。  

波避難訓練を行う場合には、できる限り災害遭遇時の社会心理学

上の人間の心理、すなわち、災害に対峙した場合に人間は避難する

ことを躊躇することが多いという人間の心理特性も意識するよう

に努め、避難を率先して行う者をあらかじめ指名するなど、避難行

動を早期に開始し住民も後に続くような方策を考慮するよう努め

るものとする。 

また、その心理特性を意識したうえで、避難行動を開始するには、

その心理特性を理性的に取り払って避難を開始する必要性がある

ことを住民に理解させ、避難指示などの情報は実際の被害につな

がらない場合もあるが、それを無視し続けることは、いつしか大き

な被害を直接受けることにつながることを住民に十分に理解させ

るように努めるものとする。 

なお、災害時に働く社会心理学上の人間の心理には以下のもの

が挙げられる。 

※正常化の偏見（Normalcy bias） 

軽微な異変にまで反応すると心の安定が保てなくなるため、人

々は心の安定を保つために、軽微な異変は正常範囲内の出来事と

して処理する心的メカニズム。 

例えば、避難指示が発表されても避難しない行動がある。確かに、

避難指示が出ていることは、危険な状態にあり、避難するべきであ

ることはわかっているが人々は避難しない。人々はこの行動を正

当化するため、危険であることはわかるが、今まで避難指示を無視

しても被害に遭遇しなかったので避難しないと考える心的メカニ

ズムである。 

例：建物内で非常ベルが鳴っても、従業員の訓練などと思い、すぐ

に逃げ出そうとする人がいない。 

※多数派同調バイアス（Majority synching bias） 

今まで迷ったときは周囲の人と同じ行動を取ることで乗り越え

てきた経験を活かし、迷ったときは周囲の人の動きを探りながら

同じ行動をとることが安全と考える心理状態。 

例えば、避難指示が発表されても避難しない行動がある。確かに、

避難指示が出ていることは、危険な状態にあり、避難するべきであ

ることはわかっているが、周辺住民が避難しないため、自分は何か

思い違いをしているかもしれないと考えて、周囲の人々に同調し

て避難しない心理状態。 

例：建物内で煙が発生しても、周囲の者が逃げようとしない場合、

危険が生じそうでも自分も逃げない心理状態。 

※援助行動（Helping behavior） 

目前に生命の危険に曝されている人がおり、 自分しかその人を

救えない場合に、他の人の利益になるように自分の身の危険を冒

してでも助けようとの衝動が自発的に生まれ人を助けるような行

動。  
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旧 新 改正理由 

例：火事や地震の際に母親が自分の命を犠牲にして子供の命を救

うという行動。 

第８ 津波に強いまちづくり（防災危機管理局、都市計画課、総合政策

課、関係各課、市町村、道路管理者） 

   １～２ （略） 

３ 都市計画・土地利用計画等との連携（都市計画課、総合政策課、

市町村） 

（１）～（２） （略） 

４ 津波災害特別警戒区域や津波災害特別警戒区域の指定 

   （１） （略） 

   （２）区域内の防災対策 

     ア （略） 

     イ 避難体制 

津波災害警戒区域をその区域に含む市町村の長は、市町村

防災計画に基づき津波に関する情報の伝達方法、避難場所及

び避難経路、円滑な警戒避難を確保する上で必要な事項につ

いて住民に周知させるため、これらの事項を記載した印刷物

の配布その他の必要な措置を講じるものとする。 

市町村は、津波災害警戒区域内の避難促進施設に係る避難

確保計画の策定又は避難訓練の実施に関し必要な助言又は勧

告を行い、施設所有者又は管理者による取組みの支援に努め

るものとする。 

市町村は、避難場所の整備にあたり、これらを津波からの緊

急避難先として使用できるよう、できるだけ浸水の危険性が

低く、かつ、避難後においても孤立せず、津波の襲来状況によ

ってはさらなる避難が可能となるような場所に整備するよう

努めるものとする。また、専ら避難生活を送る場所として整備

された指定避難所を、津波からの指定緊急避難場所と間違わ

ないよう、両者の違いについて住民への周知徹底を図るもの

とする。 

     ウ （略） 

  第９ （略） 

第10 県の管理又は運営する施設に関する津波に対する措置（財産活

用課、関係各課） 

１ 不特定かつ多数の者が出入りする庁舎等の施設 

県は、地震を感じたときは、県が管理する庁舎、施設など、不特

定多数の者が出入りする施設において、庁舎への来訪者、施設利用

者に対して、津波警報等の伝達する体制や、安全確保のため、場合

によっては、庁舎、施設等から安全な場所へ退避するよう誘導する

体制について検討を行うように努める。 

また、その他の措置として、次の対策を講じるよう努める。 

ア～オ （略） 

例：火事や地震の際に母親が自分の命を犠牲にしてこどもの命を

救うという行動。 

第８ 津波に強いまちづくり（防災危機管理局、都市計画課、地域振興

総務課、関係各課、市町村、道路管理者） 

   １～２ （略） 

３ 都市計画・土地利用計画等との連携（都市計画課、地域振興総務

課、市町村） 

（１）～（２） （略） 

４ 津波災害特別警戒区域や津波災害特別警戒区域の指定 

   （１） （略） 

   （２）区域内の防災対策 

     ア （略） 

     イ 避難体制 

津波災害警戒区域をその区域に含む市町村の長は、市町村

防災計画に基づき津波に関する情報の伝達方法、避難場所及

び避難経路、円滑な警戒避難を確保する上で必要な事項につ

いて住民に周知させるため、これらの事項を記載した印刷物

の配布その他の必要な措置を講ずるものとする。 

市町村は、津波災害警戒区域内の避難促進施設に係る避難

確保計画の策定又は避難訓練の実施に関し必要な助言又は勧

告を行い、施設所有者又は管理者による取組みの支援に努め

るものとする。 

市町村は、避難場所の整備にあたり、これらを津波からの緊

急避難先として使用できるよう、できるだけ浸水の危険性が

低く、かつ、避難後においても孤立せず、津波の襲来状況によ

ってはさらなる避難が可能となるような場所に整備するよう

努めるものとする。また、専ら避難生活を送る場所として整備

された指定避難所を、津波からの指定緊急避難場所と間違わ

ないよう、両者の違いについて住民への周知徹底を図るもの

とする。 

     ウ （略） 

  第９ （略） 

第10 県の管理又は運営する施設に関する津波に対する措置（財産活

用課、関係各課） 

１ 不特定かつ多数の者が出入りする庁舎等の施設 

県は、地震を感じたときは、県が管理する庁舎、施設など、不特

定多数の者が出入りする施設において、庁舎への来訪者、施設利用

者に対して、津波警報等の伝達する体制や、安全確保のため、場合

によっては、庁舎、施設等から安全な場所へ退避するよう誘導する

体制について検討を行うように努める。 

また、その他の措置として、次の対策を講ずるよう努める。 

ア～オ （略） 
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旧 新 改正理由 

 

 

 

 

  第11 高圧ガス関係事業所の津波に対する措置（工業保安課） 

   １～２ （略） 

第12 （略） 

 第５節 情報管理体制の整備 

  第１～第３ 

  第４ 情報通信施設等の整備 

 県、市町村及び防災関係機関は、災害時の初動応急活動に係る情報

通信の重要性を認識し、有・無線系、地上系・衛星系によるネットワ

ーク、情報通信施設等資機材及び運用体制の整備強化を積極的に行

う。ネットワークは、耐震化、多ルート化、関連装置の二重化等の推

進を図り、災害時の使用を考慮した十分な回線容量を確保する。また

、非常用電源設備を整備するとともに、無線設備や非常用電源設備の

保守点検を実施し、専門的な知見・技術をもとに耐震性があり、かつ

浸水する危険性が低いなど堅固な場所（地震災害においては耐震性

があること、津波災害及び風水害においては浸水する危険性が低い

場所）への設置等を図る。 

また、さまざまな環境下にある住民等及び県及び市町村の職員に

対して警報等が確実に伝わるよう、関係事業者の協力を得つつ、報道

機関に加え、防災行政無線（戸別受信機を含む。）、スマートフォンを

活用した防災情報提供アプリ「ふくおか防災ナビ・まもるくん」、福

岡県防災情報等メール配信システム｢防災メール・まもるくん｣、全国

瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）、テレビ、ラジオ（コミュニテ

ィＦＭ放送を含む。）、携帯電話（緊急速報メール機能を含む。）、ソー

シャルメディア、ワンセグ放送、Ｌアラート（災害情報共有システム

）等の活用による警報等の伝達手段の多重化・多様化を図るものとす

る。国、県、市町村及び放送事業者等は、気象、海象、水位等風水害

に関する情報及び被災者に対する生活情報を常に伝達できるよう、

その体制及び施設・設備の整備を図るとともに、Ｌアラート（災害情

報共有システム）で発信する災害関連情報等の多様化に努めるとと

もに、住民が容易に確認できるよう、情報の地図化等による伝達手段

の高度化にも努めるものとする。 

 

 

国、県及び市町村は、被害情報及び関係機関が実施する応急対策の

活動状況等を正確に分析・整理・要約・検索するため、ＡＩ、ＩｏＴ

、クラウドコンピューティング技術、ＳＮＳの活用など、災害対応業

務のデジタル化を促進する必要がある。デジタル化に当たっては、災

害対応に必要な情報項目等の標準化や、システムを活用したデータ

カ 地震発生時には津波襲来に備え、緊急点検及び巡視を実施 

する。 

キ 工事中の建築物その他の工作物又は施設については、津波

襲来に備えて安全確保上実施すべき措置を実施する。 

  第11 高圧ガス関係事業所の津波に対する措置（消防保安課） 

   １～２ （略） 

第12 （略） 

 第５節 情報管理体制の整備 

  第１～第３ 

  第４ 情報通信施設等の整備 

 県、市町村及び防災関係機関は、災害時の初動応急活動に係る情報

通信の重要性を認識し、有・無線系、地上系・衛星系によるネットワ

ーク、情報通信施設等資機材及び運用体制の整備強化を積極的に行

う。ネットワークは、耐震化、多ルート化、関連装置の二重化等の推

進を図り、災害時の使用を考慮した十分な回線容量を確保する。また

、非常用電源設備を整備するとともに、無線設備や非常用電源設備の

保守点検を実施し、専門的な知見・技術をもとに耐震性があり、かつ

浸水する危険性が低いなど堅固な場所（地震災害においては耐震性

があること、津波災害及び風水害においては浸水する危険性が低い

場所）への設置等を図る。 

また、さまざまな環境下にある住民等及び県及び市町村の職員に

対して警報等が確実に伝わるよう、関係事業者の協力を得つつ、報道

機関に加え、防災行政無線（戸別受信機を含む。）、スマートフォンを

活用した防災情報提供アプリ「ふくおか防災ナビ・まもるくん」、全

国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）、テレビ、ラジオ（コミュニ

ティＦＭ放送を含む。）、携帯電話（緊急速報メール機能を含む。）、ソ

ーシャルメディア、ワンセグ放送、Ｌアラート（災害情報共有システ

ム）等の活用による警報等の伝達手段の多重化・多様化を図るものと

する。国、県、市町村及び放送事業者等は、気象、海象、水位等風水

害に関する情報及び被災者に対する生活情報を常に伝達できるよう

、その体制及び施設・設備の整備を図るとともに、Ｌアラート（災害

情報共有システム）で発信する災害関連情報等の多様化に努めると

ともに、住民が容易に確認できるよう、情報の地図化等による伝達手

段の高度化にも努めるものとする。 

 

県は、必要に応じて、スマートフォンを活用した防災情報提供アプ

リ「ふくおか防災ナビ・まもるくん」の機能強化を図るものとする。 

国、県及び市町村は、被害情報及び関係機関が実施する応急対策の

活動状況等を正確に分析・整理・要約・検索するため、ＡＩ、ＩｏＴ

、クラウドコンピューティング技術、ＳＮＳの活用など、災害対応業

務のデジタル化を促進する必要がある。デジタル化に当たっては、災

害対応に必要な情報項目等の標準化や、システムを活用したデータ

南海トラフ地震防災対策推

進基本計画に基づく修正 

南海トラフ地震防災対策推

進基本計画に基づく修正 

組織再編のため 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メールまもるくんの廃止の

ため 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アセスメント調査（R7.9）を
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旧 新 改正理由 

収集・分析・加工・共有の体制整備を図るものとする。 

〈主な実施機関〉 

九州地方整備局、第七管区海上保安本部、大阪航空局、県（防災危機

管理局・医療指導課）、警察（警備課）、市町村、消防機関、放送事業者 

   １～３ （略） 

   ４ 有線通信設備（災害時優先扱いの電話）の整備 

（１） （略） 

（２）整備項目 

  ア （略） 

  イ 西日本電信電話株式会社は、電気通信設備の整備と防災管

理に努め、防災関係機関が、災害時優先扱いの電話を有効に活

用できるように、電話網運営体制を整備する。 

５ （略） 

６ 各種防災情報システムの整備（防災危機管理局、市町村、防災関

係機関） 

   （１） （略） 

   （２）整備項目 

     ア～ウ （略） 

     エ 福岡県防災情報システムについては、災害の巨大化・被害の

甚大化に伴う多重化の必要性が増している状況や、情報シス

テム技術の高度化等を踏まえ、国が運用する総合防災情報シ

ステム（SOBO-WEB）等との連携を行うなど、大規模かつ広域的

な災害に対応できる適切な機能を追加するとともに、福岡県

防災情報システムのあり方も含め、時代に応じたシステムに

なるよう継続的に検討を加えるものとする。 

 

 

 

７ 通信訓練の実施等 

     様々な通信手段の活用を実用化するため、定期的な訓練の実施

等を通じた平常時からの連携体制の構築等に努める。 

８ 情報通信設備の維持 

（１）県、市町村及び防災関係機関の防災関連機器の維持管理 

県、市町村及び防災関係機関は、必要な地震計等、津波高の観

測に必要な潮位計、ＧＰＳ波浪計、水圧計等の観測機器の維持・

整備に努めるとともに、地域衛星通信ネットワークや防災行政

無線等を活用すること等により、震度情報ネットワーク、全国瞬

時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）、Ｌアラート（災害情報共有

システム）その他の災害情報等を瞬時に伝達するシステムを維

持・整備するよう努めるものとする。 

また、非常災害時の通信の確保を図るため、平常時より災害対

策を重視した通信設備の総点検を定期的に実施するとともに、

収集・分析・加工・共有の体制整備を図るものとする。 

〈主な実施機関〉 

九州地方整備局、第七管区海上保安本部、大阪航空局、県（防災危機

管理局・医療指導課）、警察（警備課）、市町村、消防機関、放送事業者 

   １～３ （略） 

   ４ 有線通信設備（災害時優先扱いの電話）の整備 

（１） （略） 

（２）整備項目 

  ア （略） 

  イ ＮＴＴ西日本株式会社は、電気通信設備の整備と防災管理

に努め、防災関係機関が、災害時優先扱いの電話を有効に活用

できるように、電話網運営体制を整備する。 

５ （略） 

６ 各種防災情報システムの整備（防災危機管理局、市町村、防災関

係機関） 

   （１） （略） 

   （２）整備項目 

     ア～ウ （略） 

     エ 福岡県防災情報システムについては、災害の巨大化・被害の

甚大化に伴う多重化の必要性が増している状況や、情報シス

テム技術の高度化等を踏まえ、国が運用する新総合防災情報

システム（SOBO-WEB）等との連携を行うなど、大規模かつ広域

的な災害に対応できる適切な機能を追加するとともに、福岡

県防災情報システムの在り方も含め、時代に応じたシステム

になるよう継続的に検討を加えるものとする。 

（３）地方公共団体及び指定公共機関は、災害時に災害対応基本共有

情報（ＥＥＩ）に基づいた関係機関との迅速な情報連携を行える

よう、あらかじめ、関連システムの整備に努めるものとする。 

７ 通信訓練の実施等 

     様々な通信手段の活用を実用化するため、定期的な訓練の実施

等を通じた平時からの連携体制の構築等に努める。 

８ 情報通信設備の維持 

（１）県、市町村及び防災関係機関の防災関連機器の維持管理 

県、市町村及び防災関係機関は、必要な地震計等、津波高の観

測に必要な潮位計、ＧＰＳ波浪計、水圧計等の観測機器の維持・

整備に努めるとともに、地域衛星通信ネットワークや防災行政

無線等を活用すること等により、震度情報ネットワーク、全国瞬

時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）、Ｌアラート（災害情報共有

システム）その他の災害情報等を瞬時に伝達するシステムを維

持・整備するよう努めるものとする。 

また、非常災害時の通信の確保を図るため、平時より災害対策

を重視した通信設備の総点検を定期的に実施するとともに、非
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旧 新 改正理由 

非常通信の取扱い、機器の操作の習熟等に向け他の防災関係機

関等との連携による通信訓練に積極的に参加することとする。 

非常用電源設備を整備するとともに、無線設備や非常用電源

設備の保守点検の実施と的確な操作の徹底、専門的な知見・技術

をもとに耐震性のある津波により浸水する危険性が低い堅固な

場所への設置等を図ること。 

九州総合通信局は、災害の発生による停電に対し、情報伝達に

係る重要な情報通信ネットワークの維持を図るため、「災害対策

用移動電源車」及び「可搬型発電機」を所有し、申し出があった

場合には迅速に貸し出しができる体制を整備しているので、県

及び市町村は、必要に応じ電源車の借受申請を九州総合通信局

に対して行い、貸与を受けるものとする。 

   （２） （略） 

第６節 広報・広聴体制の整備 

   （略） 

〈主な実施機関〉 

国、県（総務部・企画・地域振興部・保健医療介護部・福祉労働部

・関係各課）、市町村、防災関係機関 

第１ 被災者への的確な情報伝達体制の整備（国、県（防災危機管理局・

関係各課）、市町村、公共機関、放送事業者、通信事業者、ライフ

ライン関係機関） 

   １～２ （略） 

   ３ 市町村は、市町村防災無線（戸別受信機を含む）の整備や、ＩＰ

通信網、ケーブルテレビ網等の活用を図り、災害情報を被災者等へ

速やかに伝達する手段の確保に努めるとともに、有線系や携帯電

話等での情報発信、携帯通信事業者が提供する緊急速報メールの

活用や、広報車等の活用も含め、多様な手段の整備に努める。併せ

て、適時に適切な情報伝達を行えるようマニュアルの整備にも努

める。県は、市町村から被災者へ情報伝達が確実に行われるよう、

点検・助言を行う。 

４ 県及び市町村は、防災気象情報の伝達や被災者の安否情報等に

ついて、スマートフォンを活用した防災情報提供アプリ「ふくおか

防災ナビ・まもるくん」や福岡県防災情報等メール配信システム「

防災メール・まもるくん」等による伝達手段の整備拡充に努める。 

５～13 （略） 

  第２ （略） 

  第３ 報道機関との連携体制の整備（県民情報広報課・防災危機管理局

、市町村、防災関係機関） 

    （略） 

第４ 要配慮者への情報提供体制の整備（総務部・広域・地域振興部・

保健医療介護部・福祉労働部、市町村、防災関係機関） 

（略） 

常通信の取扱い、機器の操作の習熟等に向け他の防災関係機関

等との連携による通信訓練に積極的に参加することとする。 

非常用電源設備を整備するとともに、無線設備や非常用電源

設備の保守点検の実施と的確な操作の徹底、専門的な知見・技術

をもとに耐震性のある津波により浸水する危険性が低い堅固な

場所への設置等を図ること。 

九州総合通信局は、災害の発生による停電に対し、情報伝達に

係る重要な情報通信ネットワークの維持を図るため、「災害対策

用移動電源車」及び「可搬型発電機」を所有し、申し出があった

場合には迅速に貸し出しができる体制を整備しているので、県

及び市町村は、必要に応じ電源車の借受申請を九州総合通信局

に対して行い、貸与を受けるものとする。 

   （２） （略） 

第６節 広報・広聴体制の整備 

   （略） 

〈主な実施機関〉 

国、県（総務部・政策企画部・保健医療介護部・福祉こども政策部

・関係各課）、市町村、防災関係機関 

第１ 被災者への的確な情報伝達体制の整備（国、県（防災危機管理局・

関係各課）、市町村、公共機関、放送事業者、通信事業者、ライフ

ライン関係機関） 

   １～２ （略） 

   ３ 市町村は、市町村防災無線（戸別受信機を含む）の整備や、ＩＰ

通信網、ケーブルテレビ網等の活用を図り、災害情報を被災者等へ

速やかに伝達する手段の確保に努めるとともに、有線系や携帯電

話等での情報発信、携帯通信事業者が提供する緊急速報メールの

活用や、広報車等の活用も含め、多様な手段の整備に努める。あわ

せて、適時に適切な情報伝達を行えるようマニュアルの整備にも

努める。県は、市町村から被災者へ情報伝達が確実に行われるよう、

点検・助言を行う。 

   ４ 県及び市町村は、防災気象情報の伝達や被災者の安否情報等に

ついて、スマートフォンを活用した防災情報提供アプリ「ふくおか

防災ナビ・まもるくん」等による伝達手段の整備拡充に努める。 

 

５～13 （略） 

  第２ （略） 

  第３ 報道機関との連携体制の整備（広報課・防災危機管理局、市町村

、防災関係機関） 

    （略） 

第４ 要配慮者への情報提供体制の整備（総務部・政策企画部・保健医

療介護部・福祉こども政策部、市町村、防災関係機関） 

（略） 
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旧 新 改正理由 

第７節 二次災害の防止体制の整備 

   （略） 

第１ 震災消防体制の整備（防災危機管理局、市町村（消防機関）） 

   １～２ （略） 

   ３ 消防本部、消防団及び自主防災組織等の連携強化 

平常時から消防本部、消防団及び自主防災組織等の連携強化を

図り、区域内の被害想定の実施及びそれに伴う消防水利の確保、消

防体制の整備に努めるものとする。 

   ４～７ （略） 

第２ 地震、降雨等に伴う二次災害の防止体制の整備 

１ 水害・土砂災害・宅地災害防止体制の整備（県土整備部・農林水

産部・建築都市部、市町村） 

県及び市町村は、地震あるいは降雨等による二次的な水害・土砂

災害・宅地災害等の危険個所の点検を行う地元在住の専門技術者（

コンサルタント、県・市町村職員ＯＢなど）の登録等を推進するも

のとする。また、市町村は、平常時より、災害による被害が予測さ

れる空家等の状況の確認に努めるものとする。 

   ２～３ （略） 

第３ 危険物施設等災害予防対策 

１ 消防法上の危険物 

県（防災危機管理局）、消防本部及び消防法（昭和23年法律第186

号）上の危険物を取り扱う施設（以下本節において「危険物施設」

という。）の関係者は、地震発生に起因する危険物の漏洩、爆発等

に備え、平常時から次により危険物施設の安全確保に努める。 

   （１）～（３） （略） 

２ 火薬類 

県（工業保安課）及び関係機関は、平常時から、地震に起因する

火薬類事故の抑止に努める。 

   （１）～（３） （略） 

   ３ 高圧ガス 

県（工業保安課）及び高圧ガス施設の所有者等は、震災に起因す

る高圧ガス事故の抑止に努める。 

（１）～（３） （略） 

４～５ （略） 

第８節 救出救助体制の整備 

震災時においては、倒壊家屋の下敷き、崩壊土砂中に生き埋めと

なった者等の人命の救出救助が優先されなければならない。その

ため、平常時から救出救助体制について検討し、救出用資機材を整

備しておく。 

第１ 救出救助体制の整備 

１ （略） 

２ 市町村及び消防機関における救出救助体制の整備 

第７節 二次災害の防止体制の整備 

   （略） 

第１ 震災消防体制の整備（防災危機管理局、市町村（消防機関）） 

   １～２ （略） 

   ３ 消防本部、消防団及び自主防災組織等の連携強化 

平時から消防本部、消防団及び自主防災組織等の連携強化を図

り、区域内の被害想定の実施及びそれに伴う消防水利の確保、消防

体制の整備に努めるものとする。 

   ４～７ （略） 

第２ 地震、降雨等に伴う二次災害の防止体制の整備 

１ 水害・土砂災害・宅地災害防止体制の整備（県土整備部・農林水

産部・建築都市部、市町村） 

県及び市町村は、地震あるいは降雨等による二次的な水害・土砂

災害・宅地災害等の危険個所の点検を行う地元在住の専門技術者（

コンサルタント、県・市町村職員ＯＢなど）の登録等を推進するも

のとする。また、市町村は、平時より、災害による被害が予測され

る空家等の状況の確認に努めるものとする。 

   ２～３ （略） 

第３ 危険物施設等災害予防対策 

１ 消防法上の危険物 

県（防災危機管理局）、消防本部及び消防法（昭和23年法律第186

号）上の危険物を取り扱う施設（以下本節において「危険物施設」

という。）の関係者は、地震発生に起因する危険物の漏洩、爆発等

に備え、平時から次により危険物施設の安全確保に努める。 

   （１）～（３） （略） 

２ 火薬類 

県（消防保安課）及び関係機関は、平時から、地震に起因する火

薬類事故の抑止に努める。 

   （１）～（３） （略） 

   ３ 高圧ガス 

県（消防保安課）及び高圧ガス施設の所有者等は、震災に起因す

る高圧ガス事故の抑止に努める。 

（１）～（３） （略） 

４～５ （略） 

第８節 救出救助体制の整備 

震災時においては、倒壊家屋の下敷き、崩壊土砂中に生き埋めと

なった者等の人命の救出救助が優先されなければならない。その

ため、平時から救出救助体制について検討し、救出用資機材を整備

しておく。 

第１ 救出救助体制の整備 

１ （略） 

２ 市町村及び消防機関における救出救助体制の整備 

 

 

 

 

 

字句の修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

字句の修正 

 

 

 

 

 

 

 

字句の修正 

 

 

組織再編のため 

字句の修正 

 

 

組織再編のため 

 

 

 

 

 

 

字句の修正 

 

 

 

 



福岡県地域防災計画（地震・津波対策編）修正素案新旧対照表                       

 50 / 117 

旧 新 改正理由 

市町村及び消防機関は、地震時に円滑に救出救助体制が確立で

きるよう、平常時から救出隊の編成方法等救出救助体制の整備を

行う。 

   ３ （略） 

   ４ 県における活動体制の整備（防災危機管理局） 

     県は、地震時においては、市町村の被害状況及び救急救助を必要

とする状況を把握し、関係機関が連携して救出救助を行えるよう

連絡、調整する必要があるため、災害対策本部と消防応援活動調整

本部等の連絡体制整備を行う。 

 

 

 

  第２～第５ （略） 

第９節 避難体制の整備 

   （略） 

第１ 避難誘導体制の整備及び誘導方法への習熟 

    （略） 

   １ 避難誘導計画の策定と訓練 

市町村は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、安

全かつ迅速な避難誘導が行えるよう、市町村防災計画等の中に避

難誘導計画をあらかじめ策定し、訓練を行う。その際、複合的な災

害が発生することを考慮するよう努めるものとする。 

なお、避難計画の策定に当たっては、避難の長期化についても考

慮するものとし、やむを得ず指定避難所に滞在することができな

い避難者が必要とする物資や保健医療サービス、正確な情報及び

居住地以外の市町村に避難する避難者が必要な情報や支援・サー

ビスを、容易かつ確実に受け取ることのできる体制の整備にも努

めるものとする。 

   （１）～（６） （略） 

２ 避難行動要支援者に対する避難誘導体制の整備 

   （１） （略） 

   （２）地域住民等の連携 

市町村は、地域住民、自主防災組織や福祉事業者等の協力を得

ながら、平常時より情報伝達体制の整備、避難行動要支援者に関

する情報の把握・共有等の避難行動要支援者の避難誘導体制の

整備を図るものとする。 

また、避難が必要な際に避難行動要支援者に避難を拒否され

ることで避難に時間を要し、避難を誘導・援護する地域住民、自

主防災組織、福祉事業者や消防団の避難の遅れを極力防ぐため、

日頃から避難行動要支援者に対する避難訓練を実施するなど、

避難行動要支援者に対して避難の重要性の認識を普及させ、円

滑に避難を実施できる体制の構築に努めるものとする。 

市町村及び消防機関は、地震時に円滑に救出救助体制が確立で

きるよう、平時から救出隊の編成方法等救出救助体制の整備を行

う。 

   ３ （略） 

   ４ 県における活動体制の整備（防災危機管理局） 

     県は、地震時においては、市町村の被害状況及び救急救助を必要

とする状況を把握し、関係機関が連携して救出救助を行えるよう

連絡、調整する必要があるため、災害対策本部と消防応援活動調整

本部等の連絡体制整備を行う。 

     また、県は、市町村の消防庁舎等の耐震化を含め、消防機関等に

よる被災者の迅速かつ適切な救助・救急活動の実施体制の整備に

ついて、必要に応じて、適切な助言等を行うものとする。 

  第２～第５ （略） 

第９節 避難体制の整備 

   （略） 

第１ 避難誘導体制の整備及び誘導方法への習熟 

    （略） 

   １ 避難誘導計画の策定と訓練 

市町村は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、安

全かつ迅速な避難誘導が行えるよう、市町村防災計画等の中に避

難誘導計画をあらかじめ策定し、訓練を行う。その際、複合的な災

害が発生することを考慮するよう努めるものとする。 

なお、避難計画の策定に当たっては、避難の長期化についても考

慮するものとし、やむを得ず指定避難所等に滞在することができ

ない避難者が必要とする物資や保健医療サービス、正確な情報及

び居住地以外の市町村に避難する避難者が必要な情報や支援・サ

ービスを、容易かつ確実に受け取ることのできる体制の整備にも

努めるものとする。 

   （１）～（６） （略） 

２ 避難行動要支援者に対する避難誘導体制の整備 

   （１） （略） 

   （２）地域住民等の連携 

市町村は、地域住民、自主防災組織や福祉事業者等の協力を得

ながら、平時より情報伝達体制の整備、避難行動要支援者に関す

る情報の把握・共有等の避難行動要支援者の避難誘導体制の整

備を図るものとする。 

また、避難が必要な際に避難行動要支援者に避難を拒否され

ることで避難に時間を要し、避難を誘導・援護する地域住民、自

主防災組織、福祉事業者や消防団の避難の遅れを極力防ぐため、

日頃から避難行動要支援者に対する避難訓練を実施するなど、

避難行動要支援者に対して避難の重要性の認識を普及させ、円

滑に避難を実施できる体制の構築に努めるものとする。 
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旧 新 改正理由 

なお、避難行動要支援者の情報の把握等については、本編第４

章第12節「避難行動要支援者安全確保体制の整備計画」第５「在

宅の避難行動要支援者対策」による。 

   ３ （略） 

   ４ 広域避難体制の整備 

県及び市町村は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合

に円滑な広域一時滞在及び広域避難が可能となるよう、他の地方

公共団体との応援協定の締結や、広域避難における居住者等及び

広域一時滞在における被災住民（以下「広域避難者」という。）の

運送が円滑に実施されるよう運送事業者等との協定の締結に努め

るものとする。 

また、県、市町村及び運送事業者等は、発災時の具体的な避難・

受入方法を含めた計画を定め、関係者間で適切な役割分担を行っ

たうえで広域避難を実施するよう努めるものとする。 

市町村は、指定避難所及び指定緊急避難場所を指定する際に併

せて広域避難及び広域一時滞在の用にも供することについても定

めるなど、他の市町村からの避難者を受け入れることができる施

設等をあらかじめ決定しておくよう努めるものとする。 

県及び市町村は、確実に要配慮者を受け入れることができるよ

う、福祉避難所への広域避難に関する体制を構築するものとする。 

県は、高齢者福祉施設、障がい者支援施設等に対し、あらかじめ、

その所在する県や近隣県における同種の施設、ホテル・旅館等の民

間施設等と施設利用者の受入れに関する災害協定を締結するよう

指導に努め、併せて、その内容を県に登録するよう要請するものと

する。 

県は、あらかじめ、高齢者福祉施設、障がい者支援施設等に対し

て、災害時に派遣可能な職員数の登録を要請することや、関係団体

と災害時の職員派遣協力協定の締結等を行うことにより、介護職

員等の派遣体制の整備に努めるものとする。 

第２ 避難路、指定緊急避難場所・指定避難所の選定・指定及び避難者

の生活環境の整備 

市町村は、地震及び津波により被害を受けるおそれがある住民

全員が避難することができる安全な 

避難路、指定緊急避難場所、指定避難所を選定、指定及び整備し、

住民に周知するものとする。 

     また、市町村長は、避難者の生活環境を整備するため、予め、必

要な措置を講ずるものとする。 

   １～２ （略） 

   ３ 指定緊急避難場所、指定避難所の指定 

   （１） （略） 

（２）指定避難所の指定  

市町村長は、地域的な特性や過去の教訓、想定される災害、感

なお、避難行動要支援者の情報の把握等については、本編第４

章第12節「避難行動要支援者安全確保体制の整備計画」第５「在

宅の避難行動要支援者対策」による。 

   ３ （略） 

   ４ 広域避難体制の整備 

県及び市町村は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合

に円滑な広域一時滞在及び広域避難が可能となるよう、他の地方

公共団体との応援協定の締結や、広域避難における居住者等及び

広域一時滞在における被災住民（以下「広域避難者」という。）の

運送が円滑に実施されるよう運送事業者等との協定の締結に努め

るものとする。 

また、県、市町村及び運送事業者等は、発災時の具体的な避難・

受入方法を含めた計画を定め、関係者間で適切な役割分担を行っ

たうえで広域避難を実施するよう努めるものとする。 

市町村は、指定避難所及び指定緊急避難場所を指定する際に併

せて広域避難及び広域一時滞在の用にも供することについても定

めるなど、他の市町村からの避難者を受け入れることができる施

設等をあらかじめ決定しておくよう努めるものとする。 

県及び市町村は、確実に要配慮者を受け入れることができるよ

う、福祉避難所への広域避難に関する体制を構築するものとする。 

県は、高齢者福祉施設、障がい者支援施設等に対し、あらかじめ、

その所在する県や近隣県における同種の施設、ホテル・旅館等の民

間施設等と施設利用者の受入れに関する災害協定を締結するよう

指導に努め、あわせて、その内容を県に登録するよう要請するもの

とする。 

県は、あらかじめ、高齢者福祉施設、障がい者支援施設等に対し

て、災害時に派遣可能な職員数の登録を要請することや、関係団体

と災害時の職員派遣協力協定の締結等を行うことにより、介護職

員等の派遣体制の整備に努めるものとする。 

第２ 避難路、指定緊急避難場所・指定避難所の選定・指定及び避難者

の生活環境の整備 

市町村は、地震及び津波により被害を受けるおそれがある住民

全員が避難することができる安全な 

避難路、指定緊急避難場所、指定避難所を選定、指定及び整備し、

住民に周知するものとする。 

     また、市町村長は、避難者の生活環境を整備するため、あらかじ

め、必要な措置を講ずるものとする。 

   １～２ （略） 

   ３ 指定緊急避難場所、指定避難所の指定 

   （１） （略） 

（２）指定避難所の指定  

市町村長は、地域的な特性や過去の教訓、想定される災害、感
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染症対策等を踏まえ、災害が発生した場合における適切な避難

所の確保を図るため、災害対策基本法施行令第20条の６で定め

る基準に適合する公共施設その他の施設を、当該施設の管理者（

市町村を除く）の同意を得て、避難者が避難生活を送るために必

要十分な指定避難所をあらかじめ指定し、公示するものとする。 

また、平常時から、指定避難所の場所、収容人数、家庭動物の

受入れ方法等について、住民への周知徹底を図るものとし、災害

時に指定避難所の開設状況や混雑状況等を周知することも想定

し、ホームページやアプリケーション等の多様な手段の整備に

努めるものとする。 

なお、福祉避難所として要配慮者を滞在させることが想定さ

れる施設にあっては、要配慮者の円滑な利用を確保するための

措置が講じられており、また、災害が発生した場合において要配

慮者が相談等の支援を受けることができる体制が整備され、主

として要配慮者を滞在させるために必要な居室が可能な限り確

保されるもの等を指定するものとする。特に、要配慮者に対して

円滑な情報伝達ができるよう、多様な情報伝達手段の確保に努

めるものとする。 

また、学校を指定避難所として指定する場合は、学校が教育活

動の場であることに配慮する。指定避難所としての機能は応急

的なものであることを認識の上、指定避難所となる施設の利用

方法等について、事前に教育委員会等の関係部局や地域住民等

の関係者と調整を図るものとする。学校における指定避難所運

営に関しては、県及び市町村の防災部局と教育関係部局が連携

し、適切な協力体制の構築に努めるものとする。併せて、指定避

難所として指定されている学校の災害時の安全性確保のための

方策を検討するものとする。 

   （３）～（７） （略） 

４ 指定緊急避難場所・指定避難所の機能の整備 

   （１）～（２） （略） 

（３）指定避難所の設備等の整備 

ア 市町村長は、指定避難所に必要な安全性及び良好な居住性

を確保し、発災時に食料、衣料、医薬品その他の生活関連物資

の配布及び保健医療サービスの提供その他避難所に滞在する

避難者の生活環境を整備するために、貯水槽、給水タンク、仮

設トイレ、マンホールトイレ、マット、簡易ベッド、非常用照

明施設、非常用電源、ガス設備、衛星携帯電話・衛星通信を活

用したインターネット機器等の通信機器、テレビ、ラジオ等避

難者による災害情報の入手に資する機器の整備、施設の耐震

性等の安全性の確保のほか、空調、洋式トイレなどは要配慮者

にも配慮した施設整備に努める。また、停電時においても、施

設・設備の機能が確保されるよう、再生可能エネルギーの活用

染症対策等を踏まえ、災害が発生した場合における適切な避難

所の確保を図るため、災害対策基本法施行令第20条の６で定め

る基準に適合する公共施設その他の施設を、当該施設の管理者（

市町村を除く）の同意を得て、避難者が避難生活を送るために必

要十分な指定避難所をあらかじめ指定し、公示するものとする。 

また、平時から、指定避難所の場所、収容人数、家庭動物の受

入れ方法等について、住民への周知徹底を図るものとし、災害時

に指定避難所の開設状況や混雑状況等を周知することも想定し、ホ

ームページやアプリケーション等の多様な手段の整備に努める

ものとする。 

なお、福祉避難所として要配慮者を滞在させることが想定さ

れる施設にあっては、要配慮者の円滑な利用を確保するための

措置が講じられており、また、災害が発生した場合において要配

慮者が相談等の支援を受けることができる体制が整備され、主

として要配慮者を滞在させるために必要な居室が可能な限り確

保されるもの等を指定するものとする。特に、要配慮者に対して

円滑な情報伝達ができるよう、多様な情報伝達手段の確保に努

めるものとする。 

また、学校を指定避難所として指定する場合は、学校が教育活

動の場であることに配慮する。指定避難所としての機能は応急

的なものであることを認識の上、指定避難所となる施設の利用

方法等について、事前に教育委員会等の関係部局や地域住民等

の関係者と調整を図るものとする。学校における指定避難所運

営に関しては、県及び市町村の防災部局と教育関係部局が連携

し、適切な協力体制の構築に努めるものとする。あわせて、指定

避難所として指定されている学校の災害時の安全性確保のため

の方策を検討するものとする。 

   （３）～（７） （略） 

４ 指定緊急避難場所・指定避難所の機能の整備 

   （１）～（２） （略） 

（３）指定避難所の設備等の整備 

ア 市町村長は、指定避難所に必要な安全性及び良好な居住性

を確保し、発災時に食料、衣料、医薬品その他の生活関連物資

の配布及び保健医療サービスの提供その他避難所等に滞在す

る避難者の生活環境を整備するために、貯水槽、給水タンク、

仮設トイレ、マンホールトイレ、マット、簡易ベッド、非常用

照明施設、非常用電源、ガス設備、衛星携帯電話・衛星通信を

活用したインターネット機器等の通信機器、テレビ、ラジオ等

避難者による災害情報の入手に資する機器の整備、施設の耐

震性等の安全性の確保のほか、空調、洋式トイレなどは要配慮

者にも配慮した施設整備に努める。また、停電時においても、

施設・設備の機能が確保されるよう、再生可能エネルギーの活
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を含めた非常用発電設備等の整備に努めるものとする。 

       さらに、燃料貯蔵設備等の整備を図り、燃料供給開始が想定

復旧期間を超える場合などを想定した期間（想定復旧期間が

明らかでない場合は、例えば1週間）の発電が可能となるよう

な燃料の備蓄等を行い、平時から点検、訓練等に努めるものと

する。 

イ 必要に応じ、良好な生活環境を確保するために、あらかじめ

避難所内の空間配置図、レイアウト図などの施設の利用計画

を作成するよう努めるものとする。また、必要に応じ、換気、

照明等の整備にも努める。 

ウ 県及び市町村は、感染症対策のため、平常時から、指定避難

所のレイアウトや動線等を確認しておくとともに、感染症患

者が発生した場合の対応を含め、防災担当部局と保健福祉担

当部局が連携して、必要な措置を講じるよう努めるものとす

る。また、必要な場合には、国や独立行政法人等が所有する研

修施設、ホテル・旅館等の活用を含めて、可能な限り多くの避

難所の開設に努めるものとする。 

エ 指定避難所又はその近傍で地域完結型の備蓄施設を確保し、食

料、飲料水、携帯トイレ、簡易トイレ、常備薬、マスク、消毒

液、体温計、段ボールベッド、パーティション、炊き出し用具、

毛布等避難生活に必要な物資や感染症対策に必要な物資等を

備蓄するよう努める。また、備蓄品の調達にあたっては、要配

慮者、女性、子供にも配慮するものとする。 

オ～キ （略） 

（４）指定緊急避難場所・指定避難所の管理・運営体制整備 

     ア～カ （略） 

キ 県及び市町村は、女性の視点を踏まえた避難所運営を行え

るよう、災害発生時の対応力を培った女性リーダーの育成に

努めるものとする。また、男女共同参画の視点から、男女共同

参画担当部局が災害対応について庁内及び避難所等における

連絡調整を行い、また、男女共同参画センターが地域における

防災活動の推進拠点となるよう、平常時及び災害時における

男女共同参画担当部局及び男女共同参画センターの役割につ

いて，防災担当部局と男女共同参画担当部局が連携し明確化

しておくよう努めるものとする。 

ク 県は、ペットを同行した避難者が安心して指定避難所へ避

難できるよう、「福岡県災害時ペット救護マニュアル」を整備

し、市町村等の関係機関へ周知する。また、指定避難所等にお

けるペット救護施設運営のための人材の育成、災害時動物飼

養管理ボランティアの養成・登録の推進に努めるものとする。 

 

       市町村は、「福岡県災害時ペット救護マニュアル」を参考に、

用を含めた非常用発電設備等の整備に努めるものとする。 

       さらに、燃料貯蔵設備等の整備を図り、燃料供給開始が想定

復旧期間を超える場合などを想定した期間（想定復旧期間が

明らかでない場合は、例えば1週間）の発電が可能となるよう

な燃料の備蓄等を行い、平時から点検、訓練等に努めるものと

する。 

イ 必要に応じ、良好な生活環境を確保するために、あらかじめ

指定避難所内の空間配置図、レイアウト図などの施設の利用

計画を作成するよう努めるものとする。また、必要に応じ、換

気、照明等の整備にも努める。 

ウ 県及び市町村は、感染症対策のため、平時から、指定避難所

のレイアウトや動線等を確認しておくとともに、感染症患者

が発生した場合の対応を含め、防災担当部局と保健福祉担当

部局が連携して、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

また、必要な場合には、国や独立行政法人等が所有する研修施

設、ホテル・旅館等の活用を含めて、可能な限り多くの避難所

の開設に努めるものとする。 

エ 指定避難所又はその近傍で地域完結型の備蓄施設を確保し、食

料、飲料水、携帯トイレ、簡易トイレ、常備薬、マスク、消毒

液、体温計、段ボールベッド、パーティション、炊き出し用具、

毛布等避難生活に必要な物資や感染症対策に必要な物資等を

備蓄するよう努める。また、備蓄品の調達にあたっては、要配

慮者、女性、こどもにも配慮するものとする。 

オ～キ （略） 

（４）指定緊急避難場所・指定避難所の管理・運営体制整備 

     ア～カ （略） 

キ 県及び市町村は、女性の視点を踏まえた避難所運営を行え

るよう、災害発生時の対応力を培った女性リーダーの育成に

努めるものとする。また、男女共同参画の視点から、男女共同

参画担当部局が災害対応について庁内及び避難所等における

連絡調整を行い、また、男女共同参画センターが地域における

防災活動の推進拠点となるよう、平時及び災害時における男

女共同参画担当部局及び男女共同参画センターの役割につい

て，防災担当部局と男女共同参画担当部局が連携し明確化し

ておくよう努めるものとする。 

ク 県は、ペットを同行した避難者が安心して指定避難所等へ

避難できるよう、「福岡県災害時ペット救護マニュアル」を整

備し、市町村等の関係機関へ周知する。また、指定避難所等に

おけるペット救護施設運営のための人材の育成、災害時動物

飼養管理ボランティアの養成・登録の推進に努めるものとす

る。 

       市町村は、「福岡県災害時ペット救護マニュアル」を参考に、
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旧 新 改正理由 

ペット同行避難について市町村防災計画及び避難所運営マニ

ュアルに反映するものとする。 

     ケ （略） 

   （５） （略） 

５ 指定緊急避難場所・指定避難所等の住民への周知 

阪神・淡路大震災では、地震後、自分の地域の指定緊急避難場所

・指定避難所を問い合わせる電話が市町村に殺到し、職員がその対

応に追われ、情報連絡に支障を来したといわれている。また、津波

は地震発生後数分で到達することもあるため、５分以内で避難で

きるよう迅速な避難も重要となる。そのため、市町村は、指定緊急

避難場所・指定避難所等について平常時から以下の方法でより一

層の周知徹底を図る。 

なお、防災マップの作成に当たっては住民も参加する等の工夫

をすることにより、災害からの避難に対する住民等の理解の促進

を図るよう努めるものとする。 

    （１）～（８） （略） 

６ 避難所以外で避難生活を送る避難者等への支援 

県及び市町村は、保健師、福祉関係者、ＮＰＯ等の様々な主体が

地域の実情に応じて実施している状況把握の取組を円滑に行うこ

とができるよう事前に実施主体間の調整を行うとともに、状況把

握が必要な対象者や優先順位付け、個人情報の利用目的や共有範

囲について、あらかじめ、検討するよう努めるものとする。 

 

在宅避難者等が発生する場合や、避難所のみで避難者等を受け

入れることが困難となる場合に備えて、あらかじめ、地域の実情に

応じ、在宅避難者等が利用しやすい場所に在宅避難者等の支援の

ための拠点を設置すること等、在宅避難者等の支援方策を検討す

るよう努めるものとする。 

 

また、やむを得ず車中泊により避難生活を送る避難者が発生す

る場合に備えて、あらかじめ、地域の実情に応じ、車中泊避難を行

うためのスペースを設置すること等、車中泊避難者の支援方策を

検討するよう努めるものとする。その際、車中泊を行うに当たって

の健康上の留意点等の広報や車中泊避難者の支援に必要な物資の

備蓄に努めるものとする。 

   （１）～（２） （略） 

第３ 学校、病院等における避難計画（施設の管理者等） 

   （略） 

   １ （略） 

   （１）～（５） （略） 

   （６）県、市町村への連絡方法（市町村は、小学校就学前の子どもた

ちの安全で確実な避難のため、災害発生時における幼稚園・保育

ペット同行避難について市町村防災計画及び避難所運営マニ

ュアルに反映するものとする。 

     ケ （略） 

   （５） （略） 

５ 指定緊急避難場所・指定避難所等の住民への周知 

阪神・淡路大震災では、地震後、自分の地域の指定緊急避難場所

・指定避難所を問い合わせる電話が市町村に殺到し、職員がその対

応に追われ、情報連絡に支障を来したといわれている。また、津波

は地震発生後数分で到達することもあるため、５分以内で避難で

きるよう迅速な避難も重要となる。そのため、市町村は、指定緊急

避難場所・指定避難所等について平時から以下の方法でより一層

の周知徹底を図る。 

なお、防災マップの作成に当たっては住民も参加する等の工夫

をすることにより、災害からの避難に対する住民等の理解の促進

を図るよう努めるものとする。 

    （１）～（８） （略） 

６ 避難所以外で避難生活を送る避難者等への支援 

県及び市町村は、保健師、福祉関係者、ＮＰＯ等の様々な主体が

地域の実情に応じて実施している状況把握の取組を円滑に行うこ

とができるよう事前に実施主体間の調整を行うとともに、状況把

握が必要な対象者や優先順位付け、個人情報の利用目的や共有範

囲について、あらかじめ、検討するよう努めるものとする。 

指定避難所だけでなく、協定・届出避難所として位置付けられた

避難所についても、あらかじめ情報を把握するとともに、在宅避難

者等が発生する場合や、避難所のみで避難者等を受け入れること

が困難となる場合に備えて、あらかじめ、地域の実情に応じ、在宅

避難者等が利用しやすい場所に在宅避難者等の支援のための拠点

を設置すること等、在宅避難者等の支援方策を検討するよう努め

るものとする。 

また、やむを得ず車中泊により避難生活を送る避難者が発生す

る場合に備えて、あらかじめ、地域の実情に応じ、車中泊避難を行

うためのスペースを設置すること等、車中泊避難者の支援方策を

検討するよう努めるものとする。その際、車中泊を行うに当たって

の健康上の留意点等の広報や車中泊避難者の支援に必要な物資の

備蓄に努めるものとする。 

   （１）～（２） （略） 

第３ 学校、病院等における避難計画（施設の管理者等） 

   （略） 

   １ （略） 

   （１）～（５） （略） 

   （６）県、市町村への連絡方法（市町村は、小学校就学前のこどもた

ちの安全で確実な避難のため、災害発生時における幼稚園・保育
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旧 新 改正理由 

所・認定こども園等の施設と市町村間、施設間の連絡・連携体制

の構築に努めるものとする。） 

   ２ 社会福祉施設等における避難計画（介護保険課・福祉総務課・子

育て支援課・児童家庭課・障がい福祉課・保護･援護課・関係各課、施

設の管理者等） 

   （略） 

   （１）～（５） （略） 

（６）県、市町村への連絡方法（市町村は、小学校就学前の子どもた

ちの安全で確実な避難のため、災害発生時における幼稚園・保育

所・認定こども園等の施設と市町村間、施設間の連絡・連携体制

の構築に努めるものとする。） 

   ３～４ （略） 

第10節  交通・輸送体制の整備 

   （略） 

  第１～第２ （略） 

第３ 緊急輸送体制の整備 

１ 輸送車両等の確保（防災危機管理局、関係各課、市町村、防災関

係機関） 

     県及び市町村は、物資等や被災者の緊急輸送が円滑に実施され

るよう、あらかじめ運送事業者等と物資の保管、荷捌き及び輸送に

係る協定を締結するなど、トラック、船舶、ヘリコプター、無人航

空機等による輸送体制の整備に努めるものとし、協定締結などの

連携強化に当たっては、訓練等を通じて、発災時の連絡先、要請手

続等の確認を行うなど、実効性の確保に留意するものとする。また、

物資供給協定等においても、輸送を考慮した協定締結に努める。 

市町村は、安全が確認された後に、避難行動要支援者を円滑に緊

急避難場所から指定避難所へ移送するため、運送事業者等の協力

を得ながら、移送先及び移送方法等について予め定めるよう努め

るものとする。 

２ 円滑な輸送のための環境整備（関係各課、市町村） 

緊急輸送に係る調整業務等への運送事業者等の参加、物資の輸

送拠点における運送事業者等を主体とした業務の実施、物資の輸

送拠点として運送事業者等の施設を活用するため、あらかじめ協

定を締結しておく、輸送拠点として活用可能な施設を把握してお

くなど協力体制を構築し、運送事業者等のノウハウや能力等を活

用するものとする。 

物資調達・輸送調整等支援システムを活用し、あらかじめ登録さ

れている物資の輸送拠点を速やかに開設できるよう、物資の輸送

拠点の管理者の連絡先や開設手続を関係者間で共有するなど、速

やかな物資支援のための準備に努めるものとする。 

物資の調達・輸送に必要となる情報項目・単位の整理による発注

方法の標準化、物資の輸送拠点となる民間施設への非常用電源、燃

所・認定こども園等の施設と市町村間、施設間の連絡・連携体制

の構築に努めるものとする。） 

   ２ 社会福祉施設等における避難計画（介護保険課・福祉総務課・子

育て支援課・こども福祉課・障がい福祉課・保護･援護課・関係各課、

施設の管理者等） 

   （略） 

   （１）～（４） （略） 

（６）県、市町村への連絡方法（市町村は、小学校就学前のこどもた

ちの安全で確実な避難のため、災害発生時における幼稚園・保育

所・認定こども園等の施設と市町村間、施設間の連絡・連携体制

の構築に努めるものとする。） 

   ３～４ （略） 

第10節  交通・輸送体制の整備 

   （略） 

  第１～第２ （略） 

第３ 緊急輸送体制の整備 

１ 輸送車両等の確保（防災危機管理局、関係各課、市町村、防災関

係機関） 

     県及び市町村は、物資等や被災者の緊急輸送が円滑に実施され

るよう、あらかじめ運送事業者等と物資の保管、荷捌き及び輸送に

係る協定を締結するなど、トラック、船舶、ヘリコプター、無人航

空機等による輸送体制の整備に努めるものとし、協定締結などの

連携強化に当たっては、訓練等を通じて、発災時の連絡先、要請手

続等の確認を行うなど、実効性の確保に留意するものとする。また、

物資供給協定等においても、輸送を考慮した協定締結に努める。 

市町村は、安全が確認された後に、避難行動要支援者を円滑に緊

急避難場所から指定避難所へ移送するため、運送事業者等の協力

を得ながら、移送先及び移送方法等についてあらかじめ定めるよ

う努めるものとする。 

２ 円滑な輸送のための環境整備（関係各課、市町村） 

緊急輸送に係る調整業務等への運送事業者等の参加、物資の輸

送拠点における運送事業者等を主体とした業務の実施、物資の輸

送拠点として運送事業者等の施設を活用するため、あらかじめ協

定を締結しておく、輸送拠点として活用可能な施設を把握してお

くなど協力体制を構築し、運送事業者等のノウハウや能力等を活

用するものとする。 

新物資システム（Ｂ－ＰＬо）を活用し、あらかじめ登録されて

いる物資の輸送拠点を速やかに開設できるよう、物資の輸送拠点

の管理者の連絡先や開設手続を関係者間で共有するなど、速やか

な物資支援のための準備に努めるものとする。 

物資の調達・輸送に必要となる情報項目・単位の整理による発注

方法の標準化、物資の輸送拠点となる民間施設への非常用電源、燃
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旧 新 改正理由 

料貯蔵設備及び非常用通信設備の設置に係る支援、緊急通行車両

等への優先的な燃料供給等の環境整備を推進するものとする。 

   ３ （略） 

４ 緊急輸送道路の啓開体制の整備（県土整備企画課、道路維持課、

関係出先事務所） 

道路管理者は、発災後の緊急輸送道路の障害物の除去（路面変状

の補修や迂回路の整備を含む）による道路啓開、応急復旧を速やか

に実施するため、他の道路管理者及び関係機関と連携して、あらか

じめ道路啓開等の計画を作成するものとし、必要に応じてその見

直しを行うものとする。また、道路管理者は、当該計画も踏まえて、

道路啓開等に必要な人員、資機材の確保等の対策を講じ、建設業者

等との間で協定等を締結に努める等、体制を整備しておくものと

する。 

また、自衛隊の災害派遣への対応も円滑に行えるよう受入れ体

制の整備に努めるものとする。 

さらに、県及び市町村は災害応急対策への協力が期待される建

設業団体等の担い手の確保・育成に取り組むものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ５ 港湾等の啓開体制の整備（県土整備企画課、港湾課、水産振興課

、関係出先事務所） 

    （略） 

第11節 保健医療福祉活動の調整 

   （略） 

〈主な実施機関〉 

    県（保健医療介護部、福祉労働部） 

第１ 保健医療福祉活動調整体制（保健医療介護部各課（室）、保健福

祉（環境）事務所、福祉労働部福祉総務課） 

県は、県内で大規模災害が発生した場合には、速やかに、保健所、

保健医療活動チーム（ＤＭＡＴ、ＪＭＡＴ、日本赤十字社救護班、

ＤＰＡＴ等の医療救護班、保健師班、栄養士班その他の災害対策に

係る保健医療活動を行うチーム（県外から派遣されたチームを含

む。）をいう。）その他の保健医療福祉活動に係る関係機関との情報

連携等を行うため、保健医療福祉調整本部を設置する。 

 

 

料貯蔵設備及び非常用通信設備の設置に係る支援、緊急通行車両

等への優先的な燃料供給等の環境整備を推進するものとする。 

   ３ （略） 

４ 道路啓開体制の整備（道路維持課、関係機関） 

 

道路管理者は、自然災害発生後の道路の障害物の除去による道

路啓開を迅速に行うため、道路法等に基づき、協議会の設置によっ

て他の道路管理者及び関係機関と連携して、あらかじめ道路啓開

計画を作成するとともに、定期的な見直しを行う。また、道路管理

者は、道路啓開、応急復旧等に必要な人員、資機材の確保等につい

て、民間団体等との協定の締結を推進する。 

 

 

また、自衛隊の災害派遣への対応も円滑に行えるよう受入れ体

制の整備に努めるものとする。 

さらに、県及び市町村は災害応急対策への協力が期待される建

設業団体等の担い手の確保・育成に取り組むものとする。 

   ５ 災害における交通マネジメント 

（１）九州地方整備局は、災害時に、渋滞緩和や交通量抑制により、

復旧活動、経済活動及び日常生活への交通混乱の影響を最小限

に留めることを目的に、必要に応じて「災害時交通マネジメント

検討会（以下、「検討会」という。）」を組織する。 

（２）県は、自ら必要と認めたとき又は市町村の要請があったときは

、九州地方整備局に検討会の開催を要請し、災害時の交通マネジ

メントに努める。 

   ６ 港湾等の啓開体制の整備（県土整備企画課、港湾課、水産振興課

、関係出先事務所） 

    （略） 

第11節 保健医療福祉活動の調整 

   （略） 

〈主な実施機関〉 

    県（保健医療介護部、福祉こども政策部） 

第１ 保健医療福祉活動調整体制（保健医療介護部各課（室）、保健福

祉（環境）事務所、福祉こども政策部福祉総務課） 

県は、県内で大規模災害が発生した場合には、速やかに、保健所、

保健医療福祉活動チーム（ＤＭＡＴ、ＪＭＡＴ、日本赤十字社救護

班、ＤＰＡＴ等の医療救護班、保健師等チームその他の災害対策に

係る保健医療福祉活動を行うチーム（県外から派遣されたチーム

を含む。）をいう。）その他の保健医療福祉活動に係る関係機関との

情報連携等を行うため、保健医療福祉調整本部（災害時保健医療福

祉活動支援システム（Ｄ２４Ｈ）等のシステムの活用体制を含む）

を設置する。 

 

 

 

防災基本計画（R7.7修正）

および国土交通省防災業務

計画(R7.7修正)に基づく修
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記載箇所の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織再編のため 

 

 

 

防災基本計画（R7.7修正）

に基づく修正 

 

 

記載の適正化 
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１ 福岡県保健医療福祉調整本部 

    （略） 

   （１）本部の構成 

保健医療福祉調整本部には、保健医療介護部各課（室）及び保健

所、福祉労働部福祉総務課の職員、災害医療コーディネーター、災

害薬事コーディネーター等の関係者が参画し、相互に連携して、当

該保健医療福祉調整本部に係る事務を行う。 

（２）本部会議の開催 

      災害の超急性期から慢性期までのフェーズ毎に保健医療介護部

各課（室）が中心となって行う医療救護活動、健康管理支援及び精

神保健医療等に関する情報連携等を図るため、本部長は必要に応

じて副本部長及び本部員を招集し、本部会議を開催する。 

 

第２ 災害時健康危機管理支援チーム（保健医療介護総務課・保健福祉

（環境）事務所） 

（１）人材の育成 

     （略） 

   （２）派遣調整 

      保健医療福祉調整本部は、保健医療活動の総合調整を円滑に

行うため、必要に応じて災害時健康危機管理支援チーム（ＤＨＥ

ＡＴ）の派遣調整を行う。 

 

第12節 医療救護体制の整備 

   （略） 

  第１ （略） 

第２ 医療救護体制の整備（医療指導課、健康増進課こころの健康づく

り推進室、市町村、医療機関） 

１ 情報収集・連絡体制の整備 

（１） （略） 

（２）広域災害・救急医療情報システムの整備 

災害時における医療機関の被害状況、医療従事者の支援・要請

状況、医療機関の診療の可否、受入可能患者数、患者転送要請数

等、医療情報の迅速かつ的確な収集、伝達及び速やかな医療救護

活動の実施を図るため、県救急医療情報センタ－の広域災害・救

急医療情報システムを拡充強化するとともに、災害時において

積極的な活用が図られるよう、災害拠点病院、災害拠点精神科病

院及び救急病院等は、平常時から情報入力を確実に行う。 

ア～エ （略） 

   ２～３ （略） 

県は、平時から保健医療福祉活動チームと合同での訓練や研修、

会議の開催等により、災害時の保健医療福祉活動に係る関係者間

の連携体制の構築や共通認識の醸成に努めるものとする。 

１ 福岡県保健医療福祉調整本部 

    （略） 

   （１）本部の構成 

保健医療福祉調整本部には、保健医療介護部各課（室）及び保健

所、福祉こども政策部福祉総務課の職員、災害医療コーディネータ

ー、災害薬事コーディネーター等の関係者が参画し、相互に連携し

て、当該保健医療福祉調整本部に係る事務を行う。 

（２）本部会議の開催 

      災害の超急性期から慢性期までのフェーズごとに保健医療介

護部各課（室）が中心となって行う医療救護活動、健康管理支援

及び精神保健医療等に関する情報連携等を図るため、本部長は

必要に応じて副本部長及び本部員を招集し、本部会議を開催す

る。 

第２ 災害時健康危機管理支援チーム（保健医療介護総務課・保健福祉

（環境）事務所） 

（１）人材の育成 

     （略） 

   （２）派遣調整 

      保健医療福祉調整本部は、保健医療福祉活動の総合調整の円

滑な実施や被災者の健康管理を応援するため、必要に応じて災

害時健康危機管理支援チーム（ＤＨＥＡＴ）や保健師等チームの

派遣調整を行う。 

第12節 医療救護体制の整備 

   （略） 

  第１ （略） 

第２ 医療救護体制の整備（医療指導課、健康増進課こころの健康づく

り推進室、市町村、医療機関） 

１ 情報収集・連絡体制の整備 

（１） （略） 

（２）広域災害・救急医療情報システムの整備 

災害時における医療機関の被害状況、医療従事者の支援・要請

状況、医療機関の診療の可否、受入可能患者数、患者転送要請数

等、医療情報の迅速かつ的確な収集、伝達及び速やかな医療救護

活動の実施を図るため、県救急医療情報センタ－の広域災害・救

急医療情報システムを拡充強化するとともに、災害時において

積極的な活用が図られるよう、災害拠点病院、災害拠点精神科病

院及び救急病院等は、平時から情報入力を確実に行う。 

ア～エ （略） 

   ２～３ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

組織再編のため 

 

 

 

字句の修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画（R7.7修正）

に基づく修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

字句の修正 

 

 



福岡県地域防災計画（地震・津波対策編）修正素案新旧対照表                       

 58 / 117 

旧 新 改正理由 

   ４ 災害拠点病院等の整備 

    （略） 

   （１）災害拠点病院 

    （略） 

     ア～イ （略） 

     ウ 施設整備 

（略） 

（ア）～（ウ） （略） 

（エ）被災によるライフライン機能停止時の応急的な診療機能

の確保のための貯水槽、再生可能エネルギー等の自家発電

装置等の整備、医薬品・医療用材料、食料の備蓄 

資料編Ⅰ  救急医療体制－災害拠点病院一覧表 参照 

   （２）～（４） （略） 

５ （略） 

６ 医療機関の災害対策 

医療機関は、自ら被災することを想定して災害対策マニュアル

を作成するとともに業務継続計画の作成に努めるものとする。 

また、作成したマニュアルに基づく自主訓練を行うなど、各医療

機関レベルでの災害対策を講じるものとする。 

   ７～８ （略） 

  第３ （略） 

第４ 広域的医療救護活動の調整 

   １ 他県、国等への応援要請（医療指導課・健康増進課こころの健康

づくり推進室・防災危機管理局） 

県は、多くの負傷者が発生し、医療救護活動が円滑に実施できな

い場合、他県や国等に対し、医療救護班や災害派遣医療チーム（Ｄ

ＭＡＴ）等の派遣及び傷病者の受入れを要請するため、その要請手

続きを定めるとともに、円滑な医療救護活動が実施できるよう移

動手段の確保等についての支援体制の構築を図るものとする。 

２ ＤＭＡＴ運用体制の整備（医療指導課） 

災害急性期（災害発生から48時間以内）に災害現場へ迅速に出動

し、活動できる災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）運用体制の整備・

充実を図るものとする。 

また、県は、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の充実強化や実践

的な訓練、ドクターヘリのの災害時の運用要領の策定や複数機の

ドクターヘリ等が離着陸可能な参集拠点等の確保の運用体制の構

築等を通じて，救急医療活動等の支援体制の整備に努めるものと

する。 

さらに、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）から中長期的な医療を

担うチームへ円滑な引継ぎができるよう、災害医療コーディネー

ター及び災害時小児周産期リエゾンも参加する訓練等を通じて、

派遣調整を行うスキームの一層の改善に努めるものとする。 

   ４ 災害拠点病院等の整備 

    （略） 

   （１）災害拠点病院 

    （略） 

     ア～イ （略） 

     ウ 施設整備 

（略） 

（ア）～（ウ） （略） 

（エ）被災によるライフライン機能停止時の応急的な診療機能

の確保のための貯水槽、再生可能エネルギー等の自家発電

装置等の整備、燃料、医薬品・医療用材料、食料の備蓄 

資料編Ⅰ  救急医療体制－災害拠点病院一覧表 参照 

   （２）～（４） （略） 

５ （略） 

６ 医療機関の災害対策 

医療機関は、自ら被災することを想定して災害対策マニュアル

を作成するとともに業務継続計画の作成に努めるものとする。 

また、作成したマニュアルに基づく自主訓練を行うなど、各医療

機関レベルでの災害対策を講ずるものとする。 

   ７～８ （略） 

  第３ （略） 

第４ 広域的医療救護活動の調整 

   １ 他県、国等への応援要請（医療指導課・健康増進課こころの健康

づくり推進室・薬務課・防災危機管理局） 

県は、多くの負傷者が発生し、医療救護活動が円滑に実施できな

い場合、他県や国等に対し、医療救護班や災害派遣医療チーム（Ｄ

ＭＡＴ）等の派遣及び傷病者の受入れを要請するため、その要請手

続きを定めるとともに、円滑な医療救護活動が実施できるよう移

動手段の確保等についての支援体制の構築を図るものとする。 

２ ＤＭＡＴ運用体制の整備（医療指導課） 

災害急性期（災害発生から48時間以内）に災害現場へ迅速に出動

し、活動できる災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）運用体制の整備・

充実を図るものとする。 

また、県は、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の充実強化や実践

的な訓練、ドクターヘリの災害時の運用要領の策定や複数機のド

クターヘリ等が離着陸可能な参集拠点等の確保の運用体制の構築

等を通じて，救急医療活動等の支援体制の整備に努めるものとす

る。 

さらに、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）から中長期的な医療を

担うチームへ円滑な引継ぎができるよう、災害医療コーディネー

ター、災害時小児周産期リエゾン及び災害薬事コーディネーター

も参加する訓練等を通じて、派遣調整を行うスキームの一層の改
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字句の修正 
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字句の修正 

 

 

 

 

 

防災基本計画（R7.7修正）

に基づく修正 
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   ３ （略） 

 

 

 

４ ＤＷＡＴ運用体制の整備（福祉総務課） 

県は、災害時の福祉支援体制の整備のため、災害派遣福祉チーム

（ＤＷＡＴ）の整備・充実を図るものとする。 

  第５ （略） 

第13節 要配慮者安全確保体制の整備 

要配慮者及び避難行動要支援者（以下「要配慮者等」という。）

は、自力避難や災害の認識、情報の受理等が困難な状況にあるため、

県、市町村、避難行動要支援者が利用している社会福祉施設等の管

理者は、災害等からの要配慮者等の安全確保に一層努める。また、

著しい高齢化が進行していることも踏まえ、福祉的な支援の充実

を図るものとする。 

当該機関は相互に連携するとともに、消防団、自主防災組織等の

防災関係機関、平常時から避難行動要支援者と接している社会福

祉協議会、民生委員、児童委員、障がい者団体等の福祉関係者、近

隣住民、介護保険事業者、障がい福祉サービス事業者、ボランティ

ア等の多様な主体の協力・参画により、要配慮者等を支援する体制

づくりを推進し、平常時の所在把握・共有や情報伝達体制の整備、

避難支援計画の策定、避難誘導体制の整備、避難訓練の実施、発災

後の迅速な避難誘導、安否確認等、要配慮者等の安全確保を図るも

のとする。 

〈主な実施機関〉 

 県（保健医療介護部・福祉労働部・人づくり・県民生活部・商工部・

総務部）、市町村、社会福祉施設管理者、介護老人保健施設管理者、

病院管理者 

第１ 基本的事項 

   １～２ （略） 

   ３ 個別避難計画の作成・利用・提供 

市町村は、市町村地域防災計画に基づき、防災担当部局や福祉担

当部局など関係部局の連携の下、郡市医師会、福祉専門職、社会福

祉協議会、民生委員、地域住民、ＮＰＯ等の避難支援等に携わる関

係者と連携して、名簿情報に係る避難行動要支援者ごとに、作成の

同意を得て、個別避難計画を作成するよう努めるものとする。この

場合、地域特有の課題に留意するものとする。また、個別避難計画

については、避難行動要支援者の状況の変化、ハザードマップの見

直しや更新、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合の避難

方法等の変更等を適切に反映したものとなるよう、必要に応じて

更新するとともに、庁舎の被災等の事態が生じた場合においても、

善に努めるものとする。 

   ３ （略） 

４ 災害薬事コーディネーター運用体制の整備（薬務課） 

県は、災害時の薬事・衛生提供体制の整備のため、災害薬事コー

ディネーターの整備・充実を図るものとする。 

５ ＤＷＡＴ運用体制の整備（福祉総務課） 

県は、災害時の福祉支援体制の整備のため、災害派遣福祉チーム

（ＤＷＡＴ）の整備・充実を図るものとする。 

  第５ （略） 

第13節 要配慮者安全確保体制の整備 

要配慮者及び避難行動要支援者（以下「要配慮者等」という。）

は、自力避難や災害の認識、情報の受理等が困難な状況にあるため、

県、市町村、避難行動要支援者が利用している社会福祉施設等の管

理者は、災害等からの要配慮者等の安全確保に一層努める。また、

著しい高齢化が進行していることも踏まえ、福祉的な支援の充実

を図るものとする。 

当該機関は相互に連携するとともに、消防団、自主防災組織等の

防災関係機関、平時から避難行動要支援者と接している社会福祉

協議会、民生委員、児童委員、障がい者団体等の福祉関係者、近隣

住民、介護保険事業者、障がい福祉サービス事業者、ボランティア

等の多様な主体の協力・参画により、要配慮者等を支援する体制づ

くりを推進し、平時の所在把握・共有や情報伝達体制の整備、避難

行動要支援者名簿及び個別避難計画の作成、避難誘導体制の整備、

避難訓練の実施、発災後の迅速な避難誘導、安否確認等、要配慮者

等の安全確保を図るものとする。 

〈主な実施機関〉 

 県（保健医療介護部・福祉こども政策部・市町村・地域振興部・人材

育成・活躍推進部・商工部・総務部）、市町村、社会福祉施設管理者、

介護老人保健施設管理者、病院管理者 

第１ 基本的事項 

   １～２ （略） 

   ３ 個別避難計画の作成・利用・提供 

市町村は、市町村地域防災計画に基づき、防災担当部局や福祉担

当部局など関係部局の連携の下、郡市医師会、福祉専門職、社会福

祉協議会、民生委員、地域住民、ＮＰＯ等の避難支援等に携わる関

係者と連携して、名簿情報に係る避難行動要支援者ごとに、作成の

同意を得て、個別避難計画を作成するよう努めるものとする。この

場合、地域特有の課題に留意するものとする。また、個別避難計画

については、避難行動要支援者の状況の変化、ハザードマップの見

直しや更新、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合の避難

方法等の変更等を適切に反映したものとなるよう、必要に応じて

更新するとともに、庁舎の被災等の事態が生じた場合においても、
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旧 新 改正理由 

計画の活用に支障が生じないよう、個別避難計画情報の適切な管

理に努めるものとする。 

市町村は、被災者支援業務の迅速化・効率化のため、個別避難計

画の作成等にデジタル技術を活用するよう積極的に検討するもの

とする。 

 

 

 

市町村は、個別避難計画の実効性を確保する観点等から、多様な

主体の協力を得ながら、避難行動要支援者に対する情報伝達体制

の整備、避難支援・安否確認体制の整備、避難訓練の実施等を一層

図るものとする。 

県は、市町村における個別避難計画に係る取組に関して、事例や

留意点などの提示、研修会の実施等の取組を通じた支援に努める

ものとする。 

   （１）～（６） （略） 

   （７）個別避難計画が作成されていない避難行動要支援者への対応 

市町村は、個別避難計画が作成されていない避難行動要支援

者についても、避難支援等が円滑かつ迅速に実施されるよう、平

常時から、避難支援等に携わる関係者への必要な情報の提供、関

係者間の事前の協議・調整その他の避難支援体制の整備など、必

要な配慮をするものとする。 

   （８） （略） 

第２ 社会福祉施設、病院等の対策（医療指導課・介護保険課・障がい

福祉課・子育て支援課・こども福祉課・保護･援護課・福祉総務課・男

女共同参画推進課・防災危機管理局、市町村、社会福祉施設、病院

等の管理者） 

１ 組織体制の整備 

   （１）県及び市町村の役割 

県及び市町村は災害対応マニュアルの作成・配布等を通じ、社

会福祉施設、病院等の管理者を指導・支援し、災害時の要配慮者

等の安全確保のための組織・体制の整備を促進するとともに、自

主防災組織や事業所の防災組織等の整備及び指導を通じ、それ

らの防災組織と社会福祉施設、病院等との連携を図り、要配慮者

等の安全確保に関する協力体制を整備する。 

また、災害発生時における社会福祉施設等の被災に伴う転所

等に備えるため、施設相互間の協力体制の整備に努める。 

県は、大規模災害発生時に、円滑かつ迅速に被災施設を支援で

きるよう、県内の各施設における介護職員等の派遣可能人数等

を、また、被災高齢者・障がいのある人（児）の円滑かつ迅速な

受入れができるよう、県内の各施設における被災高齢者等の受

入れ可能人数等を把握できる体制の整備に平常時から努めるも

計画の活用に支障が生じないよう、個別避難計画情報の適切な管

理に努めるものとする。 

市町村は、被災者支援業務の迅速化・効率化のため、個別避難計

画の作成等にデジタル技術を活用するよう積極的に検討するもの

とする。 

市町村（県）は、個別避難計画の作成を促進するため、避難行動

要支援者や避難支援等に携わる関係者に対し、制度の周知・啓発等

に努めるものとする。 

市町村は、個別避難計画の実効性を確保する観点等から、多様な

主体の協力を得ながら、避難行動要支援者に対する情報伝達体制

の整備、避難支援・安否確認体制の整備、避難訓練の実施等を一層

図るものとする。 

県は、市町村における個別避難計画に係る取組に関して、事例や

留意点などの提示、研修会や訓練の実施等の取組を通じた支援に

努めるものとする。 

   （１）～（６） （略） 

   （７）個別避難計画が作成されていない避難行動要支援者への対応 

市町村は、個別避難計画が作成されていない避難行動要支援

者についても、避難支援等が円滑かつ迅速に実施されるよう、平

時から、避難支援等に携わる関係者への必要な情報の提供、関係

者間の事前の協議・調整その他の避難支援体制の整備など、必要

な配慮をするものとする。 

   （８） （略） 

第２ 社会福祉施設、病院等の対策（医療指導課・介護保険課・障がい

福祉課・子育て支援課・こども福祉課・保護･援護課・福祉総務課・男

女共同参画推進課・防災危機管理局、市町村、社会福祉施設、病院

等の管理者） 

１ 組織体制の整備 

   （１）県及び市町村の役割 

県及び市町村は災害対応マニュアルの作成・配布等を通じ、社

会福祉施設、病院等の管理者を指導・支援し、災害時の要配慮者

等の安全確保のための組織・体制の整備を促進するとともに、自

主防災組織や事業所の防災組織等の整備及び指導を通じ、それ

らの防災組織と社会福祉施設、病院等との連携を図り、要配慮者

等の安全確保に関する協力体制を整備する。 

また、災害発生時における社会福祉施設等の被災に伴う転所

等に備えるため、施設相互間の協力体制の整備に努める。 

県は、大規模災害発生時に、円滑かつ迅速に被災施設を支援で

きるよう、県内の各施設における介護職員等の派遣可能人数等

を、また、被災高齢者・障がいのある人（児）の円滑かつ迅速な

受入れができるよう、県内の各施設における被災高齢者等の受

入れ可能人数等を把握できる体制の整備に平時から努めるもの
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旧 新 改正理由 

のとする。 

   （２） （略） 

   ２ 防災設備等の整備 

   （１）県及び市町村の役割 

県及び市町村は、社会福祉施設、介護老人保健施設及び病院等

の管理者を指導・支援し、災害時の要配慮者等の安全確保のため

の防災設備等の整備や、施設機能維持のための備蓄（水、電力、

医薬品、非常用電源等）の推進、避難等の防災訓練の計画的な実

施を促進する。 

   （２）社会福祉施設、介護老人保健施設及び病院等の管理者の役割 

社会福祉施設、介護老人保健施設及び病院等の管理者は、施設

の立地や構造等に留意し、施設そのものの災害に対する安全性

を高めるとともに、災害後の施設入所者の生活維持のための物

資及び防災資機材等の整備を行う。 

また、災害発生に備え、要配慮者等自身の災害対応能力を考慮

し、消防機関等への緊急通報、避難誘導等のための防災設備及び

体制の整備を行う。 

さらに、発災後72時間の事業継続が可能となる非常用電源を

確保するよう努めるものとする。 

３ 要配慮者等を考慮した防災基盤の整備（保健医療介護部・福祉労

働部・総務部・県土整備部・建築都市部、市町村） 

（略） 

第３ 幼稚園・学校等対策（子育て支援課・私学振興課･義務教育課・

特別支援教育課、市町村） 

     県及び市町村は、小学校就学前の子どもたちの安全で確実な避

難のため、幼稚園・保育所・認定こども園等の管理責任者を指導・

支援し、災害時における幼児の安全確保の方法、保護者等との連絡

体制、施設と市町村間、施設間の連絡・連携体制等の整備や避難訓

練等の防災訓練の計画的な実施を促進する。 

県及び市町村は、幼稚園・保育所・認定こども園・学校等が保護

者との間で、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合におけ

る児童・生徒等の保護者への引渡しに関するルールを、あらかじめ

定めるよう促すものとする。 

  第４ 在宅の要配慮者等対策（高齢者地域包括ケア推進課･障がい福祉

課・がん感染症疾病対策課・防災危機管理局、市町村） 

１ 組織体制の整備 

県及び市町村は、一人暮らしの高齢者や寝たきりの高齢者、障が

いのある人、難病患者等の避難行動要支援者の分布を把握し、自主

防災組織や事業所の防災組織等の整備及び指導を通じ、災害時に

地域全体で避難行動要支援者をバックアップする情報伝達、救助

等の体制づくりを行う。障がいのある人に対し適切な情報を提供

するため、災害ボランティア本部などを通じ専門的技術を有する

とする。 

   （２） （略） 

   ２ 防災設備等の整備 

   （１）県及び市町村の役割 

県及び市町村は、社会福祉施設、介護老人保健施設及び病院等

の管理者を指導・支援し、災害時の要配慮者等の安全確保のため

の防災設備等の整備や、施設機能維持のための備蓄（水、電力、

医薬品、非常用電源、燃料等）の推進、避難等の防災訓練の計画

的な実施を促進する。 

   （２）社会福祉施設、介護老人保健施設及び病院等の管理者の役割 

社会福祉施設、介護老人保健施設及び病院等の管理者は、施設

の立地や構造等に留意し、施設そのものの災害に対する安全性

を高めるとともに、災害後の施設入所者の生活維持のための物

資及び防災資機材等の整備を行う。 

また、災害発生に備え、要配慮者等自身の災害対応能力を考慮

し、消防機関等への緊急通報、避難誘導等のための防災設備及び

体制の整備を行う。 

さらに、発災後72時間の事業継続が可能となる非常用電源及

び燃料を確保するよう努めるものとする。 

３ 要配慮者等を考慮した防災基盤の整備（保健医療介護部・福祉こ

ども政策部・総務部・県土整備部・建築都市部、市町村） 

（略） 

第３ 幼稚園・学校等対策（子育て支援課・私学振興課・義務教育課・

特別支援教育課、市町村） 

     県及び市町村は、小学校就学前のこどもたちの安全で確実な避

難のため、幼稚園・保育所・認定こども園等の管理責任者を指導・

支援し、災害時における幼児の安全確保の方法、保護者等との連絡

体制、施設と市町村間、施設間の連絡・連携体制等の整備や避難訓

練等の防災訓練の計画的な実施を促進する。 

県及び市町村は、幼稚園・保育所・認定こども園・学校等が保護

者との間で、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合におけ

る児童・生徒等の保護者への引渡しに関するルールを、あらかじめ

定めるよう促すものとする。 

  第４ 在宅の要配慮者等対策（高齢者地域包括ケア推進課･障がい福祉

課・がん感染症疾病対策課・防災危機管理局、市町村） 

１ 組織体制の整備 

県及び市町村は、一人暮らしの高齢者や寝たきりの高齢者、障が

いのある人、難病患者等の避難行動要支援者の分布を把握し、自主

防災組織や事業所の防災組織等の整備及び指導を通じ、災害時に

地域全体で避難行動要支援者をバックアップする情報伝達、救助

等の体制づくりを行う。障がいのある人に対し適切な情報を提供

するため、災害ボランティア本部などを通じ専門的技術を有する
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旧 新 改正理由 

手話通訳者及び手話ボランティア等の確保や、「スマートフォンを

活用した防災情報提供アプリ「ふくおか防災ナビ・まもるくん」、

福岡県防災情報等メール配信システム「防災メール・まもるくん」

の更なる普及促進に努める。 

２ （略） 

３ 要配慮者等を考慮した防災基盤の整備（保健医療介護部・福祉労

働部・総務部・県土整備部・建築都市部、市町村） 

 （略） 

第５～第６ （略） 

第７ 外国人等への支援対策 

 １ 外国人の支援対策（国際政策課、市町村） 

  （略） 

 （１） （略） 

 （２）情報伝達体制の整備 

県は、防災気象情報の伝達や被災外国人の安否情報等につい

て、「スマートフォンを活用した防災情報提供アプリ「ふくおか

防災ナビ・まもるくん」、福岡県防災情報等メール配信システム

「防災メール・まもるくん」による英語等での伝達手段の整備を

推進する。 

   （３） （略） 

   ２ （略） 

第８ （略） 

第９ 要配慮者等への防災教育・訓練等の実施（総務部・福祉労働部、

市町村） 

  （略） 

第14節 災害ボランティアの活動環境等の整備 

大規模な災害の発生において、被災者の多様なニーズにきめ細

かに対応するためには、ボランティアの参加・協力が不可欠である。

そのため、平常時から地域団体、ＮＰＯ・ボランティア等の活動支

援やリーダーの育成を図るとともに、ＮＰＯ・ボランティア等と協

力して、発災時の災害ボランティアとの連携について検討するも

のとする。 

     また、ボランティアの自主性を尊重しつつ、日本赤十字社、社会

福祉協議会及びＮＰＯ等との連携を図るとともに、災害中間支援

組織（ＮＰＯ・ボランティア等の活動支援や活動調整を行う組織）

を含めた連携体制の構築を図り、災害時においてボランティア活

動が円滑に行われるよう、その活動環境の整備を図るものとする。 

県は、災害発生時における官民連携体制の強化を図るため、県域

において活動を行う災害中間支援組織の育成・機能強化に努める

とともに、県防災計画等において、当該災害中間支援組織や県域に

おいて災害ボランティアセンターの運営を支援する者（県社会福

祉協議会等）との役割分担等をあらかじめ定めるよう努めるもの

手話通訳者及び手話ボランティア等の確保や、「スマートフォンを

活用した防災情報提供アプリ「ふくおか防災ナビ・まもるくん」の

更なる普及促進に努める。 

 

２ （略） 

３ 要配慮者等を考慮した防災基盤の整備（保健医療介護部・福祉こ

ども政策部・総務部・県土整備部・建築都市部、市町村） 

 （略） 

第５～第６ （略） 

第７ 外国人等への支援対策 

 １ 外国人の支援対策（国際政策課、市町村） 

  （略） 

 （１） （略） 

 （２）情報伝達体制の整備 

県は、防災気象情報の伝達や被災外国人の安否情報等につい

て、「スマートフォンを活用した防災情報提供アプリ「ふくおか

防災ナビ・まもるくん」による英語等での伝達手段の整備を推進

する。 

 

   （３） （略） 

   ２ （略） 

第８ （略） 

第９ 要配慮者等への防災教育・訓練等の実施（総務部・福祉こども政

策部、市町村） 

  （略） 

第14節 災害ボランティアの活動環境等の整備・連携体制の強化 

大規模な災害の発生において、被災者の多様なニーズにきめ細

かに対応するためには、ボランティアの参加・協力が不可欠である。

そのため、平時から地域団体、ＮＰＯ・ボランティア等の活動支援

やリーダーの育成を図るとともに、ＮＰＯ・ボランティア等と協力

して、発災時の災害ボランティアとの連携について検討するもの

とする。 

     また、ボランティアの自主性を尊重しつつ、日本赤十字社、社会

福祉協議会及びＮＰＯ等との連携を図るとともに、災害中間支援

組織（ＮＰＯ・ボランティア等の活動支援や活動調整を行う組織）

を含めた連携体制の構築を図り、災害時においてボランティア活

動が円滑に行われるよう、その活動環境の整備を図るものとする。 

県は、災害発生時における官民連携体制の強化を図るため、県域

において活動を行う災害中間支援組織の育成・機能強化に努める

とともに、県防災計画等において、当該災害中間支援組織や県域に

おいて災害ボランティアセンターの運営を支援する者（県社会福

祉協議会等）との役割分担等をあらかじめ定めるよう努めるもの

 

メールまもるくんの廃止の

ため 

 

 

組織再編のため 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メールまもるくんの廃止の

ため 

 

 

 

 

組織再編のため 

 

 

防災基本計画（R7.7修正）
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旧 新 改正理由 

とする。 

市町村は、災害発生時における官民連携体制の強化を図るため、

市町村地域防災計画等において、災害ボランティアセンターを運

営する者（市町村社会福祉協議会等）との役割分担等を定めるよう

努めるものとする。特に災害ボランティアセンターの設置予定場

所については、市町村地域防災計画に明記する、相互に協定を締結

する等により、あらかじめ明確化しておくよう努めるものとする。 

 

 

 

 

 

〈主な実施機関〉 

    県（総務部・人づくり・県民生活部・福祉労働部・その他関係部局）、市

町村、災害中間支援組織、社会福祉協議会、日本赤十字社福岡県支部、

関係機関 

  第１ （略） 

第２ 災害ボランティアの受入体制の整備 

   １ 福岡県社会福祉協議会 

社会福祉協議会は、厚生労働省防災業務計画において、災害時の

ボランティア活動の第一線の拠点として、被災者ニーズの把握や

具体的活動内容の指示、必要な物資の提供等を行うこととされて

いる。 

災害の発生時のボランティアの受け入れは、市町村災害ボラン

ティア連絡会が中心となって、市町村災害ボランティアセンター

を立ち上げ、福岡県社会福祉協議会はその支援を行う。 

福岡県社会福祉協議会は、災害発生時に市町村社会福祉協議会

が円滑に災害ボランティアセンターを立ち上げられるよう、平常

時から行政、関係団体等と連携し、次のような準備、取り組みを行

う。 

   （１）～（２） （略） 

２ 行政の役割（防災危機管理局・福祉総務課・社会活動推進課・関

係各課、市町村） 

（１）県における役割 

県は、災害ボランティアの活動環境として、社会福祉協議会、

災害中間支援組織、ＮＰＯ・ボランティア等と連携し、平常時よ

りボランティア活動や避難所運営等に関する研修や訓練の制度、災

害時におけるボランティア活動の受入れや調整を行う体制、ボ

ランティア活動の拠点及び活動資機材やその保管場所の確保、

活動上の安全確保、被災者ニーズ等の情報提供方策等について

の整備等に努めるとともに、そのための意見交換を行う情報共

有会議の整備・強化を、研修や訓練を通じて推進するものとする。 

とする。 

市町村は、災害発生時における官民連携体制の強化を図るため、

市町村地域防災計画等において、災害ボランティアセンターを運

営する者（市町村社会福祉協議会等）との役割分担等を定めるよう

努めるものとする。特に災害ボランティアセンターの設置予定場

所については、市町村地域防災計画に明記する、相互に協定を締結

する等により、あらかじめ明確化しておくよう努めるものとする。 

県及び市町村は、広報活動、啓発活動等を通じて、ボランティア

による防災活動に関する事業者及び国民の関心と理解を深めると

ともに、休暇の取得の促進その他のボランティアによる防災活動

への国民の参加を促進するため必要な措置（高速道路の無料化等）

を講ずるものとする。 

〈主な実施機関〉 

    県（総務部・市町村・地域振興部・人材育成・活躍推進部・福祉こども

政策部・その他関係部局）、市町村、災害中間支援組織、社会福祉協議会、

日本赤十字社福岡県支部、関係機関 

  第１ （略） 

第２ 災害ボランティアの受入体制の整備 

   １ 福岡県社会福祉協議会 

社会福祉協議会は、厚生労働省防災業務計画において、災害時の

ボランティア活動の第一線の拠点として、被災者ニーズの把握や

具体的活動内容の指示、必要な物資の提供等を行うこととされて

いる。 

災害の発生時のボランティアの受け入れは、市町村災害ボラン

ティア連絡会が中心となって、市町村災害ボランティアセンター

を立ち上げ、福岡県社会福祉協議会はその支援を行う。 

福岡県社会福祉協議会は、災害発生時に市町村社会福祉協議会

が円滑に災害ボランティアセンターを立ち上げられるよう、平時

から行政、関係団体等と連携し、次のような準備、取り組みを行う。 

 

   （１）～（２） （略） 

２ 行政の役割（防災危機管理局・福祉総務課・地域振興総務課共助

社会づくり推進室・関係各課、市町村） 

（１）県における役割 

県は、災害ボランティアの活動環境として、社会福祉協議会、

災害中間支援組織、ＮＰＯ・ボランティア等と連携し、平時より

ボランティア活動や避難所運営等に関する研修や訓練の制度、

災害時におけるボランティア活動の受入れや調整を行う体制、

ボランティア活動の拠点及び活動資機材やその保管場所の確保、活

動上の安全確保、被災者ニーズ等の情報提供方策等についての

整備等に努めるとともに、そのための意見交換を行う情報共有

会議の整備・強化を、研修や訓練を通じて推進するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織再編のため 
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旧 新 改正理由 

また、災害時の円滑な災害ボランティア受け入れのため、福岡

県社会福祉協議会による市町村社会福祉協議会に対する研修や

訓練、助言等の活動を支援するものとする。 

さらに、社会福祉協議会、ＮＰＯ等関係機関との間で、被災家

屋からの災害廃棄物、がれき、土砂の撤去等に係る連絡体制を構

築するなど、災害ボランティア活動の環境整備に努めるものと

する。 

県は、災害時におけるボランティアに関する情報について、コ

ラボステーション福岡ホームページ上で随時発信する。 

（２）市町村における役割 

市町村は、災害ボランティアの活動環境として、社会福祉協議

会、ＮＰＯ・ボランティア等と連携し、平常時には、ボランティ

ア活動や避難所運営等に関する研修や訓練の制度、災害時にお

けるボランティア活動の受入れや調整を行う体制、ボランティ

ア活動の拠点の確保等に努めるとともに、活動上の安全確保、被

災者ニーズ等の情報提供方策等について整備を推進するととも

に、そのための意見交換を行う情報共有会議の整備・強化を、研

修や訓練を通じて推進するものとする。 

また、市町村防災計画において、災害ボランティアの受入れに

関する実施計画、災害ボランティアの受入体制の整備等（社会福

祉協議会による災害ボランティアセンターの設置や連絡体制）

を定めるとともに、必要に応じ、市町村社会福祉協議会と災害ボ

ランティアセンターの設置運営に関する協定を締結するなど、

災害ボランティアの円滑な受入れに努めるものとする。 

さらに、社会福祉協議会、ＮＰＯ等関係機関との間で、被災家

屋からの災害廃棄物、がれき、土砂の撤去等に係る連絡体制を構

築するものとする。また、市町村は、地域住民やＮＰＯ・ボラン

ティア等への災害廃棄物の分別・排出方法等に係る広報・周知を

進めることで、災害ボランティア活動の環境整備に努めるもの

とする。 

   ３ （略） 

  第３ 災害ボランティアリーダー・コーディネーター等の育成・支援 

災害が発生したらボランティアが直ぐに活動できるように、被

災者、地域住民、行政機関と災害ボランティアを的確に結びつける

調整及びボランティア本部の運営役として、平常時から災害ボラ

ンティアリーダー・コーディネーターの養成を行う。 

   １～７ （略） 

第15節 災害備蓄物資等整備・供給計画 

第１ 共通方針 

１ 県及び市町村は、東日本大震災を踏まえ、大規模な地震が発生し

た場合の被害及び外部支援の時期を想定し、孤立が想定されるな

ど地域の地理的条件や過去の災害等を踏まえ、必要とされる食料、

また、災害時の円滑な災害ボランティア受け入れのため、福岡

県社会福祉協議会による市町村社会福祉協議会に対する研修や

訓練、助言等の活動を支援するものとする。 

さらに、社会福祉協議会、ＮＰＯ等関係機関との間で、被災家

屋等からの災害廃棄物、土砂の撤去等に係る連絡体制を構築す

るなど、災害ボランティア活動の環境整備に努めるものとする。 

 

県は、災害時におけるボランティアに関する情報について、コ

ラボステーション福岡ホームページ上で随時発信する。 

（２）市町村における役割 

市町村は、災害ボランティアの活動環境として、社会福祉協議

会、ＮＰＯ・ボランティア等と連携し、平時には、ボランティア

活動や避難所運営等に関する研修や訓練の制度、災害時におけ

るボランティア活動の受入れや調整を行う体制、ボランティア

活動の拠点の確保等に努めるとともに、活動上の安全確保、被災

者ニーズ等の情報提供方策等について整備を推進するとともに、そ

のための意見交換を行う情報共有会議の整備・強化を、研修や訓

練を通じて推進するものとする。 

また、市町村防災計画において、災害ボランティアの受入れに

関する実施計画、災害ボランティアの受入体制の整備等（社会福

祉協議会による災害ボランティアセンターの設置や連絡体制）

を定めるとともに、必要に応じ、市町村社会福祉協議会と災害ボ

ランティアセンターの設置運営に関する協定を締結するなど、

災害ボランティアの円滑な受入れに努めるものとする。 

さらに、社会福祉協議会、ＮＰＯ等関係機関との間で、被災家

屋等からの災害廃棄物、土砂の撤去等に係る連絡体制を構築す

るものとする。また、市町村は、地域住民やＮＰＯ・ボランティ

ア等への災害廃棄物の分別・排出方法等に係る広報・周知を進め

ることで、災害ボランティア活動の環境整備に努めるものとす

る。 

   ３ （略） 

  第３ 災害ボランティアリーダー・コーディネーター等の育成・支援 

災害が発生したらボランティアが直ぐに活動できるように、被

災者、地域住民、行政機関と災害ボランティアを的確に結びつける

調整及びボランティア本部の運営役として、平時から災害ボラン

ティアリーダー・コーディネーターの養成を行う。 

   １～７ （略） 

第15節 災害備蓄物資等整備・供給計画 

第１ 共通方針 

１ 県及び市町村は、東日本大震災を踏まえ、大規模な地震が発生し

た場合の被害及び外部支援の時期を想定し、孤立が想定されるな

ど地域の地理的条件や過去の災害等を踏まえ、必要とされる物資
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旧 新 改正理由 

飲料水、生活必需品、毛布、携帯トイレ、簡易トイレ、非常用電源、

燃料、ブルーシート、土のう袋その他の物資についてあらかじめ備

蓄・供給・輸送体制を整備し、それら必要な物資の供給のための備

蓄基本計画を定めておくものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 県及び市町村は、物資調達・輸送調整等支援システムを活用し、

あらかじめ、備蓄物資や物資拠点の登録に努め、大規模な災害発生

のおそれがある場合には、事前に備蓄状況を確認し、速やかに備蓄

物資の提供が行われるよう準備に努めるものとする。 

 

 

３ 備蓄を行うに当たっては、大規模な地震が発生した場合には、物

資の調達や輸送が平常時のようには実施できないという認識に立

って、初期の対応に十分な量の物資を備蓄するほか、物資の性格に

応じ、集中備蓄、または指定緊急避難場所の位置を勘案した地域完

結型の分散備蓄を行う。備蓄拠点の設置場所は、東日本大震災の教

訓から、津波の浸水想定区域を避けるなど、その安全性に十分配慮

するものとする。 

また、県及び市町村は、被災地への物資の輸送に当たっては、市

についてあらかじめ備蓄するとともに、災害時における供給・輸送

体制を整備し、それら必要な物資の供給のための備蓄基本計画を

定めておくものとする。 

市町村は、避難所又はその近傍で地域完結型の備蓄施設を確保

し、快適なトイレ環境確保のための携帯トイレ、簡易トイレ、食料、

飲料水、適温の食事のための炊き出し用具やキッチン資機材、安眠

確保のための段ボールベッド・エアベッド等の簡易ベッド、毛布、

プライバシー確保のためのパーティション、衛生促進のための入

浴設備、洗濯設備、乳児用粉ミルク又は乳児用液体ミルク、乳児・

小児用おむつ、大人用おむつ、トイレットペーパー、生理用品のほ

か、マスクや消毒液等の感染症対策に必要な物資等の避難生活に

必要な物資を備蓄するものとし、これらの物資の備蓄状況につい

ては、年に１回、広く住民に公表するものとする。この際、避難生

活に必要な物資の備蓄については、想定し得る最大規模の災害に

おける想定避難者数と、それに対して必要となる備蓄量（最低３日

間、推奨１週間）を推計し、推計した必要備蓄量の確保を目指すよ

う努めるものとする。また、備蓄品の調達に当たっては、要配慮者、

女性、こどもにも配慮するものとする。 

県は、避難生活に必要な物資について、大規模な災害が発生した

場合には、物資の調達や輸送が平時のようには実施できないとい

う認識に立って、県内で想定される最大の避難者数（在宅の避難者

、車中泊の避難者を含める。）をもとに算定した備蓄量（最低３日

間、推奨１週間）と市町村により備蓄される量とを勘案し不足が懸

念される物資や、市町村の区域を越えた利用が想定される物資（ト

イレカーや水循環型シャワー及び手洗い設備など、良好な生活環

境を確保するための避難所運営資機材を含む）を備蓄するよう努

めるものとし、その備蓄状況については、年に１回、広く住民に公

表するものとする 

２ 県及び市町村は、新物資システム（Ｂ－ＰＬо）を活用し、施設

（備蓄倉庫・物資拠点・避難所）ごとの備蓄物資の品目・数量や施

設概要等の情報を定期的に更新するなど、最新の状況を把握し、あ

らかじめ、備蓄物資や物資拠点の登録に努め、大規模な災害発生の

おそれがある場合には、事前に備蓄状況を確認し、速やかに備蓄物

資の提供が行われるよう準備に努めるものとする。 

３ 物資の性格に応じ、集中備蓄、または指定緊急避難場所の位置を

勘案した地域完結型の分散備蓄を行う。物資拠点の設置場所は、東

日本大震災の教訓から、津波の浸水想定区域を避けるなど、その安

全性に十分配慮するものとする。 

 

 

 

また、県及び市町村は、被災地への物資の輸送に当たっては、市
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旧 新 改正理由 

町村の物資拠点への輸送に留まらず、例えば、発災直後から一定期

間は必要に応じて避難場所に搬送するなど、被災者に確実に届く

よう配慮するように努めるものとする。 

特に東日本大震災では、市町村庁舎自体が被災して行政機能が

低下・喪失し、避難所等における被災者のニーズの把握がかなり困

難となったことにかんがみ、大規模災害発生時に市町村等と連絡

が取れない場合には、その要請を待たずに、県から職員を派遣する

など情報の収集に努め、迅速かつ的確な義援物資の供給に努める

ものとする。県は、これに必要な物資の要請体制・調達体制・輸送

体制など、供給の仕組みの整備を図り、関係機関は、その備蓄する

物資・資機材の供給や物資の調達・輸送に関し、物資調達・輸送調

整等支援システムを活用し情報共有を図り、相互に協力するよう

努めるものとする。 

また、熊本地震では、国のプッシュ型支援により、水・食料とい

った主要物資の不足感が解消し、被災者に安心感を与えることが

できた。一方で、物資の供給は刻一刻と変わる被災地ニーズに応じ

てプル型で対応していくことも重要であり、プッシュ型とプル型

を組み合わせた効果的な物資支援に努めるものとする。 

第２ 給水体制の整備(水資源対策課水道整備室、市町村、水道事業者) 

１ 趣旨 

震災時は、広範囲にわたる水道施設の破損や停電による浄水施

設等の停止により水道水の汚染や断水が予想される。そのため、市

町村及び水道事業者は、平常時から水道施設の耐震性強化、被災時

の給水の確保や復旧のための体制について整備しておく必要があ

る。 

   ２～７ （略） 

８ 震災時への備えに関する啓発・広報 

市町村及び水道事業者は、地震への対策や震災時対策の諸活動

について、一般家庭や事業所に対して、周知・広報しておくととも

に、平常時から３日分（３リットル／人・日）以上の飲料水の備蓄

や飲料水以外の生活用水の確保のための啓発や情報の提供を行う。 

 

第３ 食料供給体制の整備（関係各課、市町村、(一社)福岡県ＬＰガス

協会） 

１ 趣旨 

県、市町村及び関係機関は、災害により日常の食事に支障を生じ

た者等に対する炊き出しその他による食料の供給体制を整備する。 

この場合、災害時により混乱・途絶していた市場流通がある程度

回復するまでの間の食料を、平常時からの備蓄及び業者との供給

協定の締結等の方法により円滑に確保できる体制を整備しておく。 

   ２ （略） 

   ３ 食料の備蓄 

町村の物資拠点への輸送に留まらず、例えば、発災直後から一定期

間は必要に応じて避難場所に搬送するなど、被災者に確実に届く

よう配慮するように努めるものとする。 

特に東日本大震災では、市町村庁舎自体が被災して行政機能が

低下・喪失し、避難所等における被災者のニーズの把握がかなり困

難となったことにかんがみ、大規模災害発生時に市町村等と連絡

が取れない場合には、その要請を待たずに、県から職員を派遣する

など情報の収集に努め、迅速かつ的確な義援物資の供給に努める

ものとする。県は、これに必要な物資の要請体制・調達体制・輸送

体制など、供給の仕組みの整備を図り、関係機関は、その備蓄する

物資・資機材の供給や物資の調達・輸送に関し、新物資システム（

Ｂ－ＰＬо）を活用し情報共有を図り、相互に協力するよう努める

ものとする。 

また、熊本地震では、国のプッシュ型支援により、水・食料とい

った主要物資の不足感が解消し、被災者に安心感を与えることが

できた。一方で、物資の供給は刻一刻と変わる被災地ニーズに応じ

てプル型で対応していくことも重要であり、プッシュ型とプル型

を組み合わせた効果的な物資支援に努めるものとする。 

第２ 給水体制の整備(上下水道課上水道整備室、市町村、水道事業者) 

１ 趣旨 

震災時は、広範囲にわたる水道施設の破損や停電による浄水施

設等の停止により水道水の汚染や断水が予想される。そのため、市

町村及び水道事業者は、平時から水道施設の耐震性強化、被災時の

給水の確保や復旧のための体制について整備しておく必要がある。 

 

   ２～７ （略） 

８ 震災時への備えに関する啓発・広報 

市町村及び水道事業者は、地震への対策や震災時対策の諸活動

について、一般家庭や事業所に対して、周知・広報しておくととも

に、平時から最低３日分（推奨１週間分）（３リットル／人・日）

以上の飲料水の備蓄や飲料水以外の生活用水の確保のための啓発

や情報の提供を行う。 

第３ 食料供給体制の整備（関係各課、市町村、(一社)福岡県ＬＰガス

協会） 

１ 趣旨 

県、市町村及び関係機関は、災害により日常の食事に支障を生じ

た者等に対する炊き出しその他による食料の供給体制を整備する。 

この場合、災害時により混乱・途絶していた市場流通がある程度

回復するまでの間の食料を、平時からの備蓄及び業者との供給協

定の締結等の方法により円滑に確保できる体制を整備しておく。 

   ２ （略） 

３ 食料の備蓄 
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旧 新 改正理由 

   （１）～（２） （略） 

（３）県民・事業所の備蓄推進 

県民は、大規模地震災発生直後は、行政等からの支援が困難に

なる可能性があることから、３日分相当の食料の備蓄を行うよ

う努める。また、事業所内においても最低３日間は従業員が待機

できるように、その分の食料や飲料水などをできるだけ企業備

蓄し、従業員に無理な帰宅指示を出すことがないように努める。 

 

   ４ 災害時民間協力体制の整備 

   （１）～（２） （略） 

   （３）ＬＰガス業者等との協力体制の整備 

ア 指定避難所等へのＬＰガスの供給体制の構築（工業保安課、

市町村、（一社）福岡県ＬＰガス協会） 

県及び市町村は、指定避難所等へのＬＰガス及びガス器具の

供給等について、（一社）福岡県ＬＰガス協会やＬＰガス事業

者との間で協力体制を構築する。 

     イ （略） 

   ５ 自主的な備蓄意識、相互協力意識の向上（防災危機管理局、市町

村） 

（１）県及び市町村は、住民及び事業所等に対し、最低３日分の食料

の自主的確保を指導する。 

（２） （略） 

第４ 生活必需品等供給体制の整備（福祉総務課･商工政策課・防災危

機管理局、市町村） 

１ 趣旨 

災害時には、生活上必要な被服、寝具その他日常用品等をそう失

又はき損し、直ちに日常生活を営むことが困難な者に対し給与又

は貸与する必要がある。 

そのため、県及び市町村は、災害により混乱・途絶した市場流通

がある程度回復するまでの間の必要物資を、平常時からの備蓄及

び業者との供給協定の締結等の方法により円滑に確保できる体制

を整備しておく。 

   ２ 生活物資の備蓄 

   （１）～（２） （略） 

   （３）県民・事業所の備蓄推進 

県民は、大規模地震災害発生直後は、行政等からの支援が困難

になる可能性があることから、３日分相当の生活必需品等の備

蓄を行うよう努める。また、事業所内においても最低３日間は従

業員が待機できるように、その分の生活必需品などをできるだ

け企業備蓄し、従業員に無理な帰宅指示を出すことがないよう

に努める。 

３ （略） 

   （１）～（２） （略） 

（３）県民・事業所の備蓄推進 

県民は、大規模地震災発生直後は、行政等からの支援が困難に

なる可能性があることから、最低３日分（推奨１週間分）相当の

食料の備蓄を行うよう努める。また、事業所内においても最低３

日間は従業員が待機できるように、その分の食料や飲料水など

をできるだけ企業備蓄し、従業員に無理な帰宅指示を出すこと

がないように努める。 

   ４  災害時民間協力体制の整備 

   （１）～（２） （略） 

   （３）ＬＰガス業者等との協力体制の整備 

ア 指定避難所等へのＬＰガスの供給体制の構築（消防保安課、

市町村、（一社）福岡県ＬＰガス協会） 

県及び市町村は、指定避難所等へのＬＰガス及びガス器具の

供給等について、（一社）福岡県ＬＰガス協会やＬＰガス事業

者との間で協力体制を構築する。 

     イ （略） 

   ５ 自主的な備蓄意識、相互協力意識の向上（防災危機管理局、市町

村） 

（１）県及び市町村は、住民及び事業所等に対し、最低３日分（住民

は推奨１週間分）の食料の自主的確保を指導する。 

（２） （略） 

第４ 生活必需品等供給体制の整備（福祉総務課･商工政策課・防災危

機管理局、市町村） 

１ 趣旨 

災害時には、生活上必要な被服、寝具その他日常用品等をそう失

又はき損し、直ちに日常生活を営むことが困難な者に対し給与又

は貸与する必要がある。 

そのため、県及び市町村は、災害により混乱・途絶した市場流通

がある程度回復するまでの間の必要物資を、平時からの備蓄及び

業者との供給協定の締結等の方法により円滑に確保できる体制を

整備しておく。 

   ２ 生活物資の備蓄 

   （１）～（２） （略） 

   （３）県民・事業所の備蓄推進 

県民は、大規模地震災害発生直後は、行政等からの支援が困難

になる可能性があることから、最低３日分（推奨１週間分）相当

の生活必需品等の備蓄を行うよう努める。また、事業所内におい

ても最低３日間は従業員が待機できるように、その分の生活必

需品などをできるだけ企業備蓄し、従業員に無理な帰宅指示を

出すことがないように努める。 

３ （略） 
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旧 新 改正理由 

４ 自主的な備蓄意識、相互協力意識の向上（防災危機管理局、市町

村） 

（１）県及び市町村は、住民及び事業所等に対し、最低３日分の生活

物資の自主的確保を指導する。 

（２） （略） 

  第５～第６ （略） 

第７ 資機材供給体制の整備（防災危機管理局・関係各課、市町村） 

１ 趣旨 

災害時には、ライフラインの被害等により、指定緊急避難場所、

指定避難所や現地対策本部等で発電機や仮設トイレ、その他資機

材が必要となるため、県及び市町村は、迅速な供給ができるよう、

地域内の備蓄量、供給事業者の保有量を把握した上で、備蓄基本計

画に基づき平常時からの備蓄及び防災関係機関や業者との供給協

定の締結等の方法により円滑に確保できる体制を整備しておく。 

   ２～３ （略） 

  第８ （略） 

第16節  （略） 

第17節  災害廃棄物処理体制の整備 

  第１ （略） 

第２ し尿処理体制の整備（廃棄物対策課、下水道課、市町村） 

 １～４ （略） 

第３ （略） 

第４ 災害廃棄物処理計画の整備 

     市町村は、災害廃棄物の処理に係る指針に基づき、円滑かつ迅速

に災害廃棄物を処理できるよう、災害廃棄物の仮置場の確保や運

用方針、処理体制、周辺の地方公共団体や民間事業者等との連携・

協力のあり方等について、災害廃棄物処理計画において具体的に

示すものとする。 

     県は、福岡県災害廃棄物処理計画等に基づき、円滑かつ迅速に災

害廃棄物を処理できるよう、市町村が行う災害廃棄物対策に対す

る技術的な援助を行うものとする。 

  第５ （略） 

第18節 （略） 

第19節 帰宅困難者支援体制の整備 

   （略） 

〈主な実施機関〉 

国、県（総務部・企画･地域振興部・県土整備部・関係部局）、市町

村、事業所、県民等 

  第１～第２ （略） 

第３ 帰宅困難者対策の実施 

１ （略） 

２ 県及び市町村の対策（交通政策課・防災危機管理局・道路維持課

４ 自主的な備蓄意識、相互協力意識の向上（防災危機管理局、市町

村） 

（１）県及び市町村は、住民及び事業所等に対し、最低３日分（住民

は推奨１週間分）の生活物資の自主的確保を指導する。 

（２） （略） 

  第５～第６ （略） 

第７ 資機材供給体制の整備（防災危機管理局・関係各課、市町村） 

１ 趣旨 

災害時には、ライフラインの被害等により、指定緊急避難場所、

指定避難所や現地対策本部等で発電機や仮設トイレ、その他資機

材が必要となるため、県及び市町村は、迅速な供給ができるよう、

地域内の備蓄量、供給事業者の保有量を把握した上で、備蓄基本計

画に基づき平時からの備蓄及び防災関係機関や業者との供給協定

の締結等の方法により円滑に確保できる体制を整備しておく。 

   ２～３ （略） 

  第８ （略） 

第16節  （略） 

第17節  災害廃棄物処理体制の整備 

  第１ （略） 

第２ し尿処理体制の整備（廃棄物対策課、上下水道課、市町村） 

 １～４ （略） 

第３ （略） 

第４ 災害廃棄物処理計画の整備 

     市町村は、災害廃棄物の処理に係る指針に基づき、円滑かつ迅速

に災害廃棄物を処理できるよう、災害廃棄物の仮置場の確保や運

用方針、処理体制、周辺の地方公共団体や民間事業者等との連携・

協力の在り方等について、災害廃棄物処理計画において具体的に

示すものとする。 

     県は、福岡県災害廃棄物処理計画等に基づき、円滑かつ迅速に災

害廃棄物を処理できるよう、市町村が行う災害廃棄物対策に対す

る技術的な援助を行うものとする。 

  第５ （略） 

第18節 （略） 

第19節 帰宅困難者支援体制の整備 

   （略） 

〈主な実施機関〉 

国、県（総務部・市町村･地域振興部・県土整備部・関係部局）、市

町村、事業所、県民等 

  第１～第２ （略） 

第３ 帰宅困難者対策の実施 

１ （略） 

２ 県及び市町村の対策（交通政策課・防災危機管理局・道路維持課

 

 

福岡県備蓄基本計画との整

合 

 

 

 

 

 

 

 

 

字句の修正 

 

 

 

 

 

 

組織再編のため 

 

 

 

 

 

 

字句の修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織再編のため 

 

 

 

 

 



福岡県地域防災計画（地震・津波対策編）修正素案新旧対照表                       

 69 / 117 

旧 新 改正理由 

・関係各課、市町村） 

（１） （略） 

（２）帰宅困難者の家族等の安否確認の支援（防災危機管理局、市町

村） 

スマートフォンを活用した防災情報提供アプリ「ふくおか防災

ナビ・まもるくん」、福岡県防災情報等メール配信システム「防災

メール・まもるくん」及び福岡県防災公衆無線ＬＡＮ「福岡防災フ

リーＷｉ-Ｆｉ」をはじめとする公衆無線ＬＡＮを利用したインタ

ーネットによる安否確認の支援や通信事業者等が行う安否情報等

の収集及び伝達に係るシステムの効果的な活用が図られるように

普及啓発に努める。 

   （３）～（６） （略） 

   ３ 災害発生時に自宅外にいる者の心得の普及 

（略） 

（１） （略） 

（２）まず安否確認をする。 

家族等の安否が確認できなければ、一時滞在施設に落ち着い

て滞在することができず、無謀な帰宅行動をとってしまうこと

もある。 

電話や電子メール・携帯メールのほか、スマートフォンを活用

した防災情報提供アプリ「ふくおか防災ナビ・まもるくん」、福

岡県防災情報等メール配信システム「防災メール・まもるくん」

や災害用伝言ダイヤル１７１等の安否確認サービスを活用し、

家族や職場と連絡を取り、冷静に行動できるよう気持ちを落ち

着かせる。 

   （３）～（４） （略） 

  第４ 事業所、県民等の役割 

帰宅困難者対策は、幅広い分野にわたるとともに、行政を越える

対応も必要となる。 

このため、帰宅困難者に関連する事業所、県民等全ての関係者が

それぞれの役割を十分に果たし、分担・連携して対策を行う必要が

ある。 

事業所は、発災時にはその責任において、交通情報等の収集を行

い、災害の状況を十分に見極めた上で、従業員、学生、顧客等を施

設内に留め置くことを基本に扱いを検討し、発災直後の一斉帰宅

行動を抑制するものとする。帰宅する者に対しては、安全確保に留

意し、適切な措置を行うこととする。また、徒歩帰宅者支援ステー

ションの設置協定の締結、一時滞在施設の提供等に対し、共助の考

え方のもと、社会的責任として、可能な限り協力することとする。

その際は、要配慮者（高齢者、障がいのある人、乳幼児、妊産婦等）

に優先して場所を提供する。 

帰宅困難者になる可能性がある通勤・通学者等は、平常時からの

・関係各課、市町村） 

（１） （略） 

（２）帰宅困難者の家族等の安否確認の支援（防災危機管理局、市町

村） 

スマートフォンを活用した防災情報提供アプリ「ふくおか防災

ナビ・まもるくん」及び福岡県防災公衆無線ＬＡＮ「福岡防災フリ

ーＷｉ-Ｆｉ」をはじめとする公衆無線ＬＡＮを利用したインター

ネットによる安否確認の支援や通信事業者等が行う安否情報等の

収集及び伝達に係るシステムの効果的な活用が図られるように普

及啓発に努める。 

 

   （３）～（６） （略） 

   ３ 災害発生時に自宅外にいる者の心得の普及 

（略） 

（１） （略） 

（２）まず安否確認をする 

家族等の安否が確認できなければ、一時滞在施設に落ち着い

て滞在することができず、無謀な帰宅行動をとってしまうこと

もある。 

電話や電子メール・携帯メールのほか、スマートフォンを活用

した防災情報提供アプリ「ふくおか防災ナビ・まもるくん」や災

害用伝言ダイヤル１７１等の安否確認サービスを活用し、家族

や職場と連絡を取り、冷静に行動できるよう気持ちを落ち着か

せる。 

 

   （３）～（４） （略） 

  第４ 事業所、県民等の役割 

帰宅困難者対策は、幅広い分野にわたるとともに、行政を越える

対応も必要となる。 

このため、帰宅困難者に関連する事業所、県民等全ての関係者が

それぞれの役割を十分に果たし、分担・連携して対策を行う必要が

ある。 

事業所は、発災時にはその責任において、交通情報等の収集を行

い、災害の状況を十分に見極めた上で、従業員、学生、顧客等を施

設内に留め置くことを基本に扱いを検討し、発災直後の一斉帰宅

行動を抑制するものとする。帰宅する者に対しては、安全確保に留

意し、適切な措置を行うこととする。また、徒歩帰宅者支援ステー

ションの設置協定の締結、一時滞在施設の提供等に対し、共助の考

え方のもと、社会的責任として、可能な限り協力することとする。

その際は、要配慮者（高齢者、障がいのある人、乳幼児、妊産婦等）

に優先して場所を提供する。 

帰宅困難者になる可能性がある通勤・通学者等は、平時からの備
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旧 新 改正理由 

備えに努め、発災時には冷静に行動することとする。 

  第５ （略） 

第20節 （略） 

第21節 災害時に孤立するおそれがある集落の災害予防 

災害により、中山間地域、沿岸地域、島嶼部などの地区及び集落

において、道路交通及び海上交通による外部からのアクセスが途

絶し、人の移動・物資の流通が困難もしくは不可能となる状態であ

る孤立集落の発生が予想される。 

孤立集落における通信の途絶や道路の寸断、物資の不足等に備

えるため、孤立集落対策として、所要の予防措置を講じるものとす

る。 

〈主な実施機関〉 

    県、市町村、防災関係機関 

  第１～第４ （略） 

第22節 （略） 

第23節 南海トラフ地震臨時情報への対応 

     （略） 

第１ （略） 

第２ 南海トラフ地震臨時情報が発表された場合の対応（県、関係市町

村、関係機関） 

１ （略） 

２ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）又は南海トラフ地震臨

時情報（巨大地震注意）等が発表された場合 

     県及び関係市町村は、情報収集に努め、関係各機関及び関係地域

住民等に対し情報発信を行い、必要な対策、準備を実施するように

呼びかけるとともに、必要に応じて警戒体制を整え、情報共有を図

るものとする。 

警戒体制については、第３編第１章第２節「県等の組織体制の確

立」に準ずる。 

     さらに、県及び関係市町村、県警、指定公共機関、指定地方公共

機関は、県防災計画及び各自の地震に関する防災計画に基づき、地

震が発生した際は、速やかに対応できるようあらかじめ準備する

ものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

えに努め、発災時には冷静に行動することとする。 

  第５ （略） 

第20節 （略） 

第21節 災害時に孤立するおそれがある集落の災害予防 

災害により、中山間地域、沿岸地域、島嶼部などの地区及び集落

において、道路交通及び海上交通による外部からのアクセスが途

絶し、人の移動・物資の流通が困難もしくは不可能となる状態であ

る孤立集落の発生が予想される。 

孤立集落における通信の途絶や道路の寸断、物資の不足等に備

えるため、孤立集落対策として、所要の予防措置を講ずるものとす

る。 

〈主な実施機関〉 

    県、市町村、防災関係機関 

  第１～第４ （略） 

第22節 （略） 

第23節 南海トラフ地震臨時情報への対応 

    （略） 

第１ （略） 

第２ 南海トラフ地震臨時情報が発表された場合の対応（県、関係市町

村、関係機関） 

１ （略） 

２ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）又は南海トラフ地震臨

時情報（巨大地震注意）等が発表された場合 

     県及び関係市町村は、情報収集に努め、関係各機関及び関係地域

住民等に対し南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）等の内容、

交通に関する情報、ライフラインに関する情報、生活関連情報等の

地域住民等に密接に関係のある事項について情報発信を行い、必

要な対策、準備を実施するように呼び掛けるとともに、必要に応じ

て警戒体制を整え、情報共有を図るものとする。 

警戒体制については、第３編第１章第２節「県等の組織体制の確

立」に準ずる。 

     さらに、県及び関係市町村、県警、指定公共機関、指定地方公共

機関は、県防災計画及び各自の地震に関する防災計画に基づき、地

震が発生した際は、速やかに対応できるようあらかじめ準備する

ものとする。 
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旧 新 改正理由 

第３編 災害応急対策計画 

第１章 活動体制の確立 

 第１節 災害対策系統図 

 

第２節 県等の組織体制の確立 

県、市町村等の防災関係機関は、他の関係機関と連携の上、災害

時に発生する状況を予め想定し、各機関が実施する災害対応を時

系列で整理した防災行動計画（タイムライン）を作成するよう努め

るものとする。また、災害対応の検証等を踏まえ、必要に応じて同

計画の見直しを行うとともに、平時から訓練や研修等を実施し、同

計画の効果的な運用に努めるものとする。 

 

 

〈主な実施機関〉 

県、市町村、警察、関係機関 

第１ 県の組織体制の確立（全課(局)・関係出先事務所） 

   （略） 

   １ 意思決定権者代理順位 

県災害対策本部の設置、自衛隊災害派遣要請等応急活動の実施

に際し、意思決定権者が不在又は連絡不能で、特に緊急に意思決定

を必要とする場合においては、下記の順位により、所定の決定権者

に代わって意思決定を行うものとする。この場合において、代理で

意思決定を行った者は可及的速やかに所定の決定権者にこれを報

告し、その承認を得るものとする。 

 

第３編 災害応急対策計画 

第１章 活動体制の確立 

 第１節 災害対策系統図 

 

第２節 県等の組織体制の確立 

県、市町村等の防災関係機関は、他の関係機関と連携の上、災害

時に発生する状況をあらかじめ想定し、各機関が実施する災害対

応を時系列で整理した防災行動計画（タイムライン）を作成するよ

う努めるものとする。また、災害対応の検証等を踏まえ、必要に応

じて同計画の見直しを行うとともに、平時から訓練や研修等を実

施し、同計画の効果的な運用に努めるものとする。 

地方公共団体は、災害対応業務に従事する職員の健康管理等を

徹底するものとする。 

〈主な実施機関〉 

県、市町村、警察、関係機関 

第１ 県の組織体制の確立（全課(局)・関係出先事務所） 

   （略） 

   １ 意思決定権者代理順位 

県災害対策本部の設置、自衛隊災害派遣要請等応急活動の実施

に際し、意思決定権者が不在又は連絡不能で、特に緊急に意思決定

を必要とする場合においては、下記の順位により、所定の決定権者

に代わって意思決定を行うものとする。この場合において、代理で

意思決定を行った者は可及的速やかに所定の決定権者にこれを報

告し、その承認を得るものとする。 
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旧 新 改正理由 

（参考）地方自治法第152条第１項の規定に基づく知事の職務を

代理する副知事の順序は、「知事の職務を代理する副知事の順

序を定める規則（平成17年福岡県規則第45号）」に定められて

いる。 

   ２ 夜間・休日発災時の初動体制の確立 

大規模な地震・津波が発生した場合、県災害対策本部等が必要な

初動対応を迅速かつ的確に実施できるよう、下記のとおり本部機

能確保のための措置を講じる。 

また、県災害対策地方本部等についてもこれに準じ地方本部機

能の確保を図るものとする。 

   （１）～（３） 

３ 勤務時間内発災時の初動体制の確立 

大規模な地震・津波が発生した場合、県災害対策本部等が必要な

初動対応を迅速かつ的確に実施できるよう、下記のとおり本部機

能確保のための措置を講じる。 

また、県災害対策地方本部等についてもこれに準じ地方本部機

能の確保を図るものとする。 

   ４ 災害対策本部等の設置 

   （１） （略） 

   （２）災害対策本部等の組織 

     ア 災害対策本部及び地方本部 

      （略） 

     （ア）災害対策本部 

ａ 災害対策本部の組織・機構 

→ 図１ 災害対策本部組織図、図３ 災害対策本部組織

機構図 

 

 

ｂ～ｈ （略） 

（イ）災害対策本部 

ａ 地方本部の組織・機構 

→ 図２ 災害対策地方本部組織図 

 

 

 

ｂ （略） 

イ 災害警戒本部及び災害警戒地方本部 

県内及び管内に震度５弱の地震が発生したとき又は津波警

（参考）地方自治法第152条第１項の規定に基づく知事の職務を

代理する副知事の順序は、「知事の職務を代理する副知事の順

序を定める規則（平成17年福岡県規則第45号）」に定められて

いる。 

   ２ 夜間・休日発災時の初動体制の確立 

大規模な地震・津波が発生した場合、県災害対策本部等が必要な

初動対応を迅速かつ的確に実施できるよう、下記のとおり本部機

能確保のための措置を講ずる。 

また、県災害対策地方本部等についてもこれに準じ地方本部機

能の確保を図るものとする。 

   （１）～（３） 

３ 勤務時間内発災時の初動体制の確立 

大規模な地震・津波が発生した場合、県災害対策本部等が必要な

初動対応を迅速かつ的確に実施できるよう、下記のとおり本部機

能確保のための措置を講ずる。 

また、県災害対策地方本部等についてもこれに準じ地方本部機

能の確保を図るものとする。 

   ４ 災害対策本部等の設置 

   （１） （略） 

   （２）災害対策本部等の組織 

     ア 災害対策本部及び地方本部 

      （略） 

     （ア）災害対策本部 

ａ 災害対策本部の組織・機構 

→ 県防災計画（基本編・風水害対策編）第３編「災害応

急対策計画」第１章「活動体制の確立」第２節「県等の

組織体制の確立」第１「図１ 災害対策本部組織図、図

３ 災害対策本部組織機構図」に準ずる。 

ｂ～ｈ （略） 

（イ）災害対策本部 

ａ 地方本部の組織・機構 

→ 県防災計画（基本編・風水害対策編）第３編「災害応

急対策計画」第１章「活動体制の確立」第２節「県等の

組織体制の確立」第１「図４ 災害対策地方本部組織図

」に準ずる。 

ｂ （略） 

イ 災害警戒本部及び災害警戒地方本部 

県内及び管内に震度５弱の地震が発生したとき又は津波警
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旧 新 改正理由 

報が発表されたときは、直ちに県災害警戒本部及び災害警戒

地方本部を設置する。 

→ 図４ 災害警戒本部組織機構図 

 

 

 

     ウ （略） 

   （３）～（４） （略） 

  第２ （略） 

第３ 県教育庁の配備動員体制（総務企画課） 

県教育庁においては、災害が発生し又は発生するおそれがある

場合は、「福岡県災害対策本部教育部要綱」に基づき、その災害規

模に応じた所要の配備体制をとる（下記「教育部連絡経路」参照）

。 

  第４ 市町村の配備動員体制 

市町村は、災害が発生し、又は、発生するおそれがある場合には、

市町村防災計画の定めるところにより、災害対策本部、災害警戒本

部等を設置し、必要な職員を速やかに動員配備するとともに、県と

の密接な連絡・協力体制を確立するものとする。 

また、防災担当部局と福祉担当部局との連携の下、高齢者、障が

いのある人等の要配慮者の避難支援計画の実施等に努めるものと

する。 

市町村災害対策本部が被災により使用不可能な場合の代替施設

の検討を行う。 

  第５～第６ （略） 

   【図１ 災害対策本部組織図】 

 

 

報が発表されたときは、直ちに県災害警戒本部及び災害警戒

地方本部を設置する。 

→ 県防災計画（基本編・風水害対策編）第３編「災害応急

対策計画」第１章「活動体制の確立」第２節「県等の組織

体制の確立」第１「図５ 災害警戒本部組織機構図」に準

ずる。 

     ウ （略） 

   （３）～（４） （略） 

  第２ （略） 

第３ 県教育庁の配備動員体制（総務課） 

県教育庁においては、災害が発生し又は発生するおそれがある

場合は、「福岡県災害対策本部教育部要綱」に基づき、その災害規

模に応じた所要の配備体制をとる（県防災計画（基本編・風水害対

策編）第３編「災害応急対策計画」第２章「災害応急対策活動」第

２節「県等の組織体制の確立」第３「教育部連絡経路」参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  第４ 市町村の配備動員体制 

市町村は、災害が発生し、又は、発生するおそれがある場合には、

市町村防災計画の定めるところにより、災害対策本部、災害警戒本

部等を設置し、必要な職員を速やかに動員配備するとともに、県と

の密接な連絡・協力体制を確立するものとする。 

また、防災担当部局と福祉担当部局との連携の下、高齢者、障が

いのある人等の要配慮者の避難支援の実施等に努めるものとする。 

 

市町村災害対策本部が被災により使用不可能な場合の代替施設

の検討を行う。 

  第５～第６ （略） 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

組織再編のため 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

字句の修正 
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【図２ 災害対策地方本部組織図】 

【図３ 福岡県災害対策本部組織機構図】 

【図４ 福岡県災害警戒本部組織機構図】 
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第３節 自衛隊の災害派遣要請 

  （略） 

 第１～第２ （略） 

 第３ 派遣要請要領 

  １ （略） 

  ２ 意思決定権者不在時又は連絡不可能な場合の派遣要請 

県は、意思決定権者が不在又は連絡不可能な場合に突発的災害

が発生し、人命の救助、財産の保護等のため、特に緊急に自衛隊の

派遣を必要とするときは下記の順位により、所定の決定権者に代

わって意思決定を行うものとする。 

この場合において、代理で意思決定を行った者は、事後、可及的

速やかに所定の決定権者にこれを報告し、その承認を得るものと

する。 

第４節 応援要請 

大規模災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において

は、その被害が拡大することが予想され、単一の防災関係機関のみ

では、応急対策活動に当たって支障をきたすことから、各機関が連

携して広域的な応援体制を迅速に構築するため、各機関は平常時

から関係機関と十分に協議し、災害時に当たっては速やかに広域

応援等を要請し、応急活動を迅速、的確に実施するものとする。大

規模な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、各機関は

あらかじめ締結された広域応援協定等に基づき、速やかに応援体

制を整えるものとする。 

〈主な実施機関〉 

    県（防災危機管理局・関係各課）、市町村、警察（警備課）、防災関

係機関 

第１ 応援要請 

   １ 市町村 

   （１）～（２） （略） 

（３）県への応援又は応援斡旋の要請及び関係指定地方行政機関又

は関係指定公共機関への応援要請 

市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生した場合に

おいて、災害応急対策を実施するため必要があると認めるとき

は、知事に対し応援、災害応急対策の実施又は応援の斡旋を要請

するものとする。また、必要に応じて、関係指定地方行政機関又

は関係指定公共機関に対し応援又は応急対策の実施を要請する

ものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３節 自衛隊の災害派遣要請 

  （略） 

 第１～第２ （略） 

 第３ 派遣要請要領 

  １ （略） 

  ２ 意思決定権者不在時又は連絡不可能な場合の派遣要請 

県は、意思決定権者が不在又は連絡不可能な場合に突発的災害

が発生し、人命の救助、財産の保護等のため、特に緊急に自衛隊の

派遣を必要とするときは下記の順位により、所定の決定権者に代

わって意思決定を行うものとする。 

この場合において、代理で意思決定を行った者は、事後、可及的

速やかに所定の決定権者にこれを報告し、その承認を得るものと

する。 

第４節 応援要請 

大規模災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において

は、その被害が拡大することが予想され、単一の防災関係機関のみ

では、応急対策活動に当たって支障をきたすことから、各機関が連

携して広域的な応援体制を迅速に構築するため、各機関は平時か

ら関係機関と十分に協議し、災害時に当たっては速やかに広域応

援等を要請し、応急活動を迅速、的確に実施するものとする。大規

模な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、各機関はあ

らかじめ締結された広域応援協定等に基づき、速やかに応援体制

を整えるものとする。 

〈主な実施機関〉 

    県（防災危機管理局・関係各課）、市町村、警察（警備課）、防災関

係機関 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織再編のため 
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この場合において、応援を求められ、又は災害応急対策の実施

を求められた知事等は、応援又は災害応急対策を実施しない正

当な理由がある場合を除き、応援又は災害応急対策を実施する。

また、知事は、国、他の都道府県、他の市町村、関係機関等に応

援を要請し、又は指示するものとする。 

 

２～６ （略） 

７ 国の現地対策本部（非常災害現地対策本部又は緊急災害現地対

策本部）の受入 

 （略） 

 （主な協力内容） 

  ア～ウ （略） 

  エ 現地対策本部の活動に必要な最低限の端末機（情報政策課） 

 

※ 国の現地対策本部は、県の要請に基づいて設置されるもの

ではなく、国が状況に応じて設置判断を行う。 

第１ 応援要請 

   １ 市町村 

   （１）～（２） （略） 

（３）県への応援又は応援斡旋の要請及び関係指定地方行政機関又

は関係指定公共機関への応援要請 

市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生した場合に

おいて、応急措置が的確かつ円滑に行われるようにするため必

要があると認めるときは、知事に対し応援、災害応急対策の実施

又は応援の斡旋を要請するものとする。また、必要に応じて、関

係指定地方行政機関又は関係指定公共機関に対し応援又は応急

対策の実施を要請するものとする。 

市町村は、上段の要求ができない場合には、その旨及び当該市

町村の地域における災害の状況を指定行政機関又は指定地方行

政機関に通知するものとする。この場合において、当該通知を受

けた指定行政機関又は指定地方行政機関は、その事態に照らし

緊急を要し、都道府県からの要請を待ついとまがないと認めら

れるときは、当該要請を待たないで、応急措置を実施することが

できる。 

この場合において、応援を求められ、又は災害応急対策の実施

を求められた知事及び指定行政機関又は関係指定地方行政機関

等は、応援又は災害応急対策を実施しない正当な理由がある場を

除き、応援又は災害応急対策を実施する。また、知事は、国、他の

都道府県、他の市町村、関係機関等に応援を要請し、又は指示す

るものとする。 

２～６ （略） 

７ 国の現地対策本部（非常災害現地対策本部又は緊急災害現地対

策本部）の受入 

 （略） 

 （主な協力内容） 

  ア～ウ （略） 

エ 現地対策本部の活動に必要な最低限の端末機（デジタル戦略

推進課） 

※ 国の現地対策本部は、県の要請に基づいて設置されるもの

ではなく、国が状況に応じて設置判断を行う。 

 

 

 

 

防災基本計画（R7.7修正）

に基づく修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織再編のため 
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組織再編のため 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県の担当課 予想される応援要請事項 県からの要請・連絡先

陸上自衛隊西部方面総監部・第四師団

航空自衛隊西部航空方面隊

海上自衛隊佐世保地方総監部

隣接市町での指定避難所の開設 隣接市町村

鉄道輸送の要請 九州旅客鉄道株式会社、私鉄各社

海上・陸上輸送の要請 九州運輸局（福岡運輸支局）、第七管区海上保
安本部、西日本高速道路株式会社

航空輸送の要請 空港管理者等

福岡県トラック協会、福岡県バス協会

九州運輸局（福岡運輸支局）

物資のあっせん 関係団体、九州経済産業局

物資のあっせん（福祉関係機器） 関係団体

日用品(資材)・飲料水の調達 協定業者

リース機材の調達 協定業者

通信機材等の調達 九州総合通信局、通信事業者

通信途絶時における地方公共団体と
の通信確保（ホットライン確保）

九州地方整備局

放送要請 日本放送協会（福岡放送局）、ＲＫＢ毎日放送
株式会社、株式会社テレビ西日本、九州朝日放
送株式会社、株式会社福岡放送、株式会社エフ
エム福岡、株式会社ＴＶＱ九州放送、株式会社
ＣＲＯＳＳ ＦＭ、ラブエフエム国際放送株式会
社

緊急警報放送要請 日本放送協会（福岡放送局）

消防・救急応援 消防庁

消防庁、他都道府県、政令指定都市

自衛隊、第七管区海上保安本部、他都道府県警
察

ライフラインの優先復旧

(早期回復を必要とする施設)

水道等ライフラインの災害応急措置
に必要な人材派遣

自衛隊

徒歩帰宅者支援 協定業者

ライフラインの優先復旧

(早期回復を必要とする施設)

海上・陸上輸送の要請（離島航路・
バス）

災害対策本部（総括班）と協働

鉄道輸送の要請（第３セクター鉄
道）

災害対策本部（総括班）と協働

生活安全課 応急生活物資の確保、ボランティア
活動の支援、医療・保健活動の確保

福岡県生活協同組合連合会

保健医療介護総務
課

保健師・栄養士等医療保健関係者 県内市町村

健康増進課 の派遣 近隣県、全国都道府県（厚生労働省）

こころの健康づく
り推進室

医療指導課

健康増進課

こころの健康づく
り推進室

薬務課

医療指導課 患者受入医療機関のあっせん 厚生労働省、県内医療機関

医療指導課 ヘリによる患者搬送 災害対策本部(総括班)と協働

医療指導課 船艇による患者搬送 災害対策本部(総括班)と協働

医療指導課 医療用水の確保 災害対策本部(水道整備班)と協働

薬務課 医薬品等の供給 厚生労働省、福岡県医薬品卸業協会、福岡県医
療機器協会、福岡県薬剤師会

薬務課 血液の安定供給 福岡県赤十字血液センター

がん感染症疾病対
策課

防疫薬剤等の供給 県内市町村

生活衛生課 遺体処理・火葬等（広域火葬、ﾄﾞﾗｲ
ｱｲｽ・柩等の確保・あっせん、遺体
の搬送）

厚生労働省、警察、市町村、近隣県、民間業者
等

生活衛生課 愛護動物の保護・収容 市町村、福岡県獣医師会、他都道府県、関係団
体等

福祉総務課 食料、飲料水、福祉用具の調達 協定業者

災害廃棄物処理対策 市町村、関係団体、他都道府県、環境省

ごみ処理対策 市町村、関係団体、他都道府県、環境省

し尿処理対策 市町村、関係団体、他都道府県、環境省

防災危機管理局

福祉こども政策部

環境部

廃棄物対策課

福岡県ＬＰガス協会

市町村・地域振興部

空港・交通政策局
交通政策課

保健医療介護部

医療関係者の派遣 厚生労働省、日本赤十字社福岡県支部、福岡県
県医師会、福岡県歯科医師会、福岡県精神科病
院協会、市町村立病院、国立病院機構、福岡県
薬剤師会、災害拠点病院（ＤＭＡＴ含む）、災
害拠点精神科病院（ＤＰＡＴ含む）

総務部
自衛隊派遣・各種支援要請

陸上自動車輸送のあっせん

ヘリ・船艇の出動

九州電力株式会社、九州電力送配電株式会社、
西部ガス株式会社

県の担当課 予想される応援要請事項 県からの要請・連絡先

陸上自衛隊西部方面総監部・第四師団

航空自衛隊西部航空方面隊

海上自衛隊佐世保地方総監部

隣接市町での指定避難所の開設 隣接市町村

鉄道輸送の要請 九州旅客鉄道株式会社、私鉄各社

海上・陸上輸送の要請 九州運輸局（福岡運輸支局）、第七管区海上保
安本部、西日本高速道路株式会社

航空輸送の要請 空港管理者等

福岡県トラック協会、福岡県バス協会

九州運輸局（福岡運輸支局）

物資のあっせん 関係団体、九州経済産業局

物資のあっせん（福祉関係機器） 関係団体

日用品(資材)・飲料水の調達 協定業者

リース機材の調達 協定業者

通信機材等の調達 九州総合通信局、通信事業者

通信途絶時における地方公共団体と
の通信確保（ホットライン確保）

九州地方整備局

放送要請 日本放送協会（福岡放送局）、ＲＫＢ毎日放送
株式会社、株式会社テレビ西日本、九州朝日放
送株式会社、株式会社福岡放送、株式会社エフ
エム福岡、株式会社ＴＶＱ九州放送、株式会社
ＣＲＯＳＳ ＦＭ、ラブエフエム国際放送株式会
社

緊急警報放送要請 日本放送協会（福岡放送局）

消防・救急応援 消防庁

消防庁、他都道府県、政令指定都市

自衛隊、第七管区海上保安本部、他都道府県警
察

ライフラインの優先復旧

(早期回復を必要とする施設)

水道等ライフラインの災害応急措置
に必要な人材派遣

自衛隊

徒歩帰宅者支援 協定業者

海上・陸上輸送の要請（離島航路・
バス）

災害対策本部（総括班）と協働

鉄道輸送の要請（第３セクター鉄
道）

災害対策本部（総括班）と協働

生活安全課 応急生活物資の確保、ボランティア
活動の支援、医療・保健活動の確保

福岡県生活協同組合連合会

保健医療介護総務
課

保健師・栄養士等医療保健関係者 県内市町村

健康増進課 の派遣 近隣県、全国都道府県（厚生労働省）

こころの健康づく
り推進室

医療指導課

健康増進課

こころの健康づく
り推進室
薬務課

医療指導課 患者受入医療機関のあっせん 厚生労働省、県内医療機関

医療指導課 ヘリによる患者搬送 災害対策本部(総括班)と協働

医療指導課 船艇による患者搬送 災害対策本部(総括班)と協働

医療指導課 医療用水の確保 災害対策本部(水道整備班)と協働

薬務課 医薬品等の供給 厚生労働省、福岡県医薬品卸業協会、福岡県医
療機器協会、福岡県薬剤師会

薬務課 血液の安定供給 福岡県赤十字血液センター

がん感染症疾病対
策課

防疫薬剤等の供給 県内市町村

生活衛生課 遺体処理・火葬等（広域火葬、ﾄﾞﾗｲ
ｱｲｽ・柩等の確保・あっせん、遺体
の搬送）

厚生労働省、警察、市町村、近隣県、民間業者
等

生活衛生課 愛護動物の保護・収容 市町村、福岡県獣医師会、他都道府県、関係団
体等

福祉総務課 食料、飲料水、福祉用具の調達 協定業者

災害廃棄物処理対策 市町村、関係団体、他都道府県、環境省

ごみ処理対策 市町村、関係団体、他都道府県、環境省

し尿処理対策 市町村、関係団体、他都道府県、環境省

福祉労働部

環境部

廃棄物対策課

企画・地域振興部

交通政策課

人づくり･県民生活部

保健医療介護部

医療関係者の派遣 厚生労働省、日本赤十字社福岡県支部、福岡県
県医師会、福岡県歯科医師会、福岡県精神科病
院協会、市町村立病院、国立病院機構、福岡県
薬剤師会、災害拠点病院（ＤＭＡＴ含む）、災
害拠点精神科病院（ＤＰＡＴ含む）

総務部

防災危機管理局

自衛隊派遣・各種支援要請

陸上自動車輸送のあっせん

ヘリ・船艇の出動

九州電力株式会社、九州電力送配電株式会社、
西部ガス株式会社
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旧 新 改正理由 

 

  第２ （略） 

 第５節 災害救助法の適用 

   （略） 

  第１～第２ （略） 

  第３ 救助の実施 

１ 災害救助法による救助の種類は、次のとおりである。 

なお、本節第１の３による救助の種類は、（１）である。 

（１）避難所（応急仮設住宅を除く。）の供与 

（２）炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給 

（３）被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与 

（４）医療及び助産 

（５）被災者の救出 

 

（６）被災した住宅の応急処理 

（７）生業に必要な資金、器具又は資料の給与又は貸与 

（８）学用品の給与 

（９）埋葬 

（10）遺体の捜索及び処理 

（11）災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹材等で、

日常生活に著しい支障を及ぼしているものの除去 

（12）応急仮設住宅の供与 

２ 知事は、救助を迅速に行うため必要があると認めるときは、救助

の実施に関する事務の一部を市町村長が行うこととする。また、そ

の他の救助実施については、市町村長は都道府県知事が行う救助

を補助する。 

      

第２ （略） 

第５節 災害救助法の適用 

   （略） 

  第１～第２ （略） 

  第３ 救助の実施 

１ 災害救助法による救助の種類は、次のとおりである。 

なお、本節第１の３による救助の種類は、（１）である。 

（１）避難所（応急仮設住宅を除く。）の供与 

（２）炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給 

（３）被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与 

（４）医療及び助産 

（５）被災者の救出 

（６）福祉サービスの提供 

（７）被災した住宅の応急修理 

（８）生業に必要な資金、器具又は資料の給与又は貸与 

（９）学用品の給与 

（10）埋葬 

（11）遺体の捜索及び処理 

（12）災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、

日常生活に著しい支障を及ぼしているものの除去 

（13）応急仮設住宅の供与 

２ 知事は、救助を迅速に行うため必要があると認めるときは、救助

の実施に関する事務の一部を市町村長が行うこととする。また、そ

の他の救助実施については、市町村長は都道府県知事が行う救助

 

組織再編のため 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害救助法（R7.6修正）に

基づく修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商工政策課 生活必需物資の流通確保 九州百貨店協会、協定業者、商工関係団体等

団体指導課 食料・飲料水の調達・あっせん 農業団体(協定関係)

水田農業振興課 米穀の調達 農林水産省農産局長

畜産課 家畜の診察 福岡県獣医師会、北九州市獣医師会、福岡県農
業共済組合、市町村

林業振興課 非常災害用木材の調達・あっせん 九州森林管理局、製材品は福岡県木材組合連合
会、木杭などは福岡県森林組合連合会

道路維持課 道路啓開 国土交通省、政令指定都市等

建築指導課 応急危険度判定士の派遣 国土交通省、他都道府県、市町村、建築関係団
体

開発・盛土指導課 被災宅地危険度判定士の派遣 国土交通省、他都道府県、市町村

飲料水の供給 隣接市町村等

給水車の派遣 隣接市町村等

ライフラインの優先復旧

(早期回復を必要とする施設)

災害応急措置に必要な人材派遣 水道事業者、他都道府県、日本水道協会

応急仮設住宅の調整 協定業者、内閣府

公営住宅への一時入居 市町村、他都道府県

緊急交通路の確保等に関する

交通誘導

避難場所・その被災地における警戒
活動警備

その他必要があると認める警備

公安部（警察本部）

警備課 福岡県警備業協会

農林水産部

県土整備部

上下水道課上水道
整備室

隣接市町村等

建築都市部

県営住宅課

商工部
生活必需物資の流通確保 九州百貨店協会、協定業者、商工関係団体等

ライフラインの優先復旧

早期回復を必要とする施設)

食料・飲料水の調達・あっせん 農業団体(協定関係)

米穀の調達 農林水産省農産局長

家畜の診察 福岡県獣医師会、北九州市獣医師会、福岡県農
業共済組合、市町村

非常災害用木材の調達・あっせん 九州森林管理局、製材品は福岡県木材組合連合
会、木杭などは福岡県森林組合連合会

緊急輸送路の確保 他都道府県等

飲料水の供給 隣接市町村等

給水車の派遣 隣接市町村等

ライフラインの優先復旧

早期回復を必要とする施設)

災害応急措置に必要な人材派遣 水道事業者、他都道府県、日本水道協会

応急危険度判定士の派遣 国土交通省、他都道府県、市町村、建築関係団
体

被災宅地危険度判定士の派遣 国土交通省、他都道府県、市町村

応急仮設住宅の調整 協定業者、内閣府

公営住宅への一時入居 市町村、他都道府県

緊急交通路の確保等に関する

交通誘導

避難場所・その被災地における警戒
活動警備

その他必要があると認める警備

公安部（警察本部）

警備課 福岡県警備業協会

農林水産部

県土整備部

水資源対策課水道
整備室

隣接市町村等

建築都市部

県営住宅課

商工部

工業保安課 福岡県ＬＰガス協会
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旧 新 改正理由 

市町村長が行なうこととする事務は次のとおりとする。 

（１）避難所（応急仮設住宅を除く。）の供与 

（２）炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給 

（３）被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与 

（４）医療及び助産 

（５）被災者の救出 

 

 

（６）被災した住宅の応急処理 

（７）学用品の給与 

（８）埋葬 

（９）遺体の捜索及び処理 

（10）災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹材等で、

日常生活に著しい支障を及ぼしているものの除去 

（11）応急仮設住宅（賃貸型仮設住宅）の供与 

   ３ （略） 

  第４～第６ （略） 

第６節 要員の確保 

   （略） 

〈主な実施機関〉 

    国（福岡労働局）、県（総務部・人づくり・県民生活部・保健医療

介護部・福祉労働部）、市町村 

  第１ 労働者等確保の種別、方法（人事課・防災危機管理局・社会活動

推進課・労働政策課、福岡労働局職業安定部職業安定課、市町村、

関係機関） 

     （略） 

   １～５ （略） 

第２ （略） 

第７節 災害ボランティアの受入・支援 

（略） 

〈主な実施機関〉 

県（防災危機管理局・社会活動推進課・福祉総務課・関係各課）、

市町村、社会福祉協議会、災害中間支援組織、関係機関 

 

  第１～第３ （略） 

第２章 災害応急対策活動 

第１節 地震津波情報伝達対策（緊急地震速報、津波警報等の伝達） 

 地震が発生した場合、緊急地震速報、津波警報等、津波情報や地

震情報（震度、長周期地震動階級、震源、マグニチュード、地震活

動の状況等）、南海トラフ地震に関連する情報は、防災関係機関が

効果的に応急対策を実施する上で不可欠である。また、津波による

被害、特に人的な被害を防止するためには、できるだけ早く情報を

を補助する。 

市町村長が行なうこととする事務は次のとおりとする。 

（１）避難所（応急仮設住宅を除く。）の供与 

（２）炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給 

（３）被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与 

（４）医療及び助産 

（５）被災者の救出 

（６）福祉サービスの提供（災害派遣福祉チーム（ＤＷＡＴ）の派遣     

を除く。） 

（７）被災した住宅の応急修理 

（８）学用品の給与 

（９）埋葬 

（10）遺体の捜索及び処理 

（11）災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、

日常生活に著しい支障を及ぼしているものの除去 

（12）応急仮設住宅（賃貸型応急住宅）の供与 

   ３ （略） 

  第４～第６ （略） 

第６節 要員の確保 

   （略） 

〈主な実施機関〉 

    国（福岡労働局）、県（総務部・市町村・地域振興部・保健医療介

護部・福祉こども政策部）、市町村 

  第１ 労働者等確保の種別、方法（人事課・防災危機管理局・人材活躍

・労働総務課・地域振興総務課共助社会づくり推進室、福岡労働局

職業安定部職業安定課、市町村、関係機関） 

     （略） 

   １～５ （略） 

第２ （略） 

第７節 災害ボランティアの受入・支援 

（略） 

〈主な実施機関〉 

県（防災危機管理局・地域振興総務課共助社会づくり推進室・福祉

総務課・関係各課）、市町村、社会福祉協議会、災害中間支援組織、

関係機関 

  第１～第３ （略） 

第２章 災害応急対策活動 

第１節 地震津波情報伝達対策（緊急地震速報、津波警報等の伝達） 

 地震が発生した場合、緊急地震速報、大津波警報・津波警報又は

津波注意報（以下これらを「津波警報等」という。）、津波情報や地

震情報（震度、長周期地震動階級、震源、マグニチュード、地震活

動の状況等）、南海トラフ地震に関連する情報は、防災関係機関が

 

 

 

 

 

 

 

災害救助法（R7.6修正）に

基づく修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織再編のため 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織再編のため 

 

 

 

 

 

記載の整理 
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旧 新 改正理由 

伝達し被害を受けるおそれのある地域から住民、観光客、漁民等あ

るいは漁船、漁具、ヨットなどを避難させることが重要となる。 

このため、緊急地震速報、大津波警報・津波警報・津波注意報等

の受領伝達を迅速・確実に実施する。 

 

〈主な実施機関〉 

 気象庁（福岡管区気象台）、県（防災危機管理局、関係各課）、警察

、市町村 

  第１ （略） 

  第２ 津波警報等、地震及び津波に関する情報の種類 

１ 大津波警報・津波警報、津波注意報、津波予報 

   ２ 地震及び津波に関する情報     震度速報 

                      地震情報 

                      津波情報 

                      震源・震度情報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

効果的に応急対策を実施する上で不可欠である。また、津波による

被害、特に人的な被害を防止するためには、できるだけ早く情報を

伝達し被害を受けるおそれのある地域から住民、観光客、漁民等あ

るいは漁船、漁具、ヨットなどを避難させることが重要となる。 

このため、緊急地震速報、大津波警報・津波警報・津波注意報等

の受領伝達を迅速・確実に実施する。 

〈主な実施機関〉 

 気象庁（福岡管区気象台）、県（防災危機管理局、関係各課）、警察

、市町村 

  第１ （略） 

  第２ 地震及び津波に関する情報の種類等 

１ 地震情報の種類、発表基準と内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 津波に関する情報 

（１）大津波警報・津波警報・津波注意報の発表等 

気象庁は、地震が発生した時は地震の規模や位置を速やかに

推定し、これらをもとに沿岸で予想される津波の高さを求め、地

震が発生してから約３分を目標に津波警報等を津波予報区単位

で発表する。 

津波警報等とともに発表する予想される津波の高さは、通常

は５段階の数値で発表する。ただし、地震の規模がマグニチュー

ド８を超えるような巨大地震に対しては、精度のよい地震の規

模をすぐに求めることができないため、津波警報等発表の時点

では、その海域における最大の津波想定等をもとに津波警報等

を発表する。その場合、最初に発表する大津波警報や津波警報で

は、予想される津波の高さを「巨大」や「高い」という言葉を用
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旧 新 改正理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いて発表し、非常事態であることを伝える。予想される津波の高

さを「巨大」などの言葉で発表した場合には、その後、地震の規

模が精度良く求められた時点で津波警報等を更新し、津波情報

では予想される津波の高さも数値で発表する。 

津波警報等の種類と発表される津波の高さ（※２）等 

※１大津波警報を特別警報に位置付けている。 

※２「津波の高さ」とは、津波によって潮位が高くなった時点に

おける潮位と、その時点に津波がなかったとした場合の潮位

との差であって、津波によって潮位が上昇した高さをいう。 

（２）津波情報の発表等 

気象庁は、津波警報等を発表した場合には、各津波予報区の津

波の到達予想時刻や予想される津波の高さ、各観測点の満潮時

刻や津波の到達予想時刻等を津波情報で発表する。 

津波情報の種類と発表内容 

 

 

 

 

 

 

 

（３）津波予報 

気象庁は、地震発生後、津波による災害が起こるおそれがない

場合には、以下の内容を津波予報で発表する。 

津波予報の発表基準と発表内容 

 

記載の整理 
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  第３ 津波警報等の伝達系統 

   １～２ （略） 

   ３ 津波警報等の種類、解説、発表される津波の高さ及び標識 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）１ 大津波警報については、津波特別警報に位置づけられる。 

２ 津波による災害の恐れがなくなったと認められる場合、津波

警報等の解除を行う。 

      このうち、津波注意報は、津波の観測状況等により、津波がさ

らに高くなる可能性は小さいと判断した場合には、津波の高さ

が発表基準より小さくなる前に、海面変動が継続することや留

意事項を付して解除を行う場合がある。 

３ 「津波の高さ」とは、津波によって潮位が高くなった時点にお

けるその潮位とその時点に津波がなかったとした場合の潮位と

の差であって、津波によって潮位が上昇した高さをいう。 

４ 鳴鐘又は吹鳴の反復は、適宜とする。 

 

 なお、津波警報等や津波情報の留意事項は以下の気象庁ホームペー

ジを参照すること。 

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/jishin/joho/tsunamiinf

o.html（津波警報・注意報、津波情報、津波予報について） 

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/jishin/tsunami/issuanc

e.html（津波警報の発表と解除） 

 

第３ 津波警報等の伝達系統 

１～２ （略） 

３ 津波警報等の種類と標識 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）１ 津波による災害の恐れがなくなったと認められる場合、津波

警報等の解除を行う。 

このうち、津波注意報は、津波の観測状況等により、津波が

さらに高くなる可能性は小さいと判断した場合には、津波の

高さが発表基準より小さくなる前に、海面変動が継続するこ

とや留意事項を付して解除を行う場合がある。 

２ 鳴鐘又は吹鳴の反復は、適宜とする。 

 

 

 

記載の整理 
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   ４～５ （略） 

第４ 地震及び津波に関する情報の発表及び伝達 

１ 地震及び津波に関する情報の内容と伝達方法 

     地震及び津波に関する情報とは、全国で震度１以上を観測した

地震、津波が予想される地震、局地的に群発する地震などが発生し

たときに発表するもので、その種類は次のとおりである。 

   （１）震度速報 

地震発生約１分半後に、震度３以上を観測した地域名（全国を

１８８地域に区分）と地震の揺れの検知時刻を速報する。 

（２）震源に関する情報 

      地震の発生場所（震源）やその規模（マグニチュード）を発表。 

「津波の心配なし」又は「若干の海面変動があるかもしれない

が被害の心配はなし」を付加して発表する。 

（３）震源・震度情報 

地震の発生場所（震源）やその規模（マグニチュード）、震度

１以上を観測した地点と観測した震度を発表する。それに加え

て、震度３以上を観測した地域名と市町村毎の観測した震度を

発表する。なお、震度５弱以上と考えられる地域で震度を入手し

ていない地点がある場合は、その市町村・地点名を発表する。 

   （４）地震回数に関する情報 

      地震が多発した場合、震度１以上を観測した地震の回数を発

表する。 

（５）津波情報 

大津波警報・津波警報・津波注意報が発表された津波予報区に

おける津波の到達予想時刻、予想される津波の高さ、満潮時刻及

び観測された津波の高さ及び時刻を発表する。 

（６）長周期地震動に関する観測情報 

高層ビル内での的確な防災対応に資するため、震度１以上を

観測した地震のうち長周期地震動階級１以上を観測した場合に

、地域ごと及び地点ごとの長周期地震動階級等を地震発生から

10分後程度で１回発表する。 

（７）遠地地震に関する情報 

国外でマグニチュード7.0以上の地震や都市部等、著しい被害

が発生する可能性がある地域で規模の大きな地震が観測された

場合、地震の発生時刻、発生場所（震源）やその規模（マグニチ

ュード）を概ね30分以内に発表する。また、日本や国外への津波

の影響に関しても記述して発表する。 

※国外で発生した大規模噴火を感知した場合にも発表することが

ある。（噴火発生から１時間半～２時間程度で発表） 

２～３ （略） 

  第５ （略） 

第２節 津波災害応急対策の実施（津波への対処） 

 

 ４～５ （略） 

第４ 地震及び津波に関する情報の発表及び伝達 

   １ 地震及び津波に関する情報の内容と伝達方法 

 地震及び津波に関する情報とは、全国で震度１以上を観測した

地震、津波が予想される地震、局地的に群発する地震などが発生し

たときに発表するもので、その種類は第３編「災害応急対策計画」

第２章「災害応急対策活動」第１節「地震津波情報伝達対策（緊急

地震速報、津波警報等の伝達）」第２「地震及び津波に関する情報

の種類等」を参照すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

２～３ （略） 

  第５ （略） 

記載の整理 
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    （略） 

〈主な実施機関〉 

国（国土交通省関門航路事務所）、県（防災危機管理局、財産活用

課、道路維持課、河川整備課、港湾課、警察本部、人づくり･県民生

活部、保健医療介護部、福祉労働部、工業保安課、関係各課）、市町

村、関係機関、道路管理者、河川管理者、海岸管理者 

第１ 津波災害応急対策のための基本的な考え方 

津波が発生し、又は発生するおそれがある場合には迅速かつ円

滑に災害応急対策、災害復旧・復興を実施する必要があるが、その

ための備えとして、以下に掲げる事項を平常時より怠りなく行う

必要がある。特に、市町村は、住民の迅速かつ円滑な避難を実現す

るとともに、高齢化の進展等を踏まえ高齢者等の要配慮者の避難

対策を充実・強化する必要がある。 

津波災害の災害応急対策としては、災害発生直前の警報等の伝

達、避難誘導等の対策があり、発生後は機動的な初動調査の実施等

被害状況の把握、次いでその情報に基づき所要の体制を整備する

とともに、人命の救助・救急・医療・消火活動を進めることとなる。

さらに、応急収容、必要な生活支援（食料、飲料水、燃料等の供給）

を行う。当面の危機的状況に対処した後は、保健衛生、社会秩序の

維持、ライフライン等の復旧、被災者への情報提供、二次災害風水

害など）の防止を行っていくこととなる。この他、広域的な人的・

物的支援を円滑に受入れることも重要である。 

  第２～第３ （略） 

第４ 沿岸地域等の住民等に対する広報体制の整備 

   １ 海岸等における広報 

沿岸地域の市町村は、沿岸の住民、海水浴客、釣り人等に対し、

市町村防災行政無線(同報系)、広報車等により、海岸から退避する

よう広報する。 

 また、津波警報等や避難指示等の伝達に当たっては、走行中の車

両、運行中の列車、船舶、海水浴客、釣り人、観光客等にも確実に

伝達できるよう、市町村防災行政無線（同報系、戸別受信機を含む

。）、スマートフォンを活用した防災情報提供アプリ「ふくおか防災

ナビ・まもるくん」、福岡県防災情報等メール配信システム｢防災メ

ール・まもるくん｣、全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）、テ

レビ、ラジオ（コミュニティＦＭ放送を含む。）、携帯電話（緊急速

報メール機能を含む。）、ソーシャルメディア、ワンセグ放送、Ｌア

ラート（災害情報共有システム）等のあらゆる手段の活用を図るも

のとする。 

２ （略） 

３ 海面監視体制及び通報伝達体制等を確立 

福岡管区気象台から、なんらかの通報が届くまで少なくとも30

分は海面の状態を監視する。この場合、高所からの監視等の安全措

第２節 津波災害応急対策の実施（津波への対処） 

    （略） 

〈主な実施機関〉 

国（国土交通省関門航路事務所）、県（防災危機管理局、財産活用

課、道路維持課、河川整備課、港湾課、警察本部、保健医療介護部、

福祉こども政策部、消防保安課、関係各課）、市町村、関係機関、道

路管理者、河川管理者、海岸管理者 

第１ 津波災害応急対策のための基本的な考え方 

津波が発生し、又は発生するおそれがある場合には迅速かつ円

滑に災害応急対策、災害復旧・復興を実施する必要があるが、その

ための備えとして、以下に掲げる事項を平時より怠りなく行う必

要がある。特に、市町村は、住民の迅速かつ円滑な避難を実現する

とともに、高齢化の進展等を踏まえ高齢者等の要配慮者の避難対

策を充実・強化する必要がある。 

津波災害の災害応急対策としては、災害発生直前の警報等の伝

達、避難誘導等の対策があり、発生後は機動的な初動調査の実施等

被害状況の把握、次いでその情報に基づき所要の体制を整備する

とともに、人命の救助・救急・医療・消火活動を進めることとなる。

さらに、応急収容、必要な生活支援（食料、飲料水、燃料等の供給）

を行う。当面の危機的状況に対処した後は、保健衛生、社会秩序の

維持、ライフライン等の復旧、被災者への情報提供、二次災害風水

害など）の防止を行っていくこととなる。この他、広域的な人的・

物的支援を円滑に受入れることも重要である。 

  第２～第３ （略） 

第４ 沿岸地域等の住民等に対する広報体制の整備 

   １ 海岸等における広報 

沿岸地域の市町村は、沿岸の住民、海水浴客、釣り人等に対し、

市町村防災行政無線(同報系)、広報車等により、海岸から退避する

よう広報する。 

 また、津波警報等や避難指示等の伝達に当たっては、走行中の車

両、運行中の列車、船舶、海水浴客、釣り人、観光客等にも確実に

伝達できるよう、市町村防災行政無線（同報系、戸別受信機を含む

。）、スマートフォンを活用した防災情報提供アプリ「ふくおか防災

ナビ・まもるくん」、全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）、テ

レビ、ラジオ（コミュニティＦＭ放送を含む。）、携帯電話（緊急速

報メール機能を含む。）、ソーシャルメディア、ワンセグ放送、Ｌア

ラート（災害情報共有システム）等のあらゆる手段の活用を図るも

のとする。 

 

２ （略） 

３ 海面監視体制及び通報伝達体制等を確立 

福岡管区気象台から、なんらかの通報が届くまで少なくとも30
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メールまもるくんの廃止の

ため 
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旧 新 改正理由 

置を講じた上で海面監視体制をとるとともに、関係機関からの情

報入手及び通報伝達体制等を確立する。なお、異常を発見した場合

は、状況に応じて、海浜にある者に対して早期退避を呼びかけると

ともに、県、警察及び関係機関に通報する等の措置を講ずるものと

する。 

  第５～第９ （略） 

第３節  被害情報等の収集伝達 

   （略） 

第１ 被害情報の収集と被害規模の早期把握（防災危機管理局・農林事

務所・関係部局、市町村） 

   （略） 

   １ （略） 

   ２ 地震発生直後の被害情報の把握 

県及び市町村は、被害規模を早期に把握するため、次の初期情報

等の収集を行うものとし、天候状況を勘案しながら、必要に応じ、

航空機、無人航空機等による目視、撮影等による情報収集を行うも

のとする。 

 

この場合、県は降雨量、風速等から特に被害の発生が予想される

地域を優先して市町村、消防本部等から情報を収集することとし、

被害規模の早期把握に努めるものとする。 

また、県は、市町村において通信手段の途絶等が発生し、被害情

報等の報告が十分なされていないと判断する場合等にあっては、

必要に応じ、市町村に災害警戒（対策）地方本部から情報連絡員を

派遣し、応急的な市町村との通信及び情報の収集に努めるものと

する。被害情報等の把握に際しては、ヘリコプターや無人航空機、

高所監視カメラ等の機材や各種通信手段の効果的活用等により、

あらゆる手段を尽くすよう努めるものとする。 

     情報連絡員が情報収集のため被災地に赴く場合に、どのような

内容の情報をどのような手段で収集するかなどを定めた情報収集

要領を、あらかじめ作成するよう努めるものとする。 

     県は、人的被害の数については、一元的に集約、調整を行うもの

とする。その際、関係機関が把握している人的被害の数について積

極的に収集し、一方、関係機関は県に連絡するものとする。県は、

当該情報が得られた際は、関係機関の協力を得て、整理・突合・精

査を行い、直ちに消防庁へ報告するものとする。また、人的被害の

数について広報を行う際には、市町村等と密接に連携しながら適

切に行うものとする。 

     市町村は、要救助者の迅速な把握のため、安否不明者についても、

関係機関の協力を得て、積極的に情報収集を行うものとする。 

     都道府県は、要救助者の迅速な把握による救助活動の効率化・円

滑化のために必要と認めるときは、市町村等と連携の上、安否不明

分は海面の状態を監視する。この場合、高所からの監視等の安全措

置を講じた上で海面監視体制をとるとともに、関係機関からの情

報入手及び通報伝達体制等を確立する。なお、異常を発見した場合

は、状況に応じて、海浜にある者に対して早期退避を呼び掛けると

ともに、県、警察及び関係機関に通報する等の措置を講ずるものと

する。 

  第５～第９ （略） 

第３節  被害情報等の収集伝達 

   （略） 

第１ 被害情報の収集と被害規模の早期把握（防災危機管理局・農林事

務所・関係部局、市町村） 

   （略） 

   １ （略） 

   ２ 地震発生直後の被害情報の把握 

県及び市町村は、被害規模を早期に把握するため、次の初期情報

等の収集を行うとともに、収集した画像情報について、防災ＩｏＴ

システム等を活用し、関係機関間での迅速な共有に努めるものと

し、天候状況を勘案しながら、必要に応じ、航空機、無人航空機等

による目視、撮影等による情報収集を行うものとする。 

この場合、県は降雨量、風速等から特に被害の発生が予想される

地域を優先して市町村、消防本部等から情報を収集することとし、

被害規模の早期把握に努めるものとする。 

また、県は、市町村において通信手段の途絶等が発生し、被害情

報等の報告が十分なされていないと判断する場合等にあっては、

必要に応じ、市町村に災害警戒（対策）地方本部から情報連絡員を

派遣し、応急的な市町村との通信及び情報の収集に努めるものと

する。被害情報等の把握に際しては、ヘリコプターや無人航空機、

高所監視カメラ等の機材や各種通信手段の効果的活用等により、

あらゆる手段を尽くすよう努めるものとする。 

     情報連絡員が情報収集のため被災地に赴く場合に、どのような

内容の情報をどのような手段で収集するかなどを定めた情報収集

要領を、あらかじめ作成するよう努めるものとする。 

     県は、人的被害の数については、一元的に集約、調整を行うもの

とする。その際、関係機関が把握している人的被害の数について積

極的に収集し、一方、関係機関は県に連絡するものとする。県は、

当該情報が得られた際は、関係機関の協力を得て、整理・突合・精

査を行い、直ちに消防庁へ報告するものとする。また、人的被害の

数について広報を行う際には、市町村等と密接に連携しながら適

切に行うものとする。 

     市町村は、要救助者の迅速な把握のため、安否不明者についても、

関係機関の協力を得て、積極的に情報収集を行うものとする。 

     都道府県は、要救助者の迅速な把握による救助活動の効率化・円
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旧 新 改正理由 

者の氏名等を公表し、その安否情報を収集・精査することにより、

速やかな安否不明者の絞り込みに努めるものとする。 

国、県、市町村及び指定公共機関は道路等の途絶によるいわゆる

孤立集落について、早期解消の必要があることから、それぞれの所

管する道路のほか、通信、電気、ガス、上下水道等のライフライン

の途絶状況を把握するとともに、その復旧状況と併せて、県及び市

町村に連絡するものとする。また、県及び市町村は当該地域におけ

る備蓄の状況、医療的援助が必要な者など要配慮者の有無の把握

に努めるものとする。 

   ３～８ （略） 

  第２ 県災害対策本部並びに関係機関の情報収集伝達経路 

   １ 防災関係機関相互における災害情報連絡系統図（再掲） 

 

 

   ２～３ （略） 

第３ （略） 

第４ 通信計画 

 １ （略） 

２ 災害時における通信連絡 

（１）～（３） （略） 

（４）公衆電気通信設備の利用 

（略） 

ア （略） 

イ 県（本庁）が承認を受けた非常・緊急通話取扱い電話番号は

次のとおりである。 

滑化のために必要と認めるときは、市町村等と連携の上、安否不明

者の氏名等を公表し、その安否情報を収集・精査することにより、

速やかな安否不明者の絞り込みに努めるものとする。 

国、県、市町村及び指定公共機関は道路等の途絶によるいわゆる

孤立集落について、早期解消の必要があることから、それぞれの所

管する道路のほか、通信、電気、ガス、上下水道等のライフライン

の途絶状況を把握するとともに、その復旧状況と併せて、県及び市

町村に連絡するものとする。また、県及び市町村は当該地域におけ

る備蓄の状況、医療的援助が必要な者など要配慮者の有無の把握

に努めるものとする。 

   ３～８ （略） 

  第２ 県災害対策本部並びに関係機関の情報収集伝達経路 

   １ 防災関係機関相互における災害情報連絡系統図（再掲） 

 

 

 ２～３ （略） 

第３ （略） 

第４ 通信計画 

 １ （略） 

２ 災害時における通信連絡 

（１）～（３） （略） 

（４）公衆電気通信設備の利用 

（略） 

ア （略） 

イ 県（本庁）が承認を受けた非常・緊急通話取扱い電話番号は
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〈福岡県庁非常・緊急通話電話番号〉 

ウ （略） 

   （５） （略） 

   ３～４ （略） 

第４節 広報・広聴 

災害時における人命の安全と社会秩序の維持を図るため、住民

に対して迅速かつ正確な広報を実施する。また、被災者の要望、苦

情等の広聴を実施し、効果的な災害対策の実施に資するとともに、

総合的な相談・情報提供の窓口を設置し、被災者や一般住民の様々

な相談に適切に対応する。 

また、インターネット上の偽情報・誤情報について、関係機関の

協力を得て、特に被災地に関する偽情報・誤情報の流通・拡散の状

況を把握しつつ、被災者等が的確な情報を入手するための注意喚

起を図るなど、必要な対策を講じるよう努めるものとする。 

なお、広報活動に当たっては要配慮者に配慮した広報の実施に

努めるものとする。 

〈主な実施機関〉 

 県（関係各課）、警察（警備課）、市町村、防災関係機関 

第１ 災害広報の実施 

１ 県における広報 

（１）広報内容 

ア 県の行う広報内容 

 （略） 

（ア）～（オ） （略） 

（カ）ａ 空港・港湾の規制及び各種輸送機関の通行状況（交通 

政策課、空港対策局、港湾課） 

ｂ （略） 

（キ）ライフラインの状況（防災危機管理局・水資源対策課水道

整備室） 

（ク）地震発生時におけるガス安全使用（工業保安課） 

（ケ）～（タ） （略） 

イ （略） 

（２）広報方法（県民情報広報課、関係各課） 

  （略） 

次のとおりである。 

〈福岡県庁非常・緊急通話電話番号〉 

ウ （略） 

   （５） （略） 

   ３～４ （略） 

第４節 広報・広聴 

災害時における人命の安全と社会秩序の維持を図るため、住民

に対して迅速かつ正確な広報を実施する。また、被災者の要望、苦

情等の広聴を実施し、効果的な災害対策の実施に資するとともに、

総合的な相談・情報提供の窓口を設置し、被災者や一般住民の様々

な相談に適切に対応する。 

また、インターネット上の偽情報・誤情報について、関係機関の

協力を得て、特に被災地に関する偽情報・誤情報の流通・拡散の状

況を把握しつつ、被災者等が的確な情報を入手するための注意喚

起を図るなど、必要な対策を講ずるよう努めるものとする。 

なお、広報活動に当たっては要配慮者に配慮した広報の実施に

努めるものとする。 

〈主な実施機関〉 

 県（関係各課）、警察（警備課）、市町村、防災関係機関 

第１ 災害広報の実施 

１ 県における広報 

（１）広報内容 

ア 県の行う広報内容 

 （略） 

（ア）～（オ） （略） 

（カ）ａ 空港・港湾の規制及び各種輸送機関の通行状況（空港

・交通対策局、港湾課） 

ｂ （略） 

（キ）ライフラインの状況（防災危機管理局、上下水道課上水道

整備室） 

（ク）地震発生時におけるガス安全使用（消防保安課） 

（ケ）～（タ） （略） 

イ （略） 

（２）広報方法（広報課、関係各課） 

 

 

 

 

 

 

 

組織再編のため 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

字句の修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組織再編のため 

 

 

組織再編のため 

 

組織再編のため 

 

 

組織再編のため 



福岡県地域防災計画（地震・津波対策編）修正素案新旧対照表                       

 88 / 117 
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（３）広報の実施 

     ア きめ細かな情報提供（県民情報広報課、関係各課） 

     （略） 

イ （略） 

     ウ 報道機関等との連携（県民情報広報課・防災危機管理局 

     （ア） （略） 

（イ）県は、災害プレスセンターの設置、確保を図るなどの方策

を講じることとする。 

     （ウ）～（カ） （略） 

     エ 報道機関へ要請及び発表する広報内容例（県民情報広報課・

防災危機管理局） 

（ア）～（イ） （略） 

オ （略） 

   ２ （略） 

３ 指定公共機関等における広報 

（１）～（４） （略） 

（５）西日本電信電話株式会社 

  （略） 

（６） （略） 

  第２～第３ （略） 

  第４ 県民等からの問い合わせへの対応及び相談活動 

   １ （略） 

   ２ 内容 

   （１）県の相談活動（県民情報広報課・保健福祉環境事務所・防災危

機管理局、関係各課） 

     ア～ウ （略） 

   （２） （略） 

第５節 （略） 

第６節  二次災害の防止 

   （略） 

  第１ 震災消防活動（防災危機管理局、市町村） 

   （略） 

１ 出火防止、初期消火 

火災による被害を防止又は軽減するため、住民、事業者、自主防

災組織等は、地震発生直後の出火防止、初期消火を行い、また、各

防災関係機関は、地震発生直後あらゆる方法により住民等に出火

防止及び初期消火の徹底について呼びかける。 

   ２ 消防活動 

   （１） （略） 

   （２） 危険物火災等に対する消防活動 

ア 特殊火災の消防活動 

      （略） 

  （略） 

（３）広報の実施 

     ア きめ細かな情報提供（広報課、関係各課） 

     （略） 

イ （略） 

     ウ 報道機関等との連携（広報課・防災危機管理局 

     （ア） （略） 

（イ）県は、災害プレスセンターの設置、確保を図るなどの方策

を講ずることとする。 

     （ウ）～（カ） （略） 

     エ 報道機関へ要請及び発表する広報内容例（広報課・防災危機

管理局） 

（ア）～（イ） （略） 

オ （略） 

   ２ （略） 

３ 指定公共機関等における広報 

（１）～（４） （略） 

（５）ＮＴＴ西日本株式会社 

  （略） 

（６） （略） 

  第２～第３ （略） 

  第４ 県民等からの問い合わせへの対応及び相談活動 

   １ （略） 

   ２ 内容 

   （１）県の相談活動（広報課・保健福祉環境事務所・防災危機管理局

、関係各課） 

     ア～ウ （略） 

   （２） （略） 

第５節 （略） 

第６節  二次災害の防止 

   （略） 

  第１ 震災消防活動（防災危機管理局、市町村） 

   （略） 

１ 出火防止、初期消火 

火災による被害を防止又は軽減するため、住民、事業者、自主防

災組織等は、地震発生直後の出火防止、初期消火を行い、また、各

防災関係機関は、地震発生直後あらゆる方法により住民等に出火

防止及び初期消火の徹底について呼び掛ける。 

   ２ 消防活動 

   （１） （略） 

   （２） 危険物火災等に対する消防活動 

ア 特殊火災の消防活動 
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     （ア） （略） 

     （イ）放射線関係施設火災 

放射線関係施設の火災に際しては、施設近辺の放射線に

よる危険を防止することを第１条件として防御活動に当た

るものとし、当該施設の管理者の指示に従い危険区域を設

定して、防護装備をした者以外の立入りを禁止し、注水消火

を行う場合には、消火に使用した水の汚染度により危険を

伴うものについては安全地域に流出する措置を講じる。 

     イ （略） 

   ３～５ （略） 

  第２～第３ （略） 

  第４ 地震、降雨等に伴う二次災害の防止 

   （略） 

１ 水害・土砂災害・宅地災害対策（環境保全課・河川整備課・砂防

課・建築指導課・都市計画課・開発・盛土指導課・農村森林整備課

、市町村） 

  （略） 

２～３ （略） 

第５～第６ （略） 

第７節 （略） 

第８節 救出活動 

   （略） 

〈主な実施機関〉 

   県（総務部・福祉労働部）、警察、第七管区海上保安本部、市町村 

 

第１ 陸上における救出対策 

   １～２ （略） 

３ 警察（警備課） 

災害発生のおそれがある場合は、人的被害の未然防止を最重点

とした警備措置を講じるとともに、災害が発生した場合は、次によ

る被災者の救出処置をとる。 

   （１）～（４） （略） 

   ４ （略） 

  第２～第３ （略） 

第４ 海外からの救援部隊等の受入計画（防災危機管理局、国際局、福

祉総務課、商工政策課（県海外事務所）、警察、市町村、消防本部） 

   １ （略） 

   ２ 内容 

   （１）～（３） （略） 

（４）支援受入の訓練等 

      県は、平常時から、海外からの救援部隊の受入・連携を目的と

した防災訓練を実施するなど、支援受入体制の整備に努める。 

      （略） 

     （ア） （略） 

     （イ）放射線関係施設火災 

放射線関係施設の火災に際しては、施設近辺の放射線に

よる危険を防止することを第１条件として防御活動に当た

るものとし、当該施設の管理者の指示に従い危険区域を設

定して、防護装備をした者以外の立入りを禁止し、注水消火

を行う場合には、消火に使用した水の汚染度により危険を

伴うものについては安全地域に流出する措置を講ずる。 

     イ （略） 

   ３～５ （略） 

  第２～第３ （略） 

  第４ 地震、降雨等に伴う二次災害の防止 

   （略） 

１ 水害・土砂災害・宅地災害対策（水・大気環境課・河川整備課・

砂防課・建築指導課・都市計画課・開発・盛土指導課・農村森林整

備課、市町村） 

  （略） 

２～３ （略） 

第５～第６ （略） 

第７節 （略） 

第８節 救出活動 

   （略） 

〈主な実施機関〉 

   県（総務部・福祉こども政策部）、警察、第七管区海上保安本部、

市町村 

第１ 陸上における救出対策 

   １～２ （略） 

３ 警察（警備課） 

災害発生のおそれがある場合は、人的被害の未然防止を最重点

とした警備措置を講ずるとともに、災害が発生した場合は、次によ

る被災者の救出処置をとる。 

   （１）～（４） （略） 

   ４ （略） 

  第２～第３ （略） 

第４ 海外からの救援部隊等の受入計画（防災危機管理局、国際局、福

祉総務課、商工政策課（県海外事務所）、警察、市町村、消防本部） 

   １ （略） 

   ２ 内容 

   （１）～（３） （略） 

（４）支援受入の訓練等 

      県は、平時から、海外からの救援部隊の受入・連携を目的とし
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旧 新 改正理由 

第９節  避難対策の実施 

   （略） 

  第１ （略） 

  第２ 警戒区域の設定 

   １ （略） 

２ 警戒区域（災害対策基本法第63条関係）の設定 

災害対策基本法第63条に定める警戒区域の設定は、以下のとお

りである。 

   （１）～（４） （略） 

（５）市町村長は、警戒区域の設定をしようとする場合において、必

要があると認めるときは、災害対応の多くの専門的知見等を有

し、ダムや河川等の施設を管理していることの多い指定行政機

関の長若しくは指定地方行政機関の長又は県知事に対し、当該

設定に関する事項について、助言を求めることができる。この際、

助言を求められた者は、その所掌事務に関し、技術的に可能な範

囲で助言を行うものとする。 

なお、市町村長は、これらの機関との発災時の連絡体制につい

て、予め市町村防災計画に定めておく等、十分な連携を図るもの

とする。 

第３ 避難者の誘導及び移送 

１ 市町村 

   （１）～（４） （略） 

（５）広域一時滞在 

ア 広域一時滞在についての協議 

被災市町村は、災害の規模、被災者の避難状況、避難の長期

化等にかんがみ、被災市町村の区域外への広域的な避難及び

指定避難所、応急仮設住宅等の提供が必要であると判断した

場合において、県内の他の市町村への受入れについては当該

市町村に直接協議し、他の都道府県の市町村への受入れにつ

いては県に対し当該他の都道府県との協議を求めることがで

きる。 

 

 

 

 

イ （略） 

   ２～４ （略） 

第４ 指定避難所等の開設 

   １ 市町村 

  （略） 

   （１）～（５） （略） 

（６）避難所開設当初からパーティションや段ボールベッド等の簡

た防災訓練を実施するなど、支援受入体制の整備に努める。 

第９節  避難対策の実施 

   （略） 

  第１ （略） 

  第２ 警戒区域の設定 

   １ （略） 

２ 警戒区域（災害対策基本法第63条関係）の設定 

災害対策基本法第63条に定める警戒区域の設定は、以下のとお

りである。 

   （１）～（４） （略） 

（５）市町村長は、警戒区域の設定をしようとする場合において、必

要があると認めるときは、災害対応の多くの専門的知見等を有

し、ダムや河川等の施設を管理していることの多い指定行政機

関の長若しくは指定地方行政機関の長又は県知事に対し、当該

設定に関する事項について、助言を求めることができる。この際、

助言を求められた者は、その所掌事務に関し、技術的に可能な範

囲で助言を行うものとする。 

なお、市町村長は、これらの機関との発災時の連絡体制につい

て、あらかじめ市町村防災計画に定めておく等、十分な連携を図

るものとする。 

第３ 避難者の誘導及び移送 

１ 市町村 

   （１）～（４） （略） 

（５）広域一時滞在 

ア 広域一時滞在についての協議 

被災市町村は、災害の規模、被災者の避難状況、避難の長期

化等にかんがみ、被災市町村の区域外への広域的な避難及び

指定避難所、応急仮設住宅等の提供が必要であると判断した

場合において、県内の他の市町村への受入れについては当該

市町村に直接協議し、他の都道府県の市町村への受入れにつ

いては県に対し当該他の都道府県との協議を求めることがで

きる。 

被災市町村は、広域一時滞在の受入先の市町村との間で、被

災住民に関する情報の共有を確実に行うものとする。また、受

入先の市町村は、受け入れた被災住民に対し、必要な支援情報

を提供するものとする。 

     イ （略） 

   ２～４ （略） 

第４ 指定避難所等の開設 

   １ 市町村 

  （略） 

   （１）～（５） （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

字句の修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画（R7.7修正）

に基づく修正 
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易ベッドを設置するなどによる良好な居住性の確保、当該指定

避難所に置ける食料、衣料、医薬品その他の生活関連物資の配布、

簡易トイレ、トイレカー、トイレトレーラー等のより快適なトイ

レの設置及び保健医療サービスの提供その他避難所に滞在する

避難者の生活環境の整備 

（７）関係機関等による支援が円滑に講じられるよう、次の避難所の

開設状況等の事項について県へ適切に報告する。 

     ア 指定避難所等の開設の日時及び場所 

イ 受入れ状況及び受入れ人員 

※ 指定避難所で生活せず食料や水等を受取りに来ている避難

者等についても情報の早期把握に努める。 

ウ 開設期間の見込 

エ 避難対象地区名（災害危険箇所名等資料編Ⅱ（災害危険箇所

編一覧）） 

 

（８）指定避難所等の適切な運営管理 

     ア～ウ （略） 

エ 女性や子供等に対する性暴力・ＤＶの発生防止 

指定避難所等における性暴力・ＤＶの発生を防止するため、

女性用と男性用のトイレを離れた場所に設置する、トイレ・更

衣室・入浴施設等は昼夜問わず安心して使用できる場所に設

置する、照明を増設する、性暴力・ＤＶについての注意喚起の

ためのポスターを掲示するなど、利用者の安全に配慮するよ

う努めるものとする。また、警察、病院、女性支援団体との連

携の下、被害者への相談窓口情報の提供を行うよう努めるも

のとする。 

（９） （略） 

（10）感染症対策 

指定避難所における感染症対策のため、避難者の健康管理や

避難所の衛生管理、十分な避難スペースの確保、適切な避難所レ

イアウト等の必要な措置を講じるよう努めるものとする。 

また、避難所等における衛生環境を維持するため、必要に応じ、

災害時感染制御支援チーム（ＤＩＣＴ）等の派遣を迅速に要請す

るものとする。 

２ （略） 

第５ 開設が長期化する見通しの場合の指定避難所運営管理（市町村） 

指定避難所の開設が長期化する見通しの場合、市町村は以下の

点に留意するものとする。 

１ 避難者が落ちつきを取り戻すまでの指定避難所運営 

   （１）～（２） （略） 

（３）男女のニーズの違い等男女双方の視点等に配慮 

      指定避難所においては、女性の意見を反映し、運営管理におけ

（６）避難所開設当初からプライバシー確保のためのパーティショ

ンや段ボールベッド等の簡易ベッドを設置するなどによる良好

な居住性の確保、当該指定避難所に置ける食料、衣料、医薬品そ

の他の生活関連物資の配布、簡易トイレ、トイレカー、トイレト

レーラー等のより快適なトイレの設置及び保健医療サービスの

提供その他避難所に滞在する避難者の生活環境の整備 

（７）関係機関等による支援が円滑に講じられるよう、次の避難所の

開設状況等の事項について県へ適切に報告する。 

     ア 指定避難所等の開設の日時及び場所 

イ 受入れ状況及び受入れ人員 

※ 指定避難所で生活せず食料や水等を受取りに来ている避難

者等についても情報の早期把握に努める。 

ウ 開設期間の見込 

エ 避難対象地区名（災害危険箇所名等資料編Ⅱ（災害危険箇所

編一覧）） 

オ 当該避難所に付与された全国共通避難所・避難場所ＩＤ 

（８）指定避難所等の適切な運営管理 

     ア～ウ （略） 

エ 女性やこども等に対する性暴力・ＤＶの発生防止 

指定避難所等における性暴力・ＤＶの発生を防止するため、

女性用と男性用のトイレを離れた場所に設置する、トイレ・更

衣室・入浴施設等は昼夜問わず安心して使用できる場所に設

置する、照明を増設する、性暴力・ＤＶについての注意喚起の

ためのポスターを掲示するなど、利用者の安全に配慮するよ

う努めるものとする。また、警察、病院、女性支援団体との連

携の下、被害者への相談窓口情報の提供を行うよう努めるも

のとする。 

（９） （略） 

（10）感染症対策 

指定避難所における感染症対策のため、避難者の健康管理や

避難所の衛生管理、十分な避難スペースの確保、適切な避難所レ

イアウト等の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

また、避難所等における衛生環境を維持するため、必要に応じ、

災害時感染制御支援チーム（ＤＩＣＴ）等の派遣を迅速に要請す

るものとする。 

２ （略） 

第５ 開設が長期化する見通しの場合の指定避難所運営管理（市町村） 

指定避難所の開設が長期化する見通しの場合、市町村は以下の

点に留意するものとする。 

１ 避難者が落ちつきを取り戻すまでの指定避難所運営 

   （１）～（２） （略） 

（３）男女のニーズの違い等男女双方の視点等に配慮 

防災基本計画（R7.7修正）

に基づく修正 
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に基づく修正 

 

字句の修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

字句の修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画（R7.7修正）



福岡県地域防災計画（地震・津波対策編）修正素案新旧対照表                       

 92 / 117 

旧 新 改正理由 

る女性の参画を推進するとともに、女性専用の物干し場、更衣室、

授乳室の設置や生理用品・女性用下着の女性による配布、男女ペ

アによる巡回警備や防犯ブザーの配布等、指定避難所における

安全性の確保など、女性や子育て家庭のニーズに配慮するよう

努めるものとする。 

 

 

 

   （４）～（８） （略） 

２ 避難者が落ちつきを取り戻した後の指定避難所運営管理（市町

村） 

市町村は以下の点に留意するものとする。 

なお、指定避難所における生活環境が常に良好なものであるよ

う努めるものとし、そのために、食事供与の状況、トイレの設置状

況等の把握に努め、必要な対策を講じるよう努めるものとする。 

 

 

 

 

また、国、県及び市町村は、災害の規模、避難者の避難及び収容

状況、避難の長期化等にかんがみて、ホテル・旅館等への移動を避

難者に促すものとする。 

なお、国、県及び市町村は、災害の規模等に鑑みて、避難者の健

全な住生活の早期確保のため、必要に応じ、応急仮設住宅の迅速な

提供、公営住宅、民間賃貸住宅及び空き家等利用可能な既存住宅の

あっせん及び活用等により、指定避難所の早期解消に努めること

を基本とする。 

   （１）～（３） （略） 

３ 保健・衛生対策（保健医療介護総務課・医療指導課・健康増進課

こころの健康づくり推進室・生活衛生課、市町村） 

県及び市町村は以下の点に留意するものとする。 

なお、市町村は、プライバシーの確保状況、段ボールベッド、パ

ーティション等の活用状況、入浴施設設置の有無及び利用頻度、洗

濯等の頻度、医師、薬剤師、保健師、看護師、管理栄養士等による

巡回の頻度、暑さ・寒さ対策の必要性、食料の確保、配食等の状況、

ごみ処理の状況など、避難者の健康状態や指定避難所の衛生状態

の把握に努め、栄養バランスのとれた適温の食事や、入浴、洗濯等

の生活に必要となる水の確保、福祉的な支援の実施など、必要な措

置を講じるよう努めるものとする。また、必要に応じ、被災者支援

等の観点から指定避難所における家庭動物のための避難スペース

の確保等に努めるとともに、獣医師会や動物取扱業者等から必要

な支援が受けられるよう、連携に努めるものとする。 

      指定避難所においては、女性や子育て家庭、性的少数者等の意

見を反映できるよう、運営において、これらの者の意見を反映で

きる者の参画を推進するとともに、女性専用の物干し場、更衣室

、授乳室の設置や生理用品・女性用下着の女性による配布、性的

少数者に配慮した多目的トイレの設置、男女ペアによる巡回警

備や防犯ブザーの配布等、指定避難所等における安全性の確保、

キッズスペースや学習スペースの設置など、女性や性的少数者、

子育て家庭、こども・若者のニーズに配慮した運営管理に努める

ものとする。 

   （４）～（８） （略） 

２ 避難者が落ちつきを取り戻した後の指定避難所運営管理（市町

村） 

市町村は以下の点に留意するものとする。 

なお、指定避難所における生活環境が常に良好なものであるよ

う努めるものとし、そのために、栄養バランスのとれた適温の食事

を提供できるよう、炊き出しに利用できる学校給食施設等の場所、

調理器具や食料を確保することに努めるとともに、教育委員会等

の関係部局とあらかじめ方針を決めながら、快適なトイレの設置

状況、し尿処理状況、健康のための入浴施設の設置状況等の把握に

努め、必要な対策を講ずるよう努めるものとする。 

また、国、県及び市町村は、災害の規模、避難者の避難及び収容

状況、避難の長期化等にかんがみて、ホテル・旅館等への移動を避

難者に促すものとする。 

なお、国、県及び市町村は、災害の規模等に鑑みて、避難者の健

全な住生活の早期確保のため、必要に応じ、応急仮設住宅の迅速な

提供、公営住宅、民間賃貸住宅及び空き家等利用可能な既存住宅の

あっせん及び活用等により、指定避難所の早期解消に努めること

を基本とする。 

   （１）～（３） （略） 

３ 保健・衛生対策（保健医療介護総務課・医療指導課・健康増進課

こころの健康づくり推進室・生活衛生課、市町村） 

県及び市町村は以下の点に留意するものとする。 

なお、市町村は、プライバシーの確保状況、段ボールベッド、パ

ーティション等の活用状況、入浴施設設置の有無及び利用頻度、洗

濯等の頻度、医師、薬剤師、保健師、看護師、管理栄養士等による

巡回の頻度、暑さ・寒さ対策の必要性、食料の確保、配食等の状況、

ごみ処理の状況など、避難者の健康状態や多様なニーズ、指定避難

所等の衛生状態の把握に努め、栄養バランスのとれた適温の食事

や、入浴、洗濯等の生活に必要となる水の確保、福祉的な支援の実

施など、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。また、必要に

応じ、被災者支援等の観点から指定避難所における家庭動物のた

めの避難スペースの確保等に努めるとともに、獣医師会や動物取

に基づく修正 
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   （１）～（７） （略） 

  第６～第９ （略） 

第10節  交通・輸送対策の実施 

   （略） 

第１ 交通の確保対策の実施（県、警察（公安委員会）、九州地方整備

局、第七管区海上保安本部、鉄道事業者、空港管理者等） 

   １ （略） 

２ 陸上の交通対策 

   （１）～（３） （略） 

（４）通行の禁止・制限を実施した場合の措置 

通行の禁止・制限を実施した場合は、直ちに次の措置を講じる  

     。 

     ア～イ （略） 

   （５） （略） 

   ３ （略） 

４ 航空の交通対策 

（１）空港管理者等は、災害により航空交通の障害が発生した場合、

航空機の安全運航の確保及び秩序を維持するために必要な措置

を講じる。 

   （２） （略） 

第２ 緊急輸送対策の実施（防災危機管理局・福祉総務課・関係部局・

農林事務所、警察（公安委員会）、市町村、関係機関） 

１ 方針 

県、市町村及び関係機関は、災害が発生し、又はまさに発生しよ

うとしている場合において、被害の状況、緊急度、重要度を考慮し

て、災害応急対策に必要な人員、資機材等を迅速かつ確実に輸送す

る緊急通行車両の運用等、あらかじめ定める緊急輸送計画等によ

り、緊急輸送体制を確保する。県は広域物資輸送拠点を、市町村は

地域内輸送拠点を開設するとともに、その周知徹底を図るものと

する。 

 

また、県及び市町村は、広域物資輸送拠点・地域内輸送拠点の効

率的な運営を図るため、速やかに、運営に必要な人員や資機材等を

運送事業者等と連携して確保するよう努めるものとする。 

   ２～４ （略） 

５ 輸送車両等の確保 

    （略） 

   （１）～（３） （略） 

（４）九州運輸局 

災害対策実施要綱等に基づき、必要な措置を講じるとともに、

県の要請により輸送機関に対し調達の斡旋を行う。 

扱業者等から必要な支援が受けられるよう、連携に努めるものと

する。 

   （１）～（７） （略） 

  第６～第９ （略） 

第10節  交通・輸送対策の実施 

   （略） 

第１ 交通の確保対策の実施（県、警察（公安委員会）、九州地方整備

局、第七管区海上保安本部、鉄道事業者、空港管理者等） 

   １ （略） 

２ 陸上の交通対策 

   （１）～（３） （略） 

（４）通行の禁止・制限を実施した場合の措置 

通行の禁止・制限を実施した場合は、直ちに次の措置を講ずる  

     。 

     ア～イ （略） 

   （５） （略） 

   ３ （略） 

４ 航空の交通対策 

（１）空港管理者等は、災害により航空交通の障害が発生した場合、

航空機の安全運航の確保及び秩序を維持するために必要な措置

を講ずる。 

   （２） （略） 

第２ 緊急輸送対策の実施（防災危機管理局・福祉総務課・関係部局・

農林事務所、警察（公安委員会）、市町村、関係機関） 

１ 方針 

県、市町村及び関係機関は、災害が発生し、又はまさに発生しよ

うとしている場合において、被害の状況、緊急度、重要度を考慮し

て、災害応急対策に必要な人員、資機材等を迅速かつ確実に輸送す

る緊急通行車両の運用等、あらかじめ定める緊急輸送計画等によ

り、緊急輸送体制を確保する。県は広域物資輸送拠点を、市町村は

地域内輸送拠点を開設するとともに、民間事業者との災害時連携

協定に基づいて輸送拠点での物資の受入れ、車両の手配、輸送等を

行う体制を速やかに整え、その周知徹底を図るものとする。 

また、県及び市町村は、広域物資輸送拠点・地域内輸送拠点の効

率的な運営を図るため、速やかに、運営に必要な人員や資機材等を

運送事業者等と連携して確保するよう努めるものとする。 

２～４ （略） 

５ 輸送車両等の確保 

    （略） 

   （１）～（３） （略） 

（４）九州運輸局 

災害対策実施要綱等に基づき、必要な措置を講ずるとともに、
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   （５）～（９） 

   ６ （略） 

第３ 交通施設の応急・復旧（鉄道、道路、港湾等、空港管理者等） 

   １ 趣旨 

交通施設は、災害時等において緊急通行車両等の通行の確保に

欠くことのできない重要施設である点に鑑み、関係機関は、あらか

じめ定める災害応急対策計画に基づき迅速な措置を行う。 

２ 道路施設 

（１）方針 

国土交通省は、管理する国道について早急に被害状況を把握

し、道路啓開（障害物（路面変状の補修や迂回路の整備を含む。）の

除去、応急復旧）等を行うとともに、必要に応じて緊急災害対策

派遣隊（ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ）等を派遣し、被災状況の迅速な把

握、被害の発生及び拡大の防止、被災地の早期復旧その他災害応

急対策など、交通の確保に関して県、市町村等が行う活動に対す

る支援を実施するものとする。また、県、市町村等他の道路管理

者等に対して、被害状況に関する報告を求め、応急復旧等を要請

又は指示するものとする。その場合、緊急輸送道路の確保を最優

先に応急復旧等を実施するものとする。 

道路管理者等は、その管理する道路について、早急に被害状況

を把握し、国土交通省に報告するほか、道路啓開（障害物の除去、

応急復旧）等を行い道路機能の確保に努めるものとする。 

上記道路啓開等に当たっては、啓開道路の確保を最優先とし、

その次に緊急輸送道路の確保に取り組むこととする。その他の

道路啓開優先順位を決定するに当たっては、ライフライン事業

者の被災状況を考慮する。 

併せて、道路の通行規制等が行われている場合、通行止めや通

行状況が道路利用者に確実に伝わるようＩＣＴ技術を活用し、

道路利用者に対してビーコン、ＥＴＣ２．０、情報板、インター

ネット等により迅速に情報提供することとする。 

（２）国・県（道路維持課）・市町村・警察（公安委員会） 

各道路管理者等及び警察（公安委員会）は、相互に連携、協力

し、安全、円滑な交通の確保、又は緊急通行車両等の通行確保の

ため、次の措置を講じる。 

     ア 道路の被害状況等を速やかに把握し、関係機関に連絡する。

なお、被害状況等の調査を迅速に行うため、あらかじめ団体等

との間で協定等を締結しておくものとする。 

イ 放置車両や立ち往生車両等が発生した場合には、緊急通行

車両等の通行を確保するため緊急の必要があるときは、道路

の区間を指定するとともに、運転者等に対し車両の移動等の

命令を行う。運転者がいない場合等においては、道路管理者等

は、自ら車両の移動等を行う。 

県の要請により輸送機関に対し調達の斡旋を行う。 

   （５）～（９） 

   ６ （略） 

第３ 交通施設の応急・復旧（鉄道、道路、港湾等、空港管理者等） 

１ 趣旨 

道路、鉄道、港湾、空港の管理者は、救助・救急、医療および消 

火活動を迅速に行うためにも、また、被害の拡大防止、さらには避  

難者に緊急物資を供給するためにも、交通の確保に努める。 

２ 道路施設 

     道路管理者は、道路啓開計画に基づき、効率的かつ迅速に道路啓

開を行う。 

（１）道路施設について、自転車やバイク、無人航空機等の多様な

手段の活用による現地調査の実施、経路情報等の収集を行うＩ

ＴＳスポットや可搬型路側機等の増強、SNS等を用いた民間か

ら被害情報を収集するシステムの活用、ＥＴＣ２．０や民間が

収集したプローブデータ、AIWeb カメラの情報等により得た交

通情報と地理空間情報とのデータ連携により、道路の被害状況

を効果的かつ効率的に収集・把握し、道路啓開、応急復旧等を

行うとともに、道路利用者に道路の通行可否に関する情報が確

実に伝わるようＩＣＴ技術を活用し、ビーコン、ＥＴＣ２．０

、情報板、インターネット等により迅速に情報提供する。また

、必要に応じて、他の道路管理者に対して、応急復旧等に係る

支援を要請する。 

（２）災害発生時における救急、消防、応急復旧対策等の緊急輸送

を確保するため、被災市町村等、他の道路管理者及び関係機関

と連携を図りつつ計画的に道路啓開を実施する。 

（３）災害発生時における被災地への円滑な緊急物資等の輸送を確

保するため、緊急輸送道路の確保を最優先に応急復旧や代替路

の設定等を実施する。 

（４）放置車両や立ち往生車両等が発生した場合には、緊急通行車

両の通行を確保するため緊急の必要があるときは、運転者等に

対し車両の移動等の命令を行う。運転者がいない場合等におい

ては、自ら車両の移動等を行う。 

（５）都道府県公安委員会から緊急通行車両の通行を確保するため

の区間の指定、放置車両や立ち往生車両等の移動等について要

請を受けたときは、当該要請を勘案し、優先的に啓開すべき道

路の区間を判断する。 

（６）民間団体等との間の応援協定等に基づき、道路啓開等に必要

な人員、資機材等の確保に努める。 

（７）道路の通行規制等が行われている場合、道路利用者に対して

道路情報板、路側通信等の道路情報提供装置により迅速に情報提

供する。 
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ウ 道路上の倒壊物及び落下物等、道路の通行に支障を及ぼす

障害物を除去し、交通の確保に努める。 

この場合、啓開道路及び主要避難路から優先的に障害物の除

去を実施する。 

エ 避難道路については、被害状況に応じた応急復旧を行い、交

通の確保に努める。この場合、啓開道路及び主要避難路から優

先的に応急復旧を実施する。 

オ 上・下水道、電気、ガス、電話等道路専用のライフラインに

被害が発生した場合は、各施設管理者に通報する。 

なお、緊急を要しそのいとまがない場合は、通行の禁止、制

限、立入禁止、避難誘導及び周知措置等、必要な措置を講じ、

事後速やかに通報する。 

カ 信号機、交通管制機器等の被災交通安全施設については、被

害状況に応じた応急復旧を行い、交通の確保に努める。 

この場合、緊急交通路から優先的に応急復旧を実施する。 

また、太陽光発電や非常用電源装置を付加した信号機など

停電に影響を受けず災害に強い交通安全施設の整備と交通管

制機能の強化に努める。 

（３）西日本高速道路株式会社 

ア 通行の禁止又は制限の実施基準 

（ア）必要と認められる場合は、交通の危険を防止するための通

行の禁止又は制限を行う。 

（イ）通行の禁止又は制限を実施する場合は、警察及び周辺道路

の道路管理者等に必要な協議、通知等を行う。 

イ 通行の禁止又は制限の実施方法 

（ア）通行の禁止又は制限を実施する場合には、可変情報板等に

より、通行中の車両に対して通行の禁止又は制限の表示を行

うとともに、インターチェンジ等から同区間内に対象車両が

流入しないよう措置する。 

（イ）通行の禁止又は制限を実施した場合において、同区間内の

本線上にある車両又はサービスエリア等にある車両に対し

ては、巡回車及びラジオ等により、原則として、当社の指定

するインターチェンジ等から流出する等適切な措置を講ず

る。 

ウ 通行の禁止又は制限の解除等 

（ア）点検の結果、通行の禁止又は制限の必要がないと認められ

る場合は、直ちに当該通行の禁止又は制限を解除するもの

とする。 

（イ）点検の結果、通行の禁止又は制限の必要が認められる場合

は、状況に応じ通行の禁止又は制限の措置を講ずるものと

する。 

（ウ）通行の禁止又は制限を行った場合において、災害が発生し

（８）被災状況や復旧状況に応じて関係機関と連携し，交通量抑制

の呼びかけや広域迂回への誘導，代替輸送手段の確保や道路の

混雑対策等を統括的に実施し，被災地域の安定的な人流・物流

機能の確保に努める。 
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ているときは、速やかに応急復旧を行う。 

（エ）通行の禁止又は制限を解除又は変更するときは、警察及び

周辺道路の道路管理者等に必要な協議通知等を行う。 

エ 点検 

必要に応じた点検を行う。 

オ 応急復旧 

（ア）応急復旧の基本方針 

災害が発生した場合においては、速やかに緊急通行車両等

の通行を確保し、被害の拡大を防止する観点から応急復旧を

行う。 

この場合において、通行止めを実施しているときは、少な

くとも上下線が分離されている道路にあっては上下線各１

車線又は片側２車線を、分離されていない道路にあっては、

１車線を走行可能な状態に速やかに復旧させる。 

（イ）車両の移動等 

   放置車両や立ち往生車両等が発生した場合には、緊急通

行車両等の通行を確保するため緊急の必要があるときは、

道路の区間を指定するとともに、運転者等に対し車両の移

動等の命令を行う。運転者がいない場合等においては、自ら

車両の移動等を行う。 

（ウ）応急復旧の実施 

応急復旧の実施に当たっては、本復旧においてとられる

工法の如何にかかわらず、被害の態様に合わせ、最も迅速な

工法を採用する。 

カ 緊急通行車両等の取り扱い 

通行の禁止又は制限を実施した場合において、緊急通行車

両等の通行が必要であると認められるときは、これらの車両

を通行できるように暫定的な復旧措置を講ずるよう努める。 

なお、これらの車両を通行させる際には、道路状況、被災状

況等を了知させ、通行方法等の指示を行う。 

キ 関係機関との協議 

通行の禁止制限の実施、解除、緊急通行車両等の取り扱いの

ほか必要な事項については、警察、地方公共団体、他の道路管

理者等関係機関と協議する。 

（４）福岡北九州高速道路公社 

ア 災害発生前の措置 

（ア）情報連絡 

災害の発生のおそれがある場合においては、刻々の情報を的

確に把握して、適切な措置を講ずることにより、安全円滑な交

通の確保又は緊急通行車両等の通行の確保を図るため、国・地

方公共団体等の関係機関と有機的な連絡を基に、情報連絡がで

きるよう情報連絡網を整備しておく。 
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（イ）予防措置 

災害の発生のおそれがあるときは、関係部所はそれぞれ

の所掌に応じて高速道路の巡回点検等を行い、必要な応急

補修等の災害予防措置を行う。 

イ 災害時における措置 

（ア）防災体制 

災害時における体制は、警戒体制（災害の発生のおそれが

ある場合等）、非常体制（甚大な災害が発生した場合等）と

し、それぞれの段階に応じて適切な警戒措置及び情報連絡

を行い、又は応急対策を講ずる。 

（イ）車両の移動等 

放置車両や立ち往生車両等が発生した場合には、緊急通

行車両等の通行を確保するため緊急の必要があるときは、

道路の区間を指定するとともに、運転者等に対し車両の移

動等の命令を行う。運転者がいない場合等においては、自ら

車両の移動等を行う。 

（ウ）応急工事 

高速道路が被災した場合においては、速やかに緊急通行

車両等の通行確保、施設の増破の防止等のための応急工事

を迅速に施行する。 

（５）福岡県道路公社 

ア 災害発生前の措置 

（ア）情報連絡 

災害の発生のおそれがある場合においては、刻々の情報

を的確に把握して、適切な措置を講ずることにより、安全円

滑な交通の確保又は緊急通行車両等の通行の確保を図るた

め、国・地方公共団体等の関係機関と有機的な連絡を基に、

情報連絡ができるよう情報連絡網を整備しておく。 

（イ）予防措置 

災害の発生のおそれがあるときは、関係部局はそれぞれの

所掌に応じて有料道路等の巡回点検等を行い、必要な応急補

修等の災害予防措置を行う。 

イ 災害時における措置 

（ア）防災体制 

災害時における体制は、警戒体制（災害の発生のおそれが

ある場合等）、非常体制（激甚な災害が発生した場合等）と

し、それぞれの段階に応じて適切な警戒措置及び情報連絡

を行い、又は応急対策を講ずる。 

（イ）車両の移動等 

放置車両や立ち往生車両等が発生した場合には、緊急通

行車両等の通行を確保するため緊急の必要があるときは、

道路の区間を指定するとともに、運転者等に対し車両の移
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動等の命令を行う。運転者がいない場合等においては、自ら

車両の移動等を行う。 

（ウ）応急工事 

有料道路等が被災した場合においては、速やかに緊急通

行車両等の通行確保、施設の増破の防止等のための応急工

事を迅速に施行する。 

３ 鉄道施設 

   （１）～（３） （略） 

（４）西日本鉄道株式会社 

ア 災害時の列車の運転規制 

災害時などにより列車の運行に危難が生じるおそれがある

時は、その状況を考慮して列車の運転を一時中止するなど危

難防止の措置を講じる。 

平成20年３月27日より、天神大牟田線・貝塚線において「緊

急地震速報システム」の運用を開始。気象庁が提供する「緊急

地震速報」を列車の運転規制に利用し、震度５弱以上の地震が

予想される時に、全列車に列車無線により自動的に警報音お

よびメッセージによる停止指示を行い、列車を直ちに緊急停

止させ被害の軽減を図る。 

また、天神大牟田線・貝塚線の各鉄道線路路線に気象観測局

を設置し、そこからの気象データをそれぞれの運転指令所の

中央気象観測局に伝送集積して、気象状況の把握と画面表示

を行う「気象観測システム」を導入しており、気象観測局は気

温、風向風速、雨量、水位、地震の気象値を観測し、各気象状

況により運転指令所から列車無線等で的確に指示する。 

災害発生時には「運転取扱心得」「緊急時の救急体制要綱」

「異常時の対応マニュアル」に基づき対処する。 

     イ～カ （略） 

   （５）～（９） （略） 

４ 港湾等及び航路施設 

（１）方針 

ア 港湾管理者は、国と連携し、港湾施設について、早急に被害

状況を把握し、国土交通省に対して被害状況を報告するもの

とする。また、国土交通省及び港湾管理者は、必要に応じ応急

復旧等を行うものとする。 

 

     イ （略） 

   （２）～（４） （略） 

   ５ （略） 

第11節  医療救護 

県及び市町村等は、災害発生時において、限られた医療スタッフ

や医薬品・医療資機材等を最大限に活用し、可能な限り多数の傷病

 

 

 

 

 

 

 

３ 鉄道施設 

   （１）～（３） （略） 

（４）西日本鉄道株式会社 

ア 災害時の列車の運転規制 

災害時などにより列車の運行に危難が生じるおそれがある

時は、その状況を考慮して列車の運転を一時中止するなど危

難防止の措置を講ずる。 

平成20年３月27日より、天神大牟田線・貝塚線において「緊

急地震速報システム」の運用を開始。気象庁が提供する「緊急

地震速報」を列車の運転規制に利用し、震度５弱以上の地震が

予想される時に、全列車に列車無線により自動的に警報音お

よびメッセージによる停止指示を行い、列車を直ちに緊急停

止させ被害の軽減を図る。 

また、天神大牟田線・貝塚線の各鉄道線路路線に気象観測局

を設置し、そこからの気象データをそれぞれの運転指令所の

中央気象観測局に伝送集積して、気象状況の把握と画面表示

を行う「気象観測システム」を導入しており、気象観測局は気

温、風向風速、雨量、水位、地震の気象値を観測し、各気象状

況により運転指令所から列車無線等で的確に指示する。 

災害発生時には「運転取扱心得」「緊急時の救急体制要綱」

「異常時の対応マニュアル」に基づき対処する。 

     イ～カ （略） 

   （５）～（９） （略） 

４ 港湾等及び航路施設 

（１）方針 

ア 港湾管理者は、国と連携し、港湾施設について、早急に被害

状況を把握し、国土交通省に対して被害状況を報告するとと

もに、被災した係留施設等の利用可否判断を速やかに行うも

のとする。また、国土交通省及び港湾管理者は、必要に応じ応

急復旧等を行うものとする。 

     イ （略） 

   （２）～（４） （略） 

   ５ （略） 

第11節  医療救護 

県及び市町村等は、災害発生時において、限られた医療スタッフ
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者の治療を行い、一人でも多くの命を救うため、関係機関と密接な

連携を取りながら、災害の状況に応じ適切な医療（助産を含む）救

護を行う。 

     また、被災した場合、県は、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）等

及びドクターヘリに関する派遣計画の作成等により、医療活動の

総合調整を行うものとする。その際、災害医療コーディネーター及

び災害時小児周産期リエゾンは、県に対して適宜助言及び支援を

行うものとする。 

〈主な実施機関〉 

    県（保健医療介護部、福祉労働部、総合指令部）、市町村、国立病

院機構等、県医師会、県歯科医師会、日本赤十字社福岡県支部及び災

害拠点病院等 

  第１ 医療情報の収集・提供 

   １ （略） 

   ２ 情報の提供（保健医療介護総務課・医療指導課・薬務課・防災危

機管理局） 

県は、１で収集した情報を整理し、放送局等の報道機関と協力し

て、医療機関、市町村、消防機関、県民及び人工透析患者等への情

報提供を行う。 

なお、人工透析については、慢性的患者に対し、災害時において

も継続して提供する必要があることから、県は、透析医会等の関係

団体と連携し、福岡県防災情報等配信システム「防災メール・まも

るくん」等を活用し、人工透析患者への情報の提供を行う。 

 

第２ 医療機関のライフライン機能の維持及び早期回復（防災危機管

理局・水資源対策課水道整備室・医療指導課） 

（略） 

  第３ 初動医療体制 

   １～２ （略） 

   ３ 福岡県災害医療コーディネーター（災害時小児周産期リエゾン

を含む。）の配置、福岡県災害派遣医療チーム（福岡県ＤＭＡＴ）

の派遣（医療指導課）、ふくおか災害派遣精神医療チーム（ふくお

かＤＰＡＴ）の派遣（健康増進課こころの健康づくり推進室） 

   （１） （略） 

 

 

 

 

 

 

 

（２）福岡県災害派遣医療チーム（福岡県ＤＭＡＴ） 

や医薬品・医療資機材等を最大限に活用し、可能な限り多数の傷病

者の治療を行い、一人でも多くの命を救うため、関係機関と密接な

連携を取りながら、災害の状況に応じ適切な医療（助産を含む）救

護を行う。 

     また、被災した場合、県は、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）等

及びドクターヘリに関する派遣計画の作成等により、医療活動の

総合調整を行うものとする。その際、災害医療コーディネーター、

災害時小児周産期リエゾン及び災害薬事コーディネーターは、県

に対して適宜助言及び支援を行うものとする。 

〈主な実施機関〉 

    県（保健医療介護部、福祉こども政策部、総合指令部）、市町村、

国立病院機構等、県医師会、県薬剤師会、県歯科医師会、日本赤十字

社福岡県支部及び災害拠点病院等 

  第１ 医療情報の収集・提供 

   １ （略） 

   ２ 情報の提供（保健医療介護総務課・医療指導課・薬務課・防災危

機管理局） 

県は、１で収集した情報を整理し、放送局等の報道機関と協力し

て、医療機関、市町村、消防機関、県民及び人工透析患者等への情

報提供を行う。 

なお、人工透析については、慢性的患者に対し、災害時において

も継続して提供する必要があることから、県は、透析医会等の関係

団体と連携し、スマートフォンを活用した防災情報提供アプリ「ふ

くおか防災ナビ・まもるくん」を活用し、人工透析患者への情報の

提供を行う。 

第２ 医療機関のライフライン機能の維持及び早期回復（防災危機管

理局・上下水道課上水道整備室・医療指導課） 

（略） 

  第３ 初動医療体制 

   １～２ （略） 

   ３ 福岡県災害医療コーディネーター（災害時小児周産期リエゾン

を含む。）の配置、福岡県災害薬事コーディネーター・福岡県災害

派遣医療チーム（福岡県ＤＭＡＴ）・ふくおか災害派遣精神医療チ

ーム（ふくおかＤＰＡＴ）の派遣（医療指導課・健康増進課こころ

の健康づくり推進室・薬務課） 

   （１） （略） 

（２）福岡県災害薬事コーディネーター 

県は、災害の状況に応じて、県薬剤師会に福岡県災害薬事コー

ディネーターの派遣を要請する。 

福岡県災害薬事コーディネーターの配置等については、福岡

県災害薬事コーディネーター活動手順書に定めるところによる

。 

 

 

 

 

 

 

防災基本計画（R7.7修正）
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知事又は各消防本部（局）消防長は、災害の状況に応じて、福

岡県災害医療コーディネーター、福岡県災害時小児周産期リエ

ゾン、福岡県災害派遣医療チーム（福岡県ＤＭＡＴ）の派遣を要

請する。 

     派遣要請基準、派遣要請方法、チーム編成等については、福岡

県災害医療コーディネーター、福岡県災害時小児周産期リエゾ

ン、福岡県災害派遣医療チーム運営要綱等に定めるところによ

る。 

（３）ふくおか災害派遣精神医療チーム（ふくおかＤＰＡＴ） 

     県は、災害の状況に応じて、ふくおか災害派遣精神医療チーム

（ふくおかＤＰＡＴ）の派遣を要請する。 

     派遣要請基準、派遣要請方法、チーム編成等については、ふく

おか災害派遣精神医療チーム設置運営要綱等に定めるところに

よる。 

第４～第５ （略） 

第６ 血液製剤の確保 

  （略） 

 １ （略） 

 ２ 血液製剤を保管する県内の赤十字血液センターの維持に必要な

ライフラインを優先復旧させるために、関係機関（水道、電力、ガ

ス、通信等）に応急措置及び緊急復旧を要請する（薬務課・防災危

機管理局・水資源対策課水道整備室）。 

 ３ （略） 

第７ 搬送 

１ 方針 

災害時における多数の負傷者の後方搬送や人命救助に要する救

護班、医薬品等（血液製剤を含む）の物資を迅速に搬送するため、

消防、警察、自衛隊等緊急搬送関係機関と緊密な連携を図りながら、

その協力のもとに消防署の救急車、病院所有の救急車、自家用車等

による陸上輸送、巡視船等による海上輸送及び初動の救護活動に

おいて有用であるヘリコプターによる広域搬送を実施する。 

 

 

   ２～５ （略） 

第８ 広域的医療救護活動の調整（医療指導課・健康増進課こころの健

康づくり推進室・防災危機管理局） 

１ 災害医療コーディネーター、災害時小児周産期リエゾン、災害派

遣チーム（ＤＭＡＴ） 

県は、被災地域内における医師等の不足、医薬品等の不足により

医療救護活動が円滑に実施できない場合には、県内の他地域や他

県、国に対し、医療救護班や災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の派

遣要請や傷病者の受入要請等、広域的な調整を図るとともに、円滑

（３）福岡県災害派遣医療チーム（福岡県ＤＭＡＴ） 

知事又は各消防本部（局）消防長は、災害の状況に応じて、福

岡県災害医療コーディネーター、福岡県災害時小児周産期リエ

ゾン、福岡県災害派遣医療チーム（福岡県ＤＭＡＴ）の派遣を要

請する。 

     派遣要請基準、派遣要請方法、チーム編成等については、福岡

県災害医療コーディネーター、福岡県災害時小児周産期リエゾ

ン、福岡県災害派遣医療チーム運営要綱等に定めるところによ

る。 

（４）ふくおか災害派遣精神医療チーム（ふくおかＤＰＡＴ） 

     県は、災害の状況に応じて、ふくおか災害派遣精神医療チーム

（ふくおかＤＰＡＴ）の派遣を要請する。 

     派遣要請基準、派遣要請方法、チーム編成等については、ふく

おか災害派遣精神医療チーム設置運営要綱等に定めるところに

よる。 

第４～第５ （略） 

第６ 血液製剤の確保 

  （略） 

 １ （略） 

 ２ 血液製剤を保管する県内の赤十字血液センターの維持に必要な

ライフラインを優先復旧させるために、関係機関（水道、電力、ガ

ス、通信等）に応急措置及び緊急復旧を要請する（薬務課・防災危

機管理局・上下水道課上水道整備室）。 

 ３ （略） 

第７ 搬送 

１ 方針 

災害時における多数の負傷者の後方搬送や人命救助に要する救

護班、医薬品等（血液製剤を含む）の物資を迅速に搬送するため、

消防、警察、自衛隊等緊急搬送関係機関と緊密な連携を図りながら、

その協力のもとに消防署の救急車、病院所有の救急車、自家用車等

による陸上輸送、巡視船等による海上輸送及び初動の救護活動に

おいて有用であるヘリコプターによる広域搬送を実施する。 

被災都道府県は、必要に応じ、政府本部に対し、船舶を活用した

傷病者の搬送を要請するものとする。 

   ２～５ （略） 

第８ 広域的医療救護活動の調整（医療指導課・健康増進課こころの健

康づくり推進室・薬務課・防災危機管理局） 

１ 災害医療コーディネーター、災害時小児周産期リエゾン、災害薬

事コーディネーター、災害派遣チーム（ＤＭＡＴ） 

県は、被災地域内における医師等の不足、医薬品等の不足により

医療救護活動が円滑に実施できない場合には、県内の他地域や他

県、国に対し、医療救護班や災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の派
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旧 新 改正理由 

な医療救護活動が実施できるよう移動手段や活動場所（医療機関、

救護所、広域搬送拠点等）等の確保について、支援・調整を図るも

のとする。その際、災害医療コーディネーター及び災害時小児周産

期リエゾンは、県に対して適宜助言及び支援を行うものとする。 

 

 

 

また、県は、災害時に災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の派遣が

想定される場合において、保健医療福祉調整本部（医療救護調整本

部）にＤＭＡＴ調整本部を設置するとともに、統括ＤＭＡＴを保健

医療福祉調整本部（ＤＭＡＴ調整本部）等に配置し、統括ＤＭＡＴ

と連携して医療救護活動を行う。 

全国からの災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）は、派遣後の被災地

域内での機動的な移動を考慮し、原則として車両による陸路参集

を行う。なお、遠方の災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の参集に当

たっては、空路参集も考慮する。 

県は、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）による活動と並行して、

また、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）活動の終了以降、福岡県医

師会災害医療チーム（ＪＭＡＴ福岡）、日本赤十字社福岡県支部、

独立行政法人国立病院機構、独立行政法人地域医療機能推進機構、

国立大学病院、福岡県歯科医師会災害歯科支援チーム（福岡ＪＤＡ

Ｔ）、福岡県薬剤師会、福岡県看護協会、日本災害リハビリテーシ

ョン支援協会（ＪＲＡＴ）、日本栄養士会災害支援チーム（ＪＤＡ

－ＤＡＴ）、民間医療機関等からの医療救護班派遣等の協力を得て、指

定避難所等、救護所も含め、被災地における医療提供体制の確保・

継続を図るものとし、その調整に当たり、災害医療コーディネータ

ー及び災害時小児周産期リエゾンは県に対して適宜助言及び支援

を行うものとする。その際、県は、医療救護班等の交代により医療

情報が断絶することのないよう、被災地における診療情報の引継

ぎが適切に実施されるよう、努めるものとする。 

 

   ２～３ （略） 

  第９ （略） 

第12節  要配慮者の支援 

   （略） 

〈主な実施機関〉 

 県（保健医療介護部・福祉労働部・人づくり･県民生活部・商工部

・保健福祉環境事務所・総務部）、市町村 

第１ 震災により新たに発生した要配慮者に関する対策（保健医療介

護部・福祉労働部・総務部、市町村） 

１ 災害時には、平常時から福祉サービスの提供を受けている者に

加え、災害を契機に新たに要配慮者となる者が発生することから、

遣要請や傷病者の受入要請等、広域的な調整を図るとともに、円滑

な医療救護活動が実施できるよう移動手段や活動場所（医療機関、

救護所、広域搬送拠点等）等の確保について、支援・調整を図るも

のとする。また、被災都道府県は、必要に応じ、政府本部に対し、

被災地域内の港湾における船舶を活用した医療活動を要請するも

のとする。その際、災害医療コーディネーター、災害時小児周産期

リエゾン及び災害薬事コーディネーターは、県に対して適宜助言

及び支援を行うものとする。 

また、県は、災害時に災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の派遣が

想定される場合において、保健医療福祉調整本部（医療救護調整本

部）にＤＭＡＴ調整本部を設置するとともに、統括ＤＭＡＴを保健

医療福祉調整本部（ＤＭＡＴ調整本部）等に配置し、統括ＤＭＡＴ

と連携して医療救護活動を行う。 

全国からの災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）は、派遣後の被災地

域内での機動的な移動を考慮し、原則として車両による陸路参集

を行う。なお、遠方の災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の参集に当

たっては、空路参集も考慮する。 

県は、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）による活動と並行して、

また、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）活動の終了以降、福岡県医

師会災害医療チーム（ＪＭＡＴ福岡）、日本赤十字社福岡県支部、

独立行政法人国立病院機構、独立行政法人地域医療機能推進機構、

国立大学病院、福岡県歯科医師会災害歯科支援チーム（福岡ＪＤＡ

Ｔ）、福岡県薬剤師会、福岡県看護協会、日本災害リハビリテーシ

ョン支援協会（ＪＲＡＴ）、日本栄養士会災害支援チーム（ＪＤＡ

－ＤＡＴ）、民間医療機関等からの医療救護班派遣等の協力を得て、指

定避難所等、救護所も含め、被災地における医療提供体制の確保・

継続を図るものとし、その調整に当たり、災害医療コーディネータ

ー、災害時小児周産期リエゾン及び災害薬事コーディネーターは

県に対して適宜助言及び支援を行うものとする。その際、県は、医 

療救護班等の交代により医療情報が断絶することのないよう、被

災地における診療情報の引継ぎが適切に実施されるよう、努める

ものとする。 

   ２～３ （略） 

  第９ （略） 

第12節  要配慮者の支援 

   （略） 

〈主な実施機関〉 

 県（保健医療介護部・福祉こども政策部・商工部・保健福祉環境事

務所・総務部）、市町村 

第１ 震災により新たに発生した要配慮者に関する対策（保健医療介

護部・福祉こども政策部・総務部、市町村） 

１ 災害時には、平時から福祉サービスの提供を受けている者に加
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これらの要配慮者に対し、時間の経過に沿って、各段階におけるニ

ーズに合わせ、的確なサービスの提供等を行っていくことが重要

である。このことから、市町村は、以下の点に留意しながら要配慮

者対策を実施する。 

   （１）～（２） （略） 

   ２ （略） 

 ３ 県は、市町村の要請、または県の判断により災害派遣福祉チーム

（ＤＷＡＴ）や災害支援ナースを派遣し、避難所等における要配慮

者に対する支援を行う。（福祉総務課） 

 

  第２ 高齢者及び障がいのある人に係る対策（高齢者地域包括ケア推

進課・介護保険課・障がい福祉課・福祉総務課、市町村） 

   １～２ （略） 

３ 県は、市町村の要請、または県の判断により災害派遣福祉チーム

（ＤＷＡＴ）や災害支援ナースを派遣し、避難所の高齢者、障害者

等の生活機能の低下の防止等、避難所等における要配慮者に対す

る支援を行う。 

第３～第４ （略） 

第５ 外国人等に係る支援対策 

 １ 外国人に係る支援対策（国際政策課、市町村） 

  （略） 

（１）外国人への情報提供（国際政策課、市町村） 

県及び市町村は、報道機関と連携し、テレビ・ラジオ等を活用

した外国語による災害情報の提供を行う。 

また、県は、福岡県防災情報メール配信システム｢防災メール

・まもるくん｣を活用した外国語等による災害情報の提供を行う

とともに、災害対策本部が設された際には、国際交流センターと

協力して「福岡県災害時多言語支援センター」を設置し、外国人

への情報伝達が円滑に行われるよう被災市町村への支援を行う

。 

   （２）～（３） （略） 

   ２ （略） 

第13節  保健衛生、防疫、環境対策 

   （略） 

第１ 保健衛生（保健医療介護部、保健福祉環境事務所、市町村） 

   １ 健康・栄養相談の実施（健康増進課） 

    （略） 

（１）健康相談の実施 

市町村及び県は、保健師班を編成して以下の巡回健康相談及

び家庭訪問を行う。 

     ア～エ （略） 

   （２） （略） 

え、災害を契機に新たに要配慮者となる者が発生することから、こ

れらの要配慮者に対し、時間の経過に沿って、各段階におけるニー

ズに合わせ、的確なサービスの提供等を行っていくことが重要で

ある。このことから、市町村は、以下の点に留意しながら要配慮者

対策を実施する。 

   （１）～（２） （略） 

   ２ （略） 

 ３ 県は、市町村の要請、または県の判断により災害派遣福祉チーム

（ＤＷＡＴ）を避難所や在宅、車中泊等で避難生活を送る要配慮者

がいる地域に派遣し、高齢者、障がいのある人等の多様なニーズに

対する福祉的支援を行う。（福祉総務課） 

  第２ 高齢者及び障がいのある人に係る対策（高齢者地域包括ケア推

進課・介護保険課・障がい福祉課・福祉総務課、市町村） 

   １～２ （略） 

３ 県は、市町村の要請、または県の判断により災害派遣福祉チーム

（ＤＷＡＴ）を避難所や在宅、車中泊等で避難生活を送る要配慮者

がいる地域に派遣し、高齢者、障がいのある人等の多様なニーズに

対する福祉的支援を行う。 

第３～第４ （略） 

第５ 外国人等に係る支援対策 

 １ 外国人に係る支援対策（国際政策課、市町村） 

  （略） 

（１）外国人への情報提供（国際政策課、市町村） 

県及び市町村は、報道機関と連携し、テレビ・ラジオ等を活用

した外国語による災害情報の提供を行う。 

また、県は、スマートフォンを活用した防災情報提供アプリ「

ふくおか防災ナビ・まもるくん」を活用した外国語等による災害

情報の提供を行うとともに、災害対策本部が設された際には、国

際交流センターと協力して「福岡県災害時多言語支援センター」

を設置し、外国人への情報伝達が円滑に行われるよう被災市町

村への支援を行う。 

   （２）～（３） （略） 

   ２ （略） 

第13節  保健衛生、防疫、環境対策 

   （略） 

第１ 保健衛生（保健医療介護部、保健福祉環境事務所、市町村） 

   １ 健康・栄養相談の実施（健康増進課） 

    （略） 

（１）健康相談の実施 

市町村及び県は、保健師班等チームを編成して以下の巡回健

康相談及び家庭訪問を行う。 

     ア～エ （略） 
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２～４ （略） 

５ 愛護動物の救護等の実施（生活衛生課、畜産課、市町村、関係団

体） 

大規模災害に伴い、飼い主不明や負傷した愛護動物が多数生じ

るとともに、愛護動物を指定避難所に同行することで、指定避難所

の生活環境の悪化等の問題が生じる事が予想される。また、被災し

た飼養動物の保護収容、危険動物の逸走対策、人獣共通感染症予防

等衛生管理が必要になると考えられる。 

県は、動物愛護及び被災者の支援の観点から、これら愛護動物の

保護や適正な飼育に関し、他県、市町村、獣医師会等関係団体及び

動物愛護団体等と協力し、愛護動物の救護を以下のように行う。 

また、県及び市町村は、飼養動物等の動物の管理等に必要な措置

を講じる。 

（１） （略） 

（２）指定避難所における愛護動物の適切な飼育の指導等 

      県は、指定避難所を設置する市町村と協力して、同行避難した

愛護動物の適正な飼育について指導等を行うなど、指定避難所

の生活環境の悪化の防止と愛護動物の飼育環境の維持に努める。 

 

     ア 各地域の被害状況、指定避難所での愛護動物の飼育状況の

把握及び資材の提供、獣医師の派遣等市町村への支援 

イ （略） 

（３）飼養動物、危険動物等の管理 

      県、市町村は、獣医師会等と連携し、飼養動物等を飼養する者

及びその関係する団体と協力して、被災した飼養動物の保護収

容、危険動物の逸走対策、飼い主等からの飼養動物の一時預かり

要望への対応、人獣共通感染症予防等衛生管理を含めた災害時

における動物の管理等について、必要な措置を講じるものとす

る。 

（４） （略） 

第２ 防疫（がん感染症疾病対策課、保健福祉環境事務所、市町村） 

１ 方針 

県及び市町村は、被災地域において、生活環境の悪化に起因する

感染症の発生及びまん延を防止するため、緊密な連携を図り、迅速

かつ的確な防疫活動を実施する。 

また、市町村は、被災地において感染症の発生、拡大がみられる

場合は、防災担当部局と保健福祉担当部局が連携して、感染症対策

として必要な措置を講じるよう努めるものとする。また、自宅療養

者等が指定避難所に避難する可能性を考慮し、保健福祉担当部局

は、防災担当部局に対し、避難所の運営に必要な情報を共有するも

のとする。 

２～３ （略） 

   （２） （略） 

２～４ （略） 

５ 愛護動物の救護等の実施（生活衛生課、畜産課、市町村、関係団

体） 

大規模災害に伴い、飼い主不明や負傷した愛護動物が多数生じ

るとともに、愛護動物を指定避難所等に同行することで、指定避難

所等の生活環境の悪化等の問題が生じる事が予想される。また、被

災した飼養動物の保護収容、危険動物の逸走対策、人獣共通感染症

予防等衛生管理が必要になると考えられる。 

県は、動物愛護及び被災者の支援の観点から、これら愛護動物の

保護や適正な飼育に関し、他県、市町村、獣医師会等関係団体及び

動物愛護団体等と協力し、愛護動物の救護を以下のように行う。 

また、県及び市町村は、飼養動物等の動物の管理等に必要な措置

を講ずる。 

（１） （略） 

（２）指定避難所等における愛護動物の適切な飼育の指導等 

      県は、指定避難所等を設置する市町村と協力して、同行避難し

た愛護動物の適正な飼育について指導等を行うなど、指定避難

所等の生活環境の悪化の防止と愛護動物の飼育環境の維持に努

める。 

     ア 各地域の被害状況、指定避難所等での愛護動物の飼育状況

の把握及び資材の提供、獣医師の派遣等市町村への支援 

イ （略） 

（３）飼養動物、危険動物等の管理 

      県、市町村は、獣医師会等と連携し、飼養動物等を飼養する者

及びその関係する団体と協力して、被災した飼養動物の保護収

容、危険動物の逸走対策、飼い主等からの飼養動物の一時預かり

要望への対応、人獣共通感染症予防等衛生管理を含めた災害時

における動物の管理等について、必要な措置を講ずるものとす

る。 

（４） （略） 

第２ 防疫（がん感染症疾病対策課、保健福祉環境事務所、市町村） 

１ 方針 

県及び市町村は、被災地域において、生活環境の悪化に起因する

感染症の発生及びまん延を防止するため、緊密な連携を図り、迅速

かつ的確な防疫活動を実施する。 

また、市町村は、被災地において感染症の発生、拡大がみられる

場合は、防災担当部局と保健福祉担当部局が連携して、感染症対策

として必要な措置を講ずるよう努めるものとする。また、自宅療養

者等が指定避難所に避難する可能性を考慮し、保健福祉担当部局

は、防災担当部局に対し、避難所の運営に必要な情報を共有するも

のとする。 
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４ 疫学調査及び健康診断等（がん感染症疾病対策課、保健福祉環境

事務所） 

感染症患者の発生状況を的確に把握し、患者、保菌者の早期発見

に努め、患者に対する入院勧告など適切な予防措置を講じるため

疫学調査を実施する。 

   ５～７ （略） 

  第３ （略） 

第４ 環境対策（環境保全課・保健福祉環境事務所、市町村、工場・事

業所等） 

   １～２ （略） 

   ３ 県（環境保全課） 

   （１）～（５） （略） 

（６）県は、有害物質の漏出等により、住民の生命身体に危険の恐れ

があると認められる場合は、報道機関の協力を得て広く周知す

るものとする。 

   ４ （略） 

第14節 遺体の捜索、収容及び火葬 

   （略） 

〈主な実施機関〉 

県（保健医療介護部・福祉労働部）、市町村、警察、第七管区海上

保安本部 

  第１～第５ （略） 

第15節 飲料水の供給 

   （略） 

〈主な実施機関〉 

県（防災危機管理局・水資源対策課水道整備室・水資源対策課）、

市町村、県民 

第１ 方針 

１ 基本的な考え方 

震災時においては、配水管等の破損等による断水や汚染により、

応急給水が必要とされる。応急給水には、大きく分けて、搬送給水

と拠点給水があるが、搬送給水は、その運用に多数の人員が必要と

されるため、応急復旧を速やかに行うためには、できるだけ拠点給

水で対応することが望ましい。 

また、指定避難所や病院など災害時に特に優先的に給水が確保

される必要がある箇所については、事前に把握し、地震発生後の速

やかな給水の確保を図る必要がある。 

 

 

 

 

   ２ （略） 

２～３ （略） 

４ 疫学調査及び健康診断等（がん感染症疾病対策課、保健福祉環境

事務所） 

感染症患者の発生状況を的確に把握し、患者、無症状病原体保有

者の早期発見に努め、患者に対する入院勧告など適切な予防措置

を講ずるため疫学調査を実施する。 

   ５～７ （略） 

  第３ （略） 

第４ 環境対策（水・大気環境課・保健福祉環境事務所、市町村、工場

・事業所等） 

   １～２ （略） 

   ３ 県（環境保全課） 

   （１）～（５） （略） 

（６）県は、有害物質の漏出等により、住民の生命身体に危険のおそ

れがあると認められる場合は、報道機関の協力を得て広く周知

するものとする。 

   ４ （略） 

第14節 遺体の捜索、収容及び火葬 

   （略） 

〈主な実施機関〉 

県（保健医療介護部・福祉こども政策部）、市町村、警察、第七管

区海上保安本部 

第１～第５ （略） 

第15節 飲料水の供給 

   （略） 

〈主な実施機関〉 

県（防災危機管理局・上下水道課上水道整備室・水資源対策課）、

市町村、県民 

第１ 方針 

１ 基本的な考え方 

震災時においては、配水管等の破損等による断水や汚染により、

応急給水が必要とされる。応急給水には、大きく分けて、搬送給水

と拠点給水があるが、搬送給水は、その運用に多数の人員が必要と

されるため、応急復旧を速やかに行うためには、できるだけ拠点給

水で対応することが望ましい。 

また、指定避難所や病院など災害時に特に優先的に給水が確保

される必要がある箇所については、事前に把握し、地震発生後の速

やかな給水の確保を図る必要がある。 

水道事業者は、断水が発生した場合、速やかに、断水状況を把握

した上で応急給水計画を策定するとともに、応急給水に必要な人

員、給水車及び資機材を確保して、応急給水の実施に努めるものと

する。 
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第２ 市町村 

１～３ （略） 

 

 

 

 

第３ 県水資源対策課水道整備室 

市町村から飲料水の確保及び給水について応援要請を受けたと

きは、隣接水道事業者に対し必要な応援の措置について指示する

とともに、給水資機材の確保（調達）、水質検査等に必要な措置を

講じる。 

     また、大規模な災害が発生し、応急措置を実施するため必要があ

ると認めるときは、九州・山口９県災害時応援協定に基づき応援要

請を行う。 

  第４～第６ （略） 

 第16節 食料の供給 

（略） 

〈主な実施機関〉 

県（農林水産部・福祉労働部）、市町村、農林水産省、九州農政局 

 

  第１～第６ （略） 

第17節 生活必需品等の供給 

（略） 

〈主な実施機関〉 

県（福祉労働部・人づくり･県民生活部・商工部）、市町村、九州経

済産業局 

  第１～第７ （略） 

第18節  住宅の確保 

   （略） 

〈主な実施機関〉 

県（福祉労働部・建築都市部・農林水産部）、市町村 

第１ 応急仮設住宅の建設（福祉総務課・住宅計画課・県営住宅課・林

業振興課、市町村） 

   １～２ （略） 

３ 災害救助法を適用した場合の応急仮設住宅の建設（福祉総務課、

県営住宅課） 

   （１）～（７） （略） 

（８）応急仮設住宅の建物の管理は、当該市町村の協力を得て県が行

い、入居者の管理は、市町村が行う。また、市町村は、各応急仮

設住宅の適切な運営管理も行うものとする。この際、応急仮設住

宅における安心・安全の確保、孤独死や引きこもりなどを防止す

るための心のケア、入居者によるコミュニティの形成及び運営

   ２ （略） 

第２ 市町村 

１～３ （略） 

４ 市町村は、地域住民や企業が所有する井戸や湧水を災害用井戸・

湧水として活用するための登録制度や、防災拠点施設・指定避難所

等における公共井戸の整備等により、代替水源の確保に努めるも

のとする。 

第３ 県上下水道課上水道整備室 

市町村から飲料水の確保及び給水について応援要請を受けたと

きは、隣接水道事業者に対し必要な応援の措置について指示する

とともに、給水資機材の確保（調達）、水質検査等に必要な措置を

講ずる。 

     また、大規模な災害が発生し、応急措置を実施するため必要があ

ると認めるときは、九州・山口９県災害時応援協定に基づき応援要請

を行う。 

  第４～第６ （略） 

 第16節 食料の供給 

（略） 

〈主な実施機関〉 

県（農林水産部・福祉こども政策部）、市町村、農林水産省、九州

農政局 

第１～第６ （略） 

第17節 生活必需品等の供給 

（略） 

〈主な実施機関〉 

県（福祉こども政策部・市町村・地域振興部・商工部）、市町村、

九州経済産業局 

  第１～第７ （略） 

第18節  住宅の確保 

   （略） 

〈主な実施機関〉 

県（福祉こども政策部・建築都市部・農林水産部）、市町村 

第１ 応急仮設住宅の建設（福祉総務課・住宅計画課・県営住宅課・林

業振興課、市町村） 

   １～２ （略） 

３ 災害救助法を適用した場合の応急仮設住宅の建設（福祉総務課、

県営住宅課） 

   （１）～（７） （略） 

（８）応急仮設住宅の建物の管理は、当該市町村の協力を得て県が行

い、入居者の管理は、市町村が行う。また、市町村は、各応急仮

設住宅の適切な運営管理も行うものとする。この際、応急仮設住

宅における安心・安全の確保、孤独死や引きこもりなどを防止す
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旧 新 改正理由 

に努めるとともに、女性の参画を推進し、女性を始めとする生活

者の意見を反映できるよう配慮するものとする。さらに、必要に

応じて、応急仮設住宅における家庭動物の受入れに配慮するも

のとする。 

   （９） （略） 

   ４ （略） 

  第２ （略） 

第３ 被災住宅の応急修理 

１～２ （略） 

   ３ 災害により住宅に被害を受けた被災者への相談窓口の設置（住

宅計画課） 

 県は、「災害時における住宅復興に向けた協力に係る基本協定書

」に基づき、住宅金融支援機構九州支店と協議して相談窓口を設置

し、災害により被害を受けた被災者に対して、住宅に関する相談等

の対応を行う。 

第４～第５ （略） 

第６ 被災住宅に対する融資（建築指導課、住宅金融支援機構） 

自然災害によって住宅に被害を受けた者は、次により、災害復興

にかかる住宅の建設資金、購入資金又は補修資金の融資を住宅金

融支援機構に申し込むことができる。 

１ 建設の場合 

市町村等から住宅が「全壊」、「大規模半壊」又は「半壊」した旨

の「罹災証明書」（「一部破損」は除く。）の発行を受けた者は、次

表の融資限度額内で、建設資金の融資を申し込むことができる。ま

た、建物と同時に宅地についても被害を受けて整地を行うときは

整地資金を、宅地が流出して新たに宅地を取得するときは土地取

得資金を、それぞれ建物資金と併せて融資を申し込むことができ

る。 

（１）融資金の限度額 

基本融資額 

（建設資金） 

特例加算額 

（建設資金） 

基本融資額 

（土地取得資

金） 

基本融資額 

（整地資金） 

1,650万円 510万円 970万円 440万円 

（２）融資金利 住宅金融支援機構の条件による。 

（３）最長返済期間【建設】 

耐火構造 準耐火構造 木造 (耐久性

) 

木造 (一般) 

35年 35年 35年 25年 

２ 購入の場合 

市町村等から住宅が「全壊」、「大規模半壊」又は「半壊」した旨

の「罹災証明書」（「一部破損」は除く。）の発行を受けた者は、次

るための心のケア、入居者によるコミュニティの形成及び運営

に努めるとともに、女性の参画を推進し、女性やこども・若者を

始めとする生活者の意見を反映できるよう配慮するものとする。さ

らに、必要に応じて、応急仮設住宅における家庭動物の受入れに

配慮するものとする。 

   （９） （略） 

   ４ （略） 

  第２ （略） 

第３ 被災住宅の応急修理 

１～２ （略） 

    

 

 

 

 

 

第４～第５ （略） 

第６ 災害により住宅に被害を受けた被災者への相談窓口の設置（住

宅計画課） 

県は、「災害時における住宅復興に向けた協力に係る基本協定書

」に基づき、住宅金融支援機構九州支店と協議して相談窓口を設置

し、災害により被害を受けた被災者に対して、住宅に関する相談等

の対応を行う。 
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表の融資限度額内で、住宅購入資金の融資を申し込むことができ

る。 

（１）融資金の限度額 

住宅の区分 

基本融資額 

（購入資金

） 

特別加算額 

（購入資金

） 

新築住宅 2,620万円 

510万円 

リ・ユース 

住宅 

（中古住宅

） 

リ・ユース住宅 

リ・ユースマンシ

ョン 

2,320万円 

リ・ユースプラス

住宅 

リ・ユースプラス

マンション 

2,620万円 

（２）融資金利 住宅金融支援機構の条件による。 

（３）最長返済期間 

【新築住宅購入】 

耐火構造 準耐火構造 木造 (耐久性

) 

木造 (一般) 

35年 35年 35年 25年 

【リ・ユース住宅購入】 

リ・ユースプラス住宅 

リ・ユースプラスマンション 

リ・ユース住宅 

リ・ユースマンション 

35年 25年 

３ 補修の場合 

市町村等から住宅に10万円以上の被害が生じた旨の「罹災証明

書」の発行を受けた者は、次表の融資限度額内で、補修資金の融資

を申し込むことができる。 

また、補修する家屋を移転するときは移転資金を、宅地について

被害を受けて整地を行うときは整地資金を、それぞれ補修資金と

併せて融資を申し込むことができる。 

（１）融資金の限度額 

基本融資額 

補修資金 引方移転資金 整地資金 

730万円 440万円 440万円 

（２）利率 住宅金融支援機構の条件による。 

（３）最長返済期間 20年 

 

※ 上記融資概要は、平成29年11月現在のものである。融資制度の詳

細については、住宅金融支援機構に問い合わせること。また、上記

の融資のほか、東日本大震災にかかる融資、事業向け融資もあるの
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で、詳細については住宅金融支援機構に問い合わせること。 

第19節  災害廃棄物等の処理 

   （略） 

  第１～第２ （略） 

第３ がれき等処理 

１ 方針 

県、市町村及び関係機関は、次の方針によりがれき等の処理を実

施することとする。 

   （１）～（７） （略） 

（８）発生したがれき等の種類、性状（土砂、ヘドロ、汚染物等）等

を勘案し、その発生量を推計した上で、事前に策定しておいた県

災害廃棄物処理計画等に基づき、仮置場、最終処分地を確保し、

必要に応じて広域処理を行うこと等により、がれき等の計画的

な収集、運搬及び処分を行い、がれき等の円滑かつ迅速な処理を

図る。また、廃棄物処理施設については、がれき等を処理しつつ、

電力供給や熱供給等の拠点としても活用することとする。 

   （３） （略） 

   ２～４ （略） 

  第４ 障害物除去 

   １～３ （略） 

４ 障害物除去に関する応援、協力 

県は、市町村から障害物の除去について応援、協力要請があった

ときは、適当な措置を講じる。 

  第５ 死亡獣畜処理（生活衛生課・保健福祉環境事務所、市町村） 

市町村は、管轄保健福祉環境事務所長（福岡市、北九州市、久留

米市及び大牟田市にあっては保健所長）の指示に従い、原則として

化製場又は死亡獣畜取扱場で処理するが、やむを得ない場合は環

境衛生上支障のない場所に収集し、埋没又は焼却等の方法で処理

する。 

第20節 文教対策の実施 

   （略） 

第１ 学校教育対策 

   １ （略） 

２ 応急教育（体育スポーツ健康課・施設課・義務教育課・高校教育

課・特別支援教育課・教職員課、市町村教育委員会等） 

   （１）～（２） （略） 

（３）児童・生徒等の安全の確保措置（体育スポーツ健康課・施設課

・義務教育課・高校教育課・特別支援教育課） 

災害発生時における児童・生徒等の安全の確保に関し、次の措

置をとる。 

     ア （略） 

イ 市町村(組合)立学校に対する措置 

 

 

第19節  災害廃棄物等の処理 

   （略） 

  第１～第２ （略） 

第３ がれき等処理 

１ 方針 

県、市町村及び関係機関は、次の方針によりがれき等の処理を実

施することとする。 

   （１）～（７） （略） 

（８）発生したがれき等の種類、性状（土砂、ヘドロ、汚染物等）等

を勘案し、その発生量を推計した上で、事前に策定しておいた県

災害廃棄物処理計画等に基づき、仮置場・最終処分地を確保し、

必要に応じて広域処理を行うこと等により、がれき等の計画的

な収集、運搬及び処分を行い、がれき等の円滑かつ迅速な処理を

図る。また、廃棄物処理施設については、がれき等を処理しつつ、

電力供給や熱供給等の拠点としても活用することとする。 

   （３） （略） 

   ２～４ （略） 

  第４ 障害物除去 

   １～３ （略） 

４ 障害物除去に関する応援、協力 

県は、市町村から障害物の除去について応援、協力要請があった

ときは、適当な措置を講ずる。 

  第５ 死亡獣畜処理（生活衛生課・保健福祉環境事務所、市町村） 

市町村は、管轄保健福祉環境事務所長（福岡市、北九州市及び久

留米市にあっては保健所長）の指示に従い、原則として化製場又は

死亡獣畜取扱場で処理するが、やむを得ない場合は環境衛生上支

障のない場所に収集し、埋没又は焼却等の方法で処理する。 

 

第20節 文教対策の実施 

   （略） 

第１ 学校教育対策 

   １ （略） 

２ 応急教育（体育スポーツ健康課・施設課・義務教育課・高校教育

課・特別支援教育課・教職員課、市町村教育委員会等） 

   （１）～（２） （略） 

（３）児童・生徒等の安全の確保措置（体育スポーツ健康課・施設課

・義務教育課・高校教育課・特別支援教育課） 

災害発生時における児童・生徒等の安全の確保に関し、次の措

置をとる。 

     ア （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

字句の修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

字句の修正 

 

記載の適正化 
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旧 新 改正理由 

授業を継続実施することにより、児童・生徒等の安全の確保

が困難であると思われる場合において、県教育委員会は、臨時

に授業を行わない等適切な措置をとるよう、当該市町村(組合)教

育委員会に対して指導助言を行う。ただし、緊急事態が生じた

場合は、県教育委員会は市町村(組合)教育委員会の了解のう

えで、報道機関などを利用して、県下の全公立学校の休業措置

等適切な措置を講じることもある。 

     ウ （略） 

   （４） （略） 

（５）施設の応急整備（施設課） 

災害により被害を受けた公立学校の施設・設備について正常

授業を確保するための応急対策は、次の要領による。 

     ア （略） 

     イ 災害時における代替校舎の確保 

校舎等の全部又は一部の使用が困難となった場合で、教育

を実施するに必要な施設・設備を校長において確保すること

ができない場合は、次の措置を講じる。 

     （ア）～（イ） （略） 

   （６）教職員補充措置（教職員課） 

災害発生時において教職員に被害があり、授業の継続に支障

をきたすおそれのある場合、次により迅速に教職員の補充を行

う。 

ア 県立学校に対する措置 

（ア） （略） 

（イ）上記報告に基づく教職員の被害状況に応じ、県教育委員会

は速やかに次の措置を講じ、教職員の補充を行う。 

ａ～ｄ （略） 

イ 市町村(組合)立学校（県費負担教職員に限る）に対する措置 

（ア） （略） 

（イ）上記報告に基づく教職員の被害状況に応じ、県教育委員会

は速やかに次の措置を講じ、教職員の補充を行う。 

ａ～ｄ （略） 

 

 

 

 

   ３ 就学援助に関する措置（財務課、義務教育課・特別支援教育課） 

    （略） 

４～５ （略） 

６ 被災児童生徒等へのメンタルケア（体育スポーツ健康課・高校教

育課・義務教育課・特別支援教育課） 

県・市町村教育委員会、校長、教職員は、保健福祉環境事務所、

イ 市町村(組合)立学校に対する措置 

授業を継続実施することにより、児童・生徒等の安全の確保

が困難であると思われる場合において、県教育委員会は、臨時

に授業を行わない等適切な措置をとるよう、当該市町村(組合)教

育委員会に対して指導助言を行う。ただし、緊急事態が生じた

場合は、県教育委員会は市町村(組合)教育委員会の了解のう

えで、報道機関などを利用して、県下の全公立学校の休業措置

等適切な措置を講ずることもある。 

     ウ （略） 

   （４） （略） 

（５）施設の応急整備（施設課） 

災害により被害を受けた公立学校の施設・設備について正常

授業を確保するための応急対策は、次の要領による。 

     ア （略） 

     イ 災害時における代替校舎の確保 

校舎等の全部又は一部の使用が困難となった場合で、教育

を実施するに必要な施設・設備を校長において確保すること

ができない場合は、次の措置を講ずる。 

     （ア）～（イ） （略） 

   （６）教職員補充措置（教職員課） 

災害発生時において教職員に被害があり、授業の継続に支障

をきたすおそれのある場合、次により迅速に教職員の補充を行

う。 

ア 県立学校に対する措置 

（ア） （略） 

（イ）上記報告に基づく教職員の被害状況に応じ、県教育委員会

は速やかに次の措置を講じ、教職員の補充を行う。 

   必要に応じて、被災地学び支援派遣等枠組み（Ｄ－ＥＳＴ

）を活用するものとする。 

ａ～ｄ （略） 

イ 市町村(組合)立学校（県費負担教職員に限る）に対する措置 

（ア） （略） 

（イ）上記報告に基づく教職員の被害状況に応じ、県教育委員会

は速やかに次の措置を講じ、教職員の補充を行う。 

必要に応じて、被災地学び支援派遣等枠組み（Ｄ－ＥＳＴ

）を活用するものとする。 

ａ～ｄ （略） 

   ３ 就学援助に関する措置（財務課・義務教育課・特別支援教育課） 

    （略） 

４～５ （略） 

６ 被災児童生徒等へのメンタルケア（体育スポーツ健康課・高校教

育課・義務教育課・特別支援教育課） 
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防災基本計画（R7.7修正）
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旧 新 改正理由 

児童相談所等の専門機関と連携して、被災児童・生徒等へのメンタ

ルケアを行うものとし、必要に応じてスクールカウンセラー等を

学校に派遣する。 

 

 

  第２ （略） 

 第21節 （略） 

第22節 ライフライン施設の応急・復旧対策の実施 

  第１ （略） 

第２ ガス施設災害応急対策（西部ガス株式会社） 

   （略） 

１ 緊急対策 

（１）情報の収集 

ア （略） 

イ 地震計情報 

地震発生後は直ちに地震計の計測値を確認し、災害対策本

部において統合ブロック、単位ブロック毎に集計を行う。 

ウ （略） 

   （２） （略） 

（３）二次災害防止措置 

ア 危険予防措置 

ガスの漏洩等による二次災害発生の恐れがある場合には、

避難区域の設定、火気の使用停止等の適切な危険予防措置を

講ずる。 

     イ （略） 

   ２ （略） 

第３ 国内通信施設災害応急対策（西日本電信電話株式会社） 

 災害時における電気通信設備の応急対策は、西日本電信電話株

式会社「防災業務計画」に基づき実施し、通信の確保にあたる。 

   １～２ （略） 

３ 警戒措置 

（略） 

（１）～（３） （略） 

（４）災害対策用機器の点検と出動準備、或いは非常配置並びに電源

設備に対し必要な措置を講じる。 

（５） （略） 

（６）電気通信設備等に対し必要な防護措置を講じる。 

（７）その他、安全上必要な措置を講じる。 

   ４ 通信の非常そ通措置 

   （１）～（３） （略） 

   （４）災害用ブロードバンド伝言版『ｗｅｂ１７１』の提供 

地震等の災害時において、通信が輻輳した場合に、被災地の家

県・市町村教育委員会、校長、教職員は、保健福祉環境事務所、

児童相談所等の専門機関と連携して、被災児童・生徒等へのメンタ

ルケアを行うものとし、必要に応じてスクールカウンセラー等を

学校に派遣する。 

なお、スクールカウンセラーの派遣については、必要に応じて被

災地学び支援派遣等枠組み（Ｄ－ＥＳＴ）を活用するものとする。 

  第２ （略） 

 第21節 （略） 

第22節 ライフライン施設の応急・復旧対策の実施 

  第１ （略） 

第２ ガス施設災害応急対策（西部ガス株式会社） 

   （略） 

１ 緊急対策 

（１）情報の収集 

ア （略） 

イ 地震計情報 

地震発生後は直ちに地震計の計測値を確認し、災害対策本

部において統合ブロック、単位ブロックごとに集計を行う。 

ウ （略） 

   （２） （略） 

（３）二次災害防止措置 

ア 危険予防措置 

ガスの漏洩等による二次災害発生のおそれがある場合には、避

難区域の設定、火気の使用停止等の適切な危険予防措置を講

ずる。 

     イ （略） 

   ２ （略） 

第３ 国内通信施設災害応急対策（ＮＴＴ西日本株式会社） 

 災害時における電気通信設備の応急対策は、ＮＴＴ西日本株式

会社「防災業務計画」に基づき実施し、通信の確保にあたる。 

   １～２ （略） 

３ 警戒措置 

（略） 

（１）～（３） （略） 

（４）災害対策用機器の点検と出動準備、或いは非常配置並びに電源

設備に対し必要な措置を講ずる。 

（５） （略） 

（６）電気通信設備等に対し必要な防護措置を講ずる。 

（７）その他、安全上必要な措置を講ずる。 

   ４ 通信の非常そ通措置 

   （１）～（３） （略） 

   （４）災害用ブロードバンド伝言版『ｗｅｂ１７１』の提供 

 

 

 

 

防災基本計画（R7.7修正）

に基づく修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

字句の修正 
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旧 新 改正理由 

族・親戚・知人等の安否確認が困難となるため、安否等を確認で

きる情報伝達手段の一つとして、新たにブロードバンド時代に

ふさわしい伝言情報（テキスト、音声、画像）の登録・閲覧を可

能とする災害用ブロードバンド伝言板『ｗｅｂ１７１』を提供す

る。 

なお、災害用ブロードバンド伝言版『ｗｅｂ１７１』の提供開

始については、ＮＴＴにおいて決定し、住民への周知は、テレビ

、ラジオ等及び福岡県災害対策本部と協力して実施する。 

利用方法については西日本電信電話株式会社ホームページ上

の災害用ブロードバンド伝言版『ｗｅｂ１７１』の利用方法に従

って、伝言情報（テキスト、音声、画像）の登録・閲覧を行う。 

５ （略） 

６ 社外機関に対する応援又は協力の要請 

災害が発生し、又は発生が予想される場合において、必要により、

社外機関に対し次の事項について応援の要請又は協力を求める。

また、平常時からあらかじめその措置方法を定めておく。 

   （１）～（５） （略） 

   ７ （略） 

  第４ （略） 

第５ 上水道施設災害応急対策（水資源対策課水道整備室、市町村、水

道事業者） 

 １～４ （略） 

第６ 下水道施設災害応急対策（下水道課、流域下水道事務所、県土整

備事務所、下水道管理センター、市町村） 

下水道は、住民の日常生活に大きく関わっており、震災時におい

て下水道施設の機能が損なわれた場合は、浸水対策、衛生対策の面

で都市等の機能に重大な影響を与える。このため、下水道管理者（

県・市町村）は、震災の発生時において、公共下水道等の構造等を

勘案して、速やかに、公共下水道等の巡視を行い、損傷その他の異

状があることを把握したときは、可搬式排水ポンプ又は仮設消毒

池の設置その他の公共下水道等の機能を維持するために必要な応

急措置を講ずるものとする。 

１ 管渠 

（１）下水管渠の被害に対しては、汚水、雨水の疎通に支障のないよ

うに迅速に応急措置を講じるとともに本復旧の方針をたてる。 

（２）～（３） （略） 

   ２ （略） 

  第７ （略） 

 

 

 

第４編 災害復旧・復興計画 

地震等の災害時において、通信が輻輳した場合に、被災地の家

族・親戚・知人等の安否確認が困難となるため、安否等を確認で

きる情報伝達手段の一つとして、新たにブロードバンド時代に

ふさわしい伝言情報（テキスト、音声、画像）の登録・閲覧を可

能とする災害用ブロードバンド伝言板『ｗｅｂ１７１』を提供す

る。 

なお、災害用ブロードバンド伝言版『ｗｅｂ１７１』の提供開

始については、ＮＴＴにおいて決定し、住民への周知は、テレビ

、ラジオ等及び福岡県災害対策本部と協力して実施する。 

利用方法についてはＮＴＴ西日本株式会社ホームページ上の

災害用ブロードバンド伝言版『ｗｅｂ１７１』の利用方法に従っ

て、伝言情報（テキスト、音声、画像）の登録・閲覧を行う。 

５ （略） 

６ 社外機関に対する応援又は協力の要請 

災害が発生し、又は発生が予想される場合において、必要により、

社外機関に対し次の事項について応援の要請又は協力を求める。

また、平時からあらかじめその措置方法を定めておく。 

   （１）～（５） （略） 

   ７ （略） 

  第４ （略） 

第５ 上水道施設災害応急対策（上下水道課上水道整備室、市町村、水

道事業者） 

 １～４ （略） 

第６ 下水道施設災害応急対策（上下水道課、流域下水道事務所、県土

整備事務所、下水道管理センター、市町村） 

下水道は、住民の日常生活に大きく関わっており、震災時におい

て下水道施設の機能が損なわれた場合は、浸水対策、衛生対策の面

で都市等の機能に重大な影響を与える。このため、下水道管理者（

県・市町村）は、震災の発生時において、上下水道の構造等を勘案

して、速やかに、上下水道施設の巡視を行い、損傷その他の異状が

あることを把握したときは、上下水道一体となって施設の機能を

維持するために必要な応急措置を講ずるものとする。 

 

１ 管渠 

（１）下水管渠の被害に対しては、汚水、雨水の疎通に支障のないよ

うに迅速に応急措置を講ずるとともに本復旧の方針をたてる。 

（２）～（３） （略） 

   ２ （略） 

  第７ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 
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組織再編のため 

 

 

組織再編のため 
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旧 新 改正理由 

第１章 災害復旧・災害復興の基本方針 

第１節 基本方針 

   （略） 

   １～２ （略） 

３ 被災地の復旧・復興は、住民の意向を尊重しつつ、県及び市町村

が主体的に取り組むとともに、国から支援を受けるという役割分

担のもと、協同して計画的に行う。その際、男女共同参画の観点か

ら、復旧・復興のあらゆる場・組織に女性の参画を促進するものと

する。併せて、高齢者、障がいのある人等の要配慮者の参画を促進

するものとする。 

   ４ （略） 

第２節～第３節 （略） 

 

第２章 （略） 

 

第３章 被災者等の生活再建等の支援 

災害時には、多くの人が罹災し、住居や家財の喪失、経済的困窮、

あるいは生命の危険にさらされ、地域社会が混乱に陥る可能性があ

り、速やかな災害復旧を妨げる要因となる。そのため、災害時の人心

の安定と社会秩序の維持を図ることを目的として、民生安定のため

の緊急措置を講ずるものとする。 

    なお、被災者等の生活再建に向けて、住まいの確保、生活資金等の

支給やその迅速な処理のための仕組みに加え、生業や就労の回復に

よる生活資金の継続的確保、コミュニティの維持回復、心身のケア等

生活全般にわたってきめ細かな支援を講じる必要がある。そのため

にも、災害ボランティアセンターから災害復興支援センターへの移

行や、生活支援相談員等の配置を行い、被災者等に寄り添った支援に

努める。 

    市町村は、災害の状況を迅速かつ的確に把握するとともに、各種の

支援措置を早期に実施するため、災害による住宅等の被害の程度の

認定や罹災証明の交付の体制を確立し、速やかに、住宅等の被害の程

度を認定し、被災者に罹災証明を交付するよう努めるとともに、積極

的な被災者台帳の作成及び活用を図るものとする。 

また、被災者が自らに適した支援制度を活用して生活再建に取り

組むことができるよう、災害ケースマネジメント（一人ひとりの被災

者の状況を把握した上で、関係者が連携して、被災者に対するきめ細

やかな支援を継続的に実施する取組）の実施等により、見守り・相談

の機会や被災者台帳等を活用したきめ細やかな支援を行うとともに、被

災者が容易に支援制度を知ることができる環境の整備に努めるもの

とする。 

    住宅等の被害の程度を調査する際、必要に応じて、航空写真、被災

者が撮影した住家の写真、応急危険度判定の判定結果等を活用する

第４編 災害復旧・復興計画 

第１章 災害復旧・災害復興の基本方針 

第１節 基本方針 

   （略） 

   １～２ （略） 

３ 被災地の復旧・復興は、住民の意向を尊重しつつ、県及び市町村

が主体的に取り組むとともに、国から支援を受けるという役割分

担のもと、協同して計画的に行う。その際、男女共同参画の観点か

ら、復旧・復興のあらゆる場・組織に女性の参画を促進するものと

する。あわせて、高齢者、障がいのある人等の要配慮者の参画を促

進するものとする。 

   ４ （略） 

第２節～第３節 （略） 

 

第２章 （略） 

 

第３章 被災者等の生活再建等の支援 

災害時には、多くの人が罹災し、住居や家財の喪失、経済的困窮、

あるいは生命の危険にさらされ、地域社会が混乱に陥る可能性があ

り、速やかな災害復旧を妨げる要因となる。そのため、災害時の人心

の安定と社会秩序の維持を図ることを目的として、民生安定のため

の緊急措置を講ずるものとする。 

    なお、被災者等の生活再建に向けて、住まいの確保、生活資金等の

支給やその迅速な処理のための仕組みに加え、生業や就労の回復に

よる生活資金の継続的確保、コミュニティの維持回復、心身のケア等

生活全般にわたってきめ細かな支援を講ずる必要がある。そのため

にも、災害ボランティアセンターから災害復興支援センターへの移

行や、生活支援相談員等の配置を行い、被災者等に寄り添った支援に

努める。 

    市町村は、災害の状況を迅速かつ的確に把握するとともに、各種の

支援措置を早期に実施するため、災害による住宅等の被害の程度の

認定や罹災証明の交付の体制を確立し、速やかに、住宅等の被害の程

度を認定し、被災者に罹災証明を交付するよう努めるとともに、積極

的な被災者台帳の作成及び活用を図るものとする。 

また、被災者が自らに適した支援制度を活用して生活再建に取り

組むことができるよう、災害ケースマネジメント（一人ひとりの被災

者の状況を把握した上で、関係者が連携して、被災者に対するきめ細

やかな支援を継続的に実施する取組）の実施等により、見守り・相談

の機会や被災者台帳等を活用したきめ細やかな支援を行うとともに、被

災者が容易に支援制度を知ることができる環境の整備に努めるもの

とする。 

    住宅等の被害の程度を調査する際、必要に応じて、航空写真、被災 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

字句の修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

字句の修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



福岡県地域防災計画（地震・津波対策編）修正素案新旧対照表                       

 113 / 117 

旧 新 改正理由 

など、適切な手法により実施するものとする。 

    また、住家被害の調査や罹災証明書の交付の担当部局と応急危険

度判定担当部局とが非常時の情報共有体制についてあらかじめ検討

し、必要に応じて、発災後に応急危険度判定の判定実施計画や判定結

果を活用した住家被害の調査・判定を早期に実現できるよう努める

ものとする。 

    また、市町村は、被災建築物の応急危険度判定調査、被災宅地危険

度判定調査、住家被害認定調査など、住宅に関する各種調査が個別の

目的を有していることを踏まえ、それぞれの調査の必要性や実施時

期の違い、民間の保険損害調査との違い等について、被災者に明確に

説明するものとする。県は、市町村の活動の支援に努めるものとし、

国〔九州管区行政評価局〕は、被災者に対する各種支援措置の案内等

に対応する特別行政相談活動を行うものとする。 

県及び市町村は、平常時から、被災者支援を担当する部局を明確化

し、地域の実情に応じ、災害ケースマネジメントなどの被災者支援の

仕組みの整備等に努めるものとする。 

    なお、市町村は、被災者生活再建支援金の支給に係る被災者からの

申請を迅速かつ的確に処理するため、体制の整備等を図るよう努め

るとともに、県及び市町村は、被災者生活再建支援法の適用条件に満

たない規模の自然災害が発生した際に、同法の趣旨を踏まえ、独自の

支援措置を講じることができるよう、必要な措置を講じるよう努め

るものとする。 

〈主な実施機関〉 

     国、県（総務部・保健医療介護部・福祉労働部等）、市町村、関係

機関 

第１節 罹災証明書の発行 

市町村長は、災害の被災者から申請があったときは、その災害に

よる被害戸数等に関わらず、遅滞なく、住家の被害その他当該市町

村長が定める種類の被害の状況を調査し、当該災害による被害の

程度を証明する罹災証明書を交付するものとする。 

     また、罹災証明書の交付に必要な業務の実施体制の確保を図る

ため、住家被害の調査や罹災証明書の交付の担当部局を定め、被害

状況調査について専門的な知識及び経験を有する職員の育成、罹

災証明書の交付に関する規程や様式の準備、関係職員が事務処理

に当たって参照できる簡便なマニュアルの作成、他の地方公共団

体又は民間団体との連携の確保、応援の受入れ体制の構築その他

必要な措置を講じるよう努めるものとする。 

 

     市町村は、効率的な罹災証明書の交付のため、当該業務を支援す

るシステムの活用について検討するものとする。県は、罹災証明書

を迅速に発行するための市町村の体制強化を促進するよう努める

ものとする。 

者が撮影した住家の写真、応急危険度判定の判定結果等を活用する

など、適切な手法により実施するものとする。 

    また、住家被害の調査や罹災証明書の交付の担当部局と応急危険

度判定担当部局とが非常時の情報共有体制についてあらかじめ検討

し、必要に応じて、発災後に応急危険度判定の判定実施計画や判定結

果を活用した住家被害の調査・判定を早期に実現できるよう努める

ものとする。 

    また、市町村は、被災建築物の応急危険度判定調査、被災宅地危険

度判定調査、住家被害認定調査など、住宅に関する各種調査が個別の

目的を有していることを踏まえ、それぞれの調査の必要性や実施時

期の違い、民間の保険損害調査との違い等について、被災者に明確に

説明するものとする。県は、市町村の活動の支援に努めるものとし、

国〔九州管区行政評価局〕は、被災者に対する各種支援措置の案内等

に対応する特別行政相談活動を行うものとする。 

県及び市町村は、平時から、被災者支援を担当する部局を明確化し、

地域の実情に応じ、災害ケースマネジメントなどの被災者支援の仕

組みの整備等に努めるものとする。 

    なお、市町村は、被災者生活再建支援金の支給に係る被災者からの

申請を迅速かつ的確に処理するため、体制の整備等を図るよう努め

るとともに、県及び市町村は、被災者生活再建支援法の適用条件に満

たない規模の自然災害が発生した際に、同法の趣旨を踏まえ、独自の

支援措置を講ずることができるよう、必要な措置を講ずるよう努め

るものとする。 

〈主な実施機関〉 

     国、県（総務部・保健医療介護部・福祉こども政策部等）、市町村

、関係機関 

第１節 罹災証明書の発行 

市町村長は、災害の被災者から申請があったときは、その災害に

よる被害戸数等に関わらず、遅滞なく、住家の被害その他当該市町

村長が定める種類の被害の状況を調査し、当該災害による被害の

程度を証明する罹災証明書を交付するものとする。 

     また、罹災証明書の交付に必要な業務の実施体制の確保を図る

ため、住家被害の調査や罹災証明書の交付の担当部局を定め、被害

状況調査について専門的な知識及び経験を有する職員の育成、罹

災証明書の交付に関する規程や様式の準備、関係職員が事務処理

に当たって参照できる簡便なマニュアルの作成、他の地方公共団

体や不動産鑑定士、行政書士等の士業団体その他の民間団体との

連携の確保、応援の受入れ体制の構築その他必要な措置を講ずる

よう努めるものとする。 

     市町村は、効率的な罹災証明書の交付のため、当該業務を支援す

るシステムの活用について検討するものとする。県は、罹災証明書

を迅速に発行するための市町村の体制強化を促進するよう努める
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県は、発災後速やかに住家被害の調査や罹災証明書の交付に係

る事務の市町村向け説明会を実施するとともに、その実施に当た

っては、ビデオ会議システムを活用し、各市町村に映像配信を行う

など、より多くの市町村担当者の参加が可能となるような工夫を

するよう努めるものとする。 

県は、災害による住家等の被害の程度の調査や罹災証明書の交

付について、被害の規模と比較して被災市町村の体制・資機材のみ

では不足すると見込まれる場合には、当該市町村に対し必要な支

援を行うとともに、被害が複数の市町村にわたる場合には、調査・

判定方法にばらつきが生じることのないよう、定期的に、各市町村

における課題の共有や対応の検討、各市町村へのノウハウの提供

等を行うこと等により、被災市町村間の調整を図るものとする。 

     また、県は、市町村による災害時の住家の被害認定の迅速化を支

援するものとする。育成した調査の担当者の名簿への登録、他の都

道府県や民間団体との応援協定の締結等により、応援体制の強化

を図るものとする。 

第２節 （略） 

第３節 生活相談 

災害時における県民からの様々な問い合わせや要望に的確かつ迅

速に対応するため、次に掲げる措置を講ずるものとする。 

第４節 (略) 

第５節 雇用機会の確保 

第１ 計画目標 

災害により被害を受けた住民が、痛手から速やかに再起更生で

きるよう、被災地域内の事業所への雇用継続の要請、被災による離

職者の再就職の斡旋等を定めることにより被災者の生活の確保を

ものとする。 

県は、発災後速やかに住家被害の調査や罹災証明書の交付に係

る事務の市町村向け説明会を実施するとともに、その実施に当た

っては、ビデオ会議システムを活用し、各市町村に映像配信を行う

など、より多くの市町村担当者の参加が可能となるような工夫を

するよう努めるものとする。 

県は、災害による住家等の被害の程度の調査や罹災証明書の交

付について、被害の規模と比較して被災市町村の体制・資機材のみ

では不足すると見込まれる場合には、当該市町村に対し必要な支

援を行うとともに、被害が複数の市町村にわたる場合には、調査・

判定方法にばらつきが生じることのないよう、定期的に、各市町村

における課題の共有や対応の検討、各市町村へのノウハウの提供

等を行うこと等により、被災市町村間の調整を図るものとする。 

     また、県は、市町村による災害時の住家の被害認定の迅速化を支

援するものとする。育成した調査の担当者の名簿への登録、他の都

道府県や不動産鑑定士、行政書士等の士業団体その他の民間団体

との応援協定の締結等により、応援体制の強化を図るものとする。 

第２節 （略） 

第３節 生活相談 

災害時における県民からの様々な問い合わせや要望に的確かつ迅

速に対応するため、次に掲げる措置を講ずるものとする。 

第４節 （略） 

第５節 雇用機会の確保 

第１ 計画目標 

災害により被害を受けた住民が、痛手から速やかに再起更生で

きるよう、被災地域内の事業所への雇用継続の要請、被災による離
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図る。 

また、国、県及び市町村は、被災者の働く場の確保のため、即効

性のある臨時的な雇用創出策と、被災地の特性を踏まえた産業振

興の方向性に沿った職業訓練を通じた労働者の技能向上等による

中長期の安定的な雇用創出策を組み合わせて実施するものとする。併

せて、自営業、農林水産業、中小企業等に対する経営の維持・再生、

起業等への支援策の充実も図るものとする。 

  第２ 対策 

１ （略） 

２ 福岡労働局と県（労働政策課）は協力して災害により被災を受け

た事業所の把握に努めるとともに、被災地域を管轄する出先機関

の長を通じ、また関係団体の協力を得て、雇用維持を要請し、労働

者の雇用の安定を図る。 

３ （略） 

４ 県（労働政策課・職業能力開発課）は福岡労働局の行う所要の措

置について支援を行う。 

５ （略） 

第６節 義援金品の受付及び配分等 

   （略） 

第１ 義援金品の募集 

県（福祉総務課）は、災害の状況によっては義援金品の募集を行

うものとする。なお、義援金品の募集に当たっては、迅速かつ円滑

な集積及び配分を図るために次に掲げる点に留意する。 

１ 義援金品の募集の広報については、新聞社、放送局（テレビ、ラ

ジオ）等報道機関に協力を求めるとともに、県の広報媒体等を通じ

呼びかける。 

   ２～３ （略） 

  第２ （略） 

第３ 義援金品の受付 

１ 県（福祉総務課） 

県民及び他都道府県民からの義援金品で、県に寄託されるもの

については、福祉労働部において受け付ける。 

   ２～４ （略） 

  第４ 義援金品の配分及び輸送 

   １ （略） 

２ 県（福祉総務課） 

    （略） 

   （１）～（３） （略） 

（４）義援金品配分委員会の構成 

義援金品配分委員会は次に掲げる者、その他義援金品の配分

に関して適当と認める者をもって構成する。 

職者の再就職の斡旋等を定めることにより被災者の生活の確保を

図る。 

また、国、県及び市町村は、被災者の働く場の確保のため、即効

性のある臨時的な雇用創出策と、被災地の特性を踏まえた産業振

興の方向性に沿った職業訓練を通じた労働者の技能向上等による

中長期の安定的な雇用創出策を組み合わせて実施するものとする。あ

わせて、自営業、農林水産業、中小企業等に対する経営の維持・再

生、起業等への支援策の充実も図るものとする。 

第２ 対策 

１ （略） 

２ 福岡労働局と県（人材活躍・労働総務課）は協力して災害により

被災を受けた事業所の把握に努めるとともに、被災地域を管轄す

る出先機関の長を通じ、また関係団体の協力を得て、雇用維持を要

請し、労働者の雇用の安定を図る。 

３ （略） 

４ 県（人材活躍・労働総務課・職業能力開発課）は福岡労働局の行

う所要の措置について支援を行う。 

５ （略） 

第６節 義援金品の受付及び配分等 

   （略） 

第１ 義援金品の募集 

県（福祉総務課）は、災害の状況によっては義援金品の募集を行

うものとする。なお、義援金品の募集に当たっては、迅速かつ円滑

な集積及び配分を図るために次に掲げる点に留意する。 

１ 義援金品の募集の広報については、新聞社、放送局（テレビ、ラ

ジオ）等報道機関に協力を求めるとともに、県の広報媒体等を通じ

呼び掛ける。 

   ２～３ （略） 

  第２ （略） 

第３ 義援金品の受付 

１ 県（福祉総務課） 

県民及び他都道府県民からの義援金品で、県に寄託されるもの

については、福祉こども政策部において受け付ける。 

   ２～４ （略） 

  第４ 義援金品の配分及び輸送 

   １ （略） 

２ 県（福祉総務課） 

    （略） 

   （１）～（３） （略） 

（４）義援金品配分委員会の構成 

義援金品配分委員会は次に掲げる者、その他義援金品の配分

に関して適当と認める者をもって構成する。 
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第５ （略） 

 第７節～第11節 （略） 

 

第４章 経済復興の支援 

 第１節 金融措置 

   （略） 

１ 県、市町村、関係機関 

（１） （略） 

（２）福岡県中小企業振興資金【緊急経済対策資金】(中小企業振興課) 

  ア～イ （略） 

（３） （略） 

２ 政府系金融機関 

（１）株式会社日本政策金融公庫（中小企業事業）（中小企業振興課） 

災害により被害を受けた中小企業者に対し、所定の条件により、

災害復旧貸付を行う。 

（２）株式会社日本政策金融公庫（国民生活事業）（中小企業振興課） 

災害により被害を受けた中小企業者に対し、所定の条件により、

災害復旧貸付を行う。 

（３）株式会社商工組合中央金庫（中小企業振興課） 

災害により被害を受けた中小企業者に対して、既存事業設備の

復旧に必要な設備資金、災害の影響により生じた不足運転資金を

使途とする災害復旧資金を貸付ける。 

  ３ （略） 

 第２節 （略） 

 

第５章 復興計画 

大規模災害により地域が壊滅し、社会経済活動に甚大な障害が生

じた場合には、被災地域の再建は、都市構造の改変、産業基盤の改変

を要するような多数の機関が関係する高度かつ複雑な大規模事業と

なることから、県、市町村及び関係機関は、緊密な連携を図りながら、

再度の災害の発生防止と、より快適な生活環境を目指し、住民の安全

と環境保全、高齢者、障がいのある人、女性等の意見等にも配慮した

防災まちづくりを実施するものとする。 

市町村は、必要に応じ、大規模災害からの復興に関する法律を活用

し、国の復興基本方針等に即して復興計画を作成し、同計画に基づき

市街地開発事業、土地改良事業等を実施することにより、特定大規模

災害により、土地利用の状況が相当程度変化した地域等における円

滑かつ迅速な復興を図るものとする。 

第５ （略） 

 第７節～第11節 （略） 

 

第４章 経済復興の支援 

 第１節 金融措置 

   （略） 

１ 県、市町村、関係機関 

（１） （略） 

（２）福岡県中小企業振興資金【緊急経済対策資金】（中小企業経営支援課） 

  ア～イ （略） 

（３） （略） 

２ 政府系金融機関 

（１）株式会社日本政策金融公庫（中小企業事業）（中小企業経営支援課） 

災害により被害を受けた中小企業者に対し、所定の条件により、

災害復旧貸付を行う。 

（２）株式会社日本政策金融公庫（国民生活事業）（中小企業経営支援課） 

災害により被害を受けた中小企業者に対し、所定の条件により、

災害復旧貸付を行う。 

（３）株式会社商工組合中央金庫（中小企業経営支援課） 

災害により被害を受けた中小企業者に対して、既存事業設備の

復旧に必要な設備資金、災害の影響により生じた不足運転資金を

使途とする災害復旧資金を貸付ける。 

  ３ （略） 

 第２節 （略） 

 

第５章 復興計画 

大規模災害により地域が壊滅し、社会経済活動に甚大な障害が生

じた場合には、被災地域の再建は、都市構造の改変、産業基盤の改変

を要するような多数の機関が関係する高度かつ複雑な大規模事業と

なることから、県、市町村及び関係機関は、緊密な連携を図りながら、

再度の災害の発生防止と、より快適な生活環境を目指し、住民の安全

と環境保全、高齢者、障がいのある人、女性等の意見等にも配慮した

防災まちづくりを実施するものとする。 

市町村は、必要に応じ、大規模災害からの復興に関する法律を活用

し、国の復興基本方針等に即して復興計画を作成し、同計画に基づき

市街地開発事業、土地改良事業等を実施することにより、特定大規模

災害により、土地利用の状況が相当程度変化した地域等における円

滑かつ迅速な復興を図るものとする。 
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なお、復興のため市街地の整備改善が必要な場合には、被災市街地

復興特別措置法等を活用することにより、合理的かつ健全な市街地

の形成と都市機能の更新を図る。 

〈主な実施機関〉 

県、市町村、関係機関 

 第１節 復興計画作成の体制づくり 

復旧後の早い段階で、総合的かつ長期的な視野に立ち、更に災害に強

いまちづくり等の中長期的課題の解決をも図る計画的な復興を図るた

め、復興計画を作成する。 

そのため、県は、復興計画の迅速かつ的確な作成と遂行のための体制

整備（県と市町村及び関係機関との連携、国との連携）を図るものとす

る。 

<留意点>（都市計画課、総合政策課） 

市町村は、津波による被害を受けた被災地について、津波に強いまち

づくりを図る観点から、住民等の参加の下、高台移転も含めた総合的な

市街地の再整備を図るものとする。その際、時間の経過とともに被災地

域への再移転が行われないよう、津波災害特別警戒区域等による土地

利用や建築制限等を行うことについても検討するものとする。 

 

 

 

 

市町村は、防災まちづくりに当たっては、必要に応じ、浸水の危険性

の低い地域を居住地域とするような土地利用計画、できるだけ短時間

で避難が可能となるような指定緊急避難場所・津波避難ビル等、避難路

・避難階段などの避難関連施設の都市計画と連携した計画的整備等を

基本的な目標とするものとする。 

第２節～第３節 （略） 

県及び市町村は、被災後に早期かつ的確に復興まちづくりを行え

るよう、事前復興まちづくり計画策定等の復興事前準備に努めるも

のとする。 

なお、復興のため市街地の整備改善が必要な場合には、被災市街地

復興特別措置法等を活用することにより、合理的かつ健全な市街地

の形成と都市機能の更新を図る。 

〈主な実施機関〉 

県、市町村、関係機関 

 第１節 復興計画作成の体制づくり 

復旧後の早い段階で、総合的かつ長期的な視野に立ち、更に災害に強

いまちづくり等の中長期的課題の解決をも図る計画的な復興を図るた

め、復興計画を作成する。 

そのため、県は、復興計画の迅速かつ的確な作成と遂行のための体制

整備（県と市町村及び関係機関との連携、国との連携）を図るものとす

る。 

<留意点>（都市計画課、地域振興総務課） 

市町村は、住民と協同して具体の復興土地利用計画を策定する際に

は、被災状況を踏まえつつ、将来を見据えた津波に強いまちをつくると

いう観点からも、浸水の危険性の低い地域に居住機能や都市機能の集

約を図るものとし、更に市街地開発事業等の手法についても検討する

ものとする。その際、復興計画の迅速な実現のために、時間の経過とと

もに被災地域への再建築等が行われないよう、各種法令等に基づく土

地利用規制や建築制限等を行うものとする。また、まちの復興にあたっ

ては、そのまちの歴史や文化、人々の営み、地域のコミュニティ等につ

いて、できるだけ被災前の状態に配慮した取組が求められる。 

市町村は、防災まちづくりに当たっては、必要に応じ、浸水の危険性

の低い地域を居住地域とするような土地利用計画、できるだけ短時間

で避難が可能となるような指定緊急避難場所・津波避難ビル等、避難路

・避難階段などの避難関連施設の都市計画と連携した計画的整備等を

基本的な目標とするものとする。 

第２節～第３節 （略） 

防災基本計画（R7.7修正）

に基づく修正 
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